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午前 ９時００分 開会  

（出席議員 １７名） 

────────────────── 

◎開会宣告・開議宣告 

○議長（中川一男君） 出席、まことに御苦労に存

じます。 

 ただいまの出席議員は１７名であります。 

 これより、平成１７年第４回上富良野町議会定例

会を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸般の報告 

○議長（中川一男君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 御報告申し上げます。 

 今期定例会は、１２月１６日に告示され、同日議

案等を配付をいたしました。 

 今期定例会の運営につき、１１月２８日及び１２

月１５日に議会運営委員会を開き、会期及び議事日

程等を審査いたしました。その内容は、お手元に配

付の議事日程のとおりであります。 

 今期定例会に提出の案件は、町長から提出の議案

が、議案第１号ないし議案第２５号までの２５件で

あります。議員からの提出案件は、発議案第１号の

１件であります。 

 各常任委員会合同の庁内行政調査報告がありまし

た。 

 総務文教及び産業建設常任委員長より、委員会所

管事務調査の報告がありました。 

 議会運営委員長より、議員派遣結果の報告があり

ました。 

 平成１７年第３回定例会において付託されました

議案第８号平成１６年度上富良野町各会計歳入歳出

決算認定の件及び議案第９号平成１６年度上富良野

町企業会計決算認定の件について、それぞれ決算特

別委員長より審査の報告がありました。 

 監査委員から、例月現金出納検査結果の報告があ

りました。 

 町長から、今期定例会までの主要な事業につい

て、行政報告の発言の申し出がありました。その資

料として工事発注状況一覧をお配りしましたので、

参考資料としていただきますようお願い申し上げま

す。 

 今期定例会までに受理いたしました陳情、要望の

件数は５件であります。その要旨はさきにお配りし

たとおりであります。議会審議の資料としていただ

きますようお願い申し上げます。 

 町の一般行政について、村上和子議員外８名の議

員から一般質問の通告がありました。その要旨は本

日お手元にお配りしたとおりであります。 

 なお、あらかじめ執行機関に質問内容を通告いた

しております。 

 また、質問の順序は、通告を受理した順となって

おり、質問の日割りにつきましては、さきに御案内

のとおりですので、御了承賜りたいと存じます。 

 今期定例会までの議会の主要な行事は、別紙配付

のとおりであります。 

 本定例会の議案説明のため、町長以下関係者の出

席を求め、別紙配付のとおり出席いたしておりま

す。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

  ◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（中川一男君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

     ８番 吉 武 敏 彦 君 

     ９番 米 沢 義 英 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 会期決定の件 

○議長（中川一男君） 日程第２ 会期決定の件を

議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から１２月２８日までの

９日間といたしたいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から１２月２８日までの９

日間と決しました。 

────────────────── 

◎日程第３ 行政報告 

○議長（中川一男君） 日程第３ 行政報告を行い

ます。 

 今期定例会までの主な行政執行経過について、町

長から報告の申し出がありますので、発言を許しま

す。 
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 町長尾岸孝雄君。 

○町長（尾岸孝雄君） 議員各位におかれまして

は、公私ともに何かと御多用のところ、第４回定例

町議会に御出席をいただき、まことにありがとうご

ざいます。 

 この機会に、去る９月定例議会以降における町政

執行の概要について報告させていただきます。 

 まず、初めに、これまで永年私の片腕として御尽

力賜っておりました植田助役、また、樋口収入役が

９月３０日の任期満了をもって御勇退いただき、１

０月１日より、収入役事務の兼掌をする形で田浦助

役に就任をいただき、新たな補助執行体制をもって

スタートをさせていただきました。 

 次に、１０月１日を調査基準に全国一斉に実施い

たしました国勢調査は、人口減少社会を迎えつつあ

る我が国の人口、世帯の最新の実態を明らかにし、

国や都道府県、市町村の行政の基礎資料として少子

高齢化社会への取り組みやまちづくりに生かされる

ものであります。 

 当町の調査結果は速報で、世帯数４,５３５戸、

総人口１万２,３５２人、うち、男性６,３１５人、

女性６,０３７人となっております。 

 次に、１１月２９日から上京いたしまして、災害

復旧事業促進全国大会、東京ふらの会総会、翌３０

日には、全国町村長大会にそれぞれ出席してまいり

ました。 

 特に、全国町村長大会におきましては、真の地方

分権を推進するため、３兆円規模の税源移譲の確実

な実施、あわせて、地方交付税の持つ財源保障機能

の堅持などについて、緊急重点の課題として決議を

いたしてまいりました。 

 次に、１１月３日、菅野學名誉町民を初め多くの

皆様の御列席をいただき、平成１７年度の町表彰式

を挙行いたしました。町の関係では、自治功労賞２

名、社会貢献賞４名、善行表彰１団体と１名、勤続

表彰１７名、国保優良家庭４名の表彰をさせていた

だき、さらに感謝状を１団体と２個人に贈呈いたし

ました。 

 また、教育委員会関係では、文化賞１名、文化奨

励賞１名、スポーツ賞２名、スポーツ功労賞１名、

スポーツ奨励賞１団体と６個人の表彰をいたしたと

ころであります。 

 次に、国の栄典受賞では、１１月３日発令の春秋

叙勲では、地方自治功労者として、小野三郎氏が旭

日双光章、また危険物業務従事者叙勲では、防衛功

労者として伊藤士志美氏、岩波敬之氏、大橋初夫

氏、宮垣一氏の４氏が瑞宝単光章を受賞されました

ので、町からの受賞お祝い金を各受賞者にお渡し

し、お祝いを申し上げました。 

 また、上川南部消防事務組合関係では、消防功労

者として前田光弘氏が瑞宝単光章を受賞されており

ます。褒章関係では、林春雄氏が９月２８日発令で

紺綬褒章を受章され、伝達式を明年１月６日に行う

こととしております。 

 次に、日の出公園施設、吹上保養センター及び上

富良野パークゴルフ場の３施設について、平成１８

年４月１日から指定管理者制度による運営に移行す

る方針のもとに、１０月１１日から１カ月間、指定

管理者希望者の募集を行ったところであります。 

 日の出公園施設及び吹上保養センターは各１団

体、上富良野パークゴルフ場は２団体の応募があ

り、以降３回の選定委員会を開催して、３施設の指

定管理者候補者を選定いたしました。 

 なお、今定例議会に３施設の指定管理者の指定に

ついて議案を上程いたしておるところであります。 

 次に、１０月１７、１８日に開催されました北海

道火山サミットについてでありますが、北海道内の

常時観測５火山の火山防災会議協議会や関係機関の

取り組み状況報告、講演会、シンポジウムが行わ

れ、各火山防災会議協議会の代表首長とともに、北

海道火山防災サミット札幌宣言を行い、確認してま

いりました。 

 次に、１０月２８日、札幌上富良野会の総会が開

催され、西村副議長を初め、町内関係者とともに出

席してまいりました。花輪会長を初め、札幌近郊に

在住される当町ゆかりのある方々とお会いすること

ができ、有意義な時間を過ごさせていただきまし

た。 

 次に、１１月１７日、カナダ・アルバータ州内の

自治体と姉妹提携を結んでおります道内９町によ

る、第１４回北海道・アルバータ州姉妹都市連絡会

議が当町を会場に開催いたしました。 

 会議には、９町の町長や助役を初め国際交流担当

職員のほか、オブザーバーとして北海道国際課、北

海道カナダ協会、北方圏センターの担当者、さらに

カナダ側からアルバータ州日本姉妹都市会議を代表

いたしまして、当町と友好都市提携を結んでおりま

すカムローズ市のミチコ・ラスムセン氏の出席をい

ただき、国際交流の現状や将来について意見交換を

いたしたところであります。 

 また、１９８５年、カムローズ市との友好都市提

携を結んでから本年は２０年という記念の年を迎え

たことから、先方と調整を図り、友好提携記念日の

９月５日の日付をもって友好都市提携延長盟約書を

取り交わすことといたしました。これまでの友好関

係をもとに、さらに友好のきずなを深めていくこと

を確認したところであります。 

 次に、市町村合併につきましては、去る１０月７
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日に、北海道が進めている合併推進構想に関する意

見を聞く地域懇談会が、１０月１３日には住民を対

象とした地域説明会が開催されました。それぞれの

会議では、北海道の基本的な考え方として、市町村

合併はあくまでも市町村が住民の意思を踏まえて、

自主的に判断するものとし、旧合併法を引き継ぐ合

併新法は５年間の時限立法で、合併協議に十分な時

間をかける必要があることなどから、平成１８年度

の早い時期に合併推進構想を策定する計画で、合併

の規模としては、住民サービスの視点で３万人程

度、行財政効率化の視点で５万人程度、合併新法の

期間内での実現を目指すことなどが構想のたたき台

として示されました。 

 また、会議では北海道の取り組み姿勢、各市町村

の合併協議経過、北海道町村会で検討中のグランド

デザインなどの意見が出され、道内７カ所で開催の

地域懇談会、地域説明会の意見を構想づくりに生か

していく考えが示されております。 

 次に、広域行政についてでありますが、今年５月

に、富良野地区広域市町村圏振興協議会内に設置い

たしました「自治のかたち」検討プロジェクトの中

間報告がまとまり、１０月１４日に報告を受けまし

た。この中間報告書では、富良野圏域の目指すべき

将来像を「５つ星の自治を求めて～住民や地域が支

えあい助け合う持続可能な自治～」とし、団体自治

のかたちを「市町村連携・広域連合・市町村合併・

広域都市」の四つとして、その具体的な内容は年度

末の最終報告までの間に調整・検討することになっ

ております。 

 広域で担うことが望ましい事務事業については、

消防、消費者センター、介護、国保制度、医療など

として引き続き協議し、また、北海道からの事務事

業、権限移譲については、北海道と市町村との共同

処理体制の構築に向けて、調査検討をすることに

なっております。 

 この中間報告書は、９章６４ページから成る本編

と、１０項目、１０３ページから成る資料編で構成

されております。情報を共有する観点から、行政情

報提供コーナーやホームページにも掲載し、議会へ

複数部配付しております。 

 また、このプロジェクトの取り組み状況について

は、６月号広報誌からシリーズで掲載し、中間報告

の概要は１１月号広報誌で掲載してお知らせをいた

しておるところであります。 

 今後は、広域で担うことが望ましい事務事業につ

いて、今月中に富良野沿線５市町村長へ再度の協議

を受けることとなっております。 

 次に、自衛隊関係でありますが、１０月３日に

は、第２戦車連隊創立１０周年記念及び多田弾薬支

処創立４９周年記念式典、また、１０月１５日と翌

１６日には、北部方面総監部音楽祭、北部方面総監

部５３周年記念祝賀会が行われ、北海道知事初め道

内選出の国会議員ほか自衛隊協力団体の皆様方とと

もに出席し、お祝いをしてまいりました。 

 また、防衛施設周辺整備事業関係でありますが、

北海道基地協議会要望運動を１１月２４日から２５

日に、各市町村長、役員同行のもと、平成１８年度

の事業要望を防衛庁長官、副長官、政務官、総務

省、財務省、防衛庁、防衛施設庁に行ってまいりま

した。 

 次に、１１月４日、石狩川流域４８自治体の市町

村長の会議であります石狩川サミット第８回上富良

野サミットが、当町を会場に開催されました。 

 石狩川サミットは、２年に一度、川からのまちづ

くりを基本テーマとして、流域のそれぞれの自治体

地域においてのまちづくり、地域づくりを論ずる場

であり、今回、「住民の安全を考える」「人にやさ

しい地域モデルを考える」の二つのテーマに沿っ

て、４２の自治体の参加により、それぞれ提言が行

われ、今後の流域全体の各施設に反映するよう確認

されたところであります。 

 また、１１月３日には、サミット本会議に先立

ち、町民の皆様を対象として、サミットと同じテー

マである「住民の安全を考える、十勝岳噴火のシナ

リオとハザードマップ」と題して、ＮＰＯ環境防災

総合政策研究機構専務理事で、北大名誉教授の宇井

忠英教授をお招きし、防災講演会を開催したところ

であります。講演会には町民の皆様初め、駐屯地な

ど各関係機関から約１７０名の参加をいただき、防

災の認識を新たにしたところであります。 

 次に、観光関係では、富良野・美瑛広域観光推進

協議会事業の一つとして、１０月２０日から４日間

の日程で日韓観光文化交流ツアーを実施し、韓国か

らの直行便による１２０名の皆様を旭川空港にお迎

えし、空港内で行われた歓迎到着式に出席してまい

りました。その後、韓国の皆様は、富良野圏域の観

光を楽しんでいただいたところであります。 

 また、こちらからも同一日程で１６９名の皆様が

訪韓し、隣国の文化に触れ、交流を深めてまいりま

した。訪韓中実施した現地でのアンケート調査にお

いては、北海道のイメージとして、自然、景観、温

泉という回答が最も多かったことから、今後におけ

る観光客誘致の参考にしてまいります。 

 次に、懸案でありました軽費老人ホームの民間社

会福祉法人への移譲につきましては、現状の施設が

果たす役割継続できること、また、地域の高齢者等

福祉対策の担い手となり得ることを前提に、地元法

人への移譲を基本として検討を進めてきたところで
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あります。町内の社会福祉法人がその受け皿となる

意向が明確になりましたので、各種の協議を進めて

まいりました。 

 町といたしましては、移譲環境の整備を進め、応

分の負担を含めた移譲方針を定め、今定例議会に関

係議案を上程いたしておりますので、議員各位の御

理解を賜りますよう、心からお願いを申し上げる次

第であります。 

 次に、保健福祉総合センターかみんにつきまして

は、昨年１１月開設以来、多くの町民の皆様に御利

用いただき、開設から１年の利用は、総数で１０万

７,１６１人、月平均で８,９３０人となったところ

であります。特に、健康づくり施設としての歩行浴

プールの利用は３万６,９７２人、月平均３,０８１

人となっております。また、最終計画の外構整備に

つきましても、特定防衛施設周辺整備交付金を活用

し、現在整備中であります。今後とも町民の皆様の

健康づくり、福祉対策の拠点として、十分な機能を

発揮するよう努めてまいります。 

 次に、クリーンセンターにおけるダイオキシン類

測定結果については、今年度も４月及び１０月の２

回、定期測定を実施し、いずれも基準値以下の結果

となっております。今後におきましても、安全な維

持管理のもと、運営してまいります。 

 次に、北海道社会事業富良野協会病院との連携に

より、１０月から隔週１回、半日で開設いたしまし

た泌尿器科診療につきましては、１１月末日までの

２カ月間、計５回の診療で２０２名という予想を上

回る受診者がありました。そのうち新患が４１％を

占めているところであります。特に高齢者からは、

冬期に向かって通院時間の短縮が図られたことを喜

んでいただいているところであります。 

 次に、町民待望の図書館が愛称「ふれんど」とし

て、１０月１６日にオープンいたしました。オープ

ン後の利用状況でありますが、１１月末時点におい

て、来館者数延べ５,４６９名、貸出冊数１万１,２

２７冊、新規図書貸出登録者数２４２名と、前年同

期と比較して利用者数で約３倍増となるなど、子供

から大人まで幅広く利用いただいております。これ

からも多くの町民に親しまれる図書館として充実に

努めてまいります。 

 次に、第４２回を迎えました町総合文化祭であり

ますが、１１月３日から６日までの４日間にわた

り、社会教育総合センターを会場に開催いたしまし

た。日ごろの文化活動の発表の場として、文化連盟

を初め多くの皆様の作品展示や芸能発表などが行わ

れ、期間中３,４３３人の町民の参加をいただき、

盛会のうちに終了することができました。 

 次に、町立清富小学校では、平成１７年度に入り

６名の児童で学習活動を行ってまいりましたが、転

校児童が相次ぎ、１０月１日から在校児童が３名と

なり、来春には６年生１名が卒業し、新入学児童の

予定もないため、在校児童は２名となることが予測

される事態となりました。地域においては、保護者

や住民の話し合いを重ね、結果、平成１８年３月３

１日をもって清富小学校の閉校について合意がなさ

れ、先般、その申し出をお受けいたしました。 

 昭和９年開校以来、７０年に及ぶ歴史のある清富

小学校がなくなることは極めて残念なことでありま

すが、本定例議会において関係議案を上程いたして

おりますので、議員各位の御理解を賜りたいと存じ

ます。今後においては、地域住民の意向を十分に聞

きながら、施設の利活用を検討してまいります。 

 次に、道立上富良野高等学校につきましては、念

願の新校舎、新体育館が完成し、１０月１５日に校

舎落成記念式典及び記念祝賀会が開催され、関係者

とともに喜びを分かち合ってまいりました。今後は

教育内容の一層の充実を願うところであります。少

子化の進展による中学校卒業見込み者数の減少傾向

など、置かれている状況は非常に厳しい中で、現行

二間口の維持継続に向かって、町を挙げて支援して

いくことが必要と考えております。 

 最後に、建設工事の発注状況でありますが、９月

定例議会で報告以降に入札執行した建設工事は、１

２月１２日現在で件数で１件、事業費総額で２,３

１０万円となっております。本年度累計では４２

件、事業費総額４億１,３８７万８,５００円となっ

ております。 

 なお、お手元に平成１７年度建設工事発注状況を

配付しておりますので、後ほど御高覧いただきたい

と存じます。 

 ありがとうございました。 

○議長（中川一男君） 以上をもって、行政報告を

終わります。 

────────────────── 

◎日程第４ 報告第１号 

○議長（中川一男君） 日程第４ 報告第１号例月

現金出納検査結果報告の件について、代表監査委員

から報告を求めます。 

 代表監査委員高口勤君。 

○代表監査委員（高口勤君） 報告第１号例月現金

出納検査結果報告の件。 

 例月現金出納検査結果について御報告いたしま

す。 

 概要のみ申し上げますので、御了承を賜りたいと

思います。 

 １ページをお開きください。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により執
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行いたしましたので、同条第３項の規定により、そ

の結果を報告いたします。 

 平成１７年度８月分から１０月分について、概要

並びに検査結果を一括して御報告いたします。 

 例月現金出納検査を別紙報告書のとおり執行し、

いずれも各会計の出納の収支状況は別紙資料に示す

とおりであり、現金は適正に保管されていることを

認めました。 

 なお、資料につきましては御高覧いただいたもの

と存じ、説明を省略させていただきます。 

 また、税の収納状況につきましては、１０ページ

にございますので、参考にしていただきたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば承ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 質疑がなければ、これを

もって例月現金出納検査結果の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第５ 報告第２号 

○議長（中川一男君） 日程第５ 報告第２号町内

行政調査の報告を行います。 

 本報告は、各委員会合同の調査でありますので、

事務局長より報告書を朗読させます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 町内行政調査報告書を

朗読いたします。 

 町内行政調査報告書。 

 平成１７年第３回定例会において、閉会中の継続

調査として、全議員による調査項目とした町内行政

調査の経過と結果を次のとおり報告します。 

 １、調査の経過。 

 平成１７年１０月１１日、全議員による合同調査

項目である町内行政調査として、町内公共施設等の

現況を視察し、町理事者及び所管課長等から説明を

求め、調査を行いました。 

 ２、調査の結果。 

 施設等の把握をすることを重点とし、８カ所の現

地調査を行ったところ、その実態により今後の議会

審議の資とすることとしたため、特に調査の意見は

付さないことといたしました。 

 なお、調査いたしました施設は次のとおりでござ

います。 

 １、ポロピナイ川改修工事。 

 ２、北２４号道路改良舗装工事。 

 ３、麦類乾燥調製施設新設工事。 

 ４、上富良野町子どもセンター。 

 ５、泉町北団地町営住宅建設工事。 

 ６、里仁浄水場。 

 ７、旭町教職員住宅。 

 ８、図書館整備事業。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） ただいまの報告に対し、各

委員長から補足説明があれば、お願いいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 以上で、本件の報告を終わ

ります。 

────────────────── 

◎日程第６ 報告第３号 

○議長（中川一男君） 日程第６ 報告第３号委員

会所管事務調査の報告を行います。 

 本件の報告を求めます。 

 初めに、総務文教常任委員長仲島康行君。 

○総務文教常任委員長（仲島康行君） 総務文教常

任委員会所管事務調査報告を申し上げます。 

 本委員会に所管事務調査として、閉会中の継続調

査に付託された事件について、調査の経過及び結果

を次のとおり報告する。 

 上富良野町議会議長中川一男様、総務文教常任委

員長仲島康行。 

 記。調査事件名。 

 １、所管する事務事業の件。 

 ２、先進市町村行政調査の件。 

 １、調査の経過。 

 総務文教常任委員会は、委員会構成後間もないこ

とから、所管する事務事業の概要を調査することを

主眼とした。また、平成１７年１０月２５日から２

８日まで、先進市町村である宮城県大和町、新潟県

小千谷市を視察し調査を行った。 

 調査の結果。 

 (1)所管する事務事業の件。 

 総務文教常任委員会は委員会を開催し、所管する

事務事業の概要について担当課長などから説明を受

けるとともに、各委員からの質疑を行うなど、目的

である事務事業の概要をおおむね把握することがで

きた。よって、今回の調査項目は終了することと

し、今後、委員会において所管する事務事業の中か

ら、具体的な項目を取り上げ調査することとした。 

 (2)先進市町村行政調査の件。 

 調査のテーマを特別支援教育、指定管理者制度、

災害対策とし、宮城県大和町において「特別支援教

育と指定管理者制度」について、新潟県小千谷市に

おいて「災害対策」について、それぞれ調査を行っ

た。 

 宮城県大和町。 

 調査のテーマ。 

 ①特別支援教育について。 
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 ②指定管理者制度について。 

 町の概要。 

 大和町は昭和３０年に１町４カ村が「大和の精

神」で合併して誕生した町である。なだらかな稜線

が連なる七つの森を初め、豊かな自然と肥沃な大地

に恵まれ、農業を基盤産業としながらも、仙台北部

中核工業団地や住宅団地、通流団地等の開発が進め

られており、「豊かな自然の中に農業と工業、商業

がたくましく発展する町・仙台北部中核都市」を目

指して基盤整備が進められている。平成１７年１０

月末現在の人口は２万４,０４５人、７,９８２世帯

である。 

 調査の概要。 

 (1)特別支援教育について。 

 大和町では平成１３年から学習障害（ＬＤ）児に

対する指導体制の充実事業が実践されていたが、そ

れを踏まえ、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）、高

機能自閉症等を含めた総合的な教育的支援体制の整

備を図るためのモデル事業が実施されており、障害

の定義、判断基準等の有効性の検証、校内委員会や

専門家チームの設置、巡回相談等による学校及び地

域における教育推進体制の整備を目指していた。平

成１５・１６年度に大和町が特別支援教育推進体制

モデル事業の総合推進地域として指定を受け、１５

年度は町立吉岡小学校と町立吉岡中学校、そして１

６年度には大和町内全小学校（６校）、全中学校

（５校）へ対象が広げられ、取り組まれた。 

 事業の運営としては、調査研究運営会議、専門家

チームの設置（宮城県教育委員会により設置）、校

内の適応支援委員会（吉岡小・中）が設置され、対

象児童の実態把握、校内の指導体制について、検

討・実践がされていた。 

 大和町では、教頭と教育相談担当の職員がコー

ディネーターとして配置されており、教頭は対外的

な調整、教育相談担当職員は内部職員や保護者への

理解啓発、具体的プランの立案など、連携し有効な

取り組みが行われていた。 

 今後は、１５・１６年度のモデル事業の成果を踏

まえ、幼稚園、高等学校も対象とした事業の推進が

計画されており、これにより一層連携のとれた取り

組みが期待される。 

 (2)指定管理者制度について。 

 大和町では現在６６ある公共施設のうち２８施設

について管理委託を行っており、今後さらに２５施

設においても委託を計画していたが、制度移行のた

め施設のチェックをし、可能なものから制度導入へ

向けて手続をとるよう進められていた。しかし、指

定管理者制度の導入に至っていない要因としては、

公共施設の管理運営が民間事業者に対し事業価値を

持ってもらえるのか確信がないこと、また、管理運

営上一番の問題は人件費であることから、今後、正

職員から臨時職員やパート職員、ボランティア等へ

体制の改善を図ることも含めながら、制度への移行

について検討を進めていくとの現状であった。 

 また、現在、公の施設の管理を受託している地域

振興公社に対して制度導入を踏まえ自立的経営を確

立できるよう、経営改善を進めていくよう指導を強

化していくことも考えられていた。 

 まとめ。 

 (1)特別支援教育制度について。 

 今までは特殊学級や養護学校に在籍している児童

に特別な教育をしていたが、これからは通常の学級

に在籍している児童にも、必要があれば学校全体で

支援していかなければならず、保護者や地域の理解

が必要となる。大和町では適応支援委員会が随時

「おたより」を発行しており、職員、児童、保護者

の間で軽度発達障害に対する関心が高まり、それが

地域に広まり、周囲の理解という部分ではよい体制

が整っているように思われた。また、何となく落ち

つきがない、何かが苦手という子供も、その原因が

わかることで、担任、保護者、周りの人もかかわり

方がわかり、支援の工夫により生活面、行動面、学

習面などが改善していくため、少しでも早い時期に

気づくことが重要である。そのためには、幼稚園・

保育所の先生との情報交換や、保健師との情報の共

有が求められるが、そこでも保護者の理解が欠かせ

ないため、より一層軽度発達障害について理解を広

めることが必要である。 

 今後、上富良野町においても検討委員会等を設置

し、体制づくりが進められることと思うが、その推

進に当たり、まず気づくことが第一歩であり、ふだ

んの授業、学校生活や保護者の声に耳を傾けること

が必要である。また、それを１人の職員が抱えるの

ではなく、学校全体や近隣の学校、関係機関と情報

交換することで、子供の立場に立った支援を進める

ことが重要である。 

 (2)指定管理者制度について。 

 地方自治法の一部改正により公の施設の管理運営

について、民間事業者によっても管理を行うことか

できる制度に移行された。この改正により当町でも

指定管理者制度の導入を図っているが、今後さらに

この制度を導入していくのか、あるいは町が直接管

理し、個別に業務の委託を行っていくか選択するこ

とが必要となる。 

 指定管理者制度への移行に際しては、多様化する

住民ニーズにこたえるための民間ノウハウを取り入

れたサービスの向上、管理運営経費節減等が期待さ

れるが、民間事業者にとっては、利用料金等の設定
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など経営上において自由裁量がないことなど、企業

経営においては魅力が乏しく、公共施設の管理運営

への参入意欲は強いとは思われない。 

 しかし、一層厳しさを増す町の財政状況を見たと

き、さらに小さな役場にならざるを得ず、当町にお

ける公共施設等の管理運営については指定管理者制

度のより柔軟で多様な運用で、町の活性化につなげ

る努力と工夫が必要である。 

 新潟県小千谷市。 

 調査テーマ。防災対策について。 

 町の概要。 

 新潟県の中央やや南に位置し信濃川により市域が

二分され、河岸段丘と中山間地に展開する田園都市

である。昭和２９年に市制を施行し、以後合併を繰

り返し現在に至り、平成１７年１０月末現在の人口

は４万６９８人、１万２,３３２世帯である。 

 平成１６年１０月２３日に発生した新潟県中越大

地震により、豊かな自然、歴史的な財産等多くのも

のを失ったが、震災を乗り越え、よりよい町にする

ため小千谷市復興計画を策定し、平成２６年度を最

終目標年度とし、復興に向け全力で取り組んでい

る。 

 調査の概要。 

 小千谷市では地震発生後、職員が防災マニュアル

により招集されたが、このとき職員から市内の状況

について聞き取り行うことが貴重な情報源となっ

た。これは、電話が通じず、行政からの情報は防災

無線等で伝えられるが、町民からの情報を受けられ

ないといった状況の中、被害状況を把握するのに職

員が実際目にした情報が役立った。加えて、各町内

等で小型の発電機が備えられていた場所もあり、携

帯電話等の充電に役立っていたようである。山間部

など孤立が予想される地域では、バイク隊によるボ

ランティアが、水、食料を運び状況確認をしてくる

等、行政が対応できない部分でボランティアの活動

が大変役立ち、また、車が走行できない場所では自

衛隊員による徒歩での情報収集活動も行われ、迅速

な対応が図られていた。 

 避難所に関しては、全市民が対象となることを想

定していなかったため、収容し切れないことが予想

されたが、農業用ハウス、広場等を利用した自主的

な避難所や、企業との連携により大規模商業施設を

利用した避難所など、最大で１３６カ所避難所が設

置された。そのため、全箇所の把握が困難となり、

救援物資が行き渡らないという問題点も発生した。

しかし、小さいコミュニティー(農業用ハウスの避

難所等)は体育館など行政側の支援が割と行き届く

大きな避難所と比べ自立が早く、「自分たちにでき

ることは自分たちでやろう」という意識が強かった

ようである。 

 一方、体育館などでは自分の家に帰ることができ

るようになっても避難所に残る市民が見受けられる

などの課題もあった。 

 議会の対応としては、多くの議員が地域からの要

望を受け何度も本部を訪れていたが、その対応に当

たる職員も混乱しているため、正副議長、３常任委

員長、議会運営委員長により震災に対する市議会と

しての対応について協議し、要望等は一たん議会で

預かり、正副議長、３常任委員長、議会運営委員長

の６名が２人１組となり取り扱いについて整理・検

討し、まとめて市へ提出する形をとっていた。 

 小千谷市は１年を経過した現在でも、８７０戸の

仮設住宅がいっぱいであり、住宅を失った住民がい

まだに復旧できず、仮設住宅での生活を強いられて

いる実態が災害の大きさをあらわしている。復旧は

着実に進んでいるとはいえ、住民の生活がもとに戻

るには、まだしばらくの年月が必要と感じた。 

 まとめ。 

 本町では現在、十勝岳噴火を想定した防災訓練が

年に１回実施されているが、全町民が対象でないこ

とから、噴火以外の災害が起きたときの対応がとら

れていない。小千谷市では、３年に一度、全市民を

対象に総合防災訓練、あとの２年は召集訓練と非常

訓練を実施していたにもかかわらず、災害に直面す

ると余り役に立たなかったようで、情報伝達の手

段、避難誘導の手段等より具体的な訓練が必要であ

る。また、非常用物資の確保、火災時の対応など行

政には限界があることから、各自の備えが一番重要

であることをＰＲしていくことが重要である。 

 今後は、各種災害を想定したきめ細やかな防災対

策が必要であり、本町でも防災担当部署を設置し、

消防、自衛隊ＯＢ等の採用で火山噴火、地震発生時

等における危機管理対策の充実を図ることが必要と

考える。 

 災害が起きたとき、すべての人が被災者という中

で、自分たちのできることを見つけ、協力し合うこ

とが重要である。中でも町内会等小さな地域単位で

の自主防災組織等、住民のコミュニケーションがと

れる組織を結成し、日ごろから、災害が起きたとき

には互いに助け合うという意識を持ち、近所同士の

声かけや生活弱者をだれとだれが避難誘導をするの

かという具体的な訓練が必要である。また、行政が

被害状況を把握する手段としても、小さい住民組織

での連絡委員を確立し、情報収集の組織化を図るこ

とが最も重要であると考え、報告といたします。 

 以上でございます。よろしくお願いを申し上げま

す。 

○議長（中川一男君） 次に、産業建設常任委員長



 

― 9 ―

長谷川徳行君。 

○産業建設常任委員長（長谷川徳行君） 過般、実

施いたしました先進地行政調査につきまして、報告

書の朗読をもって報告といたします。 

 産業建設常任委員会所管事務調査報告。 

 本委員会に所管事務調査として、閉会中の継続調

査に付託された事件について、調査の経過及び結果

を次のとおり報告する。 

 産業建設常任委員長長谷川徳行。 

 記。調査事件名。 

 １、所管する事務事業の件。 

 ２、先進市町村行政調査の件。 

 １、調査の経過。 

 産業建設常任委員会は、委員会構成後間もないこ

とから、所管する事務事業の概要を調査することを

主眼とした。また、平成１７年１１月６日から１１

月９日まで、先進市町である長野県小布施町、栃木

県佐野市葛生地区を視察し調査を行った。 

 ２、調査の結果。 

 (1)所管する事務事業の件。 

 産業経済常任委員会は、委員会を開催し、所管す

る事務事業の概要について担当課長などから説明を

受けるとともに、各委員から質疑を行うなど、目的

である事務事業の概要をおおむね把握することがで

きた。よって、今回の調査項目は終了することと

し、今後、委員会において、所管する事務事業の中

から、具体的な項目を取り上げ調査することとし

た。 

 (2)先進市町村行政調査の件。 

 第１次産業の経営が悪化し、北海道経済の不況が

長引く中、本町においても後継者不足や高齢化が進

み、商店街の空き店舗化、商店街の衰退などが懸念

され、少しでもそれらの活性化のために今後の中心

市街地再生に向けた調査研究のため、平成１７年１

１月６日から９日まで、景観によるまちづくりや、

ＴＭＯなどによる先進地である長野県小布施町、栃

木県佐野市葛生地区を視察し調査を行った。 

 長野県小布施町。 

 調査項目。 

 ①景観によるまちづくりについて。 

 ②中心市街地活性化について。 

 町の概要。 

 面積１９.０７平方キロメートル、人口１万１,３

９５人、気候は内陸性気候で寒暖の差が大きく、雨

が少ない気候と水はけのよい扇状地といった自然条

件が果物の栽培に適している。町の歴史は約１万年

前の旧石器時代縄文中期末ごろに集落が形成され、

北信濃の経済・文化の中心として栄えていた。ま

た、このにぎわいの中から生まれた豪農・豪商たち

は、葛飾北斎や小林一茶ら多数の文化墨客を招き文

化の摂取に励み、今に続く文化の薫り高い雰囲気が

形づくられていた。 

 調査の概要。 

 (1)景観によるまちづくりについて 

 ①まちづくりの経緯。 

 小布施町のまちづくりの経緯は、昭和５１年、郷

土の偉人高井鴻山の招きにより葛飾北斎が小布施町

に多くの肉筆画を残し、それらの保存展示のため建

設された北斎館の建設により、全国から多くの観光

客が訪れるようになった。 

 昭和５６年第２次町総合計画を策定、「緑と水と

歴史の町、暮らしに文化が息づく町、特色ある産業

の町、そこに生きる喜びと誇りを感じる町」を将来

像として歴史と文化のまちづくりを目指した。 

 昭和５９年から６１年にかけて、町並修景事業の

実施。具体的事業として、老舗栗菓子店や、大壁造

りの民家など、歴史的に景観をとどめている建物を

中心として、小布施の歴史と調和するよう、商工会

などを含む１.６ヘクタールのエリアを江戸時代に

栄えた町並みを再現しながら、そこに暮らす人と行

政が役割分担をしながら面的整備を行った。一般民

家の場合、商行為が発生しないので、できるだけ経

費がかからないように商業者と土地を交換し賃貸に

して売買を行わない手法をとり、民間中心で整備が

行われた。 

 昭和６１年、美しい町並みづくりを守っていくた

めに、穏やかな規制をかける意味で町総合計画後期

基本計画を策定し、「うるおいのある美しい町」の

１章を加え、「環境デザイン協力基準」(骨子)を設

けた。 

 昭和６２年、ホープ計画(地域住宅計画)を策定、

町部・農村部等地域の特性を生かしたゾーン整備を

全町に広めた。 

 平成２年、「うるおいのある美しい町づくり条

例」及び「同施行規則」を制定した。 

 平成３年、第３次町総合計画を策定し、条例の環

境デザイン協力基準に沿った新改築に対して助成を

実施した。 

 平成４年、一般住宅に対し景観づくりの指針とし

て、住まいづくり、広告物設置マニュアルを発行、

小布施景観賞として各部門別に表彰を行った。住ま

いづくりマニュアルは「外はみんなのモノ」を基本

に、周辺に家と調和させる等特色ある地域景観との

調和に配慮した住まいづくりを指導。広告物設置マ

ニュアルでは、設置場所は周囲の景観に配慮し、広

告物の周囲を緑化したり、大きさは軒より高くなら

ないよう、できる限り小さくする等、景観との調和

を考えた厳しいマニュアルである。 
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 平成７年、沿道景観保全に関する指導要綱を制定

し、地域の特性に応じ良好な地域景観を形成するた

めのルールづくりとして、さきの広告物設置マニュ

アルとあわせて沿道景観の保全に努めた。 

 平成９年、長野県の景観条例に基づく景観形成住

民協定の認定を受けた地域に対して、地域景観整備

事業補助金交付要綱を制定し、さらなる事業推進を

図り現在に至る。 

 ②花づくりの取り組み。 

 昭和５５年、地元中学校のクラブ活動から始まっ

た花づくり運動が全校に波及して、全校生徒参加に

よる花壇づくりやフラワーポットの設置が行われ、

町にある全２８自治会に花づくり委員会を設置し

た。 

 環境デザイン協力基準にも各家庭の道路に面する

部分の緑化、花壇植栽に取り組み、地域のほか家

庭、企業、商店を対象としてフラワーコンクールを

実施した。 

 平成元年から９年まで延べ１２０名の花のまちづ

くり町民海外研修を行い、研修者による花づくり大

学なども発足され、現在もリーダーとして活動して

いる。 

 平成４年、観光と花に関する技術革新に貢献する

ため、花の情報発信基地として「フローラルガーデ

ンおぶせ」を開園した。 

 平成１２年、個人庭園を公開する小布施オープン

ガーデンを開設し、小布施町は花の国際コンクール

で特別賞も受賞した。現在は花の総合計画を策定中

で、今後は広域による花街道の整備を進めている。 

 (2)中心市街地活性化について。 

 (株)ア・ラ・小布施の発足。 

 平成５年、商工会地域振興部が町づくり会社を設

立。町運営の公式ガイドセンターの発足に準備をし

ていた町との第三セクター設立について研究会を立

ち上げた。町から１００万円の出資が承認され株主

募集を行い、出資者３３人、２団体の総額１,６５

０万円で設立登記を行った。 

 平成６年、業務を開始し、現在の出資者は５５

人、出資金２,６００万円となっている。 

 主な事業として、ゲストハウス小布施による宿泊

施設運営、ガイドセンターでの観光案内及び講演、

説明会の対応、コミュニティースペース六斎舎での

地元特産品販売及び喫茶、各種施設の賃貸及び管

理、コンサート、音楽祭、映画祭等のイベント開

催、月間ニュースレター「小布施風」等冊子の企画

発行、農業振興環境保全、国際交流、町指定ごみ袋

取り扱いなど、各種地域産業を行っている。また、

この（株）ア・ラ・小布施の事業収益は、株主に還

元はせずに、すべてまちづくりに使うようにしてい

る。 

 栃木県佐野市(葛生地区) 

 調査項目。 

 ①中心市街地活性化について。 

 ②ＴＭＯ認定経過について。 

 ③ＴＭＯ構想・計画について。 

 町の概要。 

 面積３５６.０７平方キロメートル、人口１２万

７,５２５人。気候は、夏に降水量の多い太平洋気

候区に属し、比較的温暖ですが、内陸部のため、気

温の年較差・日較差が大きくなっている。葛生地区

は、約２億６,０００万年前に形成された石灰岩地

帯が広がり、推定埋蔵量１５億トンという石灰岩鉱

床に恵まれ、江戸時代から操業されてきた石灰業で

町は大きく発展してきた。大正時代にドロマイトの

大鉱床も発見され、今日まで全国有数の生産量を

誇っている。平成１７年２月２８日に、佐野市、田

沼町、葛生町の１市２町で合併となり、新佐野市が

誕生した。 

 調査の概要。 

 旧葛生町(ＴＭＯによる)中心市街地活性化。 

 平成７年国道バイパスの開通、町民コミュニ

ティーの中核施設の老朽化に伴う閉鎖及び移転によ

る中心部の衰退に歯どめをかけるため、商工会の代

表、地域イベントのリーダー、鉱業会から若手経営

者ら、さらに町職員２名の７名で「町並み修景準備

委員会」を設置した。 

 平成１０年、町の事業と「町並み修景準備委員

会」で検討していた内容が合致したため、中心市街

地再生へ本格的検討がなされ、中心市街地活性化法

施行によりＴＭＯとしての概念が生まれ、平成１１

年３月に国へ計画書の提出を行った。 

 中心市街地活性化の取り組みでは、中心になる拠

点がなかったが、平成１１年、町の有志、吉澤石灰

(株)会長より国宝・重要文化財級の美術品５１５点

が町に寄贈され、さらに土地、美術館もあわせて寄

贈いただいたことにより、平成１４年に吉澤記念美

術館が完成、葛生化石館や葛生伝承館が整備され観

光の拠点となり、一般住民や商店主の考えがまちづ

くり事業に高い関心を持つようになった。 

 平成１１年、商工会が栃木県商工会連合会から支

援を受けてＴＭＯ構想を策定する。しかし、商工会

では構想を具現化するのに問題があり、株式会社で

は県、国の支援が受けられないということから、第

三セクターによる株式会社(案)を町に提案し、承認

された。 

 平成１２年、１５人の発起人によって資本金３,

６１０万円でまちづくり葛生(株)を設立、ＴＭＯに

認定され、同年、資本金増資のため町民に一般公募
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を行い、株主２４６名(うち町職員５５名)、資本金

１億３,４７０万円(町出資３,０００万円)となっ

た。 

 このＴＭＯの形成に当たっては、発起人たちの下

積みの苦労、長年の地域活動の積み重ねによる地域

住民のコンセンサス形成によって、異例のＴＭＯの

スピード設立増資ができた。 

 平成１４年、拠点施設整備事業として、町づくり

葛生（株）が事業実施者となり、平成１３年、経済

産業省リノベーション補助金事業によりテナント

ミックス「葛の里壱番館」をオープンした。 

 美術館を核に中心市街地への観光客誘致を図るた

め、地場特産であるそばを中心とした飲食店を配置

し、飲食機能を充実させたプランである。 

 さらに、町の一番の産業である石灰石工業の特性

を生かし、ボン・フレスコ画(しっくい画)を町の建

物に描き、産学官による観光の研究も行われてい

る。 

 旧国道沿いの建物も町並み景観の保存にあわせて

県の電線類地中化歩道整備事業に伴い、店舗・民家

のファサード整備を図ってきた。これらの事業を導

入して平成１４年から５年間、商店等のバリアフ

リー化を推進している。 

 葛生町での事業導入は、ＴＭＯ、商工会、さらに

商店へのアンケートによるものであり、これらの事

業に住民の声や考え方が反映されることによって、

住民のまちづくり参加への意識活性化という波及効

果になっている。 

 今後は、葛の里壱番館によって、土曜・日曜も人

が集まる町となったので、美術館、葛生伝承館、化

石館、フレスコ画のある石灰石工業会館など、町中

を住民と観光客が周遊できる取り組みが課題となっ

ている。 

 ３、まとめ。 

 今回の先進地の小布施町も葛生町においても、ま

ちづくり、中心市街地の再生に共通のキーワードが

多く存在している。 

 １点目は、そこの地域にしかないオンリーワンと

なるものを核としていること。地域住民がともに協

力し、地域特有の資源を生かしながら、広がりを持

ち、むだなくエリアとしての特性を最大限に活かし

ている。 

 ２点目は、産学官の連携が非常にうまくとれてい

ることである。環境デザイン協力基準策定や住まい

づくり、広告物設置マニュアル策定など、地域住民

の修景に対する意識啓蒙が図られ、コンセンサス形

成に大きく寄与している。 

 ３点目は、行政が県や国の関係各省庁との強いパ

イプを結ぶため国庫負担による事業の活用、県との

地域環境整備事業補助採択、県でのモデル事業とな

るよう各種補助金に積極的に申請努力も図った。 

 ４点目は、どちらの町も、補助金のみに頼ること

なく、地域住民がともに出資を行うことにより、株

式会社組織を立ち上げて、町民がまちづくりに積極

的に参画している。 

 いずれにしても、永遠に続くまちづくりのために

は、各種町おこしグループから牽引者としてのオピ

ニオンリーダーが必要であり、それを支える地域住

民、行政の三位一体となった活動こそが、都市部に

負けない地域独自性を最大限に生かしたコンパクト

なまちづくりや、コンパクトな商店街再生に不可欠

なことである。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（中川一男君） 両委員長の報告に対し、質

疑があれば受けます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） これをもって、委員会所管

事務調査の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第７ 報告第４号 

○議長（中川一男君） 日程第７ 報告第４号議員

派遣結果の報告を行います。 

 本件の報告を求めます。 

 議会運営委員長向山富夫君。 

○議会運営委員長（向山富夫君） ただいま上程い

ただきました報告第４号議員派遣結果の報告につき

まして、報告書の朗読をもって報告とさせていただ

きます。 

 報告第４号議員派遣結果報告書。 

 平成１７年第３回定例町議会において議決されま

した議員派遣について、次のとおり実施したので、

その結果を報告いたします。 

 議会運営委員長向山富夫。 

 記。 

 １、上川支庁管内町村議会議員研修会。 

 (1)研修の経過。本町議会は、平成１７年１１月

１０日に、清水議員、徳島議員、長谷川議員を除く

全議員により、旭川市で開催された上川町村議会議

長会主催の議員研修会に参加した。 

 (2)研修の結果。研修会に参加し、「地方分権と

議会のあり方」をテーマに早稲田大学大学院教授、

北川正恭氏による講演を聴講した。 

 また、上川管内５町村の議会議員がおのおのの議

会の議会運営等について事例発表を行った。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば承ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（中川一男君） なければ、これをもって議

員派遣結果の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第８ 町の一般行政について質問 

○議長（中川一男君） 日程第８ 町の一般行政に

ついて質問を行います。 

 本定例会におきまして、９名の議員より質問の通

告があります。 

 本日は、日程の都合上、６名の議員の質問を行い

たく、議員各位の御協力をいただきたいと思いま

す。 

 順次、発言を許します。 

 初めに、１３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 私は、さきに通告してあ

ります４項目５点について質問いたします。 

 まず、１項目めは、町の公共施設等の耐震診断の

状況について質問いたします。 

 毎日のようにテレビ・新聞等で放送され、耐震強

度偽造問題で、マンション耐震性の不安が全国的に

広がっております。町の公共施設、特に病院、学校

施設等、入院患者、子供、住民等の安全確保のため

に、耐震診断を急ぐべきではないかと考えますが、

いかがでしょうか、町長にお尋ねしたいと思いま

す。 

 ２項目めは、町営住宅入居者で、収入超過者認定

者に対しての現況と、町としての今後の対応につい

てお尋ねいたします。 

 上富良野町町営住宅管理条例施行規則の中に、収

入超過者等に関する認定、収入超過者認定通知によ

り通知するものとあり、別記様式１８号の６の告知

事項に、収入が基準を超えていることから、公営住

宅法第２８条の規定により、町営住宅を明け渡すよ

う努めなければなりませんとあるが、上富良野町で

は収入超過により家賃の見直しをしてそのまま引き

続き入居しているのか、あるいは明け渡しをされた

世帯はあるのか、現在の状況をお尋ねいたします。 

 国土交通省は、来年４月から、これらの人に対し

て、収入月２０万円以上の人に民間並みに家賃を引

き上げるとし、明け渡しを促進するとのことです

が、町としては常時５０人ぐらいの入居対象者がお

り、国の方針に対して、今後どのような対応を考え

ておられるのかお伺いいたします。 

 次に、３項目めは、介護保険改正に伴い、介護予

防サービスのあり方について。 

 １点目は、介護保険法改正により、新たに予防給

付と介護給付に分かれ、地域支援事業を導入するこ

とが柱となり、今後は要介護の区分が７段階になり

ます。その中で、要介護１と２が介護予防の対象と

なります。 

 新予防給付では、単に生活機能を低下させるよう

な既存の家事援助は原則として実施されませんが、

個別の判断を経て、従来のホームヘルパーによる家

事援助が利用できるとあります。町では既に介護度

の低い人が利用している家事代行訪問介護を自立支

援に役立てていないのではということで、提供方法

や期間見直しなどに入っており、これに対してはき

ちんとした内容説明がないと、利用者にとっては不

安だという声があります。新予防給付における介護

サービスのあり方について、町長はどのように考え

ておられるのか、お尋ねいたします。 

 ２点目は、市町村での予防介護マネジメント事業

や、総合相談支援事業等を担う機関として、新たに

地域包括支援センターが創設されることになりまし

た。予防、福祉、ケアマネ、支援の３分野があり、

それぞれを職員として配置させる保健師、社会福祉

士、新ケアマネジャーが担う市町村単位で地域包括

支援センター運営協議会を設置し、地域包括支援セ

ンター運営の中立性、公平性をチェックすることと

なります。これにより、上富良野町では人員の不足

等はないのかどうか、今後の状況について町長にお

尋ねしたいと思います。 

 最後、４項目めは、富良野協会病院に地域支援セ

ンター病院、地域周産期母子医療センターの設置

を。 

 御存じだとは思いますが、周産期とは、赤ちゃん

を妊娠しましてから２２週目から分娩後７日まで一

貫して診療しようという診療科のことでして、周産

期医療には産婦人科医と小児科、新生児科医の協力

が必要とされております。 

 近年、生まれてくる子供の数が減少傾向にあり、

女性が一生の間に産む子供の数をあらわす合計特殊

出産率は、毎年史上最低を更新するなど、低下の一

途をたどっております。 

 こうした少子化の進行は、経済面では労働力人口

の減少や社会保障分野における現役世代の負担の増

大につながるとともに、社会面では福祉サービスの

提供や医療保険制度の運営などに大きな影響を及ぼ

すことが憂慮される状況になっている。こうした状

況の中で、医療面においては近年、特殊な医療が必

要なハイリスク児、母胎や胎児に危険を及ぼす可能

性が高いハイリスク妊娠などに対する医療の充実が

求められており、妊娠、出産から新生児に至る周産

期医療を体系的かつ効果的に提供していくための周

産期医療システムの確立に向け、新しく建設される

富良野協会病院、地域センター病院との位置づけで

ありますが、この中に地域周産期医療機能の設置を

考えてはどうかと考えますが、町長にお尋ねしたい

と思います。 
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 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １３番村上議員の４項目の

御質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 まず、第１項目めの、耐震診断の状況についてで

ありますが、建築基準法の耐震規定は、過去におけ

る数々の地震被害の経験を踏まえて、昭和４６年と

昭和５６年の二度にわたる改正がなされておりま

す。 

 当町の公共建築物は、建築当時における建築基準

法の諸規定を遵守して建築をしておりますが、建築

後相当の年数を経過している実態にもあることか

ら、法改正後の法律基準には適合しなく、既存不適

格建築物として位置づけられておるところでありま

す。 

 今後は、学校、病院など特定の用途や一定規模以

上の公共施設におきましては、建設当時の耐震基準

を確認するとともに、財政状況などを見据えた中

で、耐震診断、耐力度調査の実施に向けて、十分検

討してまいりたいと考えております。 

 次に、２項目めの町営住宅入居者に対する質問に

お答えさせていただきます。 

 町営住宅の収入超過者の入居についてであります

が、御承知のとおり、町営住宅には公営住宅法に基

づき収入基準等の規制があります。入居後の収入及

び家族構成の変動によって、結果的に収入超過者と

認定された入居者は、平成１７年度で２１人おりま

す。法令では収入超過者に努力義務といたしまし

て、町営住宅を明け渡しするよう努めなければなら

ないとされておりますが、他の住宅へのあっせん誘

導可能な公共賃貸住宅などもないことから、現状で

は法に基づき収入超過者の認定、割増家賃の決定を

お知らせしている町営住宅収入超過者認定通知書に

より、自主的な明け渡しを促しているところであり

ます。 

 また、来春の国土交通省での収入超過者に対する

措置についてでありますが、当町といたしまして

は、法令の改正内容に従い取り進めてまいりたいと

考えております。 

 次に、３項目めの介護予防サービスのあり方につ

いての２点の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目の新予防給付における介護サービス

についてでありますが、本町における地域支援事業

については、法の改正前からさまざまな事業の展開

をしてまいりました。これらの事業は法の改正趣旨

と同じくするものと認識しておりますことから、今

後も継続して事業の実施に向けていく所存でござい

ます。 

 また、新予防給付の報酬単価、サービス内容の詳

細は１月に示される予定でありますが、自立支援を

柱とした在宅による介護及び介護予防サービスを可

能な限り提供できるよう、第３期介護保険事業計画

を策定し、その運用に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、２点目の地域包括支援センターについての

御質問にお答えさせていただきます。 

 地域包括支援センターは、地域住民すべての心身

の健康の維持、生活の安定、健康、福祉、医療の向

上と増進のために必要な援助・支援を包括的に担う

地域の中核機関として創設されるものでありますの

で、本町におきましては、主に介護予防マネジメン

ト、総合相談、支援、権利擁護事業、包括的・継続

的なマネジメントの機能を発揮させるものとして、

既存の在宅介護支援センターを地域包括支援セン

ターに移行して運営してまいりたいと考えておりま

す。 

 また、地域包括支援センター運営協議会につきま

しては、地域包括支援センターが円滑にその役割を

果たしていけるよう中立性を確保し、公正な運営を

継続させるために、その事業活動をチェックし、関

係諸機関との連携等について、支援を行うために設

置されるものであります。そのために、既存の在宅

支援センター運営協議会を移行しながら、その機能

を維持してまいります。 

 なお、職員の配置についても現有の人的資源を最

大限に活用し、適切に対処してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、４項目めの富良野協会病院に関する御質問

にお答えさせていただきます。 

 妊娠、出産から新生児に至る周産期医療を体系

的・効果的に推進するため、現在、富良野協会病院

において地域周産期母子医療センターを設置し、周

産期にかかわる比較的高度な医療行為を実施をいた

しております。新たに建設予定の病院におきまして

も、その機能の継続に向けて、必要な整備が進めら

れていると承知いたしているところであります。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） １項目めの公共施設の耐

震診断の件ですけれども、北海道は地震が少ないと

いうことで、全国で最下位でして、耐震率が医療機

関で４６.８％、それから社会福祉施設で４９.１

％、それから公立小中学校施設で４０.６％という

状況にありまして、大変おくれております。しか

し、他町村は他町村であって、住民の安心のために

も、特に上富良野町は、情報コーナーで見た限りで

は建物が非常に古いのが多くて、ざっと１５７、数
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えましたら、あったかと思いますが、この古くに建

てられた１９８０年度以前に建てられた建物という

のが、改正後の基準に適合してなくて、既存の不適

格建築建物と位置づけられているということでござ

いますので、防災の拠点を占めるのはやっぱり学校

等でありまして、優先順位を決めて、どこの町より

もいち早く耐震診断に取り組まれてはどうかと考え

ますけれども、いかがでございましょうか。 

 それから、２項目めの町営住宅の入居者の収入超

過認定の件でございますが、現在、２１人おられる

とのことで、明け渡しに至った人は一人もいない

と、こういうことでございまして、町の住宅管理条

例、規則等ありましても、それらが守られていない

ということだとすれば、来年春の収入超過の人につ

いては、国の方では民間の家賃並みに引き上げると

いう方針に従いまして、町も取り進めていくという

ことでございますが、幾ら改正をしたとしても、明

け渡しの促進にならないとしたら、どこに問題点が

あるのか、条例等も何のためにつくってあり、条例

があるのかと考えますけれども、きちっとした対応

がとれるのかどうか、お伺いしたいと思います。 

 それから、３項目めの介護保険の改正に伴っての

介護予防サービスのあり方についてでありますが、

１点目の再質問ですけれども、今回の改正は、増大

する給付の抑制がねらいということで新予防給付の

導入を図るわけですので、今までの認定されてる方

は、今度の認定が来るまで恐らくそのままだと考え

られるわけですが、介護認定審査会が対象者を決定

するわけですけれども、新しい項目も当然加えられ

ましたし、介護１の人が要介護１に認定される可能

性もありまして、そうなると、予防給付からそう

いった不安を抱えている人が多いので、可能な限り

などあいまいな表現でなくて、もっと、ここまでは

できるというはっきりした町としては考えを示すべ

きでないかと思うのですが、いかがでございましょ

うか。 

 それから、２点目の地域包括支援センターの設置

につきまして、今ある介護支援センターを移行しな

がら運営していくということでございますが、６５

歳以上の高齢者が３,０００人以下であれば、ケア

マネジャー１名と保健師１名でやっていけるそうで

ありますが、今度、総合相談窓口支援業務というの

が始まりますので、そうすると、社会福祉士らが高

齢者の実態を把握しまして、行政機関や医療機関な

どの調整を行うということになっておりまして、こ

の国家資格を持った社会福祉士は今おりませんの

で、私はこういった方が必要ではなかろうかと考え

て質問させていただいているのですが、例えば１８

年度の設置が難しいとすれば、国では１９年でもい

いということですので、私は社会福祉士を配置すべ

きだと考えるわけですけれども、いかがでございま

しょうか。将来を見越した場合に、必要でないかと

思いますが、いかがでございましょうか。 

 それから、４項目めの富良野協会病院に地域周産

期母子医療センター設置の件ですけれども、現在も

設置してその機能に向けて必要な整備が進められて

いるということでございますけれども、聞くところ

によりますと、愛知県からいらしていた産婦人科の

先生が、ことしの３月にお帰りになったと。急遽旭

川の厚生病院から産婦人科の先生を派遣していただ

いて、１人で対応していると、こういった現況があ

りまして、それで、今のところは医師の複数確保が

先決問題だということで、この富良野の地域セン

ター病院、富良野協会病院が周産期医療設備の認定

あるいは指定病院とするならば、やっぱり複数のお

医者さんがおりませんと、こういった設備が充実を

することができませんし、町長としては何とか、上

富良野町は今道内で１位の誇る１.８９の出生率で

ありまして、過去には町立病院に産婦人科医がおり

ました。その産婦人科を廃止した経緯もあります

し、こういった出生率は道内一だという状況もあり

ます。 

 こういったところを踏まえまして、何とか町長

も、今、切迫早産だとか、それから重症の妊娠の中

毒症ですとか、合併症とか、いろいろありまして、

危険を伴うお産等もたくさんございますので、何と

か町長も強く、この地域の周産期母子医療センター

の充実を求めていただきたいと考えるわけですけれ

ども、いかがでございましょうか、お尋ねします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １３番村上議員の再質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、１点目の公共施設の耐震診断の件でありま

すが、議員おっしゃるように、また先ほどお答えさ

せていただきましたように、既存の施設につきまし

ては、不適格建築物が非常に多いと。胸を張って安

全ですよと、大丈夫ですよと言えるのは、保健福祉

総合センターと西小学校かなというような状況で、

建設年度の古いものにつきましては、先ほど申し上

げましたような状況であります。 

 財政状況を見きわめながら、議員御指摘のとお

り、診断を実施して、あるいは耐力度調査を実施し

て、その体制整備をしていかなければならないとい

うことは十分承知をいたしておりますが、今、それ

らのものをやるにいたしましても、国の補助制度と

いったものも十分対応ができ得ない財政状況の非常

に厳しい中でありますので、年度計画を立てながら

常時、逐次その対応を図っていきたいというのが現
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在の状況でありますので、御理解をいただきたいと

思います。 

 ２点目の町営住宅の入居者の収入超過における対

応でありますが、決して町の条例に違反しているの

ではなくて、超過したら退去させるというのが前提

ではなくて、これは入居者の努力義務でありまし

て、これらに対して対処していく努力を図っていた

だくというような奨励策を講じているとともに、超

過した方々についてはそれ相応の住宅使用料を超過

徴収をするということで条例を定めておりますの

で、今後におきましても、先ほど議員からも御発言

ありました、法令の改正に伴います民間住宅と同じ

ような家賃対応というようなことに改正されようと

しているように承知しておりますが、そういった法

令に対応しながら取り進めていきたいと。強制退去

につきましては、その移転先、移住先等々をどう対

処するかということも十分含めて、また法の趣旨で

あります強制退去ということではないということ

で、努力義務であるということで、ひとつ御理解を

いただき、町はその法令に従った対処をしていきた

いというふうに思っておりますので、御理解をいた

だきたいと思います。 

 次に、介護予防サービス等々の問題であります

が、利用者の皆さん方が第２期介護保険制度から第

３期介護医療保険制度に来年の４月から移行する、

その移行状況の内容というのが、まだまだ私ら行

政、私ら担当部署でも十分承知でき得ない。また、

最終的なサービス等々の問題については、先ほどお

答えさせていただきましたように、１月中に国の方

は細部説明をしていただけるのかなというような状

況であります。そういう状況にありまして、どのよ

うな形で移行するのかという不安を持っておられる

ことは十分承知いたしておりますが、これらの部分

が最終的にわかり次第、先ほどお答えさせていただ

きましたように、町としては第３期の介護保険事業

計画を策定いたしまして、それに基づきまして対処

していきたいというふうに思っているところであり

ますので、御理解をいただきたいと思います。 

 また、職員の配置につきましては、先ほどもお答

えさせていただきましたように、適正な状況を見き

わめながら適正配置をしていきたいと。 

 それからまた、免許職員の不補充がいない部分に

つきましては、このことにつきましては、町として

も今対処を検討しているところでありますが、正職

員として対処するのか、派遣職員として対処してい

ただくのか、そういったことも十分見きわめなが

ら、今後第３期の介護保険制度におきます計画策定

の中で十分煮詰めていきたいというふうに思ってお

りますので、御理解をいただきたいと存じます。 

 最後に、富良野協会病院の産婦人科医師の問題

等々でありますが、今現在も地域周産期母子医療セ

ンターの設置をして対応しておると。しかし、医師

が不足であるということは産婦人科ばかりでなく

て、センター病院としての富良野協会病院が、大き

く医師の不足を来しているという現状は十二分に承

知をいたしておりますし、過般、富良野圏域、また

富良野市、また協会病院院長等々で、医師の派遣

等々に対する要望運動等々も実施いたしておりま

す。しかし、御承知のとおり、現在医師不足という

のはあらゆるところで生じているのが現状でござい

まして、協会病院におきましても相当の医師の不

足、産婦人科ばかりでなくて内科、小児科等々の医

師不足が顕著に今あらわれているというようなこと

でありますので、これらにつきましては、圏域の中

での圏域の会長としての富良野市長も含めた中で医

師確保の要望運動を展開しておりますので、これら

につきましては、私といたしましてもそういったこ

とに努めてまいりたいというふうに思う次第であり

ます。 

○議長（中川一男君） 再々ございますか。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） １項目めの耐震診断の件

ですが、住民の安全、また防災拠点が倒壊して２次

災害にならないためにも、そうならないとも限りま

せんので、今のところ地震が起きておりませんけれ

ども、町長は財政的にも予算があることだというこ

とをおっしゃいましたけれども、１件大体５万円ぐ

らいだというような話を聞いているのですが、違い

ますかね、もっとかかるのでしょうか。結構、１９

８０年以前に建てた不適格建物が多いですから、何

とか、どこの町村よりもいち早くこれを手がけた

と、こういうことになりますと、また、さすが上富

良野町はと、こういうことになりましょうし、住民

の安全にひとつまた早急に取り組んでいただきたい

と思いますので、御回答をお願いして、さらに考え

ていただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 それから、２項目めの、何も強制してと申し上げ

ておりません。常時５０人から６０人ぐらいの人が

公営住宅に入りたくて入居を希望して待機してい

らっしゃる方がおられるものですから、やっぱりこ

ういった条例があるならば守っていただくように、

どうすれば守っていただけるのかなということで、

納得説明ですとか、自治体としては今後はこういっ

たケースをどのような方法で対処するのか、そこの

ところなのですよ。 

 それで、手法が、これからはどんどんいろいろと

国の方でも法令等も変わってくるわけですけれど
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も、たとえ町もそういうふうにして、それに見習っ

て、それに適応した対応をして家賃等もあれしまし

ても、収入超過になっても、ちょっとなかなか、強

制とは申しておりません。だから、そういうものが

きちっと、条例が何のためにあるのかなというふう

な、守っていただくためにはどうすればいいのかな

ということを申し上げているので、これからは自治

体の手法が試されるときだと考えますけれども、い

かがでございましょうか。 

 それから、３点目は、今度予防給付というところ

が今までなかったものですから、結局介護１の方が

予防の方に回るおそれがあると。それがちょっと微

妙な線が、今度は介護サービスの内容が変わります

ので、これら抑制のために今度新しく軽度の人がど

んどんふえてきているものですから、そういったと

ころを不安がないように、きっちりした周知徹底を

お願いしたいと思います。 

 それから、４項目めの協会病院の地域周産期母子

医療センターの件ですけれども、今、医師がなかな

か産婦人科医にもなり手がなくて、結局お産に伴う

リスク、そういったものもありまして、なかなか産

婦人科医がいらっしゃらないということですけれど

も、今現在１名で複数診るということのようでござ

いますが、小児科の方は３名いらっしゃいます。そ

れで小児科と連携して、まずは産婦人科の先生を来

ていただくためにも、町長、今、泌尿器科の先生が

町立病院にも来ていただいたりして、いろいろ町長

もやっていただいておりますけれども、ぜひこの診

療、新生児、妊娠から、産まれて１週間ぐらいまで

の母体、それからの妊娠時に伴う危険な状態もたく

さんありますので、そういった医療の方を何とか強

く強く求めていただきたいと思いますので、もう一

度よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １３番村上議員の再々質問

にお答えさせていただきます。 

 まず最初の耐震診断でありますけれども、今、担

当から聞いたら、１施設、大きさにもよりますけれ

ども約２００万円ぐらいかかるということでありま

す。ただ、私といたしましては、この２００万円と

いうのでなくて、その後、診断をした結果、これは

危険建築物ですよといったときに、すべて使用禁止

の張り紙をして、それですべて解決するか、その後

の課題というものがありますので、耐震診断と耐力

度診断につきましては、十分その状況を見きわめな

がら、安全性の確保に努めていきたいというふうに

思っているところであります。議員おっしゃるよう

に、我が町の避難施設がどうなのかということにつ

きましては私自身も大いに不安を持っておるところ

でありますが、その対応につきましては、先ほどお

答えさせていただきましたように、財政状況を見き

わめながら、その最終的な対処ができる状況を見き

わめながら、その対応を計画的に進めていきたいと

いうように思いますので、御理解をいただきたいと

思います。 

 それから、町営住宅の入居者の収入超過の部分で

ありますけれども、これはあくまでも入居者には、

収入が超過したから使用料につきまして割増の使用

料を徴収しますよという認定通知書を発送させてい

ただいて調整をさせていただいているところであり

まして、そういう中にありまして、入居者が退去す

るかしないかということにつきましては、極力、退

去するように努力していただくように説明をしてい

きたいなというふうに思いますが、基本的には強制

退去ということでなくて、割増使用料の徴収を図っ

て対処していくということの基本で進めていきたい

なというふうに、今後もそういうふうに思っており

ます。 

 入居の待機者が５０名程度いると、相当数いるわ

けでありますが、今年度も入居の希望をとりまして

調整をさせていただきながら、新規入居者の選定委

員会で選定をさせていただいているところでありま

すが、これらにつきましては、この町営住宅の建設

の基本であります、住宅がないというような住民の

対応のためには、その対処をしなければなりません

けれども、今、我が町におきましては、民間の皆さ

ん方の住宅等々の対応がありますし、地元の民間の

アパート業者等々の方々を圧迫するような公営住宅

の増設ということは考えておりませんので、現状の

公営住宅の戸数で維持していきたいというふうに

思っておりますので、これらにつきましても御理解

を賜っておきたいというふうに思います。 

 また、介護保険制度におきましては、御案内のと

おり、先ほど来お答えさせていただいておりますよ

うに、第３期の介護保険制度から現在と変わったと

ころが、議員御指摘のとおり、いろいろな部分であ

るわけでありますが、これらにつきましては最終的

な決定がなされ、町の第３期の介護保険事業計画が

策定される段階におきまして、現在も説明をいたし

ておりますけれども、この利用者に対する説明責任

を果たしながら十分に説明をして、御理解をいただ

くように取り進めていきたいというふうに思ってお

りますので、御理解をいただきたいと存じます。 

 また、富良野協会病院の医師不足に対しまして

は、先ほどもお答えいたしましたように、圏域とし

ての対応を図っているところでありますが、私とい

たしましては、センター病院の院長としての協会病

院の院長や、地域の市長等々が大いに努力をいたし
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ておることにつきましてはバックアップをしていき

たいというふうに思っておりますが、現在、上富良

野町立病院の医師の引き揚げ等々の課題も抱えなが

ら、町立病院の運営に私は専念をいたさせていただ

いておりますので、言うならば、富良野協会病院の

医師確保にまでなかなか手足が回らないというのが

現状でありますけれども、地域のセンター病院とし

ての位置づけを果たしていただけるように努力をし

ていただきたいというふうに思っておりますので、

御理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、１３番

村上和子君の一般質問を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。 

────────────────── 

午前１０時４２分 休憩 

午前１１時００分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 暫時休憩を解きます。 

 休憩前に引き続き、一般行政質問を継続いたしま

す。 

 次に、３番岩崎治男君。 

○３番（岩崎治男君） 私は、さきに提出の質問書

により、次の３項目につきまして、町長の所見をた

だすものであります。 

 １項目め、「自治のかたち検討プロジェクト」に

ついて。 

 今、第３次小泉内閣は、行政改革・財政改革を一

層強め、その多くを都道府県及び市町村といった地

方に押しつけようとしているところであります。 

 そういった中、富良野圏域５町村の担当者で構成

している「自治のかたち検討プロジェクト」が発足

して８カ月が経過いたしました。この間、自治のか

たちプロジェクトチームは、調査研究を行ってきた

と思いますが、その中で、次に掲げる取り組みにつ

いてお伺いいたします。 

 一つ目、広域連合について、二つ目、団体自治と

住民自治、これらについてお伺いをいたします。 

 ２項目め、新型インフルエンザ対策について。 

 このインフルエンザにつきましては、けさの朝刊

にも鳥インフルエンザ効果について、このように新

しい製薬剤ができたというような見出しでもって記

事が出ております。 

 そのように、皆さんが今一番関心事として位置づ

けているところでありまして、まず一つ目、国際的

にも日本国内においても問題となっている新型イン

フルエンザについて、現在、鳥インフルエンザは鳥

から人への感染であります。人から人へうつる新型

インフルエンザの出現は時間の問題だとＷＨＯ保健

機構は指摘しております。この対策として、町長は

どのように認識しているか、お伺いいたします。 

 二つ目、新型インフルエンザにタミフルというワ

クチンが有効であり、この必要性が高まっておりま

す。国のインフルエンザ対策検討小委員会の報告で

は、インフルエンザが蔓延することは科学的に予測

することはできないとしながらも、タミフルの備蓄

量を全国で２,５００万人分、北海道では４３万人

分、約１７億円と推定発表しております。上富良野

町では、このワクチンの備蓄状況はどのようになっ

ているのか、お伺いをいたします。 

 ３項目め、ジャガイモシストセンチュウについ

て。 

 まず一つ目、平成１６年、南富良野町のバレイ

ショ畑でジャガイモシストセンチュウの発生が確認

されました。ふらの農協では、上富良野も含めＪＡ

富良野産種子バレイショとして栽培地に供給してい

るため、上富良野町産種子バレイショであっても同

様に取り扱われ、風評被害を受けることとなってま

いります。このシストセンチュウに対する対策はど

のようになっているのか。 

 二つ目、平成１７年度において、東中倍本地区に

設置されているニンジン選荷場をダイコン選荷場に

改修して操業している実態でありましたが、南富良

野町で栽培されたダイコンをこの選荷場で洗果して

いるということは、そのダイコンに付着している土

が水に流され、水路を通り水田の用水路に流れ、水

田に入っていきます。この水田を転作畑に転換した

ときに、シストセンチュウの発生が懸念されるもの

であります。町はこの対応策をどのように考えてい

るかをお伺いいたします。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ３番岩崎議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの「自治のかたち検討プロジェク

ト」に関する御質問にお答えさせていただきます。 

 大変重要な課題でありますので、検討プロジェク

トの進捗状況などについて、先に申し上げさせてい

ただきたいと思います。 

 「自治のかたち検討プロジェクト」につきまして

は、今年５月に専任職員を派遣して、富良野地区広

域市町村圏振興協議会内に設置以来、富良野圏域５

市町村が今後の道州制や地域主権型社会の構築に向

けた調査研究、協議検討を行い、「自治のかたち」

についてさまざまな選択肢から圏域住民が議論でき

る情報を提供するために発足したものでございま

す。 

 プロジェクトの主な検討事項は、一つ目に、圏域

の将来構想、財政見通しの概要調査、二つ目に、公
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共サービス、公共料金、使用料等の調査、三つ目

に、道出先機関と市町村統合による広域都市構想に

ついて、四つ目に、北海道からの事務事業、権限移

譲の受け皿の可能性について、五つ目に、支庁地域

行政センターと市町村との役割分担について、六つ

目に、広域で担う望ましい事務事業の調査研究につ

いて、七つ目に、合併新法の情報収集、広域での課

題整理について、これらに関することの７項目を検

討することにしておるところであります。 

 ５月の発足から１０月までの中間報告までは、各

市町村の行政課題や問題の把握、公共施設等の現地

調査や圏域市町村の行政サービス等の比較調査等を

実施したほか、プロジェクトを３グループに分けて

事務作業を進めてきたところであります。 

 既に情報提供をしているように、提出を受けた中

間報告書では、富良野圏域の目指すべき将来像を

「５つ星の自治を求めて～住民や地域が支えあい助

け合う持続可能な自治～」として、団体自治の形を

市町村連携、広域連合、市町村合併、広域都市の四

つとして、具体的な内容は最終報告まで調査検討す

ることとなっているところであります。 

 広域で担うことが望ましい事務事業について、消

防、消費者センター、介護、国保・制度医療などと

して、北海道からの事務事業・権限移譲について

は、北海道と市町村との共同処理体制の構築に向け

て、調査検討することにいたしているところであり

ます。 

 今後の予定は、今月下旬に、５市町村長が検討プ

ロジェクトチームから広域で担うことが望ましい事

務事業についての協議を受けて、最終報告書が来年

３月に提出されることになっております。 

 最終報告書ではその事務によって、市町村連携や

広域連合が望ましいもの、あるいは市町村合併や北

海道の出先機関の統合を含めた広域都市の選択を提

起されるものと考えております。この最終報告をも

とに、富良野地区５市町村で協議するとともに、議

会・町民の皆様と議論をいただいて、上富良野町の

目指すべき「自治のかたち」の方向性を定めてまい

りたいと考えております。 

 さて、御質問の１点目の広域連合につきまして

は、地方自治法第２８４条に、都道府県や市町村が

設置できる組合として、一部事務組合、全部事務組

合、役場事務組合と広域連合の４種類が規定されて

いるところでありまして、そのうちの一つの組合組

織になります。 

 広域連合は、都道府県知事や市町村長の権限の事

務のうち、その事務を広域にわたり処理することが

適当であると認められる事務を処理する組織で、広

域の総合計画を策定し、規約を定めて都道府県が加

入する場合においては総務大臣の許可を、加入しな

い場合におきましては都道府県知事の認可を得て設

置することができます。 

 また、広域連合の設置した場合は、広域連合町の

執行機関を設置し、広域連合議会を設けることにな

ります。 

 広域連合組織で行うことが望ましい具体的な事務

事業については、現在検討プロジェクトにおいて検

討中であります。今月下旬に５市町村長が協議を受

けることになっておりますので、事務事業が明らか

になった後に、また御報告いたしたいと考えており

ます。 

 ２点目の御質問の団体自治と住民自治につきまし

ては、住民自治とは、住民会や町内会などの自治会

組織や地域住民みずからが地域を振興することを指

しているものであり、団体自治とは、都道府県や市

町村などの地方自治体が行政サービスを提供して地

域を振興することを指しているものであります。 

 厳しい経済社会情勢の中で、この圏域に暮らす住

民がこの地域をどのような姿に向かって、どのよう

な暮らしを目指すのか、その実現に向けて住民がみ

ずから考え、行動していくことが住民自治であり、

その実現のために行政が何をしていくかが、団体自

治と言えるものではないかと考えております。 

 プロジェクトにおいては、この団体自治の強化の

ために、その必要性と効果、手法を研究、調査をい

たしているものであります。 

 ２項目めの鳥インフルエンザにつきましては、現

在、人から人への感染が確認されておりませんが、

今後、ウイルスが新型に突然変異する可能性が指摘

されており、厚生労働省におきましても新型インフ

ルエンザ対策行動計画を定め、海外渡航者に対する

注意の喚起及び国内の発生に向け、抗インフルエン

ザ薬の安定供給対策に向けた取り組みを開始いたし

ております。 

 町におきましては、通常のインフルエンザと同様

に、外出後のうがい、手洗いの励行、人混みへの外

出を控えるほか、予防接種等により感染予防に心が

けていただくとともに、町といたしましては、随

時、新たな情報提供に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 なお、インフルエンザの治療及び予防のために使

用されるタミフルにつきましては、インフルエンザ

発症時、医師が必要性を十分検討した上で処方して

おり、通常の診療に必要な量は町内医療機関及び院

外調剤を担当する応需薬局で現在保有いたしており

ます。 

 また、新型インフルエンザ流行時には、国及び都

道府県が備蓄するタミフルが流通するための取り組



 

― 19 ―

みが進められております。 

 次に、３項目めのジャガイモシストセンチュウ対

策についてお答えさせていただきます。 

 ジャガイモシストセンチュウにつきましては、平

成１６年１１月、富良野管内において発生が確認さ

れております。ジャガイモシストセンチュウの発生

は基幹作物であるバレイショ生産に重大な影響を及

ぼすだけでなく、風評被害により、これまで安全・

安心のもとに築き上げられてきたふらの産のバレイ

ショの評価を下げることにもなりました。 

 このことから、ふらの農業協同組合長を対策本部

長に、沿線各市町村長を副本部長として、ふらの

ジャガイモシストセンチュウ対策本部を設置し、情

報収集、伝達、植物検診、土壌検診、防除対策、ま

ん延防止対策、関係機関との連携調整、報道機関へ

の対応などに取り組んでまいりました。 

 平成１６年１１月以降、沿線市町村で土壌検診を

実施しておりますが、新たにジャガイモシストセン

チュウの確認はなく、沈静化に向かっているものと

考えております。 

 また、南富良野で生産されたダイコンを東中倍本

地区に設置されおります農協所有の選荷場において

洗果作業が行われていることは承知をいたしており

ます。農協合併による既存施設の活用の効率化を図

るものと考えますが、御指摘のようにシストセン

チュウの発生も懸念されます。このことから、南富

良野町産ダイコンについては、播種前に圃場の土壌

検診を行い、近隣の圃場についてもすべて検査し、

シストセンチュウがいないことを確認しておりま

す。 

 収穫されたダイコンについては、搬送用のコンテ

ナ、トラック等を完全に洗浄消毒するとともに、選

荷後の水処理についても、浄化槽にため、適正に処

理していると聞いております。 

 以上申し上げましたように、最善の対策を講じて

おりますが、消費者から信頼されることが大切であ

りますので、今後もシストセンチュウの防止対策を

実施してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 ３番岩崎治男君。 

○３番（岩崎治男君） 再質問をいたしたいと思い

ます。 

 まず、１項目めの広域連合でございますけれど

も、自治のかたちプロジェクトチームの作業の進捗

状況、役割分担、地域行政の課題等、町長の説明に

より大筋はわかったところでありますけれども、今

は中間報告ということで受けとめておきたいという

ふうに存じます。 

 広域連合について、地方自治法第２８４条、都道

府県や市町村が設置できる組合として、一部事務組

合、全部事務組合、役場事務組合と広域連合の４種

類が規定されているとのことであります。今現在、

上富良野町が取り組んでいる事務組合、または審査

会等について、その内容を含めて説明を願いたいと

思います。 

 なお、今後、富良野圏域で取り組んでもよいので

はないかというような新たな事務事業であるとか、

事務組合等、町長の考えがありましたら、ここでお

聞かせを願いたいというふうに存じます。 

 それから、１項目めの二つ目の、団体自治と住民

自治でございます。 

 団体自治では、地域の課題を広域的に処理し、必

要な事務事業の集約化と機能分担を図ることで、財

政支出をふやさないよう連携協働、協力などの方向

に向かうことで、新たな可能性が生まれる場合があ

るというようなことでありますが、町長は、さきに

述べております市町村連携、広域連合、市町村合

併、広域都市の四つの団体自治をどのように考えて

おられるのか、再度答弁を求めます。 

 次に、２項目めの新型インフルエンザ関係でござ

いますけれども、新型インフルエンザの発生は予測

はできせんが、いつはやるか、流行するか不安なと

ころであります。全国的な取り組みは新聞・テレビ

等の報道でわかるわけでありますが、一番身近な町

立病院の対応であります。町長はインフルエンザの

治療及び予防のために必要な量は町内医療機関及び

院外調剤を担当する応需薬局で保有しているとのこ

とでありますが、薬剤師が勤務いたしております町

立病院においては、治療薬の保有はどのようになっ

ているのか、また、医療のそういう危険性の発生が

予知がなされる場合、その連絡体制は上部機関と医

療機関とどのようになっているのか、これらについ

てお伺いをいたします。 

 ３項目めのジャガイモシストセンチュウでござい

ます。 

 ジャガイモシストセンチュウの発生予防策につい

て、沿線市町村長とＪＡがジャガイモシストセン

チュウ対策本部を設置し、真剣に取り組みをいたし

ていることは、生産者、また消費者一体となっての

信頼回復につながっているものと思われます。 

 倍本選荷場は、平成１８年以降、引き続き使用、

操業を続けていく予定でしょうか。操業が続くとい

うことは残渣土の堆積が重なり、下流の水使用の耕

作農家に懸念を与えることは必至であります。 

 事業主体でありますＪＡふらの農協に対して、ダ

イコン耕作を主要作物とする南富良野町あたりに、

完全消毒を完備した当核施設を建設する指導を町と
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して導く手法は考えられないのか、お尋ねをいたし

ます。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ３番岩崎議員の再質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、広域連合についてということであります

が、このことにつきましては行政報告等々でもプロ

ジェクトチームの経過報告をさせていただきまし

た。 

 今現在、広域行政の中で、一部事務組合を対応し

ておりますのは、串内草地組合議会と上川南部消防

事務組合ということで、上富良野町におきましては

二つの一部事務組合を対応しておりますとともに、

介護認定制度におきましても圏域で対応させていた

だいていると。 

 それから、観光につきましても、美瑛、富良野と

いうことで、６市町村での観光の共同対応を図らさ

せていただいておりますし、さきに報告させていた

だきましたように、来年の４月に向けて、消費者セ

ンターの対応につきましても圏域で取り進めていこ

うということで協議がなされているところでありま

す。そのほかにもいろいろなことがあろうかと思い

ますが、後ほど助役の方から答弁をさせていただき

ます。 

 それから、もう一つ、先ほどの団体自治の中で、

町長はこの四つの対応の中でどのような考え方を

持っておられるかということでありますが、何度も

申し上げておりますように、現状におきましては、

我が町におきましては、町村合併をするにしても特

定な相手がないというようなことから、自立の道を

今歩んでおるところでありまして、その中で財政運

営につきましても、自立のための行財政改革の推進

を図らさせていただきながら、議員の皆様方の御理

解と町民の皆様方の御理解をいただきながら、忌憚

のない財政運営を進めていくと、そのことによって

自立の道を進んでいこうということが現状で進めて

いることでございます。 

 しかしながら、永久的に、しからば自立でいける

のかということになりますと、やはりそのことにつ

きましては今後大きな課題であろうかなと、地域と

して、今、プロジェクトチームが検討しております

広域行政の推進を図りながら、広域連合を進めてい

くということを中心とした中で、将来的な富良野圏

域の「自治のかたち」がどうあるべきなのか、その

ことによって地域住民がいかに対応をしていけるの

かどうか、そういった部分を十分に資しながら、将

来的な課題としてあるものというふうに認識をいた

しておるところであります。 

 次に、新型インフルエンザの対応でありますが、

町立病院の医局におきましても、少量ではあります

が応分の入院患者の対応に相当する分のタミフルの

確保をいたしておりますし、先ほどお答えさせてい

ただきましたように、それぞれの応需薬局におきま

しても、それぞれに確保いたしているところであり

ますが、我が上富良野町の町民全員の、インフルエ

ンザの状況によりますけれども、十分な確保がなさ

れているというふうには思っておりません。不足す

る部分につきましては、厚生労働省が対応しており

ます北海道及び国が備蓄するそういったものの支援

を受けながら、地域住民の対応をしていくというこ

とで進めさせていただきたいというふうに思うとこ

ろであります。 

 それから、ジャガイモシストセンチュウにおきま

す東中倍本の選荷場におきます対応についてであり

ますが、先ほどもお答えさせていただきましたよう

に、農業協同組合合併に伴います農協さんの既存施

設の有効利用ということでございます。町といたし

ましては、先ほどお答えさせていただきましたよう

な安全対策を講じながら推進をしていただくという

ことを基本に考えておるところでありますし、新た

な施設の設置については、これはＪＡさんが判断す

るものというふうに認識いたしておりますので、御

理解をいただきたいと思います。 

 答弁漏れありました。所管の担当からお答えさせ

ます。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（米田末範君） 上部機関との対応

に関しましては、各医療機関におきましてインフル

エンザの発症事例がある場合には、必ず保健所の方

に報告することになってございますので、これらに

よって関連の対応が行われるということでございま

す。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（田浦孝道君） 私の方から、一部事務組合

に関係します今の実態について御報告申し上げさせ

ていただきます。 

 まず、一部事務組合につきましては、この富良野

沿線におきましては、環境衛生組合、それと串内草

地組合、それから中富良野町と構成してございます

消防事務組合であります。それと管内的には、上川

教育研修センター組合がありまして、延べ四つとい

う加入状況になってございます。 

 それと、法に基づきます機関の共同設置につきま

しては、管内的には公平委員会、それと、この富良

野沿線におきましては、介護認定審査会を構成して

いる実態にございます。 

 以上でございます。 
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○議長（中川一男君） 再々はよろしいですか。 

 ３番岩崎治男君。 

○３番（岩崎治男君） 再々質問をさせていただき

ます。 

 ただいま御報告ありました事務組合のほかにも、

まだまだ一部事務組合として、こういった「自治の

かたち」の中で検討すべき施設が私はあるというふ

うに思います。 

 それで、町長発言のとおり、現在は自立であると

いうことは基本であるというふうに承知しておると

ころでありますが、今、補修の検討がなされており

ます町の葬儀場であります。現在の葬祭場はまだ利

用存続は可能と聞いておりますが、多額の補修費を

かけるのであれば、もう少し辛抱し、アプローチの

ある近隣の町と事務組合とした共同施設をつくり、

運営を行うことが望ましいと私は考えます。 

 次に、学校給食センターであります。この施設に

ついても老朽化が進み、衛生面からも、将来的には

全面改修をとの声が聞こえてきます。このような施

設を共同建設を視野に入れた広域連合のお考えにつ

いて、町長の所見をお伺いしたいというふうに思い

ます。 

 ２項目めの再々質問です。 

 町民は町の対応策により、新型インフルエンザへ

の予防認識を深め、安心した医療環境が保たれると

確信をいたしております。町内医療機関及び町内応

需薬局での現有備蓄数量は、これは国や道は数字を

示しておりますが、これらについてお示しをいただ

けないものか。それから、今後の、これからの期

間、薬局に対する町としての支援策のお考えもお伺

いをしておきたいというふうに思います。 

 再々質問で、ジャガイモシストセンチュウは土の

中に卵を産み、長期間、１０年以上生存できるとい

うふうに聞いております。ジャガイモのほか、野菜

類においてはトマト科の作物ですね、ナス、また

ピーマン等にも害を与えるとのことであり、今後も

予防の手段を強めて撲滅に努めていただくことを期

待いたし、質問を終了したいと思います。 

 ３項目めについては、答弁はよろしいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ３番岩崎議員の再々質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、広域行政の推進についてということでの御

質問でありますが、今現在、一部事務組合を対応し

ているもののほかに、今検討プロジェクトチームの

中でも、先ほどお話ししました保健福祉等々も含め

なからの広域行政の中の推進ができないかという協

議がなされておりまして、これらにつきましても

近々報告がなされるものというふうに思っておりま

す。 

 議員御提案ありました火葬場の問題だとか給食セ

ンターの問題等々につきましても、広域の協議会の

中で協議を重ねているところでありまして、将来的

にはこれらの部分につきましても広域で進めていこ

うやという話にはなっておりますが、最終結論は出

ていないのが現状であります。協議は重ねていると

いうことで御理解をいただきたいと思います。 

 それから、インフルエンザの問題につきまして

は、備蓄量につきましては担当の方からお答えさせ

ていただきます。 

 ジャガイモシストセンチュウにつきましては、議

員御発言にありましたように、十分今後予防対応を

図りながら進めたいというふうに思います。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（米田末範君） 町内のタミフルの

備蓄といいますか保有量でございますが、全機関、

それから応需薬局等を合わせまして、おおむね２,

０００錠という状況になっているところでありま

す。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、３番岩

崎治男君の一般質問を終了いたします。 

 次に、１２番金子益三君。 

○１２番（金子益三君） 私は、先に通告してあり

ます３点の項目につきまして、町長及び教育長に所

見を求めるものでございます。 

 初めに、１点目、各種情報に対する取り扱いとセ

キュリティー対応についてお伺いいたします。 

 現在、行政で取り扱う各種情報は、その守秘義務

については言うに及ばず、それに付随するデータ類

の重要性についても、取り扱いについては非常に慎

重に対応すべきである。しかし、最近は、北海道庁

ですら重要データが職員のミスにより庁外に流出す

るといった事件が起き、さらに最近では、日本航空

の職員による空港の暗証番号までが流出するという

事件までが社会問題として起こっております。 

 これらに関するすべてかかわっているものがウィ

ニーと呼ばれるファイル供用ソフトによるものであ

ります。当然役場内にあるパソコンについては、そ

れらのファイル供用ソフトはインストールされてい

ないと認識しておりますが、例えば残業などで個人

のパソコンに一たんデータを持ち込む作業が行う場

合などがあった場合、万が一そのデータが流出され

ることがあってはならないと考えます。それらの予

防策はどのように図っているのかをお伺いいたしま

す。 

 加えて、現在、役場庁舎内でＬＡＮを組み、イン
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ターネットに接続しているパソコンのセキュリ

ティーソフトの導入状態と、その更新状態について

も万全な対応を図っているのか、お伺いいたしま

す。 

 ２点目でございます。 

 行き過ぎた性教育、ジェンダーフリー教育につい

てお伺いいたします。 

 近年、児童生徒への性教育のあり方について、大

きく世論も疑問を感じている状況の中、当町の現状

について教育委員会としてどのような認識があるの

か、お伺いいたします。 

 北海道では昨年、ピルの利用小冊子と男性用の避

妊具を下校中の女子生徒に配布するという事実があ

りましたが、当町においてはどのように認識をして

いたのか。また、現在行われている性教育のあり方

は、性交渉や避妊の方法などに指導の中心を置いて

いるのが現状であり、さらには人工中絶すら容認す

るような内容の副読本までもが配付されている現状

にあります。しかし、残念ながら、ほとんどの保護

者にはその実態を知らされていないということも、

また現状であります。 

 本来、性教育は、道徳とモラル、心の問題から指

導すべきであると考え、生徒に対して、ハウツー本

として、性交渉、避妊をすることが女性を守ると

いった自由な性交渉を助長する指導は今すぐ改め

て、児童生徒の健全な性に対する道徳である知識教

育に当町はすべきであり、また、そのことをもっと

保護者が同じ目線で話し合えるように情報の公開に

徹底を図るべきと思うが、どのような方策を講じる

のか、お伺いいたします。 

 また、加えまして、当町においてのジェンダーフ

リー教育の実態はどのようになっているのか、ま

た、教育関係機関のジェンダーフリーに対しての認

識はどのようになっているのかを、お伺いいたしま

す。 

 ３点目、防犯上からも上富良野小学校校舎の早期

建てかえについてお伺いいたします。 

 児童の安心した教育環境のためにも、上富良野小

学校校舎の現在の建築様式は極めて危険があるもの

と考えられます。児童に対する安全性、また、部外

の侵入者などの防犯の観点からも、早急に建てかえ

をするべきと考えますが、どのような考え方がある

のかお伺いいたします。児童のかけがえのない生命

などを考慮したとき、予算措置は最優先事項と考え

ますが、いかがお考えか。 

 加えまして、昨年私が質問いたしました、保護者

の携帯電話にメール等で不審者などの情報を即時に

配信できるシステムの早期導入に対して、検討する

とお答えがありましたが、その後どのような状況に

なっているのか、進捗状況をお知らせしてほしいと

思います。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １２番金子議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 行政事務において多様な住民情報や行政情報を処

理しており、近年の技術の進歩によりさまざまな電

子システムとして稼働・運用しているところであり

ます。 

 この電子システムにおいてはパーソナルコン

ピューターを端末としてネットワークを構成し、大

量のデータを共有、かつ短時間に処理することに

よって、大幅に事務能率の改善を図ってきておりま

すが、この利便性は反面として危険性をはらむもの

となっております。 

 このような環境の中で、本町においては計画的に

コンピューターや周辺機器を整備し、現在では情報

管理上、事務系職員には１人１台以上を備えている

中で、住民情報システムを中心とした住民情報系

ネットワークや、平成１５年度に整備した行政イン

トラネット、総合行政ネットワークを運用しており

ます。 

 運用においては、平成１３年１０月に定めた電子

情報セキュリティーポリシーにより、情報機器の電

子情報の運用管理基準に基づき、パソコンの持ち出

し及び持ち込み禁止など、障害の予防とセキュリ

ティーの確保に万全を期しているところでありま

す。 

 また、セキュリティー対策や情報の安全管理を目

的に、ネットワーク分離と情報隔離のため、１人

二、三台を管理、使用している職員もいることか

ら、本年度更新導入を進めている総合行政システム

においては、新セキュリティー技術によるネット

ワーク統合と機器の集約化を図ることになっており

ます。 

 インターネット接合点にはファイヤーウォールを

設置し、さらに、内部接合点にはできる限りルー

ターを設置することにより、不正アクセスを防御す

ることとともに、コンピューターウイルスなどの不

正プログラムに対しては、ネットワークに接続する

全コンピューターにサーバー管理型の対策ソフトを

導入し、パターンデータを常時、強制更新方式で管

理している状況にございます。 

 しかし、昨年、町のホームページが改ざんされる

という攻撃を受けたことから、一層のセキュリ

ティー強度を上げる対策を講じ、現在運用している

ところであります。 

 なお、イントラネットには公共端末や、東中地区

小中学校のパソコンも接続していることから、有害
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サイトや悪質サイトに対するフィルタリングも行っ

ております。これらの諸対策は外部からの脅威に対

するものであり、万全のものとは思っておりません

ので、職員個々のポリシー向上と新たな脅威への取

り組みを引き続き継続してまいりたいと考えており

ますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 後ほどの次の課題につきましては、教育長から答

弁をいたします。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） １２番金子議員の２項目

めの、学校教育における性教育とジェンダーフリー

教育についての御質問にお答えをさせていただきま

す。 

 近年、さまざまな性情報がはんらんするなど、児

童生徒を取り巻く環境が複雑化、多様化する中で、

児童生徒が正しい性知識を持ち、みずからの行動を

きちんと判断できる力をはぐくむことが強く求めら

れております。 

 本町の性教育につきましては、各小中学校におい

て、各教科、道徳、総合学習などの教育活動全体を

通して性教育を進めているところでありますが、こ

の推進に当たりましては、それぞれの児童生徒の発

達段階や状況に応じて取り組んでいくことが重要と

考えております。 

 このため、各学校では学習指導要領に基づいた中

で、子供たちが自他の命について真剣に考え、健康

に生きるための態度を身につけることをねらいとし

て、児童生徒の発達段階や状況に十分配慮した中で

教材、副読本等の活用を行い、性教育を進めてきて

いるところであります。 

 また、保護者等への情報提供は学校だよりや学級

通信等において周知がなされていると承知をしてお

りますが、今後においてもさらに効果的な情報提供

を行うよう指導徹底してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、性差、いわゆる男性、女性の違いを否定す

るジェンダーフリー教育についてでありますが、現

在、一部には男女の違いを一切排除しようという意

味で使われるなど、さまざまな受け取り方があると

考えております。 

 教育委員会といたしましては、男女共同参画社会

とは、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分

に発揮することができる社会のことであり、男らし

さや女らしさを否定しているものではないと認識を

しているところであります。 

 また、本町での実態としては、出席簿が男女混合

のあいうえお順や、座席も混合という状況はありま

すが、どこの学校においても、特別行き過ぎた性差

を否定するような活動の実態はないということで御

理解を賜りたいと思います。 

 次に、３点目、上小校舎の早期建てかえについて

の御質問にお答えさせていただきます。 

 最近、安全、安心と考えられていたこの日本にお

いて、毎日、毎週、小学生にかかわる殺人事件が発

生しています。教育にかかわる私といたしまして

も、このような事件の発生を大変憂いているところ

であります。 

 さて、現在の上富良野小学校の校舎は、１線及び

２線校舎は昭和３５、３６年に、そして第３線校舎

は昭和４５年と４６年に建設されたものであり、当

時は学校に外部からの侵入者によって子供たちに危

害を加えるなどとは想定していない校舎であり、現

在のように安全、安心が崩壊した時代においては、

非常に安全管理が行いづらい校舎のつくりであると

考えています。 

 現在の上富良野小学校の校舎は、確かに子供たち

の安全を確保する上からも早急に改築することが最

善の方法であるとは思いますが、今のところ、第４

次総合計画において改築等の計画はなく、次期の総

合計画に位置づけられていかなければならないもの

と考えております。 

 仮に新築校舎の建設が決定したといたしまして

も、実現までには相当の年数がかかることから、当

面、現在の校舎の中で児童の安全を守るためのあら

ゆる対策を講じていかなければならないと考えてお

ります。 

 その一つとして、防犯カメラの設置や１線校舎と

２、３線校舎玄関のオートロック方式の導入などを

検討し、実現に向け努力してまいりたいと考えてい

るところであります。 

 また、携帯電話によるネットワークシステムにつ

きましては、犯罪の抑止や災害時において大きな効

果があると認識をしております。現在、本町におい

ても、一部の学校においてネットワークシステムの

導入を検討していますので、教育委員会としても実

現に支援していきたいと考えております。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 １２番金子益三君。 

○１２番（金子益三君） 再質問いたします。 

 まず、１点目でございますが、細かいコンピュー

ター用語というのは、ここでは無意味なので、私は

それは割愛いたしますが、一番質問したことで答え

られてないのでがっかりしたのは、私は個人のパソ

コンを持ち込めとか、それからパソコンを持ち出す

ことがだめと言っているのではないのです。そんな

ことは当たり前なのですよ。そうではなくて、デー

タを、例えばフロッピーですとか、ＣＤ－Ｒ、それ

からＤＶＤ－ＲＷ、もしくはＵＳＢ端子、それを落
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とし込んで、それを家にある個人のパソコンに持っ

ていくことがだめだという、そういうマニュアルが

あるのかないのか、もしくは、あったときのその対

応をどうされているかという、それを聞きたかった

のですよね。また、セキュリティーに対して万全で

あるが、それが必ずしも万全でないという認識を持

たれていることは非常にすばらしいことでありま

す。ゾンビパソコンといって、外部から不法にアク

セスできるそういうソフト、バックドアーと呼ばれ

るそういうソフトを勝手につけられて、知らないう

ちにどんどんどんどんデータが出ていってしまうと

いう非常に恐ろしいことも現状で起きているのがこ

のネット社会でありますので、それらに対しても随

時監視の目を光らせていっていただきたいと思って

おります。 

 最近非常に社会問題になりました、みずほ証券と

東証のやりとりというのは、最近マスコミで公表さ

れましたけれども、あれもなぜああいうふうになっ

たかというと、対応マニュアルがなかったのです

ね。あそこで人が、株の話はいいです、とにかくや

りとりをした中で、早急にストップをかけられる対

応策をきっちりつくっておかないと、万が一上富良

野の重要な個人データが外部に漏れたときに、それ

をすぐネットを切断できるような、そういう対応マ

ニュアルを作成してあるのかどうか、それをお伺い

したいと思います。 

 加えて、やはり個々の職員のモラルというものも

もちろん大事ではありますが、今現在、一つのホス

トコンピューターから端末のパソコンがどのような

操作をしているのかというのが一目瞭然で行えるソ

フトというのも簡単にございます。それらを管理職

であるとか専門職であるという人が、きちっと自分

の今各課がどのような体制でパソコンが稼働してい

るのかというものをしっかり監視する必要もあると

思いますので、それらの導入もぜひ図っていただく

べき項目であると思います。 

 ネット社会というのは、スピードと、それから情

報の大きさというのが非常に利点ではありますが、

それがもろ刃の剣にもなっておりますので、それら

の予防策というものも、きちっと初めのうちから策

定しておいていただきたいと思います。 

 ２点目の性教育問題についてであります。 

 初めに、まずきちっと断っておかなくてはいけま

せんが、私、性教育をやめろと言っていることでは

ありません。ただ、ちょっと答弁が残念だったなと

思うのは、児童生徒の発育段階や状況に応じて取り

組んでいくことが重要であると。それが学習指導要

領に基づいて、生徒の発育段階や状況に十分配慮し

た中で教材や副読本を使っていると、こう答弁され

ているのですが、その内容が、私は、今余りにも行

き過ぎているのではないですかと、だからおかしい

のですよということを言っているのですよ。 

 ですから、実際に、私、中学生の父兄の方にも聞

いてみました。親御さんからこのような性教育が行

われているという状況が全く耳に届いていないとい

うことが非常に現状であるのですよ。また、ある親

御さんからは、余りにも過激過ぎて、正直、親とし

ても戸惑っていると、いい加減にしてくれないかと

いう、そういう意見だってあるのですよ。 

 例えば、今の性教育というのは、はっきり申しま

して、性器性行為教育であります。それは現在、性

交渉というものに対して、もしくは外性器の呼称を

教えるということが余りにも中心になっているので

すよ。そのことによって、いたずらに児童生徒が外

性器に興味を持ち合って、これが甚だしいことなの

ですけれども、友人同士見せ合って、色の違いをそ

の場でやったということまで私は保護者から教えら

れているのですよ。そういった現状というのが、こ

れは国が決めている学習指導要領の中にあるから、

いいというのではなく、やはり上富良野というこの

我々の町では、きちっとそういうことがいいか悪い

か議論ができるベースになくてはならないと思うの

ですよ。 

 幸いにして、その生徒の親御さんというのが、非

常に良識ある父兄であったということと、親子のき

ずながきちっと常日ごろから図られていたというこ

ともありまして、その後の心のケア等がされたとい

うことも報告で受けておりますので安心しておりま

すが、その父兄の皆さんからも、やはり行き過ぎて

いるのではないでしょうかと、そういうことがある

のですよ。 

 先ほど言いました副読本、実際に昨年度、「ラブ

＆ボディＢＯＯＫ」といって、全国に１３０万の中

学校に副読本が配られているのですよ。その内容と

いうのは非常におかしい内容なのですよね。人工中

絶すら容認する内容がここに書かれているのです

よ。いいですか。日本では、中絶することが許され

ている。日本のお医者さんの人工中絶の技術は信頼

できるけれども云々。また、ピルは、男の子に頼ら

ず、女の子が自分で避妊できる最大のメリット、世

界じゅうで広く使われている薬だよ、云々とありま

す。これが、文部科学省が、これはおかしいと、回

収しなさいといって、回収されたのが３万５,００

０部だけですよ。そういったものがこの上富良野の

中においても把握されていたのかどうかということ

が、やはり一番の問題であると思います。 

 ある事例を挙げますと、私の友人の息子さんが、

保健体育の時間にテストの時間に、いわゆる男性と
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女性の外性器の名前を空欄を埋めなさいと。その生

徒は女性器の名称を恥ずかしくて書けなかったとい

うのですよ。そしたら当然バツですよね。これは強

要ですよ、そういった今の性教育のあり方というの

は、ハウツー物というものでは困るのですよ。 

 私が一番強く言いたいのは、もっともっと心の教

育をするように、道徳であり、それからコモンセン

スというものをきっちり持っていかないと、本当に

恐ろしいことにつながっていくということですよ。 

 現在、性教育が行われているこの性教育というの

は、非常に唯物論的な教育が行われているのです

よ。いいですか、教師用の指導書類には、愛がなけ

れば性交渉をしてはいけないという考えを押しつけ

てはいけないという、そういう指導書があるわけで

すよ。こんなことは許されるわけではないですよ

ね。自由な性交渉を容認するという、そういった教

えにもつながることであると私は非常に恐れており

ます。 

 昨年度の警視庁の調べで、こういった数字があり

ます。日本の中高生の６８％ですよ、約７割の子供

たちが、見知らぬ人と性交渉するのは本人の自由で

あると、そう答えているのですよ。また、厚生労働

省の調べでは、１９歳の女性が、１３人に１人が、

今、性病にかかっているという事実があるわけです

よ。これは先進国で最悪の数字なのです。その最悪

の日本の一番悪い数字なのが北海道だということを

御存じでしたか。離婚率であり、人工中絶率であ

り、性感染症にかかっているというのが、一番悪い

のが北海道なのですよ。 

 こういったものをきちっと見据えた中で、上富良

野町においても、当町においても、そういうハウ

ツー物ではなく、もっともっと大事なものなのだ、

女性の体というのは将来母になって、神聖な母体に

なるという、そういったことをもっともっと強く教

えていく。また、さらには、性病の恐ろしさですと

か、それによって将来大変なことにつながっていく

のだという、そういうところを中心にした教育に変

えていく、そういう必要があると思います。 

 現在、国の中央教育審議会等々でも、健やかな体

をはぐくむ教育のあり方に関する専門部会において

も、性教育については、高校生以下の性行為は容認

しないと、そういうことを前提に今後の指導を進め

ていくということがされておりますので、ぜひ上富

良野もそういったことをきちっと先駆けてやってい

くことが大事だと。また、そのことがきちっと父兄

の皆さんと共感でき、共有できる情報にしていって

いただきたい。 

 例えばＰＴＡの会議などというものは、昼間の忙

しいときに、お父さんお母さんが働いているとき

に、その時間を組むというのではなく、土曜日です

とか、例えば夜ですとか、そういった時間にきちっ

といろいろなことを話し合えて、学校と地域と地域

社会、そしてＰＴＡ、親御さんが、今、教育現場で

どのようなことが行われているのか、どのような問

題があるのかということをきちっと話し合える、そ

ういった社会にしていかなくてはいけないと思って

おります。 

 ジェンダーフリーに関しては、ちょっと難しいも

のがありますので、ジェンダーイコールソサエ

ティーということを、男女共同参画社会というふう

に和訳がされておる現状にはありますが、私は、こ

れも性教育と同じで、男女が平等であり、そして、

女性が社会に進出していくということは非常に望ま

しいことであって、多いにこれは推進していただき

たいと思いますが、一部には、このジェンダーフ

リー的な考えというのが、先ほど行われました家族

の崩壊等々にもつながる要因であるという実態も認

識しておいていただきたく思います。 

 いずれにしましても、これらのことというのは、

きちっと教育委員会も認識をしていただきながら、

はれものにさわるということではなく、やはり将来

のこの上富良野町の大切な宝であります、子供たち

というのは。その子供たちの教育をきちっとしてい

ただく。そしてまた、根幹であるところの性教育と

いうものを心の教育、徳育、道徳の教育、コモンセ

ンスをきっとしたものであるべき姿であると考えて

おりますが、それらがちょっとこの答弁書からは酌

み取れなかったものですので、それらの対応をどの

ようにするのか、具体的な方策を教えていただきた

いと思います。 

 ３点目についてでございますが、何とも残念な御

答弁でありまして、いいですか、児童の生命の安全

というのは、一番優先的に考えたときに、予算が

云々ですとか、第４次総合計画が云々などと言って

られますか。もし、何かあったらどうするのです

か。いいですか、さくで囲って児童や生徒以外の、

もしくは学校関係者以外は入れない、こんな状態で

教育を行っていかなければならないというのは非常

に寂しいことでありますよ。 

 しかし、これは都会であれ田舎であれ、子供を取

り巻く環境がこういうふうに変わってきているのだ

というのは、これはもう受け入れざるを得ない現状

になっているわけですよね。職員室がある１線校舎

が、宮町の２丁目側を向いております。５年生の教

室というのは、宮町の１丁目側を向いている１線校

舎なわけですよ。その間に２線校舎が挟まって、そ

れを迷路のように入り組んだ通路でつながっている

のですよね。こんなものを、さらに空き教室が今あ
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いているわけですよ、どんどんどんどんと。そう

いった中において、どうやって子供たちの安全が大

丈夫だと言えるのですか。 

 また、もっと過激な言い方をさせていただきまし

たらば、万が一あって、これは絶対あってはならな

いことですが、児童に万が一のことがあったとき

に、だれが責任とるのですか。もしくは責任とった

人が、謝ることによって戻ってくるものはあるので

すか。私はそれを強く言いたいのですよ。そういっ

たことを考えたら、まず最初に、最優先的事項とし

て考えなくてはいけないのが子供の安全であり、そ

れら安全、安心を取り巻く、そういった建築上とい

うのが、極端な話、お金で解決できる話なのです

ね。ですから、そのことをもう少しきちっと理事者

は考えていただきたいと思います。 

 また、登下校、それから学校周辺など、ここは危

ないなと思われるようなところは、生徒みずから、

いわゆるハザードマップを作成させるべきなのです

よ。それらを、子供たちがここが危ないね、先生

も、ここは危ないね、暗いね、ここにはだれかが隠

れていそうだね、そういったものを自分たちで壁新

聞のようにしてつくって、マップをつくらせて、そ

れらを全町に配付するべきなのですよ。それが抑止

力であり、それが地域が見守る子供たちの安心、安

全につながることですから、ぜひこういったことは

早急にやるべきだと考えます。 

 また、先ほどの携帯電話のメーリングのネット

ワーク構築するとおっしゃっておりますが、これは

一体いつ具体的にやられるのか。 

 また、オートロックの問題もそうですよね。上富

良野町内にある幼稚園では自費を投じまして、すぐ

オートロックの施設を導入しております。なぜ町

が、行政がやると、検討して具体的に実現できると

か、このタイムラグが生じるのですか。こんなもの

はすぐやるべきですよ。そういったことも関しまし

て、いつやるのかという具体的な日にちを教えてい

ただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 昼食休憩といたします。 

────────────────── 

午後 ０時０２分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 昼食休憩前に引き続き、一

般行政質問を行います。 

 １２番金子議員の再質問の答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（尾岸孝雄君） １２番金子議員の再質問に

対して、まず１点目の質問にお答えさせていただき

ます。 

 議員から御意見のございましたパソコンのセキュ

リティー対策につきましては、議員の御質問にあり

ました各種の点につきましては、規定の中で対応を

図っているところでありますが、これらの規定があ

るからといって安心できるものではなくて、あとは

職員のモラルの問題等々も含めながら、また、加え

て職員の指導を図るとともに、管理体制を十分図っ

てまいりたいなというふうに思っておりますので、

御理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） 金子議員の再質問、行き

過ぎた性教育とジェンダーフリーということで、ま

ずはお答えをさせていただきたいと思います。 

 義務教育におきましては、学習指導要領に基づい

た中で、性に関する教育がいろいろな教科において

行われているところであります。 

 例えば、理科なんかであれば、生命の誕生、雄し

べと雌しべとか、そういうような観点、また、社会

科やなんかであれば男女平等の理念、また、保健体

育におきましては男女の体の違いと、そういうよう

なことから、また、道徳とか学級活動においても、

そのような男女の違いとか、お互いの人権を尊重す

るような教育が行われてきているところで、まさ

に、金子議員からおっしゃられます心の問題から発

生した中で指導をしてきているところであります。 

 また、北海道において非常に１０代の中絶率と

か、またＨＩＶへの感染率が非常に高いということ

が、我々も感じておりますが、その中で、やはりそ

ういうことがないようにしていくためにも、性教育

というのが学校教育の中で行われるべきであると考

えていますし、行き過ぎのないような中で行われる

べきとも考えているところであります。 

 また、ジェンダーフリーについてでありますが、

これにつきましては、女性、男性というような性別

の役割ではなくて、この男女共同参画社会の中で趣

旨にのっとって、その個性と能力を十分発揮すると

いうような観点で行われるべきというふうに考えて

いるところであります。 

 次に、上富良野小学校の建設にかかわってのお話

でありますが、当然我々も子供の安全、安心をどう

守っていくかというようなことで、常々、教育委員

会、また校長会等とも意見を交わし、その対策を講

じてきているところであります。 

 上富良野小学校におきましては、先ほども話しま

したように、非常に校舎のつくりが、今管理しづら

い状況となっておることから、子供たちが登下校し

た後には、２線、３線校舎については施錠し、１線

校舎も生徒を通用門については施錠をしているとこ

ろであります。１線校舎の職員玄関のみをあけてい
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るというようなことで、これも、あいていたら、

入ってきたらどうするのだという御指摘も当然あり

ましょう。そういうことから、やはり今先ほど申し

ましたように、防犯カメラの設置、それからオート

ロック等について、早急に検討をしていきたいとい

うふうに考えていますし、防犯カメラについては国

の方も助成制度なんかも設けるということも新聞報

道等に載っておりましたので、我々もそういうこと

に素早く反応した中で対応を図っていければなとい

うふうに考えているところであります。 

 また、子供の安全、安心の指導につきましては、

先ほど、ハザードマップではありませんが、危険の

地域というようなこともありましたが、今、学校を

通じて、どこが危険、危ないか、そして、そういう

ような地図をつくろうと、それから、きょう、ちょ

うど議会に来るときに報告を受けたところでありま

すが、どこからひとりで家まで、複数で登下校する

ことになっていますが、どこからひとりになるのか

というようなことで、上小、西小なんかも含め調査

をしておりました。上小では約１００名の人が、ど

こからかひとりになる。それから西小学校も、四十

数名がそういう状況になるということであります。 

 ただ、この場合、ではだれが本当に子供たちを見

守るのかということも非常に大切でありまして、学

校だけではできません。やっぱり保護者、それから

地域やなんかの連携が必要だというふうに考えてお

りますし、また、我々もそのような観点で地域へも

働きかけを行っていきたいというふうに考えている

ところであります。 

 ４点目に、携帯のシステムの関係でありますが、

これにつきましては、今、保護者からアンケートを

とって、ある程度保護者の方は了解してくれていま

す。ただ、その中で、やはり相手のメールやなんか

を聞きますので、情報管理が大切だなということも

あって、今、詰めを行っているところであります。

ある学校においては、今年度末には実施できる見込

みとなっているところであります。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 再々質問ございますか。 

 １２番金子益三君。 

○１２番（金子益三君） １点目のセキュリティー

については、すばらしく対応されていると認識させ

ていただきましたので、引き続き努力していただき

たいと思っております。 

 性教育、ジェンダーフリーというのは非常に根の

深いものでありまして、いわゆる歴史的な過去をた

どれば長いということも、私、重々理解できます

し、また、教育長がおっしゃるように、学習指導要

領に基づいて、さまざまな科目、教育現場において

されているということも理解できますが、やはり

もっと現状というものを教育のトップとしては、現

場をもう少しきちっと洗って、何が問題であるの

か、そして今後、上富良野においてどのように取り

組んでいかなければならないかという方策なり施策

をきちっと示していただかねば、やはり我々、次の

世代を担う子供たちの親として、責任ある世代とし

て、そのことというのは、きちっとしていただきた

いと思います。 

 先ほど教育長がおっしゃいましたＨＩＶの感染に

対する、そのためにいろいろな知識を教えなくては

いけないのだということを言及されておりました

が、現状、こういったＨＩＶ及び男性避妊具の使い

方の指導について、先進国であるアメリカも、これ

は使い方を教えるというのではなく、１０年間、医

学、心理学、行動科学、哲学、宗教学といった幅広

い分野からそれらのことを教えているわけですよ。

日本では、安易に学校でそういった避妊具を配るだ

けなのですよ。ということは、避妊具を配れば自由

に性交渉をしてもいいと言っていることと同じなの

ですよね。そういったことをきちっと、教育の現場

で今何が行われているかということを、正面から向

き合ってとらえていただかなくてはいけないと思い

ます。 

 アメリカの例ばかりで申しわけないのですけれど

も、カリフォルニア州のある町では、１年間に１４

７人の女子生徒が妊娠をしていたということがあっ

たのですけれども、人格的性教育の指導を行ったと

ころ、何と１年間で２０人という数字に激減したと

いうこともあるのですよ。ある大学では５４％の女

子学生が、安易な性交渉を誘われたときに、きちっ

と断り方に対するマニュアルということまで教え

て、極めて驚異的な数字に縮減を図ったということ

もあるわけですよ。 

 また、一方、ウガンダという国は、１９９１年に

ＨＩＶの感染者が２１％まで達したのですよ。それ

で、時の大統領が結婚まで性交渉を我慢しなさいと

いう、性技術教育を禁止して人格尊重の教育をした

ところ、１９９１年から１９９５年までの間に、６

０％まで及んでいた婚前交渉を２３％まで、女の子

は５３％から１３％まで減ったという、こういう具

体的な数字まであるわけですよね。これは何を物

語っているかということは、やはり性行為のそうい

う技術教育に中心を置いたとしても、そういったこ

とはとめられないのですよ。ですから、先ほども

言っているように、やはりそういったことというの

は大事なことであり、また、母体のためにも非常に

大事にしなくてはいけない。心の問題、そして技術

的なことではなく、もっともっと慎重にしていきな
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さいという教育を、ぜひ、この性感染症が世界で最

悪の北海道から、この上富良野町というのがそうい

うパイオニアとして、先駆者として、そういった教

育を取り組んでいけるような方策というのが一番大

事でないかと私は考えておりますし、ぜひそのよう

な方策をきちっと調べた上で、教育指導要領に基づ

くだけではなく、この教育現場でやっていただきた

いと思います。 

 ３点目の学校の建てかえに関しては、さまざまな

方策をとられているようでありますが、基本的に

は、お金がないの言葉では片づけないで、早急な根

本的な問題解決への早期実現に向けて行っていただ

く必要があると私は考えますが、つけ焼き刃的な防

犯カメラやオートロックのようなものではなく、

もっともっと根本を考えた政策を織り込んでいかな

くてはいけないと考えますが、どのようにお考えで

いらっしゃいますか、再々質問とさせていただきま

す。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） １２番金子議員の再々質

問にお答えをさせていただきます。 

 まず、性教育に関することでありますが、児童生

徒が正しい性知識を持って、みずからの行動をきち

んと判断できる力をはぐくんでいく、このことは大

切だというふうに感じているところであります。 

 学校での状況について把握できていないぞという

ことの御指摘を賜りました。今後は十分把握に努め

ていきたいと思っていますが、これからは、性教育

につきまして、学校また保護者、それから世界の動

きというようなことも勉強させていただきながら、

性教育に取り組んでまいりたいというふうに考えて

おります。 

 ２点目の上富良野小学校に関することであります

が、先ほども話しましたように、第４次総合計画に

は今のところ計画はされていません。それで、第５

次になろうかと思っておりますが、第５次にしまし

ても、本当に建てかえなり修繕なりということを決

定して、それが実現するまでには時間がかかると。

その間どうやって学校現場を守っていくかというこ

とが私に課せられた使命ということで、これから意

を注いでまいりたいと考えています。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、１２番

金子益三君の一般質問を終了いたします。 

 次に、４番梨澤節三君。 

○４番（梨澤節三君） 私は、通告に従い質問いた

します。 

 初めに、広域行政について。 

 広域行政が言われてから、一向に進捗が見られな

い。現在、５市町村の職員を集めて何をさせている

のでしょうか。中間発表を見ると、今までの結果と

道の合併構想をまとめているだけのように見えま

す。地域のために何をさせようとしているのか、む

だ金をかけているように見えますが、この広域で

もって紙１枚でも住民に負担をかけないように広域

としてできないのか、広域の行き着く先をお聞かせ

いただきたい。 

 次に、占冠村では、職員の期末手当を６０％減と

のことであり、ローンの支払いにも事を欠いている

と聞いております。また、道職員も給与１０％、

ボーナス１５％減ということが報道されておりま

す。それにもかかわらず、上富良野町では職員の期

末手当を上げておりますが、これは町民の税金で

す。人事院勧告などといっても、金は国から来ませ

ん。一方、住民には毎日使うごみ袋を、また各種使

用料、手数料等の値段を上げ、負担を強いようとし

ている、この矛盾を何とお考えか、お聞きいたしま

す。 

 次に、行政手続法と公益奨励法についてお聞きい

たします。 

 新行政手続法の第６章第３８条には、命令等制定

機関は、命令等を定めるに当たっては根拠となる法

令の趣旨に適合しなければならないとあり、第３９

条には、命令等制定機関は命令等の案及びこれに関

連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び

期間を定めて広く一般の意見を求めなければならな

いとあります。 

 ４月に合併新法が施行されているにもかかわら

ず、住民の意見も聞かず、自立のためと称して各種

使用料等値上げをしようとしているのは、行政手続

上問題があります。住民無視であり、法律違反では

ないでしょうか。 

 一方、公益通報者保護法によると、職員（元職員

も含みます）が内部告発をしても、この法により保

護されるとあります。当然、新行政手続法によれば

住民告発も可能となるわけです。また、通報を受け

た行政機関は必要な調査を行い、事実が認められた

ときは、必要な法的措置がとられるとあります。要

するに逮捕されるということです。これは私が言っ

ているのではなくて、先日、議員研修がありました

とき、三重県の北川元知事が言っていることです。

ということで、それぞれ法制化されているわけで

す。 

 お聞きしますけれども、町長は法律違反をして

も、住民の意見を聞かず自立ということをお考え

か。法律でも住民の意見を聞きなさいとあり、私も

住民の意見を聞くことを言い続けているのです。お

考えをお聞きいたします。 

 次に、いしずえの松についてお尋ねいたします。 
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 いしずえの松は、明治３２年、初代庁舎前に記念

として植樹されました。ことしで１０６年目を迎え

ようとしています。昭和３５年９月、議会はこの松

を永久保存木として指定しております。現在、この

松には何の表示・標識もされておりません。今後、

このいしずえの松をどのようにされるのか、また行

政は、議決に対する責任をどのようにお考えかお聞

きします。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ４番梨澤議員の３項目の御

質問にお答えさせていただきます。 

 １項目めの広域行政に関する２点の御質問のう

ち、１点目の「自治のかたち」プロジェクトにつき

ましては、さきの岩崎議員へ答弁したとおりであり

ますので、内容は割愛させていただきますが、富良

野広域の将来の方向を確認するとともに、具体的な

作業は現在も取り進めておりますことを、まず御理

解をいただきたいと存じます。 

 ２点目の職員給与に関する御質問でありますが、

議員御承知のとおり、当町の給与制度は国の制度を

もとに条例化されておりますことから、その時々の

人事院の勧告内容に遵守しまして、見直しを行って

まいりました。 

 本年度も給与改定につきましても、本年夏の人事

院勧告の内容に沿って、引き上げるものや引き下げ

るものを内容として、条例の改正について御議決を

いただいたところであります。しかしながら、財政

構造が硬直化する中で、給与制度や人件費総額が妥

当なものとなるよう、現在、行財政改革実施計画上

で改善方針を位置づけして、実行に向けた取り組み

を進めておりますので、御理解をいただきたいと思

うところであります。 

 次に、２項目めの行政手続法と公益奨励法に関す

る御質問にお答えさせていただきますが、行政手続

法は本年６月２９日に改正され、公布されておりま

すが、この施行日は公布から１年を超えない期間と

規定されているのみで、施行日に関する情報は把握

しておりません。同法が施行された場合、地方公共

団体の機関が行う処分や行政指導、また、地方公共

団体の機関に対する届け出並びに地方公共団体の機

関が命令等を定める行為について、第１２条から第

４５条までの適用を除外することが第３条第３項に

規定されておるところであります。 

 この適用を除外された条項については、第４６条

第１項で地方公共団体の措置として、法律の規定の

指針にのっとり、行政運営における公正の確保と透

明性の向上を図るため、必要な措置を講ずるよう努

めなければならないと規定されていることから、本

町においては、今回の法改正の趣旨を踏まえ、今

後、上富良野町行政手続条例の改正に向けた対応を

適切に行ってまいりたいと考えております。 

 なお、今回の同法改正内容の一つであります第３

８条から４５条までの意見公募手続、いわゆるパブ

リックコメントの新設については、本町では本年３

月８日決定の上富良野町パブリックコメント手続要

綱により制度化しており、既に改正行政手続法に適

応した対応を図っております。 

 また、同法第３９条第４項第２号においては、納

付すべき金銭、すなわち、税や使用料及び手数料の

徴収などに関する命令等をパブリックコメントの実

施除外として規定しておりますが、この規定の趣旨

としては、税や手数料に関する意見を求めた場合、

反対者が必然的に大多数となることを予測したもの

であり、執行機関と議決機関の責務として決定すべ

きものとしているものであります。 

 本町のパブリックコメント手続要綱においても、

同様に町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手

数料の徴収などに関するものは実施を除外しており

ますので、この趣旨についての御理解をいただきた

いと思います。 

 また、公益通報者保護法は平成１６年６月に公布

され、来年４月１日に施行されるものであります

が、第２条第４項第２号で、同法で規定する行政機

関には地方公共団体を含まないものとして除外し、

さらに第７条で、地方公共団体の職員については、

地方公務員法の定めに基づくよう規定されておりま

すので、御理解をいただきたいと思います。 

 議員からの御指摘の自主自立の推進に関しては、

常々私が申し上げておりますように、近隣市町村に

おいて合併推進の状況に至っていない中にあって、

自主自立の道しか選択の余地はなく、当面する町の

生き残りをかけて行財政改革を重点的に取り組んで

いるところであります。 

 しかしながら、本年度、富良野地区広域市町村圏

協議会において、「自治のかたち検討プロジェク

ト」が設置され、合併、市町村連携、広域連合、広

域都市の４形態についての検討を行った結果が、来

年早々に出される予定になっております。 

 これらの動向を踏まえ、住民の意見を十分に聞き

ながら、今後の方向性を見出してまいりたいと考え

ておりますので、御理解を賜りたいと思います。 

 次に、３項目めのいしずえの松についての御質問

にお答えさせていただきます。 

 まず、いしずえの松についての経過を、残ってい

る書類や聞き取りの結果からお示ししたいと思って

います。 

 保存に対する動きは、昭和３５年９月２６日開催
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の定例議会において、当時の一色正三議員の旧庁舎

前の老木を町の保存木として、その旨表示し保存す

ることの動議が満場一致で決議されたときからであ

ります。 

 当時の海江田町長はその場で、その趣旨に沿うこ

とを了承しております。保存の措置については同年

１１月２日に枠囲いをいたしまして、説明札を立

て、木の前に「いしずえの松」と命名する式典が盛

大に挙行されたことが、昭和３５年１１月発行の町

報かみふらのの紙上に写真とともに記録されておる

ところであります。 

 何事もなければこのまま保存されるところであり

ましたが、役場庁舎が開基７０周年に合わせて、昭

和４２年６月２６日に現在地に新築移転されたた

め、庁舎建設費の償還財源を得るために旧役場敷地

を売却することになり、そのことが転機となったと

ころであります。 

 この売却に関しましては、昭和４３年２月２０日

開催の臨時議会において、町有財産処分の件で、い

しずえの松は町の記念木であるので、できる限り存

置を認め、万一処分する必要があるときは、改めて

町と協議することを附帯条件とすることで、町商工

会に売却することが議決されております。 

 この時点で、１点目として、管理責任が町から新

たに土地所有者に移転すること、２点目としては、

永久保存から処分を許容した存置とすること、３点

目としては、処分の可否は町長が判断することへ

と、その扱いが変更されたものと理解いたしている

ところであります。 

 その後の商工会は、取得地を１０区画に分筆し、

商工会などに売却いたしましたが、所有者が移動す

る中で、いしずえの松所有地は最終的には現所有者

になったところであります。 

 前所有者から引き継がれた土地売却時の附帯条件

に基づいて、昭和５３年に現所有者から町に伐採処

分に関する事前の協議があったことから、当時の町

長はこの対応について、昭和５３年５月４日開催の

文化財保護委員会に諮ったところであります。文化

財保護委員会では、幹の老朽が激しく、上部を切断

しており、松としての価値も半減し、移植しても金

がかかるので処分しても仕方がない等の意見を出し

て、最終的には保護委員による現地調査を実施した

結果、保存に値しないものと判断され、昭和５３年

５月１２日付で正式にいしずえの松を永久保存の指

定の解除を決定し、伐採を容認する町長決裁が行わ

れております。 

 このような経緯を経ておりますが、何らかの理由

で現所有者は完全に伐採することはせずに、枯れた

部分を中心に枝払いを行って、現在の姿になってい

るものと承知をいたしております。過去の決定を尊

重するとともに、私自身の判断においても手を加え

て保存する考えは持っておりませんので、御理解を

いただきたいと存じます。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 ４番梨澤節三君。 

○４番（梨澤節三君） いしずえの松の件ですが、

経緯がよくわかりました。 

 しかし、いしずえの松と命名された上富良野町ゆ

かりの古木が、あのような状態になって、そして、

管理について町は最終的には関与しないということ

になっていると。また、ここの所有者も、この故事

来歴を承知されており、伐採ということにはなかな

か至らなかったのではないかと思います。木も生き

物ですから、いつかは寿命が尽きます。１００年を

超え、町から名前までもらっている古木であるだけ

に、その末路がまことに哀れでございます。ここに

は、この木の名前をもとにしたと考えられるいしず

え商店街があります。ここの方々も心を痛めておら

れることと思います。 

 また、ここの方々がこの古木の最後を看取られる

ようになるのではないかなと考えられます。そし

て、ここの地域の皆さんも、行政がかかわっている

からと思っていたのではないかと思いますが、この

ような状況がわかり、地域の皆さんにこの老木に対

する何らかの心があれば、町長は何か便宜を図って

やるというようなお考えはないか、お尋ねをいたし

ます。 

 次に、広域行政についてです。 

 現在の広域行政のこのような状態を、私はかけ声

倒れと言うのではないかと思います。広域というか

け声をかけながら、自立のためと称して使用料、手

数料等を上げていく、職員の期末手当はアップする

のは当たり前のようなことを言う。この件について

は、次の行政手続法にも関連をしますので、まず身

近なところをお聞きいたします。 

 先ほどの同僚議員と同じようになっていきます

が、なぜ広域で、ごみ袋も含めて、国保、介護保

険、消防、医療、教育、保育、福祉、さらには学校

給食、葬斎場等を具体的に取り組まないのか、これ

はもう何年前から言っているかと、私は１０年にな

ります、１０年を超えようとしておりますが、何年

前から言っていて何も進んでいない。わかり切って

いることを、ただただ先延ばしをしているだけでは

ないでしょうか。現在計画しているすべての値上げ

を中止して、直ちに広域問題に正面から取り組むべ

きです。先延ばしをして各種値上げをすることは住

みづらいまちづくりであり、極端に言うと住民虐待

ともなります。町長の言う、住んでよかった町、こ
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れは町長のマニフェストになるのでしょうか、とは

逆であり、言行不一致となっているのです。ここの

ところをお尋ねいたします。 

 さらに、広域連合についてですが、プロジェクト

チームで広域連合組長と議会を選挙で決めれるよう

なことを言っていますが、私が以前言ったように、

このことは憲法上無理があるのです。また、このこ

とは過去にも先例がなく、広域選挙は即合併となる

話なのです。道の合併構想にもこれは入っています

が、道みずからもこれは難しいと言っています。で

きもしない紛らわしいことは表現しないようにした

方がよろしいのではないかと思います。 

 さらに、広域連合といっても、課税権もなく、地

方交付税を受けることもできず、広範な行政能力も

持たず、現在やっている屋上屋を重ねる金食い虫の

議会をたくさんつくるのか、先ほど言った１０項目

ぐらいあります、その議会をつくるのかと。話を変

えて言いますと、もしくは議会をなくすか、または

五、六人の議会にして、首長だけを残すというよう

な可能性のない話をしているのではないか。議会の

話は何にも出てきていないと。そして広域連合にし

た場合、効率化は進まず、すぐに財政的に無理とな

り、行き着く先は財政支援のない合併に進むと、こ

れは道の幹部が言っております。ここのところをど

のようにお考えか、お尋ねいたします。 

 次に、行政手続法についてお聞きいたします。 

 私、この法律のことになりますと、平成８年ころ

国旗国歌法が制定されたのです。そのとき見ており

ますと、国会、道議会、中富良野町議会の議場にそ

れぞれ国旗が上がりました。それで私は委員会で、

議会に国旗を揚げることを提言したところ、時の平

田議長は、私の在任期間は議会に国旗は上げないと

いうことを議員協議会で言明をされまして、私はこ

のとき、議員の無力さ、何だろうなというような無

力さを思い知らされました。法律に基づいて提言を

しても通らない世界かと思いましたが、現在は中川

議長になってからきちっと上がっております。これ

は心の問題です。町民に特に負担のかかるというこ

とではございません。 

 しかし、この行政手続法についてはいろいろとあ

ります。この行政手続法は重大な問題であります。

さきの合併特例法では、この地域の５市町村長は約

３００億円近くの損失をこの地域に与えており、私

は有罪判決ものと思っていました。 

 さて、この行政手続法については先般、町長もお

いでになっておりましたが、上川管内町村議員研修

で北川前三重県知事の話にありましたが、あなた方

は断崖絶壁にいるのを承知しているのか、座して死

を待つのかと言われました。死というのは財政赤字

債権団体を指しているのです。私もことしの４月以

降は、住民に何も聞くこともなく、なし崩しに自立

という名前の赤字債権団体になるのか、財政支援も

なく、もちろん議員特例法も使えない合併しか道は

ないのかなと思っていました。 

 ことし６月、参議院を通った行政手続法は、明瞭

に命令制定機関は命令等を定める場合は、広く一般

の意見を求めなければならないと言っています。質

問をすりかえないようにしていただきたいと思いま

す。ことし４月に合併新法が発令されているので

す。また、道も合併構想を示しています。この合併

新法について、住民に対して具体的かつ明瞭な内容

で聞かなければならないのです。合併新法による合

併か自立という名の行き着く先は赤字債権団体か、

これは他の市町村のことはいいのです、法律が制定

されていますから。制定された法律を町長は守られ

るのか、守らないのか。 

 この新行政手続法の第６章は公益通報者保護法と

一緒に来年４月に効力を発揮します。他の自治体と

言えばよそごとになりますが、この富良野管内５市

町村は、合併新法についてどこも住民に聞いており

ません。人事ですが占冠村は厳しく責任を問われる

ことが予想されます、あすは我が身です。行政手続

として、法に基づき自立か合併かを住民に聞くべき

ではないかと、そこから行政が始まるのではないか

思います。お尋ねいたします。 

 次に、行政手続法が実施され、財政支援のない合

併新法が選ばれても、町長と議員の責任には重いも

のがあります。自立を選び赤字債権団体になって

も、やはり町長と議員には重い責任があります。責

任をとるというほど大げさではありませんが、当た

り前の話という同僚もいますが、自立を進め赤字債

権団体になった場合は、町長、議員の無給化を宣言

し議会提案をされてはいかがですか。町長の提案が

ない場合は議員提案もあります。責任論について

しっかり話をする必要があります。言いっ放しにな

らないようにお尋ねをしておきます。町長、議員奉

職者の無給化について、どのようにお考えになりま

すか。この件については町の図書館で酉年会でもっ

て寄贈した本の中に「市町村崩壊」という、ことし

６月まで市長をしていた方が書いた本がこの本で

す。たくさんの町民の方がこれを読んでおりまし

て、赤字債権団体になったなら奉職者は無給化だよ

ということが、これにきちっと書いてあるのです。

これをたくさんの人が読んでおり、全く私も同感だ

なということでもって、このことについて町長にお

尋ねをいたします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ４番梨澤議員の再質問にお
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答えさせていただきます。 

 まず、いしずえの松の件についてでありますが、

先ほどお答えさせていただきましたような結果で、

基本的には民間の所有権があるということでござい

ますので、その対応の中で地域の皆さん方が現所有

者の皆さん方との調整の中で、どのような対応をし

ていくかということにつきましては、地域の皆さん

方の協議、民間の所有者の方との協議の中で対応し

ていただきたいものだなというふうに思っておりま

す。 

 町といたしましては、先ほどお答えさせていただ

きましたように、既に方向を定めてありますので、

その定めたものを覆して対応するという考え方は私

として持ち合わせていないということで、御理解を

いただきたいと思います。 

 次に、広域行政の件でありますが、現在、何も進

んでいないではないかという御指摘でありますが、

私ども５市町村でつくっております広域振興協議会

でも、いろいろと協議をしながら取り進めて、既に

何度となく議会の皆さん方にもその経過報告をさせ

ていただいておりますようなことでございます。 

 結果的には御案内のとおり、占冠村と南富良野町

の合併協議に入ったということから、この協議につ

きましては一時中断をしていたというようなことも

ございますが、それらの決定したことに対し、今ま

た前向きに今年度からスタートをしておりますの

で、今までの広域の５市町村で協議していたものを

土台としながら、今プロジェクトの皆さん方が対応

して検討を加えておりますので、その結果が今年度

末に出てくると。それをもとにして新たにこの広域

の圏域の自治のあり方について十分協議をしなが

ら、さきにお答えしましたように、議員の皆さん

方、町民の皆さん方に説明を諮って、将来のこの圏

域の町の方向性と我が上富良野町の方向性を定めて

いきたいというふうに思っておりますので、御理解

をいただきたいと思います。 

 御指摘がありましたように、広域連合というのが

現在の自治法の中で認められた対応とはいっても、

屋上屋の、議員御指摘のような部分が多々あるわけ

でありまして、そういった部分も十分に承知の上

で、市町村合併に即対応でき得ない中にありまし

て、それぞれの圏域の中の５市町村が広域ででき得

るものについては、最大限広域で対応していくとい

うことの方向性の中で取り進めながら協議を重ねて

いるということで、御理解をいただきたいと思いま

す。 

 また、行政手続法等々につきましての議員の御指

摘がございましたが、議員も御心配されております

ように、赤字債権団体にならないということが私も

何度も議会でもお答えさせていただきますように、

そのような状況にならないための財政運営を図るた

めに行政改革等々を含めながら、町民の皆さん方、

議会の議員の皆さん方の御理解を賜りながら、その

対応を図っているところでございますし、また、加

えて、今回の人事院勧告等々に対する御指摘もござ

いますけれども、今日までの行財政改革の中で、そ

れらの対応をも十分に対処しながら、既に議会の皆

さん方にも御報告申し上げましたが、平成１０年か

ら平成１５年までの間の行財政改革におきまして、

町民の皆さん方に御負担をいただいた部分につきま

しては２０％強と、職員の人件費及び内部的な対応

の中で行革を進めてきたのが８０％弱というような

ことで、その対応を図っておりますし、平成１６年

度から平成２０年度までの５カ年間の行財政改革の

方向性を議員の皆さん方にも説明させていただいて

おりますし、また加えて、その中期的な財政見通し

も提示させていただいておるところでありますが、

これらにつきましても御案内のとおり、計画の中で

は人件費１５％削減を目指して改革を取り進めてい

るということでございます。 

 そういった中にありまして、当初からお願いをし

ておりますように、町民の皆さん方におかれまして

も、応分の受益者負担の原則に基づく御負担を賜り

ながら、健全な財政運営が図られるように改革を進

めさせていただいているということで、御理解をい

ただきたいと存じます。 

 また、赤字団体になれば、公務員特別職等々にお

ける無給化というようなこともお話に提言されまし

たけれども、当然にして赤字団体ということに陥っ

た場合は、そういうことでもありますし、大きな財

政運営、行政執行上の枠が課せられますので、私と

しては、いつも申し上げておりますように、決して

そのような赤字債権団体に陥ることのない財政運営

を進めていくことが私に課せられた責務であるとい

うふうに思っておりますので、ひとつ御理解を賜り

たいと思います。 

○議長（中川一男君） 再々質問ございますか。 

 ４番梨澤節三君。 

○４番（梨澤節三君） そういうことで頑張ってい

ただきたいのですが、新行政手続法というのは、目

的と理念は今言っているところをずばり言っている

のです。行政上の意思決定について、その内容及び

過程が明らかであることを言うとあるのです。それ

を見せなければだめなのです、住民に。これはその

意思決定についてです。意見公募手続の適用外には

全く該当しないものです。自立ということにもなら

ないのです。なぜなら、４月に合併新法が出ており

ます。二つ並んでいるのです。この法律について住
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民に聞かなければならないのです。三重県の北川元

知事が、５００人からの町村議員を前にして言って

おります。今、町がやろうとしていることは、なし

崩しに進めてきていることをそのままやろうとして

いるのです。何ら住民の意見を聞こうとはしていな

いと。不作為の作為という話にはならないのです。

今、町がしなければならないのは、住民自治条例の

制定です。それに基づく住民参加の手続であり、そ

の中にパブリックコメント手続ということになって

いくのです。それを逆をやっているのです、コメン

ト手続が突然ぽんと出てきたりして。そういうこと

にはならないのです。 

 ちなみに、話ちょっと変わりますけれども、この

住民自治についてですけれども、道の方では合併が

進んだ場合は住民自治が重視されるということで、

住民自治会館を建てる費用を別にストックしている

そうです。ちゃんとあるそうです、お金は。そうい

うことを耳にいたしました。 

 ちなみに、ここに富良野の住民自治条例を取り寄

せました。これは富良野市情報共有と市民参加条例

という条例をつくっている、参加のルール条例とい

うことで、住民自治条例です、大項目。次に市民参

加手続です。そして第３節に初めてパブリックコメ

ント手続という、こういうことでなければならない

のです。いきなりパブリックコメントということに

はならないのです。やはり法律をきちっとやってい

かなければならないと思います。 

 町のやっていることは逆からやっていっておりま

して、さらに住民に負担をかける議案等について

は、賛成をいたしかねる状況を作為していることに

町行政当局は気づいていないのではないかというよ

うに考えられますが、この住民自治条例についてど

のようにお考えになるか、お尋ねをいたします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ４番梨澤議員の再々質問に

お答えさせていただきます。 

 住民の意見も聞かないで自立の道の方向性を定め

ているという御指摘でありますが、これにつきまし

ては、当然にして住民の御意見を聞くためには、合

併の相手方がいて、こことここと合併するのだけれ

ども、それと自立の道をという選択肢を与えて住民

の意見を聞くということが必要であるというふうに

私は認識しております。 

 今、合併の相手がだれもいないのだけれども、合

併した方がいいですか、自立の道を私は歩もうと

思っているのですが、どうですかという、住民の意

見を聞くということには私はならないと。私は正直

申し上げまして、昨年の私の選挙におきまして、自

立の道を歩みます、行財政改革の推進を図ります、

受益者負担の原則に基づく住民の御負担をいただき

ますということで住民に訴えてまいりましたので、

これらにつきましては、私の考え方を理解していた

だいているものというふうに認識をいたしておると

ころであります。 

 また、自治基本条例の制定等々でありますが、既

に議員の皆さん方に配付申し上げております上富良

野町の行財政改革、先ほど申し上げました中で、住

民自治の条例の制定について検討を今加えている

と。そして、この改革の中で制定していく方向性を

定めているということで御説明申し上げております

ので、ひとつ御理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、４番梨

澤節三君の一般質問を終了いたします。 

 次に、７番岩田浩志君。 

○７番（岩田浩志君） 私は、さきに通告してあり

ました農業行政について２点、町長に御質問させて

いただきたいと思います。 

 １点目に、農地の保全について。 

 我が町の農業情勢は、米価においては豊作のため

価格の下落、野菜においても価格の低迷と、ますま

す厳しさが増すところであります。 

 さて、我が町は、平成１２年度、国で示されまし

た中山間地等直接支払制度の導入が図られていない

状況にあります。この制度は平成１２年度から１６

年度までの５カ年実施され、国はさらなる支援が必

要と判断し、さらに１７年度から２１年度までの５

年間の延長を示されたところであります。 

 この制度は、国が各自治体に対し条件不利地に対

しての支援策として整備された事業であり、上川管

内２４市町村のうち、２０市町村がこの事業に取り

組んでいる状況にあります。 

 このように、ほとんどの自治体が取り組んでいる

事業であり、どうして我が町が取り組んでいないの

かが理解できないところであります。この制度の利

用があれば当然遊休農地の出現はなく、農地を保全

していく上では極めて重要な役割を果たしていたと

考えられます。 

 そこで、我が町の農地の状況は、既に遊休農地が

９５ヘクタールにも及ぶと報告を受けております

が、この面積は中山間地域等直接支払制度の対象面

積の約４分の１に相当する大変な面積であります。

遊休農地は今後ますますふえる傾向にある中で、今

後、制度の導入も含めて早急に対策を講ずるべきと

考えますが、町長の所見を求めるものであります。 

 続きまして、２点目に、町の施設に地元農産物の

積極的な導入を。 

 地産地消、食育というテーマのもとに、現在、町

の施設では給食センターで地元農産物加工品や地元
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農産物が利用されており、食育の上で大きな成果を

上げております。施設の方々からも非常に高い評価

を受けている状況にあります。また、まちづくりに

おいても大変重要な部分であると考えます。 

 しかし、町長の意思が強く反映しているようには

余り感じられないのですが、町長はこの点について

どのように考えておられるのか、お伺いいたしま

す。 

 また、町の施設である町立病院やラベンダーハイ

ツにおいても、今後積極的な導入を図るお考えがあ

るのか、お伺いいたします。 

 以上、２点についてよろしくお願いします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ７番岩田議員の農業行政に

関する２点の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目の農地の保全についてであります

が、御承知のとおり、平成１６年度までの５年間と

して実施された中山間地域等直接支払制度は、引き

続き平成１７年度から平成２１年度まで延長が示さ

れたところであります。 

 制度の趣旨につきましては、農業生産の維持を通

じて耕作放棄地の発生を防止することや、農業の多

面的機能を確保する観点から、平地地域との生産条

件の格差を農業者に支払うものとなっておるところ

であります。 

 私は、これまで何度も申し上げておりますが、制

度の導入に当たっては、本町の６,０００ヘクター

ル弱の耕地面積に対しまして、制度の対象となる面

積は６％程度の３７０ヘクタールほどと少なく、一

方で、傾斜地等を測定するための多額な費用がかか

ることから、また、農業者の平等性が保たれないな

どといった総合的な点で判断し、制度の導入を断念

した経緯がございます。 

 御質問のように、遊休農地は増加する傾向にあり

ますことから、今後どのように復元していくことが

よいのかなど、諸対策については今後も農業委員会

と連携を密にしながら十分検討を重ねてまいりたい

というふうに考えておりますので、御理解を賜りた

いと思います。 

 次に、２点目の地元農産物の利用に関する御質問

にお答えさせていただきます。 

 消費者は豊富な食材を一年を通じて簡単に手に入

れることが可能になってまいりましたが、一方で、

旬や地域性、食の安全、食の文化など、多くのもの

が失われたものも確かであります。消費者の食の安

全・安心志向の高まりを背景に、近年、各地で質の

よい食べ物や食文化を大切にしようという考え方が

起こり、いわゆる地産地消、食育といった取り組み

が行われていることは共感をいたしているところで

ありますので、十分承知をいたしているところであ

ります。 

 御質問の町の施設においては、地元農産物を積極

的に導入することについては、これまでも地元の米

や野菜などを、学校給食センターを初め、病院やラ

ベンダーハイツで食材として利用することに努力し

てまいりました。 

 今後においても、限られた経費の可能な範囲で取

り組んでまいりたいと考えておりますので、御理解

を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 ７番岩田浩志君。 

○７番（岩田浩志君） 再質問させていただきたい

と思います。 

 この中山間地域等直接支払制度につきましては、

以前同僚議員の質問にもあり、経緯は理解している

ところでおりますが、この点について、どの自治体

も測量に対しては相当の経費がかかっており、大き

な差があるとは思えません。また、過疎指定の自治

体との負担差の額も承知しているところでありま

す。それ以上にまた重要な制度であると私は考えま

す。 

 ただ、町長の答弁の中に、農業者間の平等性が保

たれないとの御発言がありましたが、これは国の制

度を否定するものであります。この制度は国が中山

間地を含む傾斜地で耕作に苦慮している農業者に対

しての支援策であり、この制度をなくしては条件不

立地の荒廃を食いとめることはできないものと思わ

れます。 

 また、町全体で取り組めば広く利用できる多様な

制度でもあり、上川支庁の担当職員並びにこの制度

を取り組んでいる自治体の担当職員においても、こ

の制度の一番よい点は、この要件の中で集落的な営

農集団をつくりなさいと、この点が皆さん口をそろ

えて大変いいと、高く評価しているものでありま

す。そのことが集団の中で、地域農業について何度

も協議しなければならず、そのことが地域農業を保

全する上で大きな役割を果たしていると思われま

す。 

 また、行政を中心に農業者とのまちづくりが、こ

のことによって強くはぐくまれているのは言うまで

もありません。 

 今日、ＷＴＯ問題、さらには平成１９年度より品

目横断的経営安定対策が施行されますが、この制度

により、ますます条件不立地を中心に耕作放棄地が

進むことを危惧するところであります。 

 町長の答弁の中で、農業委員会等にお願いしてい

るとのことでありますが、農地の流動化において

は、行政、農業委員会並びにＪＡと集積事業の中
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で、農地の保全、価格の保全に日々苦慮されている

ことは私もよく承知しているところであります。そ

の中でも、このように荒廃が進み、既にヤナギやシ

ラカバの生い茂っている農地も少なくない状況にあ

ります。 

 町長申されましたけれども、復元どころか、今後

耕作放棄地をふやさないために何らかの施策が急が

れると思います。ただいまの答弁では、町長の思

い、また具体的な施策が述べられていませんが、改

めてお聞きしたいと思います。 

 続きまして、２点目の質問に対しては、大変前向

きな回答を得たと認識しておりますけれども、給食

センターにおいては、地場産農産物が担当職員並び

に栄養士さんの協力のもと、何とか子供たちに安全

で新鮮な野菜を食べさせたいという思いから、地元

農業者と、また町内の商店とも協力しながら、年々

充実していることはよく承知していると思います

が、他の施設、ラベンダーハイツ並びに町立病院に

おいても、町民に見える形で農業者と町内の商店と

協力しながら取り進められているものと受けとめま

したが、もう一度確認をしておきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ７番岩田議員の再質問にお

答えさせていただきます。 

 平成１２年に制定されました中山間地域等直接支

払制度の問題でありますが、このことにつきまして

は、当時、議員の皆さん方にも説明を重ねながら、

対応を図らない方向で進めてきたところでございま

す。以前にも議員から御質問、他の議員からも御質

問ありまして、お答えさせていただきましたが、平

等性に欠くということにつきましては、当時、十分

に議員の皆さん方とも議論を重ね、また地域の皆さ

ん方とも議論を重ねてまいりました。その中におき

まして、先ほど申し上げましたように、全面積の６

％相当しか適用にならないと。それから団地形成の

いろいろな問題等々もあったと、それからそのため

の適用を受けるために航空写真を撮らなければなら

ないというような、非常に多額の経費をかけていか

なければならないということと、それからもう一

つ、図面で線引きも想定しながら線引きもさせてい

ただきました。 

 ところが同じ平たん地の中で、隣の土地までは対

象になるけれども、その隣のこっちの土地は対象に

ならないと。では、中山間地としての比較の中で作

付が不便であるというのはどういう判断になるのか

と。隣の家は不便だということで対応になるのに、

自分の家がならないというような線引きされてしま

う、そこが極端に山間地の差のあるところであれば

いいけれども、平たん地において差が出てくるとい

うようなことも非常に大きな問題を抱えまして、そ

ういったことの対応を図ることにつきまして、議員

の皆さん方と議論を重ねながら、上富良野町におき

ましては、制度の適用を外してきたと、してこな

かったとということであります。 

 そういったことで十分御理解を賜りたいなという

ふうに思いますが、その後の対応につきましては、

町といたしましても、その農業振興施策の中で、い

ろいろな面で取り組みながら、その推進を図ってま

いりましたし、議員が御心配しております農地の荒

廃化のためには、何といっても農地の流動化の促進

を図っていかなければならないということを前提に

しながら、農地の流動化策につきまして、農業委員

会とも綿密な連携を図りながら今日まで進めさせて

いただいておりますし、これからも、何としても農

地の荒廃化をなくすためにも、農地の流動化策を推

進していかなければならないというふうに思ってお

りますので、御理解を賜りたいと思います。 

 また、次の２点目の地産地消の問題、地元の農畜

産物の公共施設への利用の問題でありますが、何と

か、私就任して以来、徐々にではありますが、地元

の農畜産物の利用がそれぞれの施設で少しずつ促進

がなされて今日に至っているなというふうに認識し

ておりますし、それぞれの施設に対しましては、そ

の奨励を図っているところでありますが、町立病院

及びラベンダーハイツ等々につきましては、これは

他の給食センター等とは違って、財政の収支パター

ン、財政の健全化、経営の健全化を進めていかなけ

ればならない。 

 例えば、町立病院におきましては大幅な赤字が続

いているというようなことも含めまして、単価の問

題でいろいろなことがあるというようなお話も耳に

いたしておりますけれども、そういったことを含め

ながら解消をするように努めていき、地元農畜産物

の使用の奨励を図っていきたいと。今後もそういっ

た部分を十分調整をさせていただきながら、それぞ

れの施設の利用促進を図るように対処していきたい

というふうに思っておりますので、御理解をいただ

きたいと思います。 

○議長（中川一男君） 再々質問。 

 ７番岩田浩志君。 

○７番（岩田浩志君） １点目の質問に対してもう

一度、具体的な策が町長にあるのかないのか。ただ

いま、今後そういうことに対策を講じていかなけれ

ばいけないと言われましたけれども、現時点でそう

いった策があるのかないのか、もう一度お伺いした

いと思います。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 
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○町長（尾岸孝雄君） ７番岩田議員の再々質問に

お答えさせていただきます。 

 今後の事業として具体的なものがあるのかという

御質問でありますが、現在まで進めております農地

の流動化策等々も推進を図ってきておるところであ

りますが、これからもそれらの対応の中で土地改良

事業だとか、奨励作物の振興対策事業だとか、そう

いったものを今後も、現在進めております第５次農

業振興計画に基づいた推進を図っていきたいという

ふうに思っておりますので、御理解をいただきたい

と思います。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、７番岩

田浩志君の一般質問を終了いたします。 

 次に、９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 私は、さきに通告してあり

ました点について、町長及び教育長に答弁を求める

ものであります。 

 第１番目には、特別支援教育についてお伺いいた

します。 

 文科省においては、法令の改正で現在の特殊教育

を特別支援教育と位置づけて、障害児童に対する支

援強化に乗り出すという状況になりました。 

 現在、義務教育では、障害を持つ十数万人の子供

たちが障害児学級や通常の学校の障害児学級、通級

教室という障害児教育の制度で学んでいます。 

 また、文部科学省においては、その一方で、学習

障害、注意欠陥多動性障害、高機能自閉症の子供た

ちへの特別支援教育を、平成１０年度から体制を整

えて実施するという方針を決めました。 

 その報告によれば、全児童数の６％程度、小中学

校で六十数万人の子供がいるということが推計され

ています。その多くが通常学級で学んでおり、今後

一層の支援体制の強化というのが当然必要になって

きております。 

 上富良野町においても、小中学校で学んでいる知

的、難聴、情緒学級や、ことばの教室で学んでいる

子供たちが、小中学校合わせれば５４名いるという

状況にあります。しかし、その支援体制を見てみま

すとどうでしょうか。確かに町独自の補助員を配置

しているという点が見受けられますが、しかし、十

分な体制とは言えないというのが現状であります。

それは、学んでいる多くの子供たちは、人とのかか

わりや話をすることが苦手、あるいは、聞く、書

く、計算、落ちついて行動することがとても苦手で

あるという状況で、学級での先生の指導も大変より

専門的な知識と指導力が要求されるというのが現状

ではないでしょうか。 

 また同時に、この子供たちを抱える保護者は、常

に、この子供たちが将来この地域や、あるいは地域

外に出ても日常の生活が人並みにできるような支援

体制をと願っているのが現状であります。 

 そのためには、日常生活の支援、医療機関との連

絡や、あるいは個別の巡回指導、あるいは放課後や

休日において、学校以外でも家庭以外でも安心して

心が安まる、そういう居場所づくりや、あるいは友

達との触れ合い、こういう環境づくりが何よりも大

切だと願っています。 

 今後、子供たちが安心して地域や社会で過ごせる

環境づくりのためにも、今、上富良野町に求められ

ているのは、しっかりとしたこの子供たちを支える

方針と、学校内外における関係者、福祉や医療機関

との連携、その他の調整を行える高い専門力と力量

を持った教員の配置、コーディネーターできるそう

いう指導力のある先生の配置が、今、上富良野町で

も求められています。 

 今、各地では、先進地で徐々にこういう形の特別

支援教育に力を注いでいるというのが実情でありま

す。 

 次に、お伺いいたしたいのは、鑑賞劇についてで

あります。 

 上富良野町においては、この鑑賞劇を無料で行っ

てきたという長い歴史がありますが、しかし、一方

で、財政難を理由に、１人１００円の料金を今回徴

収するという状況になりました。 

 実行委員会等でやむなしという方針だったから仕

方ないということでありますが、しかし、多くの保

護者にとっては、この１００円という問題というの

は本当に大変な問題であります。確かに、何だ１０

０円、されど１００円なのです。今、多くの子供た

ちが友達や、あるいは大人と触れ合う中で、また自

然体験という体験や、こういう鑑賞するという状況

の中で、心を豊かにし成長するというのが実情であ

り、そういう願いを込めた情操教育の一環として、

当町にもこの無料制度が行われてきましたが、しか

し、残念なことに、財政難を理由という有料という

形になりました。本来であれば、学校教育の一環と

して行っているのであれば、当然無料にすべきだと

私は考えますが、この点についての教育長の見解を

求めるものであります。 

 次に、江幌小学校への交通手段の確保の問題につ

いてお伺いいたします。 

 江幌小学校は、現在特認校として自然豊かな環境

の中で、少人数で特色ある学校づくりを進めて、今

では学校区を超えて通学している子供たちがおりま

す。学校区外からは登下校時に、現在交通手段とい

う形ではタクシーで利用して登下校しております

が、来年度からは財政難を理由として片道だけにな

るという状況にあります。 
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 今、保護者の間からも何とかこの片道だけでもい

いから制度を続けてほしいという声がありますが、

しかし、町は、将来これすらもすべて廃止するとい

う方針を打ち出していますが、改めて私はこの点に

ついてのバスの確保、あるいは片道確保という点

で、どういう見解をお持ちなのかお伺いしておきた

いと思います。 

 次に、過剰米対策についてお伺いいたします。 

 国は、地域水田ビジョンを策定し、担い手１０ヘ

クタール以上、集落営農を２０ヘクタール以上今後

要しなければ、集団の交付金を配分しないという形

の方針を打ち出しました。今、農業者からは不安の

声が広がり、もう上富良野町でも将来に見切りをつ

けて農業をやめるという方も出てきております。 

 現在、上富良野町の農家戸数は約四百数十戸あり

ます。多くの農家の方に聞きますと、将来近いうち

に、これは半減するだろうという声が聞かれるとい

うありさまであります。基幹産業の農業がどんどん

衰退し後退するという状況の中で、今こそ農業のあ

り方を根本から見直す時期に差しかかっているので

はないでしょうか。 

 国は、米の生産や流通を市場原理に基づいて全面

的に市場原理にゆだねるという状況になり、この

間、外米の輸入という状況の中で、また、政府の打

ち出した市場原理の方針の中で、米価の下落がどん

どん進行し、ことしも過剰米という形の中で、せっ

かく農家の人が一年間汗水、額に流して働いて、丹

精込めてつくったお米が、今回は集荷円滑対策とい

う形の中で、１俵３,０００円、農業者の拠出金に

よって、１俵６,０００円で売買されなければなら

ないという状況になってきています。農家にとって

は大きな減収であり、痛手であることは言うまでも

ありません。過剰米の数は上富良野町で担当者に聞

きますと、約４,６３２俵とのことであり、今こそ

国は、再生産に必要な価格保証、これをきっちりと

農家のために行うべきではないでしょうか。 

 この間、国は、この過剰対策米もこれから農業者

が行う生産するためには必要な対策だということを

言っておりますが、しかし、１俵６,０００円で本

当に農家の人たちがこれから生産できるそういう状

況をつくり出せるのかどうなのか、当然そうでない

ということは一目瞭然明らかではないでしょうか。 

 近年では、農畜産物、野菜等の価格の暴落で、こ

の富良野沿線の販売総額も、合併当時５００億円を

目標にしていたのが、それを半減せざるを得ないと

いう状況になり、まさに今、多くの農家の人たちが

国が進めている農業政策の中で多くの痛手、地域の

経済にも多くの深刻な経済の悪影響、ゆがみが出る

という状況になっています。 

 そこで、町長にお伺いいたしますが、再生産を担

える対策、この過剰米対策というのは再生産を担え

る対策か。２番目には、再生産確保のためには、価

格対策はきっちり行う、生産費を補える、そういっ

た対策が必要だと考えますが、いかがでしょうか。

３番目には、輸入米と維持費を削減し、国の政策の

もとで備蓄米をふやすべきだと考えますが、町長の

見解を求めるものであります。 

 次に、道州制についてお伺いいたします。 

 今、国は、新合併法のもとで、強制的な地方自治

体における合併を行おうとしています。また同時

に、道においては、その新合併法に基づいた道政の

将来のあるべき姿という方針を打ち出しました。そ

の中には、言葉では強制的な合併はしないとしてい

ますが、しかし、その実態はいかがなものでしょう

か。この間、道は、新合併法のもとで、自治体のあ

るべき姿として１８０の自治体を２１の自治体に

し、２次保健医療圏ごとに集約しようとしていま

す。また、住民自治という立場から見れば、果たし

てこれが住民の願いにかなったものかどうかという

ことになれば、多くの疑問点と問題点が出ると私は

考えます。 

 そこで、町長にお伺いいたしますが、道は一方的

に市町村の数を２１の自治体に集約しようとしてい

ますが、住民自治の立場からすると自治体の根幹を

揺るがすものではないでしょうか。それはどのよう

な自治体をつくるかというのは、あくまでもそこに

住んでいる住民、あるいは行政がともに話し合って

こそ地方自治というのは成り立つわけですから、こ

の点を考えたときに、問題点があると考えますが、

この点について町長の見解を求めます。 

 次に、大きな問題は、大きければ効率性が上がる

と述べています。それは小さな自治体を否定するこ

とにつながるのではないでしょうか。住民サービス

の点から、人口規模が２万から３万人を想定して、

１万人以下の自治体を否定するというような方針を

打ち出しました。しかし、各自治体では、もう既に

将来を見据えて、自立、あるいは広域連合という形

の中で、新たなまちづくりを模索するという、そう

いう自治体も出てきているという状況にある中で、

最初からすべて道のめがねにかなった人口規模でな

ければ、自治体の役割をなさないという形で、自治

を根幹から崩すという、この政策に納得できるので

ありましょうか。そこに住んでいる多くの人たち

が、自立、合併、あるいは広域連合という形の中

で、多種多様な自治体を模索するのであれば、それ

を当然支援するのは国や道のあるべき姿と考えます

が、この点について、町長の見解を求めるものであ

ります。 
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 次にお伺いしたいのは、税制度の改正の問題であ

ります。 

 国は、税制度の見直しをすることを決めました。

それによれば、各種控除や定率減税などの廃止や縮

小が段階的に実施されてきています。そうなれば当

然のように、家計や経営にも大きな負担となって、

新たに暮らしや経営が大変になるということは明ら

かです。それに伴い、所得が、あるいは収入がふえ

るわけですから、町民税や国民健康保険税、介護保

険税や公営住宅の使用料、保育料の使用料や福祉

サービスなどを利用している方たちの使用料がおの

ずと連動して負担増になるということは明らかであ

ります。そういう意味では、町としてこの住民負担

は幾らぐらいになるのか、その影響額についてどの

ような見解をお持ちなのか、明確な答弁を求めるも

のであります。 

 次に、介護保険制度についてお伺いいたします。 

 来年度から新介護保険制度が実施されます。その

一つの柱として、新予防給付の導入があります。要

介護度の軽い人を対象に筋力トレーニング、栄養指

導や、あるいは口腔ケアなど、自立ある状態の人た

ちを改善する、こういう方向を決めました。その手

続の中心となるのが地域包括支援センターでありま

す。 

 地域包括支援センターでは、介護の利用計画をつ

くることになります。また、同時に高齢者や家族に

対する相談や支援活動、そして権利擁護事業という

支援困難なケースの対応など、地域のケアマネ

ジャーへの支援などなどの事業が加わってきます。

地域包括支援センターの運営協議会は、各市町村に

設置されるということになっており、その運営協議

会の役割というのは非常に大切な役割を担います。

それは設置や運営にかかわる事業決定に対して、

きっちりとそれが公平に運営されているかどうか、

これをしっかり監視、チェックする機能でありま

す。 

 そういう意味では、上富良野町においては在宅介

護支援センターにおける運営協議会等のこれを移行

するとしていますが、改めてお伺いいたしますが、

その運営に当たっての体制と構成はどのようになっ

ているのか、お伺いいたします。 

 次に、環境衛生の問題について。 

 上富良野町では、今、ごみの有料化、するかどう

かという形の中で、ごみの有料化の方針を打ち出し

ましたが、上富良野町では平成１４年１０月から、

ごみの有料化が実施され、地域の方々がこぞってこ

のごみの減量化に取り組むという状況になってきて

います。 

 また、この間、住民の中には、富良野市における

ような、プラスチックごみ袋の２０リッターを加え

てほしいという声も出てきております。こういう声

にきっちりと耳を傾けて、今後十分検討する余地が

あると思いますので、これらの点についての、以上

述べました点について、教育長及び町長の見解を求

めるものであります。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の８項目の御

質問のうち、さきの４項目につきましては、教育長

の方からお答えさせていただきまして、後半の４項

目め以降についての御質問にお答えさせていただき

ます。 

 まず、４項目めの過剰米対策についてであります

が、ことしは６月下旬から好天に恵まれまして米の

作柄もよく、作況指数は上川管内で１０７となった

ところであります。このことから、当町においても

出荷円滑化対策の発動対象として、議員御質問にあ

りましたように、４,６３２俵が予定されていると

ころであります。 

 出荷円滑化対策は、米の価格が６０キログラム当

たり６,０００円であり、豊作による過剰米を市場

から隔離して、米価の下落を阻止する制度となって

おりますが、御質問のように、再生産が可能な対策

かと考えるとき、非常に厳しいものがあるというふ

うに認識をいたしているところであります。 

 また、再生産を確保する価格としては、生産者に

よって個人差はありますが、総じて生産費に対して

収益性は低下している実態にあるものでございま

す。 

 再生産を確保できる米価とすることについては、

一自治体で行うことは不可能でありますので、国、

道、関係機関等に対し働きかけをして今後もまいり

たいというふうに考えております。 

 また、輸入米を削減し備蓄米とすることについて

は、１９９３年にウルグアイ・ラウンド農業合意に

より、以降、毎年４３万トンから約７７万トンの量

が輸入されておりまして、今後も国際社会の一員と

してルールを守らなければならないものと思ってお

ります。難しい問題と受けとめているところでござ

います。 

 次に、５項目めの道州制についての２点目の御質

問にお答えさせていただきますが、まず１点目の、

自治体のあり方は住民が決めるべきものではないか

との御質問でありますが、北海道においては合併新

法に基づき、知事が定める構想の策定に関し、住民

の生活圏を踏まえて、これらの人口規模を生み出す

ことができる広域的な行政単位として、全道２１圏

域に分けた第２次保健医療福祉圏をイメージしてお

りますが、あくまでも道が考える将来像でありま
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す。 

 また、合併推進構想に関する意見を聞くために、

地域懇談会や説明会が進められており、出された意

見などを構想に反映する予定と聞き及んでいるとこ

ろであります。 

 私といたしましては、地域の特性を生かした個性

豊かで活力に満ちた地域づくりを目指すことを基本

としております。当面は新行財政改革実施計画の着

実な実践に努め、財政構造に合った自立のまちづく

りを進めてまいりたいと考えております。 

 合併問題については、北海道から一方的に指示さ

れることではなく、そこに住む地域住民や自治体み

ずからが考え、みずから選択する問題であると考え

ております。 

 次の２点目の多様な自治体に対する支援について

の御質問でありますが、行政報告でも述べさせてい

ただきましたように、北海道は平成１８年度の早い

時期に合併推進構想を策定する計画で、合併の規模

としては住民サービスの視点で３万人程度、行財政

の効率化の視点で５万人程度などが構想のたたき台

として示されております。 

 富良野地域５市町村は、歴史的、地理的なかかわ

りがあるあらゆる面からも、運命共同体と考えてお

ります。このことから、５市町村が一つにまとまっ

て将来の方向性を協議するため、今年５月に「自治

のかたち検討プロジェクト」を編成し、広域行政に

関する共同研究を進めております。 

 この広域行政につきましては、富良野圏域の目指

す将来像を「住民や地域が支えあい助け合う持続可

能な自治」として、団体自治の形を市町村連携、広

域連合、市町村合併、広域都市の四つとして具体的

な内容を調査検討させておりますことから、その実

現に向けては多様な支援を求めなければならないと

考えております。 

 次に、６項目めの税制の改正についての御質問で

ありますが、まず、税制改正による１８年の適用内

容を申し上げますと、納税義務者が６５歳以上の高

齢者の改正事項といたしましては、一つ目には、老

齢者控除４８万円の廃止、二つ目には、所得金額１

２５万円以下の非課税措置の廃止、三つ目には、公

的年金の所得控除の最低保障額が１４０万円から１

２０万円に減額となります。 

 定率減税の縮減は、住民税では１５％、限度額４

万円から７.５％、限度額２万円、所得税では２０

％、限度額２５万円から１０％の限度額１２万５,

０００円と、減税額は２分の１に縮減されるところ

であります。 

 このような税制度の見直しにより、町民税、国保

税、介護保険料、公営住宅家賃や福祉利用者負担の

影響でございますが、主に所得課税としての住民税

の税負担を求める改正であります。 

 定率減税の縮減については、すべての住民税の納

税義務者に、特に６５歳以上の者については老齢者

控除廃止による住民税の負担増となります。 

 公的年金の所得控除の低減により、年金収入の所

得額が増加することにより、国民健康保険税の所得

割の増、介護保険料の負担区分が増となる場合、ま

た公営住宅の家賃の算定区分についても増となる場

合があります。 

 福祉施設利用負担については、おおむね所得額、

住民税の課税額による負担区分は行っておりません

が、一部所得額等に応じた負担割合を求める負担金

がございます。 

 以上のような制度改正については、財政収支の悪

化、少子高齢化の進展、年金受給者の増加などの構

造変化に直面し、現役世代と高齢者間の税負担の公

平を確保するためにやむを得ないものと認識してお

り、障害者のように真に配慮が必要な部分は継続さ

れているものと考えております。 

 町といたしましては、このような改正による税負

担を求めつつ、みずからの責任と判断で行政サービ

スが実施できるよう、さらなる行財政の効率化によ

る歳出削減は不可欠と考えております。 

 次に、７項目めの新介護保険制度における地域包

括支援センターと地域包括支援センター運営協議会

の運営体制についての御質問でありますが、１３番

村上議員にお答えしたとおりであります。 

 この構成等につきましては、後ほど担当からお答

えさせていただきます。 

 次に、８項目めの環境衛生についてお答えさせて

いただきます。 

 本町におきましては、プラスチックの指定ごみ袋

は４５リットルの袋の１種類を指定しております。

指定販売につきましては、町が廃棄物の処理及び清

掃に関する規則で、色、サイズ等の仕様を定め、指

定袋を販売したい小売店が規則に定める仕様のもの

を問屋等から仕入れるか、みずから作成するかし

て、町民に販売されております。 

 さて、御質問のプラスチック２０リットル袋につ

いてでありますが、単身高齢者所帯等でのニーズが

予想されますが、卸事業者と協議したところ、リッ

トル当たりのコストが５割程度割増になることか

ら、需要が余りないとの御意見を承ったところであ

ります。 

 ２０リットル袋指定の対応は大変難しいものと受

けとめておりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 
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○保健福祉課長（米田末範君） 先ほどの現在の在

宅介護支援センターの運営協議会の体制でございま

すが、現在のところは、行政とそれから医療、それ

から施設関連、それからサービス提供ということ

で、保健福祉課長と病院の事務長、それから特養所

長、社会福祉協議会の事務局長が現在の体制として

なってございますが、今後につきましては、当然に

して利用される方々、いわゆる１号被保険者、２号

被保険者、それから住民団体、それから高齢者団体

の方々をさらに加えて進めていこうということで、

基本的には考えてございます。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） ９番米沢議員の第１項目

め、障害児教育に関しての支援体制についての御質

問でありますが、本町では平成１５年度より、特に

必要と考えられる小学校に特別支援教育指導助手２

名を配置し、より一層きめ細かい指導を行える体制

を整え、障害児教育の充実を図ってきているところ

であります。 

 また、平成１９年度からは、現在の特殊教育から

学習障害などの発達障害も新たな対象に加えた特別

支援教育へ移行することが予定されており、障害児

教育のあり方が大きくさま変わりしようとしていま

す。 

 教育委員会といたしましては、本年度に特別支援

教育への移行への準備段階として、町内小中学校の

担当教員等で組織する上富良野町特別支援教育検討

委員会を設置し、特別支援教育の研修や、これから

の上富良野町の体制はどうあるべきかの調査研究を

進めてきているところであります。 

 特別支援教育は、児童一人一人の教育的ニーズを

把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難

を改善または克服するため適切な指導や支援を行う

ものとの考えから、本町においても、保健行政、福

祉行政の力もおかりしながら、仮称でありますが、

特別支援連絡協議会という組織を立ち上げ、その子

の将来を見据えた中での支援体制を整えてまいりた

いと考えておりますので御理解いただきたいと思い

ます。 

 ２点目の鑑賞劇の無料化についての御質問にお答

えさせていただきます。 

 本町におきましては、社会教育事業の一環とし

て、町民芸術劇場実行委員会を組織して、町民に芸

術文化の鑑賞機会を提供してきているところであり

ます。 

 幼稚園や保育所の園児、小中学生、高校生、また

一般町民を対象として、それぞれの年代にふさわし

い音楽や演劇等のグループ、劇団を招聘し、児童生

徒を初め多くの皆さんから大変喜ばれているところ

であります。幼児から一般町民まで、それぞれの年

代にふさわしい音楽サークルや劇団を招聘し、児童

生徒を初め多くの住民の方々に芸術鑑賞に親しむ機

会を与えており、その成果を上げているところであ

ります。 

 本町における町民芸術劇場の歴史は長く、昭和４

０年代後半から始められており、当初は一部負担を

いただいて実施しておりましたが、その後、幼児や

児童生徒を対象とするものは無料で実施してまいり

ましたが、受益者からの応分の負担をお願いすると

いうことで、総需用費の一部を今年度より児童生徒

の方々からも１人１００円の負担をお願いすること

を実行委員会で決定させていただいたところであり

ます。 

 今後におきましても、それぞれの鑑賞される皆さ

んより御負担をお願いし、継続して子供たちに本物

の芸術鑑賞の機会を安定して提供するよう努めてま

いりたいと考えておりますので、御理解賜りたいと

思います。 

 ３点目、江幌小学校への交通手段の確保について

の御質問にお答えさせていただきます。 

 江幌小学校は、豊かな自然の中で少人数の特色を

生かし、さまざまな体験活動や心の触れ合いを通じ

て児童を育てることを目的に、平成３年度より本来

の学区を超えて通学する特認校として認め、運営を

行ってきております。 

 平成６年度から、江幌小学校の自然環境に恵まれ

た小規模校で学ぶことを希望する児童が通学してお

りますが、特認校は児童が正規の通学区域を超えて

通学することから、登下校児は保護者の責任におい

て送迎を行うことを条件に受け入れ、当初は保護者

の送迎や路線バスに乗車して通学していたところで

あります。 

 しかしながら、路線バスが学校の時間帯と合わ

ず、学校の開門時刻より早く到着し、冬でも学校が

あくまで外で待っている状況であったことから、こ

れらを解消するため、ＰＴＡと地元住民会から送迎

の交通手段確保の要望書が町に出され、教育委員会

では平成１０年度から特認児童の通学手段の対応と

して、ハイヤー借り上げによる登下校を開始したと

ころであります。 

 その後、状況が変わり、昨年１０月から町営バス

の運行形態が見直され、江幌小学校に到着する時刻

は以前に比べ改善されたところであります。 

 このようなことから、学校、ＰＴＡと協議させて

いただき、平成１８年度は片道タクシーでの送迎、

平成１９年度には廃止の方向で御理解いただきまし

たので、全町的な視野からもタクシーによる通学支
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援は来年度限りとし、バスによる通学、もしくは保

護者による送迎へ移行していただくよう考えており

ます。 

○議長（中川一男君） ９番米沢議員、再質問あり

ますね。 

 暫時休憩してから再質問したいと、お願いいたし

ます。 

 暫時休憩をいたします。 

────────────────── 

午後 ２時４２分 休憩 

午後 ３時００分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 休憩前に引き続き、町の一

般行政についての質問を続行いたします。 

 ９番米沢義英君の再質問を許可します。 

○９番（米沢義英君） まず、特別支援についてお

伺いいたします。 

 特別支援の連絡協議会を設置するという話になっ

ておりますが、恐らくここで町の特別支援の将来の

あり方、これについての具体的な方向、あるいは方

針というものが提起されるものだと考えております

が、この点についてお伺いしたいのと、もう一つ

は、いわゆる連絡調整を行う専門性のあるいわゆる

コーディネーターの配置というのも考えておられる

のかどうなのか、これが一つキーポイントになるか

というふうに思っております。 

 上富良野町の西小学校のいわゆる知的情緒、言語

学級のところを見てきました。そうしますと、１対

１で授業を受けているわけですが、もう既に見てい

る最中から集中力が途切れて、行動がやっぱり散漫

になる、やはり集中できないという形の子供がおり

ます。また、もう１人の子は、算数の勉強をしてお

りまして、そこでは卵パックに１０個あそこ入りま

すから、卵パックのケースにビー玉を一つずつ入れ

て数の計算をしていました。どの子もきっちりと向

かい合って指導すれば、やはり新しい歩みができる

のだということを担当の先生も言っておりました。 

 しかし、今後、これから平成１９年度から、この

学習障害だとか、そういった機能障害を持った子供

を受け持つということになれば、今の体制では当

然、今でも見切れないという状況があるわけです

が、将来は十分な指導ができないということが、担

当者からも言われています。 

 もう一つ述べていたのは、日常の生活からすべて

学校における生活行動を把握した中で、１人の子供

をどう地域の中で成長させるのかというところが、

一番やはり、どこでもそうなのだが、上富良野でも

そういった体制の不備がやはり話の中で出てきてい

ます。根本は、やはりそういう指導強化の方針を持

つと同時に、日常生活をあらゆる多面的に支えてく

れる、そういう専門性を持った先生の支えがなけれ

ば、この子供たちというのは地域の中でも学校の中

でもやはり成長し切れないというのが共通した認識

であります。 

 この間、剣淵町や幕別町においてもモデル指定校

になっているという点がありますが、もう既にコー

ディネーターの職員も配置され、そこで既に実践的

な方向での、子供の一人一人にどう向かい合って成

長させるのかという立場から、実践的な方向で今取

り組みが始まっています。 

 その強化はやはり幼児期から早い段階において、

学校卒業後も、生涯いろいろな面から相談や自立の

面の指導援助をできる体制がとれるかどうかだとい

うことが言われています。 

 そういう意味では、上富良野町も、こういう体制

づくりという点で、きっちりとした明確な方針を持

つ必要があると思いますので、この点をもう一度教

育長としての見解について伺っておきたいというふ

うに考えております。 

 次に、鑑賞劇については、経費がかさむというこ

とでありますが、約１６万円だそうです。やはりこ

ういう子供たちにせっかく上富良野が培ってきた、

こういう貴重な成果というか実績があります。今、

これからスキー事業においても、高学年は有料化に

なるという状況になっておりますので、ぜひこうい

う子供たちにいろいろな面からこの劇、音楽などを

体験させるという点で、ぜひこの無料化をもう一度

実施すべきだというふうに思いますので、この点も

う一度お伺いいたします。 

 それと江幌小学校については、１９年度に全廃す

るということでありますが、確かにそれぞれのＰＴ

Ａの役員等々の話があったのかもしれませんが、ま

だ十分な認識をされている方もいない方もいるとい

う現状があります。せっかくの特認校という形の町

が育ててきた学校です。全廃されればやはり困ると

いう方も当然いますし、せめて片道だけでも残して

ほしいという声がありますので、この点、まだ十分

な認識に至っていない方もいます。１９年度廃止だ

よと聞いたら、それはわかりませんというような人

も中にはいましたので、その点も含めて、もう一度

このあり方というのを見直す必要があるのではない

かなと思いますので、その点について教育長の見解

を求めておきたいと思います。 

 次に、過剰米対策についてお伺いいたします。 

 町長も認めるように、もう既にこの価格、現在の

１万円ぐらいの価格では再生産を担うような価格で

はないということを表明されております。この価格

というのは、今１万１,０００円ぐらいというの
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は、昭和４７年の札幌オリンピックのこの当時の価

格だということが言われております。ガソリンは当

時５５円で、灯油が１５円だったそうであります。

そういうことを考えたときに、さらにこれに追い打

ちをかけるように１俵６,０００円という形になれ

ば、一体どうなのかということがおのずとあらわれ

てきます。その１万円としても、約４,０００円で

すから、やっぱり１万１,０００円として５,０００

円ですから、約２,０００万円何がしかの減収にな

り、農家の人にとっては本当に大きな痛手でありま

す。 

 私は、ここでぜひ聞いていただきたいのは、これ

から担い手という形の中で、新たな政策も始まりま

すが、このＪＡふらのの総体的な販売総額にとって

もなかなか伸び悩んでいるということを考えたとき

に、そうそう規模拡大をしても、それがすぐにやっ

ぱり収益に結びつくというものではないということ

もありますが、しかし、農家の人は頑張るのだと思

います。ここでやっぱりやらなければならないとい

うことになりますが、しかし、やはりきっちりとし

た価格対策を、国に対しても要望すべきだというこ

とをもう一度町長の見解としてお伺いいたします。 

 それと、米の輸入については、ルールを守らなけ

ればならないということを言っております。しか

し、このルールというのは、農家の人にとっても地

域経済にとっても、本当にいろいろなひずみやゆが

みをもたらしているルールでありますから、こうい

うルールは正しい方向に直してこそ、農家や地域の

人に歓迎されるものだというふうに私は考えており

ます。 

 そういう意味で、町長のとるべき立場としては、

こういった問題に対しても、当面この輸入規制につ

いても縮減を働きかける、ルールがあるからという

のでそこで立ちどまるのではなくて、働きかける

と、これが大切だと思いますので、この点について

町長の見解をお伺いいたします。 

 次に、道州制の問題については、町長も答弁の中

に述べていますように、地域の問題は地域住民が選

択するのだということを言っています。また、多様

な自治体の支援を求めるのであれば、それはそれと

して貴重なことだと。だから当然、支援しなればな

らないということを述べています。 

 そこで、お伺いしたいのは、そうであれば、道の

合併の推進方向というのに問題があるという認識で

よろしいのか、伺いたいと思います。 

 今、長野県においても、小さな自治体、まちづく

りという自治体があれば支援する、あるいは合併と

いうことであれば、それは支援するという形の支援

策を講じております。 

 ですから、上富良野町、あるいは他の地域でも、

将来どうなるかわかりませんが、そういう方向性を

見出すのであれば、当然それにふさわしいような支

援体制の強化、これは当然やるべきだと思います

が、この点について、道においては、はっきりとし

た方針を、どうも読んでも持ち得てない部分がある

のだというふうに思いますので、この点についても

う一度町長の見解を求めておきたいと思います。 

 今、地域ではよく出てくる広域連合という形の中

で、奈井江町においても医療の縮減という形で、近

隣町村と連合して医療費の削減や、あるいは予防医

療という形の中で取り組みが始まっています。非常

に効果がやはり上がってきているのです。そういう

意味では、こういう形態も一つのまちづくりのある

べき姿だと私は考えておりますので、やはりこうい

う希望の持てるまちづくりを支援してこそ道は住民

との関係でも信頼されると思いますので、この点に

ついて見解を求めておきたいと思います。 

 次に、税制度の改正についてお伺いいたします。 

 具体的にどうなるのかということで、税務課長の

方にちょっと試算してもらいました。町民税の定率

減税の廃止や老齢者控除の廃止、あるいは６０歳以

上にかかわる非課税限度額の廃止等々が行われた場

合、町全体でも約２,６００万円ぐらいの増収にな

るのだということに試算が出てきております。 

 ですから、今後、増収ということはその分住民負

担だということなのですから。それにかかわらず、

さらに住宅手数料や、あるいは保育料、介護保険税

等々の料金がおのずと連動して、ふえるという形に

なりますよね。そうすると、お聞きしたいのは、総

体的に町の増税分、あるいは使用料も含めて、具体

的な算出をする必要があると思いますが、これを詳

細に、今すぐでなくてもよろしいですが、ぜひ提示

していただきたい。何が何ぼで、大体現状の体制の

もとでいいですから、提示していただきたいという

ふうに思います。 

 今、これからいろいろな税控除が廃止されること

によって、私たちの暮らし向きは本当に大変になっ

てきています。こういう増税分の一部から学校の方

に鑑賞劇を配分するだとか、こういう対策をやはり

とる必要があるのだというふうに私は考えているも

のですから、こういうことをしてこそ町長のまた信

頼も高まるのだというふうに思います。今本当に苦

しい生活を余儀なくされて、灯油が上がって、食べ

物も節約するという方も出てきております。私、こ

のことを考えたときに、きっちりとしたやはり試算

をしていただいて、この増税分を少しでも町民に還

元するという政策をとるべきだと。ただ、財政難と

いうことで、これをその借金の返済にも使うことも
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あるかもしれませんが、これを全部使うことなく、

一部を住民にもやはり還元するという、そういう対

策が今必要だと思いますので、この点について町長

の見解を求めておきたいというふうに思います。 

 次にお伺いしたいのは、介護保険制度の問題であ

ります。 

 大体、介護保険制度の改正の中で、この運営協議

会の役割というのは本当に大切だということが答弁

の中でも明らかになっております。担当課長の答弁

の中でも、今後、この運営協議会の中には、１号被

保険者や２号被保険者も入るということの答弁もあ

りましたが、当然機能訓練の指導員、あるいは保険

にかかわるケアマネジャー等も入るかというふうに

思いますが、この機能訓練指導員等、あるいは歯科

医師、口腔ケアができるような、そういう方も入る

のかどうなのか。地域の権利擁護や相談者という関

係者も入ることも可能だということも言われていま

すので、ここら辺は民生委員、あるいはそれに関係

する人というふうに理解していいのか、この点につ

いてお伺いいたします。 

 最終的に介護保険包括支援センターの中では、町

が最終的にケアマネジャーに計画を委託したとして

も、最終的に介護計画を保健師がきっちりと見ると

いう運営体制になりますから、そういう意味ではこ

の役割というのは大変ですし、それにかかわる労力

というものも非常にふえてくるという内容のもので

あります。ですから、利用者側にとっても、公平な

サービスが受けられるかどうか、これがチェックで

きる機能として運営協議会の役割というのは重要に

なってきますので、もう一度これらの点について、

どういう人が入るのかお伺いしておきたいというふ

うに思っています。 

 あと、プラスチックの袋については、割高になる

ということでありますが、ある程度町の政策的な配

慮もしながら、これはどうしても実現できないのか

どうなのか、この点もう一度確認しておきたいと思

います。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） ９番米沢議員の教育委員

会にかわる３点の再質問にお答えをさせていただき

ます。 

 まず、第１点目の特別支援教育でありますが、つ

まずき等のあるお子さんに早くから特別支援などを

して指導していくということは、その子の一生に

とって本当に大きく成長する一つだと思って、我々

もこの特別支援教育には誠意を尽くしているところ

であります。 

 体制についてでありますが、今、町全体といたし

ましては、先ほど第１回目でお答えをさせていただ

きましたが、特別支援連絡協議会的なものを町全体

で立ち上げたいと。この中には教育委員会、また保

健福祉課、また、それぞれの保育所、幼稚園、それ

から各小中学校、それに旭川の児童相談所等も入っ

ていただいて体制を整えたいというふうに考えてい

るところであります。 

 また、各小中学校には、先ほどコーディネーター

のお尋ねがありましたが、既に平成１７年度から

も、上富良野においてもコーディネーターを配置し

ている学校がございます。その中で、このコーディ

ネーターの役割といたしましては、保護者、それか

ら他の学級の担任の先生方、また医療専門機関、例

えば療育センターとか、北海道立の特殊教育セン

ター、養護学校とも連携をとるということが、この

コーディネーターの大きな役割だというふうに考え

ています。これらを相まった中で、全体で上富良野

町の特別支援の連絡協議会をつくった中で進めてい

きたいというふうに考えているところであります。 

 また、もう１点、日常生活のサポートについての

お尋ねもあったところでありますが、学校内でのこ

とであれば当然学校とか教育委員会等で担当できる

わけでありますが、やはり日常生活ということにな

りますと、放課後の問題とか、それから土日の問

題、いろいろあろうかと思います。そういう観点か

ら、やはり地域の連携を深めていかなければならな

いと思いますし、また、いろいろな行政機関の援助

等もいただきながら行っていかなければならないの

ではないかなというふうに考えているところであり

ます。 

 また、２点目、鑑賞劇に関することであります

が、先ほどもお答えさせていただきましたが、やは

り継続して子供たちに何とか本物の、そして質の高

い芸術鑑賞の機会を設けていきたいと。そうなって

きますと、当然予算やなんかの範囲内で質を落とす

ということも一つあろうかと思うわけであります

が、そうではなくて、やはり本物に触れてもらう、

そして質の高いものに触れてもらうというようなこ

とで、今後も応分の負担をいただきながら芸術鑑賞

の機会をつくっていきたいというふうに考えており

ますので、御理解をいただきたいと思います。 

 ３点目の特認校に対するタクシーの問題でありま

す。 

 現在も駅まで来ていただいて、駅から江幌小学校

までタクシーで送迎をしております。バスにつきま

しては、駅からスタートしておりますので、やはり

これから保護者の協力も得ながら、駅から江幌まで

送迎していただくよう、先ほど申し上げました平成

１８年度には片道、平成１９年度には全廃というよ

うなことで、保護者への説明が不十分であるとの御
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意見も賜りましたので、今後におきましても機会を

とらえて十分説明をしていきたいというふうに考え

ているところであります。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の再質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、過剰米対策でありますけれども、議員御質

問にありましたように、私も大枠について議員のお

考えと同じ考えを持っておるところであります。 

 言うならば、通常の米価が生産コストに見合う、

農業者にとって、生産コストに見合う価格で販売さ

れていると、そういう中にありまして、たまたま今

年は作況柄がよくて、１０７という作況指数に基づ

きまして７の分が余計にとれたと、だからその部分

は６,０００円で云々というのであれば、ある面で

理解できない部分もないのかなと。しかし、通常の

米価が生産コストに見合う価格で流通している、販

売できていない現状の中で、こういった集荷円滑化

対策によりますこの対応につきましては、確かに話

として、市場から隔離していくということによって

自由相場におきます価格の低迷を抑えていこうとい

う、その趣旨という部分については理解できます

が、農業所得の総体的な所得の低減に大きくつな

がっているということを考えますと、この制度につ

いてもいかがかなというふうな認識を、私個人とし

ては持っているところでございます。 

 また、ＪＡさんの販売額が大幅に落ち込んでいる

ということにつきましても、農水省の調査等々で

も、基本的に３０％以上の農家所得の軽減がなされ

ているというようなお話も耳にするところでありま

して、基本的にＪＡさんが合併するときに５００億

円の目標を掲げたけれども、その目標に達成するど

ころか、だんだんだんだん現実には合併前の額の率

よりも大幅に落ち込んできているというような実情

にあるということも承知しておりますが、これらに

つきましては、何としても農家の皆さん方が農協さ

んとの取引の額は調整されているのかどうかという

ような部分もありますけれども、総体的に富良野圏

域におきます農業所得の総額が低迷している、低下

してきているということについては、事実であると

いうふうに認識しておりますので、こういった部分

の対応策について、今、国が新たにとり始めました

品目横断的安定対策等々における、終戦後、国の政

策の中で大きく制度がわりする価格制度から所得制

度に大きな変化を進める農業政策の中で、これらの

対応の中でのこれからの町の基幹産業の農業として

の対応を十分に見きわめながら、その対策を講じて

いかなければならないというふうに認識いたしてお

ります。 

 また、ウルグアイ・ラウンドの定額のある程度の

輸入体制につきましては、国は国の制度の中で輸出

国である日本としての非常に厳しい今回のウルグア

イ・ラウンド調整につきましても、ＷＴＯの調整に

つきましても、香港での会議等々の状況を見るにし

ても、非常に日本の置かれている立場が国際的に厳

しい中にあるという現実の中で、何としても国とし

ては基幹産業の農業の健全な経営がなされるため

に、施策の中で十二分に展開していただくような運

動展開、農政の推進を図っていかなけれならないと

いうふうに思っております。 

 次に、道州制につきましては、先ほどもお答えさ

せていただきましたように、合併等々の問題につき

ましては当然にして、地域の住民が決断をするもの

で、判断をするものであるという認識には変わりあ

りませんし、北海道が合併構想、情報によります

と、２６日にまた合併パターンを提示するというよ

うな情報がありますが、その後の情報の中では

ちょっとおくれるのかなと。今年じゅうにはまた出

せないで、２６日という情報を聞いておりました

が、これがちょっとおくれるというような話も耳に

しておりますけれども、またこの富良野圏域の合併

パターンについては、前回示された富良野圏域５市

町村の形が提示されるのかなと、これは想定であり

ます。 

 先ほど来お話ありましたように、第２次の地域医

療体制の枠の中での考え方が北海道示されておりま

すので、そういったことからすると、また従前の合

併パターンがこの地域のパターンとして出てくるよ

うに予測はいたしておりますが、これらにつきまし

ても、近々北海道は提示するということであります

が、私どもとしては、先ほどお答えさせていただい

たように、単に北海道がつくって提示しているもの

という認識で押さえざるを得ないと。地域としては

そういうまだそこまでの対応というのは全く考えて

いないということで、この地域におきましては、先

ほど来お答えさせていただいておりますように、地

域の自治のあり方について５市町村が一生懸命、

今、検討を加えている最中であるということで、御

理解をいただきたいと思います。 

 また、先ほどお答えさせていただきましたよう

に、広域連合等々、広域連携等々の対応につきまし

ても、今、北海道の構想の中で町村会が提案してお

ります広域連合につきましても織り込みをしようか

というような情報も、織り込まれるのではないかと

いうような情報も入っておりますが、これらの最終

的な北海道の方向性がまだ提示されておりませんけ

れども、御存じのとおり「自治のかたち」プロジェ

クトグランドデザインの対応の中で、上川管内とい
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たしましても町村会で方向性を定めておりますの

で、こういったものが北海道の対応の中で取り込ん

でいただけるように対応していきたいというように

思います。 

 次に、税制改正の問題でありますが、議員御質問

ありましたように、そういった形の中で、町村税に

おきましても増税がなされるということでございま

す。これは御案内のとおり三位一体改革におきます

税源の移譲、この３兆円の枠の中の数値ということ

で私は認識をいたしておりますが、そういう三位一

体改革の従前の補助金、助成金等々の削減を３兆円

の税源移譲をすると。その中におきます町の住民税

化されたものというふうに認識をいたしております

けれども、これらにつきましては、１８年度予算編

成に当たりまして、十分それらの部分が説明できる

ように、編成体制の中で十分取り進めながら、これ

らの税源というものが町民に還元できる予算編成を

取り組んでいきたいというふうに認識いたしており

ますので、御理解をいただきたいと思います。 

 また、介護保険制度におきます問題につきまして

は、議員が御質問のとおり、さきに村上議員にもお

答えさせていただきましたが、この地域包括支援セ

ンターというものが円滑にその役割を果たしていく

ためにも、また、議員が質問にありますように、中

立性を確保して公正な運営を継続していくために

も、その事業の活動のチェック機関として重要な協

議会でありますので、これらの構成等々につきまし

ても、議員から御質問にありました構成員につきま

しても、十分配慮をさせていただきながら、メン

バーの構成に当たっていきたいというふうに思って

おりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 最後に、プラスチックの２０リットルの対応につ

きましては、これにつきましてはまた議員から御質

問にありますように、利用者の皆さん方の状況等々

を十分に掌握をさせていただきながら、卸業者の皆

さん方と調整をしながら、今後の課題として進めて

いきたいと、考えていきたいというふうに思います

ので、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 再々質問。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 特別支援についてもう一度

確認しておきたいと思いますが、例えば、こういう

保護者の方がいました。高学年、中学校に進むにつ

れて、比較的小学校はそういう体制がとれて、不十

分だとはいえ、とれていると。しかし、中学校に行

くとなかなかそういう体制がとれてないと。先生が

行ってかわることによって、その引き継ぎもなかな

かなされてないというところが見受けられるという

ような話であります。 

 ですから、総じて日常的な生活というのは学校で

のいろいろな相談に乗ってもらって、やはり親の保

護者の悩みを解消してもらうということも含めた日

常支援という形でとっていただければ理解できるの

かなというふうに思いますので、こういう体制をや

はりとる必要があると思います。 

 今、既にコーディネーターが配置されてるという

話でありましたが、後でどこに配置されているのか

ちょっとわかりませんが、やはり総体的にまとめて

指導するという点で、非常に弱いです、上富良野、

はっきり言えば。やはりこういう子供たちに対する

協議して、どう進めていくのかというのが弱いで

す。この文章を読んでいたら、もういいことばかり

書いてあって、オブラートで包んだような表現に

なっておりますが、やはりこれから本当に上富良野

町でこういうような子供たちをきっちりと見るとい

うことであれば、やはりこれからの作業としても、

町の指導体制のあり方、コーディネーターの配置の

あり方、そのものを根本的に見直さないと、通常の

何とかこれでやってるのだというような程度のもの

では、もう前に進みませんよ、これから。これを一

歩前進させるためにも、本当に専門力と指導力を

持った人の配置を含めて、ぜひこれを検討していた

だきたいと思いますので、もう一度この点について

お伺いしておきたいというふうに思います。 

 米等の問題については、町長おっしゃるように、

本当に農家の人にとっては切実な問題になってきて

います。やはり根本的な農業政策を変えるというこ

とが大切になってくることは明らかであります。 

 上富良野町の将来の農業のビジョンという、これ

いつつくったのかちょっと忘れましたが、政策見て

も、大体１俵の農家の手取り収入が１万３,０００

円か４,０００円ぐらいの設定になっているのです

よ。今、それでないですから。あくまでも平均的な

収入を前提とした作付体系のもとで１５ヘクタール

の場合は何ぼですよと、その５割が経費で、４割が

収入、所得という形になっていますが、もう現実は

そういうふうにはなってないわけですから、やっぱ

りそのことを、ぜひ町長、これ関係機関にぜひ強く

言っていってもらいたいというふうに思います。こ

の中にも、この米の６,０００円という価格表示と

いうのは、これも農家の皆さん方が一定のその納得

した部分もあるのではないかなという表現もしてあ

りますが、実際そうでないということも含めて、ぜ

ひ働きかけていただきたいというふうに考えていま

す。 

 あとは鑑賞劇等については、ぜひこの点につい

て、ただ質の高いものというだけではなくて、私は

こういったところにやっぱりお金のやりくりする必
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要があるのではないかなというふうに思います。す

べてがこれから、無償化という教育の原則があるの

ですが、一定の負担は仕方ないという、その裏にど

ういう思いでこの保護者が納得したのかということ

も含めて考えれば、やはりこの部分については上富

良野町のやはり文化というか、そういうものに対す

る思いをぜひあらわすためにも、無料という方向で

ぜひ打ち出していただきたいと思いますので、この

点について、もう一度教育長の明確な答弁を求めて

おきたいというふうに考えています。 

 最後に、道州制については、町長は自立というこ

とで、この富良野の圏域のあり方ということで今模

索中だし、当然そのあり方については多様なあり方

があれば、それを支援して当然だということである

ならば、やはり道が進めているのは、共産党の道議

団の答弁の中にも、担当の部長が言っているのは、

あくまでも合併だというような表現を使って、推進

するのだということを言っているわけなのですよ。

やはりそういう問題というのは自治体にもなじまな

いし、本来、この富良野圏域でつくった「５つ星の

自治を求めて」ということで、この自治のあり方と

いう中にもきっちりと、その町をつくるのは住民な

のですよと、住民の声を無視した道政の再編、合併

だとかというのはあり得ないのだと。少なくとも財

源保障やそういったものがあってこそ自治は成り立

つのだということが書かれているわけですから、い

ずれにしても、財源確保があってこそ、また住民の

声をきっちりと吸い上げれる道政であってこそ自治

体というのは成り立つわけですから、合併ありきと

いう点については、町長、どんどん抗議していただ

きたいというふうに考えていますので、もう一度こ

の点お伺いしておきたいと思います。 

 もう１点、税制の問題については、全部、政策的

借金だとかそういったところに使わないというよう

な形で、一部還元も考えるということでありますか

ら、これぜひ考えていただいて、ぜひそれを住民の

政策に回すという方針をきっちり、もう一度心意気

を示していただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） ９番米沢議員の再々質問

にお答えをさせていただきたいと思います。 

 特別支援教育についてでありますが、やはりこれ

からの特別支援教育、平成１９年度から移行される

わけでありますが、大切なのはやっぱり体制づく

り、ネットワーク等、それから先ほど議員もおっ

しゃられましたような指導力を兼ね備えたコーディ

ネーター等を配置していくということが、やはり非

常に大切なことだろうというふうに考えているとこ

ろであります。 

 また、先ほど剣淵の例も出されておりましたが、

剣淵の方では日常生活指導員というようなことで、

仕事の中身も教えていただきましたが、うちの特別

支援教育指導助手と同じというような認識を受けた

ところであります。 

 その中で、先ほどありました、やはり保護者の悩

みやなんかを受けとめるコーディネーター、それか

ら体制ということがやはり必要だというふうに考え

ています。この部分につきましては、先ほど言いま

した特別支援連絡協議会的な組織を設置することに

よって、総合支援の体制を整えていきたいというふ

うに考えているところであります。 

 また、鑑賞劇の関係でありますが、やはり先ほど

もお答えをさせていただきましたが、我々としては

本当に安定して、これも自慢ではないわけですが、

管内各市町村等を見ても、こういう形でやっている

町村というのは、今、余りないという認識をしてお

ります。その中で、昭和４０年代後半からずっと継

続してやり得てきた、今後も続けていきたい、そう

いうことから安定して質の高い芸術鑑賞の機会をつ

くっていきたいというふうに思っていますので、ぜ

ひ御理解を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の再々質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、米の価格の問題等々でありますけれども、

米改革の推進がなされてきていると。そして１９年

度から市場価格に基づいた、市場対応に基づいた生

産の確立等々も図られて、自主的に対応していくと

いうようなことも含めながら、今、制度として取り

組んでおります品目横断的な安定対策制度等々の状

況を十二分に見きわめつつ、上富良野町の基幹産業

の農業をどのように堅持していくかということにつ

きましても、地域農業の推進のためにも行政ができ

得る部分について最善の努力をしながら、関係機関

との連携を図って推進を図っていきたいというふう

に思っておるところでありますので、御理解をいた

だきたいと存じます。 

 また、道州制の問題、市町村合併の問題等々につ

きましては、先ほど来お答えさせていただいており

ますように、今、我が町としては合併の相手が見当

たらない中にありまして、何としても自主自立の道

を十分に対応していかなければならないというふう

に思っております。 

 ただ、この中で、今、「自治のかたち検討プロ

ジェクト」を圏域で検討をさせておりますように、

行政経費の削減を図るために、広域行政の推進とい

うのは、それぞれの５市町村とともに推進を図って

いかなければならないということにつきましては、
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認識を同一にしておるところでありまして、しから

ば、それらをどのような行政項目を取り込んでいく

のかということにつきましては、これから十分煮詰

めながら対処していきたいというふうに思っており

ます。 

 北海道が担当の市町村合併の問題、道州制の問題

等々を説明する段階にありまして、担当の職員の皆

さん方のお話を聞きますと、非常に厳しいお話をす

るところでありますが、知事の議会答弁等々、また

私どもとの会合等々での発言とは、相当ニュアンス

が違っているということにつきましては、私どもも

知事に御指摘を申し上げているところでございます

ので、そういったことも知事は理解を示していただ

いておりますので、そういった中にありまして、や

はり何としても先ほど来議員も御質問にありますよ

うに、それらの地域の「自治のかたち」について、

あるいは自治の推進については、それぞれの住民の

意思が中心になって対応していくのが地方自治であ

るというふうに認識しておりますので、そういった

ことで今後も行政執行をさせていただきたいと思っ

ております。 

 また、税制改革等々におきましては、先ほどお答

えさせていただきましたように、１８年度予算編

成、これから進めていくところでありますが、それ

らの中で十分にこれらの財源が住民に還元し、また

上富良野町の一般会計の中で有効適切に使途してい

けるような予算編成を進めていきたいというふうに

思っておりますので、御理解をいただきたいと思い

ます。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、９番米

沢義英君の一般質問を終了いたします。 

 本日の一般質問を終了いたします。 

────────────────── 

◎散会宣告 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、本日の

日程は全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 あす以降の予定について、事務局長から報告いた

させます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 明２１日は、本定例会

の２日目で、開会は午前９時でございます。定刻ま

でに御参集くださいますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

午後 ３時４５分 散会  
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午前 ９時００分 開会  

（出席議員 １７名） 

────────────────── 

◎開議宣告 

○議長（中川一男君） 出席、まことに御苦労に存

じます。 

 ただいまの出席議員は１７名であります。 

 これより、平成１７年第４回上富良野町議会定例

会２日目を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸般の報告 

○議長（中川一男君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 御報告申し上げます。 

 本日は、第１日目に引き続き、日割表に基づき一

般質問を行います。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

  ◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（中川一男君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

    １０番 仲 島 康 行 君 

    １１番 中 村 有 秀 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 町の一般行政について質問 

○議長（中川一男君） 日程第２ 昨日に引き続

き、町の一般行政についての質問を行います。 

 初めに、１１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） 私は、さきに一般行政に

ついての質問３項目、９点について伺いたいと思い

ます。 

 まず第１項目め、公共施設での放送・音響・照明

設備の維持管理と有効活用について述べてみたいと

思います。 

 上富良野町に、集会・研修等の公共施設が、公民

館、社教センター、保健福祉総合センター、セント

ラルプラザ等があり、建設目的に応じた放送・音

響・照明等が設備されています。設備年度によって

は差がありますが、維持管理の不十分、または使用

者への機器操作の指導不足により、有効活用されて

いないとの声が町民から寄せられるとともに、私も

その実情を何件か経験しております。 

 したがって、次の点についてお伺いをいたしま

す。 

 まず１点目は、各施設の放送・音響・照明等設備

の維持管理、定期点検はどのように実施をされてい

るか。 

 ２点目は、各施設を利用する団体または個人に、

放送・照明・音響等の使用方法の指導はどのように

されているのか。各施設管理者の、担当者の勤務時

間内と勤務時間外に分けて、その取り扱いをお伺い

いたします。 

 ３点目は、公民館使用条例、同じ規則により備品

等の維持管理と利用料金の徴収が適正にされている

か。 

 以上、公共施設の関係については、３点質問をい

たします。 

 次に、２項目め、富良野地区広域市町村圏振興協

議会の「自治のかたちプロジェクトチーム」の中間

報告についてお尋ねをいたします。 

 富良野地方の５市町村でつくる富良野地区広域市

町村圏振興協議会は、平成１７年５月１１日の総会

で、広域行政のあり方を５市町村で検討する自治の

かたち検討プロジェクトチームメンバー７名を委嘱

し、精力的に調査・検討・議論を積み重ね、平成１

７年１０月１４日に、自治のかたち調査検討に関す

る中間報告書が振興協議会に提出されたが、次の点

について町長の見解を求めます。 

 １点目、富良野地区広域市町村圏振興協議会で

は、この中間報告書に対する検討・協議をどのよう

に進められていたのか。 

 ２点目は、上富良野町の課長会議、政策調整会議

等におけるこの中間報告書についての検討・協議の

状況はどのようになっているのか。 

 ３点目、中間報告書で協議された広域で担うこと

が望ましい事務事業の中で、早期の実現性が可能な

ものを取り上げているが、その後の対処についてお

伺いをいたします。 

 次に３項目め、住民意見募集としてのパブリック

コメントの実施状況と、今後の取り組みについてお

尋ねをいたします。 

 パブリックコメント制度は、行政機関がその基本

的な政策を策定しようとするときに、町民に素案を

公表し、広く意見等を提出する機会を設け、その提

出された意見を考慮して、最終的に意思決定を行う
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制度であり、当町は、情報公開と共に創るまちの方

針から、平成１７年４月１日から運用を開始しまし

た。平成１７年４月号の「広報かみふらの」では、

本年度、５事業をパブリックコメントを行うと周知

しているが、次の点について実施状況と、それに伴

う施策等についての見解をお伺いいたします。 

 １点目は、本年度実施したパブリックコメントの

事業名、担当課・班名、実施期間、提出された意見

数、何件の実情。 

 ２点目は、パブリックコメントに多くの町民から

の意見を得るために、どのような施策を実施してい

るか。 

 ３点目は、今後、パブリックコメントを予定して

いる事業名は。 

 以上、３項目、９点について質問をいたします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １１番中村議員の３項目の

御質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 まず１項目めの公共施設の音響・照明設備に関す

る３点のうち、１点目の維持管理、定期点検の実施

についての御質問にお答えさせていただきます。 

 各種講演会や発表会などに利用いただいておりま

す施設といたしましては、議員御質問にもありまし

たように、公民館、かみん、セントラルプラザ、社

会教育センターが主な施設であります。議員御発言

のとおり、各施設の設置年度によりまして、施設設

備自体の機器機能に大きな差異がありますほか、中

には当初機能を維持できず、やむなく簡便な代替機

によって対応しているものもありますことを前段で

御理解を賜りたいと思います。 

 各施設におきます点検状況は、現時点で定期的な

点検を実施している施設はありません。いずれも不

都合等の発生に対応した修繕や機器の取りかえに

よって行われております。 

 ２点目の利用者への使用方法指導に関しまして

は、利用規模によって差異はありますが、利用前に

おおむね打ち合わせをさせていただいていることが

ほとんどであります。特に、設備の全機能を利用さ

れる場合については、事前に利用者の中の音響・照

明等のスタッフに、操作方法などを含めて打ち合わ

せをさせていただいているところであります。 

 なお、かみんの各種設備につきましては、機能的

にもかなり複雑でありますことから、綿密な打ち合

わせをする必要があると考え、その対応を図ってお

るところであります。 

 事前打ち合わせにつきましては、原則勤務時間内

を想定いたしております。使用時間帯が勤務時間外

を予定される場合は、特に事前の打ち合わせに意を

用いておりますが、今後とも利用される方々に対す

る操作方法の徹底を図ってまいります。 

 ３点目の公民館における備品等の維持管理と使用

料の徴収についての御質問でありますが、今年度に

実施いたしました公民館改修工事により、１階部分

を新しく図書館として開館し、２階を公民館として

使用するよう整備したことから、公民館条例の一部

を改正し、１０月１日より施行したところでありま

す。この条例の改正に伴いまして、今までの公民館

使用規則につきましても廃止し、新たに教育委員会

規則として、公民館条例施行規則が整備されたとこ

ろであります。 

 この内容といたしましては、昭和４６年に公民館

条例が制定され、年数が経過するとともに、公民館

分館や公民館備品・器具その他の内容が、実態と符

合しない点を改めたものであります。また、公民館

大ホールのマイク等の不都合が見受けられてまいり

ましたので、今後においては施設の整備や備品の管

理を適切に行うよう、教育委員会に指示したところ

であります。 

 次に、２項目めの「自治のかたち」検討プロジェ

クト中間報告書に関する３点の御質問につきまして

お答えいたします。 

 まず１点目の富良野地区広域市町村圏振興協議会

における中間報告の検討協議でありますが、１０月

１４日の協議会の審議においては、中間報告書を最

終報告に向けての検討経過と論点として位置づけす

ることを確認し、終えたところであります。 

 次に、２点目の内部協議についての御質問です

が、御承知のとおり、この中間報告書は、プロジェ

クトチームで継続的に調査・検討を進めていること

から、報告を受けた後、１０月３１日の課長会議に

おいて、中間報告の概要説明にとどめております。 

 次に、３点目の広域で担うことが望ましい事務事

業に関しましては、広域圏の各担当ごとに事務事業

の検討協議を重ねてまいりました。具体的には、広

域で担うことが望ましい事務事業として、消費者相

談、法律相談、職員研修などを中心に、早期に実現

性が高いものや一部事務組合の統合など、実施に当

たり検討が必要なものを含めて検討を重ねておりま

す。 

 その中でも消費者相談は、北海道の相談窓口の閉

鎖問題もあり、特に早急な対応が求められているた

め、法律相談を含めて来年４月から、広域による消

費者相談窓口の設置に向けて進んでおります。これ

以外の事務事業については、今月下旬に開催予定の

協議会の審議を経て、さらに検討を加えるととも

に、引き続き来年３月予定の最終報告に向け協議・

検討を進めてまいります。 

 次に、３項目めのパブリックコメントの実施状況
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と今後の取り組みについての３点の御質問にお答え

させていただきます。 

 １点目のパブリックコメントの実施に関しまして

は、町広報かみふらのの４月号に掲載したとおり、

当初５件の事案を予定しておりましたが、そのうち

現在までに実施済みの事案が３件であります。その

実施状況、結果内容等について順次お答えいたしま

す。 

 まず初めに、行政改革推進事務局担当のアウト

ソーシング基本方針案に対して、８月１５日から９

月１５日の間を意見の募集期間として行いました

が、御意見は皆無でありました。 

 次に、町民生活課生活環境班担当の生活安全推進

条例案につきまして、意見募集期間の１０月１日か

ら１０月３０日までに、お一人の方から３件の御意

見をいただいたところであります。 

 次に、建設水道課都市建築班担当のかみふらの景

観づくり基本計画案でありますが、募集期間の１１

月１５日から１２月１４日までの町民からの御意見

はございませんでした。 

 未実施の事案のうち、見晴台公園整備案につきま

しては、今月の１５日から１月１５日までに御意見

を受け付けることで着手した段階でありますが、第

３期介護保険事業計画、高齢者保健福祉計画策定に

ついては、介護保険制度改正における詳細な内容を

示す国の省令等が事業計画作成の事前に予定されて

おり、パブリックコメントの活用は時間的に困難で

あることが判明したたため、パブリックコメントを

行わないことといたしたところであります。 

 次に、２点目のパブリックコメントに多くの町民

からの意見をいただくことの御質問でありますが、

町民に対する周知方法等につきましては、町広報誌

及び町のホームページに内容を掲載しております。 

 また、閲覧箇所として、町内８カ所の施設に広報

誌及び基本方針案の資料と町民ポストを備えるな

ど、多くの意見をいただくように対応を図ってまい

りましたが、御意見が少ない状況にあることから、

パブリックコメント制度を効果的に推進するため

に、今後、資料の閲覧コーナーや町民ポストの設置

箇所の見直しを図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 ３点目の今後のパブリックコメントを予定してい

る事案につきましては、近日中に町税等の滞納者に

対する行政サービスの制限措置に関する条例案につ

いて行うこととしておりますが、来年度の事案につ

きましては、現在のところ未定であります。各課か

ら意向を集約の上、まとまり次第、町広報誌でお知

らせしていくよう考えております。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） 公共施設での放送・音

響・照明等の関係で、まず再質問させていただきた

いと思います。 

 ただいま町長の答弁では、各施設の点検状況は、

現時点では定期的な点検を実施している施設はあり

ませんと、いずれもふぐあい等の発生が生じたとき

に対応し、修繕、機器の取りかえなどを行っている

とのことでありますが、私は使用料を徴収して貸し

館業務を行っているという以上、常に整備された状

態で機器を利用していただくのが当然と判断するの

ですが、ふぐあい等が発生したときに対応し、修繕

や機器の取りかえでは遅いのではないかと考えま

す。 

 したがって、一応点検をしても、機器ですから、

場合によってはふぐあいが発生するときもあるかも

しれませんけれども、とりあえず今の段階で、ふぐ

あいが発生しての対応でなくて、常に定期的な維持

管理と点検をやるべきと考えるのですが、その点の

答弁を求めたいと思います。 

 それから、音響機器のふぐあい等の最近の事例で

ございますけれども、１１月３日に防災講演会での

ワイヤレスマイクの不調、１１月１１日、上富良野

町ソフトボール協会の表彰式、いずれも公民館です

けれども、アンプの故障等がありました。しかし、

やはり定期点検を今後実施するということととも

に、利用時の事前点検を実施をして、機器の不調、

ふぐあいで利用者や参加者に不快な念を持たせない

ような形で実施をするということで、この対策を強

く求めていきたいと思います。 

 次に、２点目の利用者の使用方法の指導でござい

ます。 

 機器のふぐあいや操作未熟、町民から指摘を受け

た公民館、保健福祉総合センターかみんについて、

分けてお尋ねをいたしたいと思います。 

 公民館大ホールは、利用回数が多いだけに機器利

用が多く、不特定多数の人々が機器を操作している

実態であり、それがまた故障等の一因にもなってい

ると私は判断をしています。町長の答弁にあるよう

に、利用者が利用前におおむね打ち合わせを行って

いるとのことであるが、操作マニュアルもないし、

操作マニュアルの作成等掲示をすべきだと思いま

す。また、それに基づいた事前打ち合わせの徹底を

図っていただきたいと思いますが、その点いかがで

しょうか。 

 ２点目は、保健福祉総合センターかみんは、平成

１６年１１月に、総事業費、外構工事を除き、約１

３億６８０万円を投じて完成して約１年を経過をい

たしました。音響・照明関係の費用は２,９１９万
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３,０００円を要しておりますが、高精度のために

その機器等の操作が複雑で、相当の経験を要すると

考えています。町長は、かみんの各種設備について

は、機能的にもかなり複雑でありますことから、綿

密な打ち合わせが必要であると考え、その対応を

図っているということでございます。 

 また、事前打ち合わせにつきましては、原則勤務

時間内を想定している。また、使用時間帯が勤務時

間外を予定する場合は、特に事前の打ち合わせに意

を用いており、今後とも利用される方々に操作方法

の徹底を図ってまいるという答弁をされております

が、平成１７年１１月１２日にチャリティー、孝山

会上富良野教室の１０周年記念演奏大会で、事前の

打ち合わせ、リハーサルを行ったにもかかわらず、

カセットテープが適切に入らない、ワイヤレスマイ

ク等のふぐあいが多かったと聞かされております。

私のところに、町民の皆さん方から、プログラムに

沿った形でワイヤレスマイクがだめだ、カセットが

入らないという細かなメモが届けられております。 

 したがって、機能的にも複雑で、高性能のかみん

の音響・照明操作方法の徹底を具体的にどのように

するか、明確にしていただきたいと思います。 

 それから、３点目の公民館における備品の維持管

理の関係でございますけれども、一応この答弁で大

体了解をいたしましたが、一つ、公民館条例施行規

則の関係で、第３条使用の申請というところがあり

ます。その中で、様式第１号は公民館の使用申請と

減免申請、その裏面に様式２号で上富良野町公民館

使用許可書ということになっております。それで、

使用許可書の方には使用料何ぼということで、いつ

いつまでにお払いくださいということが書いてある

のですけれども、実際に昼間・夜間、冬期・夏期の

関係からいって、非常に減免等のあるところは利用

料金の明細がわからないのですね、トータル的に

なって。それで、できればその様式を変えるという

ことになると、また現在つくっているものがあるわ

けですから、何とか補助簿的な形で利用料金を上に

書き、下にその詳細を書くような方式で、トータル

の金額の内訳はこうですよというような方法をとっ

ていただければ、なお親切だし、利用料金の内訳等

がわかると判断しますので、それらについてお尋ね

をいたしたいと思います。 

 次に、項目ナンバーに、富良野地区広域市町村圏

自治のかたちの関係でございます。 

 自治のかたちの中間報告書が、五つ星の自治の求

めるとして、平成１７年５月１１日から検討プロ

ジェクトチームが５カ月を要して、中間報告書１６

ページ、中間報告書総括第１章から第９章が６３

ページ、第９章財政見直しの概要調査資料１０３

ページと、３部で合計１８２ページの中間報告書が

富良野地区広域市町村圏振興協議会に報告されてお

ります。 

 そして、この取り扱いについては、町長は最終報

告に向けての検討経過と論点として位置づけすると

いうことを確認し、終えたところだとの答弁であり

ますが、私は単なる位置づけでなく、中間報告書で

あっても広域圏で早急に取り組む事案は実施すると

いう検討が求められていると考えます。 

 五つ星の市町村は、現在、平成１８年度の予算編

成時期を迎えております。 

 したがって、今月の２７日開催予定の広域市町村

圏振興協議会で、それらの実現に向けて町長はどの

ように考えているか、その見解を求めてまいりたい

と思います。 

 次に、２点目の内部協議の関係です。 

 平成１７年１０月３１日の課長会議の会議録に

は、行政改革推進事務局関係ということで、２番目

に現在取り組み中の同じプロジェクトの中間報告が

提出された。ホームページでも掲載しているので参

照願いたいという会議録が残っています。したがっ

て、私は、この関係についてはまず一つ、中間報告

書が上富良野町に何部来ていて、そしてその配付は

どのようになっているかということでお伺いをいた

します。 

 それから、２点目は、１０月３１日の課長会議

で、中間報告の概要を説明にとどめてありますとの

町長答弁であるが、１８年３月の最終報告までの間

の期間、町として中間報告書の定義をどのように、

政策調整会議、または課長会議、または課・班の会

議等で取り組んでいくのかを明らかにしていただき

たいと思います。 

 次に、３点目の関係でございます。 

 中間報告書で、広域で担うことが望ましい事務事

業一覧ということで、２０の事務事業が掲げられて

おります。その中で、プロジェクトチームとして

は、特に早期に実現が可能であるものということ

で、消防組合、広域消費者センターの設置、図書館

の広域利用、職員の研修事業、職員の人事交流とい

う五つの事務事業が上げられております。そして、

次に早期に実現が可能であるものということで、１

番目に火葬場、２点目は市町村道路の管理・除排

雪、３番目に介護・国保制度・医療など、４番目に

農業行政、５番目に農業担い手対策というようなこ

とで、プロジェクトチームとしては特に早期実現が

可能なもの、それから早期実現が可能なものという

ことで、特をつけるのとそうでないものと二つに分

類をされております。 

 昨日の同僚議員の質問で、富良野広域圏での消費
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者相談窓口を１８年４月に開設との答弁がありまし

た。私は、このように、１８年３月の最終報告を待

つのではなく、実施できるものがあるのであれば、

スピード感を持って振興協議会で取り上げて取り組

むことが求められていると判断をいたします。 

 例えば、火葬場の関係で、現在、富良野広域圏で

はそれぞれ市町村ごとに火葬場等が設置をされ、維

持管理をしております。例えば、上富良野の場合

は、年間委託３９９万６,０００円、中富良野は２

２３万２,０００円、富良野は７１８万２,０００

円、南富良野は２５万９,３５０円、占冠は火葬時

に１体当たり幾らということで委託をしておりま

す。 

 したがって、私は、例えば火葬場のことも、富良

野、上富、中富それぞれ５市町村全部施設がありま

すけれども、方法としては委託管理を上富良野町は

上富良野で直でなくて、言うなれば火葬場の利用す

る実態というのは、上富良野町は年間９０体という

ことでございます。富良野は２４９体ということで

ございますので、富良野は２名配置で、火葬が行わ

れるときに２名来て、それ以外は１名ということで

ございますけれども、実際にこれら問題が上富良野

の場合を見ますと、３６５日の友引は原則としない

ということでやっておりますけれども、現実に友引

数を平成１７年度のカレンダーで調べたら５９日あ

るのですね。約６０日ということで、二月というこ

とで判断してもいいかと思いますけれども、実際に

維持管理はするけれども、これを富良野、中富、上

富で連携委託をしながらしていけば、まだ効率的な

問題が出てくるのではないかと、私はそういう判断

をするところでございますので、できればそれらに

ついても、場合によってはそういう方法があるなと

いうようなことを含めて、広域圏で検討・協議をい

ただきたいと思います。 

 次に、３項目めの住民意見を募集してのパブリッ

クコメントです。 

 パブリックコメント制度の運用による、平成１７

年度の実施予定事業名等については、「広報かみふ

らの」の４月号と８月号に周知をされました。それ

で、町長の答弁のように、実施事業はアウトソーシ

ングの基本方針や生活安全推進条例案、上富良野町

の景観づくり基本計画案の３事業ということで、町

民からの意見というのは１件、１人３件ということ

でございましたけれども、現実に課長会議の議事録

を見ると４件になっているのですね。もう一つ、事

務局体制の関係ということで意見があったように私

は見ております。 

 それから、現在実施中の見晴台公園の関係、これ

は１７年１２月１５日から来年の１月１５日の募集

期間とありますけれども、私は多くの町民からの意

見を期待をしていたところです。したがって、この

パブリックコメント制度で実施した３事業のコメン

トは、１人３件ということで町民に情報の提供、町

民とともにつくるまちづくりのことから考えて、ま

ことに残念な状況にありますが、応募が少なかった

その要因は何なのか。 

 それから、２点目は第３期介護保険の事業計画の

関係ですが、「広報かみふらの」４月号では、９月

から１０月に提示をしたいから、８月号では１１月

ということでございました。国の法改正の関係で延

びたということでございますけれども、中止をした

ということでの住民周知がどうされているかという

点でお尋ねをいたしたいと思います。 

 それから、２点目のパブリックコメント制度を効

果的に推進するため、今後、資料の閲覧コーナーや

町民ポストの設置箇所の見直しを図るとの町長答弁

でありますが、具体的にどう見直しをするかという

ことでの説明を求めたいと思います。 

 それから３点目、今後のパブリックコメントの関

係でございますけれども、近日中に町税等の滞納者

に対する行政サービスの制限措置に関する条例案に

ついてとのことでございました。私は、平成１８年

度を含めて、今後のパブリックコメント制度での基

本的な政策の策定や条例案を、住民に素案を公表し

て広く意見を求めるとともに、もう一つは、既存の

政策、それから条例等の大幅な見直しや改正を行う

場合も、本制度の対象にすることによって制度の充

実を図る。また、町民の町政参画がより活発になる

環境が整備されるという判断とともに、町と町民が

協働で快適なまちづくり推進になることを考えて、

この点、政策、条例の大幅見直し、変更等の場合を

取り上げて拡大すべきと考えますが、この点、町民

の皆さん方の意見を多くいただくという観点から、

この拡大についてお考えをただしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １１番中村議員の再質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、公共施設の放送音響等と照明等の設備の関

係でありますが、基本的に町としては、その施設を

使用する方々が原則利用していただくと。そのため

には、事前説明等々の十二分な対応を図って対処し

ていかなければならないというふうな基本で考えて

おります。また、加えて、維持管理等々につきまし

ても、十分支障のないように対処していかなければ

ならないものというふうに思っておりますが、聞く

ところによりますと、公民館におきましては、あそ

こはマイクはコードを使うのが基本の施設でありま
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して、それをワイヤレスでやりますと、位置によっ

てワイヤレスが使えないというようなところがある

というようなことも伺っております。 

 議員からの御質問等々十分今後は呈して、これら

の公民館、かみん、あるいは条例規則等々の対応に

ついても再検討をしながら、是正に向かって対処し

ていきたいというふうに思っております。 

 使用条例等々につきましては、今、使用料の均衡

化等々を含めながら見直しを検討している最中であ

りますので、そういったことで、それらの条例規則

等々の再点検をさせていただきながら対処してまい

りたいというふうに思っておりますので、ひとつ御

理解をいただきたいと思います。 

 それから、次の自治のかたちプロジェクトチーム

の中間報告の対応でありますが、さきの議員にもお

答えさせていただきましたように、火葬場等々と各

方面で、各般にわたって広域で対処すべきものは広

域でということで取り進めております。今現在、振

興協議会の委員会で５市町村長として、最終的な確

認をした事項につきましては、５項目の確認しか中

間報告の中でされていないと。そのことについて

は、先ほど来、行政報告等でも御説明申し上げまし

た、住民が議論ができる具体的な選択肢の提示とい

うことは、最終報告として対応するよと。現在の１

０月の中間報告につきましては、最終報告に向けた

検討過程と論点であるよということで位置づけてお

ります。これから議論をしていくのだということで

位置づけしておるところであります。 

 また、富良野圏域の目指すべき将来像としての五

つ星の自治を求めて、住民や地域が支え合い、助け

合う持続可能な自治を目指していこうではないかと

いうことについては、確認事項として確認しており

ます。また、団体自治の形としては、行政報告でも

報告させていただきましたように、市町村連携、広

域連合、市町村合併、広域都市の四つとして、最終

報告までに調査・検討を行っていこうやということ

で確認しておりますし、広域で担うことが望ましい

事務事業につきましては、先ほど議員からも御発言

がありました、それぞれ２０の事務事業の懸案事項

が出されまして、その中で最も速やかに対応を進め

ていくように検討しなさいということで指示したの

が、ＡＡというＡダブルの部分の項目について、こ

れから最終報告まで対応していきなさいということ

で、検討を進めなさいということで指示をいたして

いるところであります。 

 この２０項目全部を検討するということは、時間

的に余裕がないというようなことから、このＡＡの

部分だけを専門的に検討しなさいということで指示

を与えております。 

 それから、北海道からの事務事業の権限移譲の受

け皿としての、北海道と市町村との協働処理体制の

調査・検討を進めなさいというようなことで、まだ

事項の中でこれをやりましょうという決定事項は、

まだ確定事項はございません。これを検討しなさい

ということで指示を与えたという、そういう段階で

ありますので、内部協議につきましても、今こうい

う中間の状況ですよという課長会議の報告しか今の

ところはなされていないわけでありますが、今後、

２７日に委員会が招集されますが、この中である程

度の方向性が示されるものと。しかし、ここでは私

は最終結論は出ないと。方向性を１８年度からこう

進めていこうと、先ほど言いました消費者相談窓口

についても、果たして最終的な決定を下せるのかど

うかということは、ちょっと流動的になったなと。 

 ということは、既に議員も皆さん方も御承知のと

おり、富良野市長が４期目につきましては立起しな

いと。次に新しい市長にかわるという状況になりま

すと、中心となった富良野市長がかわられるという

ことで、現市長にどこまで結論を出していただける

のか、ここがちょっと流動的になってきているなと

いうことで、私どもとしてはそういったことを含め

ながら、このプロジェクトチームの成果を何として

も生かして次につないでいかなければならないとい

うふうに思っておりますので、ひとつそういったこ

とで現状は十分な内部協議等々もされておりません

し、町民の皆さん方にも広報で中間報告的な形で御

説明申し上げた段階だけであります。今後、これら

の方向性が定まって、３月の最終報告の中でどこま

でこれが５市町村長として方向づけを決定できる

か、私は残念ながらちょっと流動的になったと。し

かし、これは何としても前向きに取り進んでいかな

ければならない課題であるというふうに認識してお

りますので、そういったことで努力をしてまいりた

いというふうに思っております。 

 後ほど、これらの部数等々につきましては、担当

の方から報告をさせていただきたいと思います。 

 次に、パブリックコメント関係でありますが、確

かに議員から御質問いただいたように、私も予想

外、こんな状況になるということは全く予想もして

おりませんでした。まだまだ数多く意見が来るもの

と、パブリックコメントを開催する前の４月１日以

前のパブリックコメントとして、町民会議、行財政

改革の関係で提案したときには、最初の試行的に

やった４月前のことだったと記憶しておりますが、

あのときには数名の方々から、件数もある程度多く

意見を出していただいたように記憶しております。

正式に４月１日からスタートしたら、先ほどお話し

しましたように、１名というような非常に寂しいこ
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とでありますが、これはスタートしたばかりという

ようなことから、これからはもっともっとパブリッ

クコメント制度というものを、この趣旨というもの

を十二分に町民の皆さん方にＰＲしながら、説明を

しながら、ひとつ多くの皆さん方の御意見が集約で

きるような制度にしていきたいなというふうに思っ

ております。 

 現在、今、私ども考えておりますのは、パブリッ

クコメントの説明の場所がある程度件数は限られて

おりますが、これらの数もひとつふやしながら、町

民が集うところに多くそういった場所を増設しなが

ら、その対応を図っていくように進めていきたいな

というふうにも思っているところであります。 

 また、第３期介護保険制度の件につきましては、

行政報告でも報告させていただきましたように、国

の最終省令が１月というふうな時期にずれ込んでい

るというようなことから、パブリックコメントを実

施できない状況になりまして、中止を決断せざるを

得なかったと。このことについての周知徹底につき

ましては、担当の方から御説明をさせていただきた

いと思います。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 企画財政課長、答弁。 

○企画財政課長（北川雅一君） １１番中村議員の

御質問の自治のかたちの検討プロジェクトからの調

査中間報告書でございますけれども、私どもに届い

ているのは、かなり部数がございまして、電子情報

で町の方に来たと。その中で各部署に、議会には３

部でお配りしてございますけれども、各所管にはそ

れなりに自分たちの手前で必要な分だけ引き出すと

いう形になってございますので、そういう状況に

なってございます。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（米田末範君） 中村議員の第３期

の介護保険事業計画のパブリックコメントにかかわ

りましては、中止の関連につきましては、この１２

月２５日の広報でお知らせをしたいというふうに

思ってございます。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 再々ございますか。（「答

弁漏れ」の声あり） 

 助役、答弁。 

○助役（田浦孝道君） 中村議員の御質問の一部答

弁漏れがございましたので、私の方から御説明申し

上げますが、課長会議におきましては、今、町長が

御説明したとおりでありますし、今後、この下旬、

それから年度末に向けまして最終報告をちょうだい

するわけでありますので、その中の熟度によりまし

て、当然、行政組織内での課長会議、あるいは政策

調整会議、また必要に応じては、関係する部署との

内部打ち合わせをしながら実行に向けていくという

ことでございますので、当然、その内容に応じて十

分内部的な議論を予定するということで認識をして

いるところであります。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） それでは、再々質問をさ

せていただきたいと思います。 

 まず、公共施設の維持管理の関係、放送・音響・

照明の関係なのですが、僕は定期的に点検を行う、

それから貸し館業務の事前に再度点検をするという

ようなことをすべきだということで、この確認を求

めていきたいと思います。 

 それから、次に２点目のかみんの関係なのです

が、先ほど申し上げたように、約２,９００万円の

お金をかけて、すばらしい高精度の施設でございま

すけれども、極端に言えば管理する職員がよう使え

ないような施設になっていると。私も、課長と主幹

を交えて２階の調整室を見てまいりました。確かに

マニュアルはありますけれども、これを全部こなす

ということになると大変だというようなわけでおり

ます。それで、課長、それから文化関係ということ

で教育長にもお尋ねをしたのですけれども、現実

に、これをある程度、専門業者から聞いて操作をで

きる職員は、保健福祉課では３名、それから教育委

員会では３名ということでございます。 

 しかし、先ほど例に挙げたように、孝山会でいろ

いろなトラブルがあった。この関係について、これ

は教育委員会の職員が、同じ文化ということでボラ

ンティアで行っているわけです。したがって、指導

を受けた職員すらそういうことであれば、現実の問

題として一般町民の利用する人たちが、それを思う

存分教えてもらったにしたって、機能ができないの

ではないかという大きな心配があります。町民から

言わせれば、あれだけのお金をかけた施設が、こん

なこともだめだ、あんなこともだめだということが

再三起きてもらっては困るという指摘を私は受けた

わけです。 

 たまたま所管の委員長という関係もあって、私の

方に言ってきたのだろうと思いますけれども、そう

いう点で、今後の操作をできる体制、言うなれば職

員の関係で十分やる、それから場合によっては、多

く使うということでは文化連盟の人にも何人かそう

いうことで、特に時間外、それから祝休日等もあり

ますから、特に多く使う場合そういうケースがあり

ますから、当然、そういう関係で操作ができる、そ

れぞれの団体の何人かはやはり養成をすべきと考え

ています。したがって、その考え方について、一
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応、町として、職員ばかりでなくて、何人かのグ

ループを育成するというような関係で検討をいただ

きたいと思います。 

 それから、自治のかたちの関係で、高田市長が４

選不出馬ということで、町長の答弁の中で１２月２

２日に振興協議会の会議があるということでござい

ますけれども、私はそういうことであればあるほ

ど、２番目に大きい上富良野町が、尾岸町長が町長

として、ある面で、この点の関係の推進のリードを

ぜひとっていっていただきたいと思います。 

 それで、先ほど申し上げた、広域の消費者セン

ターの設置の関係もどうなるかわからないというこ

とでございますけれども、現実の問題として上川支

庁ではなくなるということであれば、ぜひこれは富

良野広域圏で専門的な体制でとっていただくよう

に、この関係についても強く要望をいたしたいと思

います。 

 それからもう１点、１８年３月に自治のかたちの

最終報告書が振興協議会に提出をされるという段取

りになっていますけれども、この提出を現在の自治

のかたち検討プロジェクトチームがこのまま存続を

するのか、廃止をするのか、もしくはまた形を変え

て継承等が考えられますけれども、その点の取り扱

いをお尋ねをいたしたいと思います。 

 それから、次に、町長もパブリックコメント制度

に対する町民の理解というのがなかなかできなく

て、応募が少ないということでございます。自治の

かたちのこの資料の中に、「住民は議員に白紙委任

をしたわけではない」という項目があります。それ

からもう一つは、「議会がすべての住民の意見を代

弁することは不可能」というような記事が載ってお

りました。私はまさにそのとおりだと思うのです。

そのために、このパブリックコメント制度の重要性

を認識をして、ＰＲをしていかなければならないと

いうような気がいたします。 

 例えば、あなたの意見が条例や事業案に反映をし

ますというような、一つのキャッチフレーズだと

か、それから先ほど「住民は議員に白紙委任したわ

けでない」ということでは、私たちの意見を反映さ

せよだとか、それから議会がすべての代弁をするの

は不可能と、だから皆さん方の意見を出そうという

ような、何かそういうような特色を持った形での呼

びかけ。それからもう一つ、他の市町村での例の中

で、公表の資料が大量で読みにくいというような傾

向があるということをあれして、言うなれば表現に

ついては、町民等になじみやすい言葉を使用する、

それから閲覧しやすい環境の整備をする、それから

もう一つは公表資料、言うなれば８カ所設けられて

おりますけれども、そこでゆっくり読む雰囲気には

なれない状況のところが、僕は大半だろうと思うの

ですね。そうすると、公表資料の貸し出しを行う

と。そして、何日かに返してもらって、また意見を

求めるというような方法もあるのではなかろうか

と。町長は、設置箇所の増設というようなことも

言っておりますけれども、やはりこういう形で行い

やすい環境と、それから意識を持って整備をしてい

くということが必要ではないのかなという気がして

います。せっかくやったものが、たった３件の、こ

れも結構重要な事業ではあるけれども、お一人４件

というようなことでは、余りにも町民が参画をした

という形でのパブリックコメント制度にはなってい

ないのではないかという気がいたします。 

 ですから、例えば、今、一般廃棄物の値上げの問

題があります。これをパブリックコメント制度でや

る方法だとか、それからケアハウスの移譲の問題に

ついてもやるというような、ですからよその先進の

都市では、条例を新たにつくる、それから新たな事

業をやるということばかりではなくて、条例の改正

だとか、それから政策の変更だとか、そういうもの

についてもやることが、町民からなおこの制度に対

する理解度、それから、よし、おれの意見も出して

おこう、これはこうなのだということが多く寄せら

れ、結果的には理事者がそれをしんしゃくしながら

議会に提案するという形になってこようと思います

けれども、できればそういういい循環を何とかつく

る方法を、このパブリックコメント制度を多くの町

民が理解をする、また意見が寄せられるということ

を考えて、そういう点も考えてはどうかということ

で、町長の見解求めたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １１番中村議員の再々質問

にお答えさせていただきます。 

 まず、公共施設の関連でありますが、再質問でお

答えさせていただきましたように、町といたしまし

ては、使用する方々の管理のもとで使用していただ

きたいということが基本でありますが、説明だとか

いろいろな部分につきましては、今、点検、あるい

は使用前点検等々の御意見等々につきましても、再

質問でお答えさせていただきましたように、十分そ

の利用効果が出るように検討を加えていかなければ

いけないなという認識をしておりますし、議員の御

提言を呈して見直しを図っていくということでお答

えさせていただいたとおりであります。 

 次に、自治のかたちの御意見等々でありますが、

１２月２７日の中間報告、それから３月末における

最終報告等々で、どのような形にまとまっていくの

かということがまだまだ未定であります。言うなら
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ば、このことについて前向きに広域行政の推進を図

ろうとする首長さんと、広域行政を推進しても屋上

屋を重ねるようなものであるぞという意見を持つ首

長さんも中にはいらっしゃいますので、そういった

方々との調整等々も含めながら、私といたしまして

は基本姿勢で申し上げておりますように、自治の道

を歩んでいく上は広域行政の推進を図っていかなけ

ればいけないということが基本であります。私と同

じ意見を持たれる首長さんもいらっしゃいますの

で、そういったことの中で今後の圏域の中の対応を

進めていきたいなというふうに思っております。 

 ただ、この自治のかたちのプロジェクトチームは

１年間という期限を切って設置しておりますので、

１０月の中間報告をいただいた段階で、私どもとし

てはこの最終報告の結果を見きわめた中で、再度、

１８年度もまたこのプロジェクトチームを延長して

いくのか、あるいはこのプロジェクトチームの最終

報告が報告としてまとまって、あとは実践に向かっ

た、言うならば準備室と申しますか、対応をしてい

く組織に切りかえていくのか、そういったことも３

月の最終報告の成果を見た上で対応していこうとい

うことで考えているところでありまして、今のとこ

ろはその成果を見きわめ、また、５市町村長の意見

がどのようにまとまるのかということが、３月末の

最終会議の中での結論かなというふうに思っており

ますが、私としては広域行政の推進を図っていくと

いうことが前提でありますので、これの推進には何

としても消費者相談センター等々のプロジェクト

チームをＡＡでまとめ上げました、早期に実現しや

すいもの、早期に実現すべきもの、このことについ

ては早期に実現できるように努力をしてまいりたい

というふうに思っておりますので、御理解をいただ

きたいと思います。 

 次に、パブリックコメントの問題でありますが、

先ほどもお答えさせていただきましたように、私自

身も期待外れをいたしておりますので、これは少な

いからやめるということではなくて、継続してきめ

細かく住民の皆さん方にこの制度を十分知っていた

だくような体制で、今後も気長く取り組んでまいり

たいというふうに思っているところであります。言

うならば、住民の皆さん方の行政に対する関心がな

かなか少ないということは、やはり行政情報をいか

に住民に提示するかと、行政情報を住民にいかに知

らしめるかということによって、住民の皆さん方が

行政に関心を持っていただけるということでありま

すし、そのことによって行政に参画していただける

というようなことも含めながら、このパブリックコ

メント制度というものを生かしていきたいというふ

うに思っておりますので、また、議員からもいろい

ろな御提言をただいまもいただきましたが、今後も

そういったことでひとつ御提言をいただきながら、

私どももより多くの住民の皆さん方に、この制度に

参画していただける手法を十分検討してまいりたい

というふうに思っております。 

 現在のところは、閲覧箇所のコーナーの増設だと

か、今、議員からも御発言がありました行政用語が

余りに長々と続きますと、住民の皆様方は頭だけを

見て中身を見ていただけないというようなこともあ

りますので、住民の皆さん方が関心を持って見やす

い手法等々も含めながら検討していきたいと思いま

すので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、１１番

中村有秀君の一般質問を終了いたします。 

 次に、１６番渡部洋己君。 

○１６番（渡部洋己君） 私は、さきに通告してあ

ります４項目について御質問いたしたいと思いま

す。 

 まず一つ目に、子供の安全対策についてというこ

とであります。 

 最近、子供たちをねらった凶悪犯罪が続けて発生

しました。栃木県の事件については、まだ犯人も捕

まっていない状態であります。道内でも子供たちが

不審者に声をかけられた例が、ことしに入って、１

１月までですけれども２２０件発生したと報道され

ております。しかし、ある先生によりますと、２２

０件というのは報告されているだけであって、実際

にはこの３倍から４倍発生されているのが事実らし

いのです。そして、さらに昨年から見ると４倍の発

生率、これが非常に大きな問題になっている。 

 それで、各地域でそれぞれに対応されていると思

うのですけれども、我が上富良野町では実態と対応

はどうなっているのかお聞きいたしたい。また、保

育所、幼稚園を含め、学校の玄関などに防犯カメラ

の設置などはどうなのかお聞きしたいと。 

 続きまして、消費税対策についてお伺いいたした

いと思います。 

 国の税制改正により、消費税の課税事業者の課税

基準額が、３,０００万円から１,０００万円に引き

下げられました。そんなことで、農業者だけでも２

００人を超える課税業者がこの３月に申告されるわ

けであります。特に、消費税の基準査定については

非常に難しい。中でも１,０００万円の基準ぎりぎ

りの人が、課税金額によって課税業者になったり外

れたり、これはそのことによって毎年手続が必要に

なる。 

 それで、当然、個人指導といいますか、それが必

要になってくるのではないかなと予想されますの

で、その指導体制と、また受け付け事務も非常に混
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雑が予想されますので、その対応をお聞きしたいな

と思います。 

 続きまして、農地の土地改良事業の支援について

お伺いいたしたいと思います。 

 町の基幹産業である農業は、農政改革、あるいは

貿易の自由化などで年々悪化傾向にあって、特にこ

としにおいては全般的に価格の低迷で、その影響は

非常に大きく、さらに、先ほど申されましたように

消費税の納税も変わることから、厳しい経営状態が

余儀なくされているのが現状であります。 

 農地の土地改良事業については、農家にとっては

非常に大事なことでございますけれども、現状で

は、個人対応が非常に難しいのが実態でございま

す。 

 それで、土地改良事業の中でも心土破砕事業につ

いては、合併前の上富良野農協当時から、長年、町

と農協とで支援されてきた事業でありますので、ぜ

ひ心土破砕事業の支援策を講じていただきたいなと

いうふうに思うわけでございます。 

 続きまして、４項目めの農業経営所得安定対策の

対応ということでお伺いいたしたいと思います。 

 平成１９年度から、新たな経営所得安定対策等大

綱の導入が示されて、現在、その説明が、各地域で

行われております。しかし、その説明には余りにも

担い手に重視したといいますか、そんなことで規模

の満たない、今言う１０町規模ですか、これに満た

ない農家、あるいは高齢者にとってはどうも錯覚を

起こすといいますか、経営ができないのではないか

というふうに思ってしまって、農地を手放すといい

ますか、離農せざるを得ないような思い込みをして

いる方もいます。 

 そんなことで、必ずしも担い手でなくても、集落

営農組織、あるいは特例によって面積規模の緩和措

置、また、野菜作だとか施設園芸といった方法があ

るので、十分説明をいたして理解を求め、余り離農

に拍車をかけないように対応いただきたいなという

ふうに思っております。 

 以上、４項目について、教育長及び町長に答弁を

お願いいたしたいと思います。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １６番渡部議員の御質問に

お答えさせていただきますが、１項目めの教育長の

答弁につきましては、後ほどお答えさせていただき

ます。 

 ２項目めからお答えさせていただきます。 

 まず、２項目めの消費税対策についてであります

が、消費税の申告については、議員御指摘のとお

り、税制改正により平成１７年分の農業者の消費税

の申告対象者は、既に課税事業者として申告してい

るものを含めまして、２００件前後が見込まれてい

るところであります。消費税の申告におきましても

農業所得標準が平成１５年に廃止され、全農業者が

みずからの収支記帳等に基づいて、決算書、申告書

の作成を行うなど、青色の申告者もふえてきている

ところであります。 

 議員御質問の基準につきましては、課税売り上げ

が１,０００万円を超えて、課税事業者となるの

か、消費税の課税取引になるものか、ならないもの

なのかなどの査定のことと思われますが、本年４月

に農業者の消費税申告、適正な収支記帳などの環境

の充実を図るよう、農民連盟さん、農協さん、税務

署、市町村と連携をとっているところであります。 

 経常的なサポート体制といたしましては、富良野

地方農業所得者税務指導協議会を設立いたしまし

て、記帳の勉強会等の開催、質問の集約、連絡・回

答の体制が図られているところであります。また、

消費税申告の受け付け等の体制についても、町とい

たしましては従来の所得税と同様の相談・受け付け

の体制を図ることで考えておりますので、御理解を

賜りたいと思います。 

 次に、３項目めの農地土地改良事業の支援につい

てお答えさせていただきます。 

 御質問の心土破砕事業につきましては、土地改良

の一環として、町と旧上富良野農協によりまして、

平成３年から平成１１年までの８年間、ふらの農協

としては平成１３年から平成１５年までの３カ年

間、農業者の負担軽減を図りながら実施してまいり

ました。 

 この心土破砕事業については、生産性の向上に結

びつくことで実施をしていただいたものと思ってお

ります。その役割を果たしたものと考えております

が、多額な費用を要する実態もありますので、農協

等の意向も踏まえ、また、財政状況を見きわめなが

ら、再度事業化が可能かどうか十分検討を重ねてま

いりたいと思っておりますので、御理解を賜りたい

と思います。 

 次に、４項目めの農業経営所得安定対策の対応に

ついての御質問にお答えさせていただきます。 

 経営所得安定対策につきましては、平成１７年３

月、国は新たな食料・農業・農村基本計画の重要施

策の一つとして、平成１９年産作物から品目横断的

経営安定対策の導入を決定いたしております。この

対策は、ＷＴＯにおける国際規律にも対応する対策

として、これまでの価格対策から所得政策に転換し

て、担い手に施策の重点化を行うものでございま

す。 

 制度といたしましては２点挙げられ、一つは、諸

外国との生産条件の格差を是正する対策、もう一つ
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は、農産物販売収入の変動により経営に及ぼす影響

を緩和する対策であります。この対策の対象はいず

れも認定農業者で、１０ヘクタール以上の農地を保

有し、耕作する方及び集落営農が要件となっている

ところであります。対象作物としては、米・麦・大

豆・てん菜・でん粉原料用バレイショの５品目が対

象となっております。種々申し上げましたが、国が

導入する経営所得安定対策の導入により、農業者の

皆さんの不利益にならないよう、町は農協など関係

者で制度の説明を十分行いながら、理解をいただく

ために、１２月中に各地で説明会を開催してまいっ

ているところであります。 

 御質問のように、規模の小さな農家や高齢者等の

認定農業者以外の方々が、農業を継続することはで

きないという考え方ではなく、施設園芸や野菜等の

導入により、農業を継続していくことは十分可能で

あると考えておりますので、御理解を賜りたいと思

います。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） １６番渡部議員の、１点

目の子供の安全対策についての御質問にお答えをさ

せていただきます。 

 最近のテレビや新聞で、毎日のように小学生にか

かわる殺人事件等が報道されており、ニュースを聞

くたびに大きな衝撃と強い憤りを感じているところ

であります。 

 私といたしましては、このような事件は全国のど

こで起きても不思議ではなく、私たちの町でも起こ

り得る可能性があるものと考えから、ふだんから子

供たちの安全確保について、学校との連携をとりな

がら対策を講じてきているところでありますが、広

島、栃木での事件発生後、早速、各小中学校の校長

にさらなる児童・生徒の安全確保の対策として、集

団での登下校の実施や通学路の危険箇所の把握、下

校時においてどこから一人になるのかの実態の把握

と、その対策等について指示してきたところであり

ます。 

 また、その後の校長会の会議において、町に要請

すること、教育委員会の役割、また学校やＰＴＡ・

保護者が行う対策等について協議を行い、防災無線

での広報、下校時のパトロール活動など、それぞれ

の分野で児童・生徒の安全を守るための実践活動を

進めてきているところであります。 

 今後におきましても、教育委員会、学校、ＰＴ

Ａ、保護者や青少年健全育成を進める会等との連携

のもとに、事件抑止のため万全の対策を講じてまい

りたいと考えております。また、御質問にありま

す、学校等に対する防犯カメラの設置につきまして

は、前向きに対応していきたいと考えているところ

ではありますが、何よりも大きな効果を発揮するの

は地域の協力であろうと考えております。 

 幸い旭町住民会や栄町住民会等が、既に子供たち

の安全確保のための見守り活動を進めてきていただ

いており、教育委員会としても感謝をしているとこ

ろであります。このような住民活動をさらに進めて

いただき、地域の子供は地域が守るという考えを定

着させ、この上富良野から悲惨な事件や事故が発生

しないよう取り組んでまいりたいと考えているとこ

ろであります。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 １６番渡部洋己君。 

○１６番（渡部洋己君） 今の子供の対策から

ちょっと。 

 クラブ活動といいますか、授業終わった後の放課

後クラブ活動のことなのですけれども、夏場につい

ては大体明るいうちに帰れるかなと思うのですけれ

ども、秋口から冬にかけては日も短くなるというこ

とから、そこら辺の帰るのにはどうしているのか。

冬になると、皆車で送り迎えしているみたいですけ

れども、どうしても農家あたりは秋口は農繁期で忙

しいということで、自転車だとかそれに頼るのかな

と思うのですけれども、明るいうちに帰れればいい

のですけれども、そこら辺ちょっと実態はどうなっ

ているのかお聞きしたい。 

 続いて、消費税なのですけれども、先ほど組織を

つくって対応ということなのですけれども、勉強会

だとか説明会は、これは当然必要なのですけれど

も、そのほかに実は非常に難しいといいますか、項

目が収入の中でも雑収入という、これは国から来る

奨励金だとか交付金だとかいろいろな形で入るので

すけれども、この項目が大体各品目ごとで違うので

すけれども、全部合わせると１１３項目あるのです

ね。米で言うと２２項目ですか、あと一番多いのは

酪農で４０項目あるのですね。そのほか、その他と

いうことで２０項目、だから、大方は不課税といい

ますか、非課税対象なのですけれども、その中でも

二、三十は課税の該当になるものもあるのです。そ

ういったことで、毎年売り上げが多くて課税になっ

ている人はいいのですけれども、先ほど言ったよう

に、なるかならないかぎりぎりの人、そういった人

が非常に大変なことなのかなと。 

 私、言うのは、今までも農民連盟で対応している

のですけれども、１５年から標準がなくなったとき

に、個人対応して、減価償却費あたりは非常に毎年

金額が変わって大変だということで、農連も機械を

買ってパソコンで対応して、みんなにフロッピーを

渡してやっているのが現状なのですね。そういった

ことで、所得の申告のときも個人対応も結構してい
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るし、今回、消費税もかなり個人対応はしなければ

ならないのかなと。それで、対応するために、やっ

ぱり経費もある程度かかるということですね。 

 ですから、農民連盟も農民の負担金で担っている

以上、非常に厳しい状態が続いているので、言って

みれば消費税の１％は地方税、地方の方へ還元され

る。還元と言ったらおかしいですけれども、入るの

かなというふうに思うので、そこら辺からいくと、

多少の応援といいますか、お願いできないのかなと

いうふうに思っているところなので、ぜひお願いし

たいなと。 

 それと、次に土地改良事業ということで、私が以

前に中山間地ということで何回か質問をさせても

らったときに、それは断念ということなのですけれ

ども、そのときに町長は土地改良の方で少し力入れ

たいとかということ、きのうの同僚の質問にもそう

いう話があったので、土地改良事業は非常に高額と

いいますか、いろいろなことを全部やれば事業量は

かなりかさむのですけれども、心土破砕事業です

と、今までの実績でいくと１年間雪上心破も含め

て、大体総事業費でもって１,０００万円ぐらいな

のですよ。単純に計算すると、半額助成で５００万

円、これは農協と両方であれすると、それなりの負

担といいますか、そんなことなので、できたらだん

だん農家も大変な時代になってきて、土地改良もで

きないとなると、生産力もだんだん落ちてきて、さ

らに大変な状態になってくるので、それと先ほども

言ったように、水田の雪上心破というのは非常に効

果を上げていった一つの例がありますので、ぜひ対

応したいなというふうに思うわけでございます。 

 それと、最後の経営所得安定対策ということなの

ですけれども、認定農業者の認定ということで、

ちょっと聞くと、個人情報といいますか、法条例だ

とかそんなのに引っかかるような話をちょっと聞く

のですけれども、これは農業委員会として当然指導

もしていかなければならないだろうし、手続に対し

ては、行っていない人には当然指導するべきだと思

うのですよね。そこをぜひ早目に指導していただき

たいなというふうに思うわけであります。 

 以上、再質問を終わらせていただきます。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） １６番渡部議員の子供の

安全対策についての御質問にお答えをさせていただ

きたいと思います。 

 当然、クラブ活動も教育の一環であり、このこと

につきましては、私どもの立場といたしましては、

推進をしていかなければならないと考えているとこ

ろであります。 

 今、スクールバスを優先しての路線バスが各地に

走っているところでありますが、実態としてはおお

むね２キロ以上の子供たちをということであります

が、これは座席に余裕がある限りにおいて拡大をし

て、農村部や何かにおいても乗っていただけるよう

な対応を図るべく、今、調整を進めているところで

あります。 

 クラブ活動の件でありますが、いずれにいたしま

しても、学校とか行政だけでは、個別になかなか対

応できないということが実態であろうと考えており

ます。やはり地域とか保護者の協力がなければ、今

のこの時代背景からすると、子供たちの安全を守っ

ていくということができないのかなと考えておりま

すので、そのような子供の帰る経路とか時間とか

を、地域とか保護者と共有できるような体制も今後

はとっていかなければならないとは思いますが、何

よりも保護者などの協力を求めていきたいなという

ふうに考えているところであります。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １６番渡部議員の再質問に

お答えさせていただきます。 

 まず最初に消費税対策でありますけれども、この

ことにつきましては先ほどもお答えさせていただき

ましたように、その対策として、富良野地方でも税

務指導協議会を設置して勉強会等々を開催している

ということでありますし、また、町といたしまして

も、その時期に入りますれば相談窓口をつくりなが

ら説明をさせていただきたいなというふうに思って

おります。 

 その中で、この説明を対応する中にありまして、

いろいろな経費もかかるというお話でありました

が、そのことはよく理解するわけでありますけれど

も、そのことに対し公費を云々という御要望であっ

たかと思いますが、なかなか難しい課題かなという

ふうに思っておりますので、ひとつ御理解いただき

たいと思います。 

 それから、農地の土地改良事業の件でありますけ

れども、先ほどお答えさせていただきましたよう

に、平成１５年をもって最終的に心土破砕事業につ

きましては中止をさせていただいておりますが、い

ろいろな面でこの要望というものも上がってきてい

るということは承知をいたしております。そういう

中にありまして、今後、ＪＡさんとの調整を図りな

がら、また、町の財政的な部分もございますので、

そういったことを十分対応しながら、今、策定して

おります第５次農業振興計画等々の見きわめを図り

つつ、十分検討を加えて対処してまいるようにして

いきたいというふうに思いますので、御理解を賜り

たいと思います。 

 最後に、経営所得安定対策、この制度を取り入れ
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られまして、これにつきましては戦後、農政に対す

る大きな改革かなというふうに思うところでありま

して、お答えさせていただきましたように、従来の

価格対策から所得政策に大きく転換すると。そし

て、今までのように全般的な農業支援策ではなく

て、限られた農業者に対する支援であって、その支

援の枠から外れた農業者、すなわち言うならば認定

農業者でない農業者、そして認定農業者であっても

１０ヘクタール以上の耕地面積を確保できない農業

経営者、担い手確保ができない農業経営者というよ

うな部分についてどう対処するのかと、これにつき

ましては、これから地域としても大きな課題でござ

います。 

 これらの対応の、１９年からの実施に向かって、

最終的には私の記憶が誤っているのかもしれません

けれども、少なくとも来年度の春ぐらいまでには、

最終的に認定農業者を確定し、そして１９年から対

応できる体制をしていかなければいけないだろう

と。それまでの間に、少なくとも現在の我が町の認

定農業者の数をもっともっとふやす手法をとらなけ

ればいけない。そのためには、議員から御提言あり

ましたように、いろいろな経営上の問題、プライバ

シーの問題いろいろな課題はあるわけであります

が、そういったことを十分対処しながら、農業委員

会といたしましてもこれらの認定農業者の選任に当

たりまして十分な配慮をしていただくように、町と

しても十分連携を図りながら進めていきたいという

ふうに思いますので、ひとつ御理解を賜りたいと思

います。 

○議長（中川一男君） 再々ございますか。 

 １６番渡部洋己君。 

○１６番（渡部洋己君） ちょっと一つだけ。 

 消費税の件なのですけれども、今まで見ていて

も、税務課の職員さんたちその時期になると、毎日

のように１０時ごろまで残業しているのなかと思っ

ているわけです。それで、前もってきちっと整理す

れば、受け付け順にはそんなに込まないといいます

か、手間かからないで済むのですけれども、これが

ただ放っておいていきなり個人で行くとかなり時間

がかかると、そんなことなので、極力、農連あたり

はそんな解消をするために協力しているのであっ

て、そこら辺理解していただきたいなと。 

 以上、終わらせていただきます。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １６番渡部議員の再々質問

にお答えさせていただきますが、税務課の窓口の対

応につきましては、御指摘の部分につきましても十

分是正するように、担当の方に指示をさせていただ

きたいと思います。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、１６番

渡部洋己君の一般質問を終了いたします。 

 暫時休憩をいたします。 

────────────────── 

午前１０時３０分 休憩 

午前１０時５０分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 休憩前に引き続き、町の一

般行政についての質問を行います。 

 次に、１番清水茂雄君。 

○１番（清水茂雄君） 私は、さきに通告してあり

ます、まちづくりと次世代育成について質問をさせ

ていただきますが、さきの同僚議員の質問と重複す

る面もありますけれども、御了承いただきたいと思

います。 

 質問は簡潔にということではありますが、今回は

さまざまな角度から質問させていただきますので、

ひとつ御高察の上、実のある御答弁をお願いしたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 私は、過去に何度となく真のまちづくりは青少

年・子供の育成にあると思い、理事者に一般質問を

行っているところであります。この問題が、今こそ

最重要課題として取り組まなければならないと考え

ますが、子供たちが感動し、みずからその行動を示

し、他の町の範となるようなまちづくりに邁進して

いただきたく、再度、町長の見解を示していただき

たいと思います。 

 地方自治体の財政状況は、近年悪化の一途をたど

り、地域の公共事業のぶんどり合戦はもはや完全に

終息し、今はいかに予算の削減を行うかが問われる

時代となっております。しかし、いつの世になって

も変わらぬもの、それは次世代を担う青少年の育成

がいかにあるべきかを地域全員が考え、実行するこ

とではないでしょうか。町では、上富良野町次世代

育成支援行動計画、上富良野町エンゼルプランの作

成、公民館講座事業実施計画など、詳細な計画書の

作成をつくって取り組みいただいていることは一定

の評価をしたく思いますが、その効果が出ているか

と問われると、必ずしも一致した評価は難しく、ど

こにその問題があるかを検証しなければなりませ

ん。 

 言葉より行動ではないでしょうか。昨年、群馬県

高崎市で小学１年生、浜名愛ちゃんが惨殺され、１

２月には奈良市における小学１年生女児誘拐殺害事

件、先月は広島市で木下あいりちゃんが絞殺され、

ダンボール箱詰めで遺棄され、今月２日には栃木県

大宮市の山林で吉田有希ちゃんが刃物による惨殺死

体で発見、この１年生女児誘拐殺害事件は社会を震

撼させ、各地で緊急に対策を模索している最中に、
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宇治市で今度は児童の安全を守るべき立場にある学

習塾講師が、塾生の小学６年生の堀本沙也乃さんを

出刃包丁で惨殺、高校１年生女子による母親毒殺未

遂事件、高校１年男子による同級生女子刺殺事件、

家庭内暴力、虐待、また、親が子を殺害、親が子の

養育を放棄するなどなど、かつての日本社会で想像

することすらできなかった事象が日常茶飯事、平然

とごく当たり前の社会になっていることに私は戦慄

し、空恐ろしく、これからの日本はどのようになっ

ていくのか、不安感でいっぱいです。これらの記事

を町長はどのように感じ、現在、どのような解決策

をお持ちか、また、将来にわたってどのような解決

策をお持ちか、所信を述べていただきたいと思いま

す。 

 まちづくりとは何か。立派な各施設ができまし

た。道路網も舗装され、完備いたしました。行政サ

イドで住民向けの施策・事業を展開しているが、ま

ちづくりはこれでよいのか、何か基本的に違うので

ないかと私は思うのです。まちづくりの基本は、次

世代育成にあると考えますが、行政も各機関におい

て種々施策を行ってはいるが、これでよいのか、あ

りきたりの施策に過ぎないのではないかと私は思う

のです。 

 私は、過去に何度となく町長にこの姿勢をただし

てきたのは、まさにこの課題の解決策を探り、これ

からの日本の、皆この町の子供たちが伸び伸びとし

た環境で育つことが、町長の言う「だれもが住んで

いてよかったと思えるまちづくり」と考えますが、

町長の考えはいかがなものでしょうか。再度確認し

たいと思いますので、見解をお示しください。 

 想像豊かな子を育て、だれしもが年老いていく過

程で、幼少期の思い出は鮮明に残り、若いときは町

の外へ出て種々経験を持ちますが、後年はその町に

帰って永住したいと思う気持ちが高ぶるのは、多く

の人が持つ感情ではないでしょうか。教育とは、

「心に灯をつけることだ」と、東北大前学長の西澤

潤一先生は述べておられる。まさしく行政がその思

い出を具現化する使命があると考えますが、いかが

でしょうか。 

 子供たちが自分の両親を見て、将来は私たちは、

お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん

みたいな人になりたい。そしてこの地、上富良野町

を自分の故郷として当然に思われるような、誇り高

いまちづくりをしていただきたく思いますが、町長

の考えをお聞かせいただきたいと思います。 

 私は、よりよいまちづくりは、子づくり、子育て

育成の次世代施策がすべてであると考えます。事件

の背景に、現在の社会環境があるということを深く

認識しなければならない。それには行政ばかりだけ

でなく、私たち住民一人一人がその重要性を認識し

て次世代育成に取り組むべきであり、行政はみずか

ら率先してその施策を講じていただきたい。 

 ただいま申し上げました課題の示すものは、一刻

も猶予することもできない最悪の状況下にあり、最

優先重要課題として取り組むべきと考えるが、町長

の対応・対策についての施策指針についての考えを

伺いたい。 

 最後に、一言加えさせていただきますが、だれで

もが住んでてよかったと思えるまちづくり、これは

政府を初め日本全国すべての首長が目指すことであ

り、全国民が切望することであります。 

 以上申し上げまして、私の質問といたします。 

 終わります。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １番清水議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 議員からの御質問につきましては、御発言のとお

り、幾度もちょうだいをいたしておりまして、答弁

させていただいておりました。国内の子供を取り巻

く環境が悪化しているか否かは別といたしまして、

痛ましい事件が各地で発生していることは、議員と

同じように、怒りさえも感じているのが正直な心境

であります。立ち返りまして、本町の状況は、幸い

にも大きな事件や事故が発生していないことは、喜

ばしいことと受けとめておりますし、関係いただい

ております多くの町民の皆様の御協力に、改めて感

謝と御礼を申し上げるところであります。 

 町といたしましては、御承知のとおり、平成１６

年度より組織的にも子育て支援班を保健福祉課内に

設置いたしまして、核家族化が進む家庭の子育てに

積極的に対処するとともに、子供センターの整備に

より、子育て情報の交換や不安解消なども対処でき

るよう、恒常的な支援体制を整えたところでありま

す。 

 また、乳児期から学齢期に至る発達段階に応じた

健診や相談には、保健師はもとより医師などの専門

的な立場からの支援を継続的に整えており、必要に

よっては、より専門の機関への連携も行っていると

ころであります。さらに、就学児童に対しまして

は、児童館での活動や少年団活動などに参加の機会

を大きく開いている状況にあります。 

 しかし、これらの事業を行政で進めることだけで

すべてが足りるとは考えておりません。何に増して

も地域の皆さん方が、次の世代を担う子供を育てる

役割を担うこととともに、力を尽くしていただかな

ければならないと強く感じているところでありま

す。そこに、地域の教育力・福祉力が備わっていく

ものと信じております。今後とも必要な手だての構
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築に努力を傾注してまいりたいと思いますので、御

理解を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 １番清水茂雄君。 

○１番（清水茂雄君） 再質問させていただきます

が、この一連の事件に関する北海道新聞の１１月１

４日から今日までの膨大な記事ですね、このような

記事が報道されましたが、町長は当然に目を通され

たことと思いますが、ちょっと中を振り返ってみた

いと思います。 

 まず、１１月２６日の新聞に出ておりましたが、

私はこの記事を読むたび、またテレビでニュースを

見るたびに、ちょっと私事ですが病院におりまし

て、ベッドの上で何度となく泣かされました。 

 木下あいりちゃんの父、建一さんが葬儀のあいさ

つの中で述べたことですが、生きている娘あいりと

最後になったのは、当日１１月２２日の朝、職場に

行くときに「あいりちゃん行ってきます」、「行っ

てらっしゃい」と、お互いに言って手を振って見送

られたのが最後になりました。また、これは昨年の

ことなのですが、１２月９日の道新に載っておりま

したが、群馬県高崎市で浜名愛ちゃんが惨殺された

事件について、お父さんは今までの事件当日を鮮明

に覚えていますと。朝、娘が好きな服を選び、「お

母さんきのう買った靴はどこ」、「名前を書いて玄

関に出してあるわ」、新品の靴を履いて「行ってき

ます」と元気に登校しました。しかし、娘さんは冷

たいむくろとなって帰宅したのです。お母さんは、

顔を押し当てると、冷たいほおに涙が凍りつくよう

でした。私は、娘を授かって本当に幸せでした。殺

されるなら、私がかわってあげたかったと、このよ

うな記事が載っております。 

 町長は、今回の質問の答弁につきまして、当然、

こうした記事を十分お読みになって、質問の要旨を

御理解の上、御答弁いただいたものと私は思いまし

たが、内容は余りにも乏しく、当を得てないと感じ

ます。町長は、怒りを感じていると言われたが、私

は怒りではありません。なぜこのような事件が連続

して起きるのか、一体日本の社会は今どうなってい

る、この背景は何なのか、私はそのことが非常に心

配であります。 

 この一連の事件について、対応策が道内を初め各

地で模索されております。その記事も、このように

たくさん道新に載っております。中には通学路を外

れると警告がなる、または防犯ブザーとＰＳ携帯は

決定打ではないと立ち上がる保護者ら、幼い命地域

が盾に、ねらわれる子供通学の安全模索、親付き添

い住民監視も限界、バス送迎も財政厳しくというよ

うな記事まで載っております。そして、これは１２

月１３日の新聞の一部に、住民同士のあいさつが基

本だということがうたわれております。住民があい

さつを交わし合うことが基本だという、住民同士が

顔見知りになる機会がふえ、罪を犯そうとする人に

思いとどまらせる効果も大きい。さらに、放置され

たごみや不法ビラなどを処分し、環境を整備するこ

とが大切と指摘しています。また、子供に積極的に

あいさつをしている地域もある。 

 １２月８日の新聞ですが、これは本当に身近、旭

川も幾つか新聞に出ていますけれども、富良野で家

庭と学校、手携え子供の安全確保、富良野っ子見送

り・見守りたいを結成、声かけ・不審者情報を共有

という見出しの最後のマップに、上富良野町にも１

人で通学する子供の情報把握を急ぐ、安全確保のた

め地域住民にも協力を求めていきたいと語るとされ

ております。 

 先ほど、教育長が同僚議員の質問に対し同じこと

を述べておられますが、私はたしかこの一連の事件

につきましては非常に大変なことだと、そうした中

でその対応策を、今後、町長は、本町の状況は幸い

にも大きな事件や事故が発生しないことは喜ばしい

ことと受けとめております。確かに喜ばしいです

よ。だけれども、今後、このような事件が起きない

とはだれも保障できないわけです。先ほど教育長も

言っておられましたね、そうした中でその対応策を

今後どうしていくのかということを私お聞きしたい

のです。 

 それと同時に、もう１点、先ほど申し上げました

住民の協力、これを得るのにはどうしなければなら

ないのか。自発的に協力を求めても、私は一向に進

歩しないと思う。やはり行政が率先して住民に呼び

かけ、次世代を継ぐ子供たちが伸び伸びと安心して

生活できような環境づくりをぜひ構築していただき

たい。 

 この２点が私の今回の質問の趣旨であります。そ

うした点を踏まえて、いま一度、実のある御答弁を

お願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １番清水議員の再質問にお

答えさせていただきます。 

 議員おっしゃるように、私自身も就任以来、まち

づくりは人づくりが基本であるという信念のもとに

行政執行をさせていただいておるところでありまし

て、議員が御心配いただいておりますような地域づ

くりの中で大変重要な課題であり、昨今の報道等々

を見ますと、非常に残念に思うわけでありますし、

本当に憤りを感ずるわけでありますが、残念ながら

現在はその予防対策というものについて、十分にこ

の予防対策、これを講じれば大丈夫であるぞという
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ような決定的な予防対策は組めないというのが現状

であります。しかしながら、子供たちの安全を守る

ための防衛対策は進めていかなければならないとい

うことでございます。 

 おかげさまで、ありがたいことでありますが、先

ほどお話申し上げましたように、子供たちを育てる

ためには、何といっても地域と父母と、それと学校

との三者が一体となって連携をとりながら対応を

図っていかなければならないというふうに思ってい

るところでありますが、地域におきますボランティ

ア活動の中で、それぞれの地域でボランティア活動

を始めていただいたということが、これが一つの起

爆剤となって大きく地域こぞって子供たちを守ると

いうような体制づくりを促進していかなければなら

ないというふうに思っております。 

 町といたしましても、そういったことを考えなが

ら、ボランティア対策の対応のために事業を展開

し、コーディネーターを置いて進めているところで

あります。そういったことを進めながら、今後、教

育委員会との連携を図りつつ、子供の安全対策、今

まで各議員から御質問いただきました諸施策の展開

を図りつつ、促進を図り、安全で安心して住めるま

ちづくりを目指していきたいというふうに思ってお

りますので、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 再々。 

 １番清水茂雄君。 

○１番（清水茂雄君） いつも町長の御答弁は当た

らずさわらずで納得がいかないのですが、きょうの

新聞に政府も動き出しました。「子供の安全対策に

重点」ということで、次年度予算財務省原案ができ

ております。それから、その内容として、子供を守

る緊急６対策、通学路の点検など閣僚会議で打ち出

すと。緊急対策の内容ですが、先ほど御答弁の中に

もいろいろ出てきたことですが、全小学校区で通学

路の点検実施、安全マップ作成、全児童・生徒対象

の防犯教室開催、１.不審者情報を共有するネット

ワーク構築、１.安全ボランティアへの参加呼びか

け、以上は２００６年３月までに実施と。１.路線

バスをスクールバスとして活用する方策を早急に検

討、１.国民へ協力の呼びかけ。重点項目、１.危険

場所での防犯カメラの設置促進、１.ＩＣタグ電子

荷札を用いた見守りシステムの開発の普及などを上

げております。 

 私がこの問題について、こうまでしつこく心配し

て申し上げることは、町長どうですかね、私の考え

ることは過剰なのですかね、心配しすぎですか。町

長はどのように受け取っていただいているのです

か。私、やはりこれは行政だけで何とかといっても

非常に難しい問題です。子供さん一人一人に、だれ

かボディーガードつけるというわけにもいかない

し、これは私たち住民すべてが、隣りの子供だ、い

や知らない子供だということではなくて、すべて私

たちの子供だと。私たちの地域を、次の世代につな

いでいくための次世代の子供たちなのだということ

をもっと強く認識して、我が子と思って一人一人が

子供たちを見守っていく、そういう社会環境をつく

らなければだめなのです。 

 町長、前にもお聞きしたことありますけれども、

今はどうですかね。知らない子供さんに会ってあい

さつしますか。御返事がないところをみると、あい

さつはなしと受け取ってよろしいですね。そういう

ことではだめなのです。これは、町長だけに申し上

げているのではないですよ、議場の皆さんに申し上

げているのです。やはり子供さんを見たら声をかけ

てあげてください。また、大人同士でも声をかけ、

そのことが住民間のコミュニケーションを応戦する

ことなのです。そういうことが町長が言われる、だ

れもが住んでいてよかった、いい町だなと思える上

富良野町のまちづくりでないでしょうか。こうした

ことをひとつ行政が先頭に立って、あらゆる機関を

通じて住民に呼びかけるような活動をしていただき

たいと思います。そういう考えがあるかどうか、も

う一度お願いいたします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １番清水議員の再々質問に

お答えさせていただきます。 

 この現状、痛ましい事件・事故等々の現状につき

ましては、私も議員と同じような考えを持っている

ということをまずお答えさせていただきたいと思い

ます。そういったこと含めながら、先ほど来お話さ

せていただいておりますように、まちづくりは人づ

くりという信念のもとで、いろいろな施策の展開を

させていただいております。 

 議員御質問にありましたように、今、私ども町が

この種の事業展開をしている事業が全く地について

いないという御指摘を受けておりますが、私といた

しましては、今取り組んでいる施策を実直に進めて

いくことによって地域づくりがなされていき、子供

たちの安全につきましても、先ほど来、他の議員の

皆さん方から御質問いただいている中で、教育長の

方からもお答えさせていただいているような施策の

展開を進めつつ、子供たちの安全・安心を図れるよ

うな地域づくりを目指していかなければならないと

いうふうに思っているところでありまして、そうい

う信念のもとに、この種の事業展開を数多く展開さ

せていただいておりますので、それらの事業に、例

えばこういうふうにこの事業は是正した方がいいよ

というような提言がありましたら提言をいただきた
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いなというふうに思います。 

 現在の痛ましい、厳しい状況につきましては、議

員と同じような考えを持っているということを御理

解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、１番清

水茂雄君の一般質問を終了いたします。 

 これにて、一般質問を終了いたしました。 

────────────────── 

◎日程第３ 議案第１号 

○議長（中川一男君） 日程第３ 議案第１号平成

１７年度上富良野町一般会計補正予算（第５号）の

件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 企画財政課長。 

○企画財政課長（北川雅一君） ただいま上程いた

だきました議案第１号平成１７年度上富良野町一般

会計補正予算（第５号）の提案要旨につきまして、

最初に御説明申し上げてまいります。 

 まず最初に、新たに予算措置をします施策につい

て申し上げます。 

 農業関係では、ＪＡふらのが事業主体で実施しま

す防衛庁補助の演習場周辺農業施設設置事業により

導入を予定していました酪農機械と、国の強い農業

づくり交付金事業として、北海道を通じて要望して

おりました農業機械の赤エンドウ色彩選別機がとも

に本年度予算で前倒しで事業採択となったことか

ら、ＪＡふらのに対する間接補助として補助金相当

額を歳入及び歳出予算に同額、計上しようとするも

のであります。 

 総務関係では、来年３月に本町と姉妹提携を結ん

でおりますカムローズ市より、カムローズ高校生一

行が友好交流のため来町されますことから、町と国

内外交流の会で受け入れ対応を図るため、所要の経

費を計上しようとするものであります。 

 教育関係では、上富良野町立清富小学校が来年３

月末をもって閉校となることから、閉校事業に伴い

ます所要の経費を計上しようとするものでありま

す。 

 次に、既定の経費について申し上げます。 

 ４月の職員の定期異動及び人事院勧告並びに各委

員会、特別職等の条例改正による減額などにつきま

して、各会計ごとに人件費として計上してあります

額を調整することを初め、その後のそれぞれの状況

に応じまして、所要の額の調整を全体的に行ってお

ります。特に、本年度の特定防衛施設周辺整備調整

交付金が１億１,０００万２,０００円で確定しまし

たことから、対象の既定事業におきましては事業費

調整と一部充当外を行うのに加えまして、来年度以

降に施工を予定しておりました道路側溝整備事業の

一部を前倒しをして実施できるよう所要額を計上し

ております。 

 また、今般の原油高騰による各施設や車両等の燃

料費の不足する予算の増額と、各事務事業の執行に

伴い、増額、あるいは不用額を減額するなどの予算

調整を行うとともに、町内の方から９件、８０万

５,０００円の御寄附をいただきましたことから、

それぞれの趣旨に沿いまして予算の計上を行ってお

ります。 

 以上の予算措置を行った上で、全体に余剰となる

一般財源のうち６,０００万円を財政調整基金に積

み戻しをする措置を講ずるとともに、予備費におい

て今後の財政需要に備えるため、一定の額を計上す

るものであります。 

 続きまして、平成１８年度より指定管理業務実施

によります日の出公園施設、上富良野町パークゴル

フ場指定管理業務につきまして、債務負担行為を追

加設定いたします。また、旭野川砂防工事につきま

しては、事業量が増額となったことから、既定の債

務負担行為の限度額を増額変更し、事業の促進を図

ろうとするものであります。 

 次に、地方債の補正につきましては、４事業の事

業確定に伴い、限度額の調整を行うものでありま

す。 

 以上、申し上げましたことの内容とし、総体の補

正予算を調整し、議案として上程した次第でござい

ます。 

 以下、議案の議決事項の部分につきまして、説明

をしてまいります。 

 議案第１号平成１７年度上富良野町一般会計補正

予算（第５号）。 

 平成１７年度上富良野町の一般会計の補正予算

（第５号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ９０６万５,０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ７６億３９万２,０００円

とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

 第２条、債務負担行為の追加及び変更は、「第２

表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

 第３条、地方債の変更は、「第３表 地方債補

正」による。 

 １ページをお開きください。 

 この１ページに記載の第１表歳入歳出予算補正の
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内容につきましては、議決事項でございますので、

款ごとに補正額を朗読してまいります。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １.歳入。 

 １２款分担金及び負担金、補正額４３８万８,０

００円。 

 １３款使用料及び手数料２万７,０００円の減。 

 １４款国庫支出金４３９万９,０００円。 

 １５款道支出金１,４７４万９,０００円の減。 

 １６款財産収入４０万３,０００円。 

 １７款寄附金８０万５,０００円。 

 １８款繰入金８９万６,０００円。 

 ２０款諸収入１２万円。 

 １１款町債５３０万円の減。 

 歳入合計が、９０６万５,０００円の減でありま

す。 

 次に、２ページに入ります。 

 ２.歳出。 

 １款議会費１６３万円の減。 

 ２款総務費６,１６７万円。 

 ３款民生費１,５０５万８,０００円。 

 ４款衛生費７４１万８,０００円。 

 ６款農林業費５,５１９万９,０００円。 

 ８款土木費７,９４４万３,０００円の減。 

 ９款消防費４０万４,０００円の減。 

 １０款教育費４２６万７,０００円。 

 次、３ページをお開き願います。 

 １４款給与費２,７４５万８,０００円の減。 

 １５款予備費４,３７４万２,０００円の減。 

 歳出合計が９０６万５,０００円の減でございま

す。 

 次に４ページ、第２表債務負担行為の補正につき

まして申し上げます。 

 冒頭申し上げました追加設定及び限度額の増額変

更によりまして、朗読をもって説明といたします。 

 第２表、債務負担行為補正。 

 (1)追加。事項といたしまして、日の出公園施設

（日の出公園、日の出公園オートキャンプ場、上富

良野町営スキーリフト）指定管理業務。期間は、平

成１８年度から平成２０年度、限度額８,８９５万

８,０００円でございます。 

 続きまして、上富良野町パークゴルフ場指定管理

業務。期間が、平成１８年度から平成２０年度、限

度額１,３５２万円でございます。 

 続きまして、(2)変更でございます。旭野川砂防

事業（平成１７年度）、補正後につきましては、期

間が平成１７年度から平成１８年度、限度額が９,

３１８万８,０００円に変更するものでございま

す。 

 続きまして、第３表の地方債補正につきましても

冒頭申し上げました事業費確定に伴い、限度額の補

正額を朗読をもって説明といたします。 

 第３表、地方債補正。 

 (1)変更。起債の目的でございますけれども、南

３条通り改良舗装事業につきましては、補正後６０

０万円、見晴台公園整備事業１,５５０万円、町営

住宅建設事業５,７２０万円、図書館整備事業が３,

２８０万円でございます。 

 以上、ここまで御説明申し上げました事項につき

ましては、議決対象事項でございます。 

 ５ページ以降につきましては、この補正予算に関

する説明書部分でございますので、御高覧いただい

ていることで、説明については省略させていただき

ます。 

 これをもちまして、議案第１号平成１７年度上富

良野町一般会計補正予算（第５号）の説明を終わり

ます。 

 原案どおりお認めくださいますようお願い申し上

げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 質疑に入ります。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） ２０ページの燃料費の関

係でございます。 

 灯油の値上がりにより、これは仕方ないかとは思

うのですけれども、今、補正を組むわけですけれど

も、参考までに庁舎内の温度は何度ぐらいに設定し

ていらっしゃるのかお尋ねしたいと思います。余り

暖かくないなと思っておりますけれども、これはボ

イラーがかなり古くなってきているのではないので

しょうか。そういったこともちょっと、温度設定何

度ぐらいに、今、私ちょっと厚めに着ていますけれ

ども、こっちの方が余り、きのう傍聴の方も寒い寒

いと言っておられましたが、ちょっと厚着を、今、

ウォームビズで少し温度を下げてということを提唱

しているようですけれども、ここの役場では温度設

定何度ぐらいにしていらっしゃいますか、お尋ねし

たいと思います。 

○議長（中川一男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（佐藤憲治君） ３番村上議員の御質問

でありますが、庁舎内の温度設定でございますけれ

ども、何度ということでなくて、通常の形で１度ぐ

らいの設定を若干下げているというふうに承知して

いるところであります。 

 この建物につきましては、暖房設備につきまして

は、現に老朽化に対する対応はさせてもらっており

ますが、温水の循環の暖房器具や何かも補助的にご
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ざいますが、これらについても古くなって、これに

ついての対応はさせていただいているところであり

ます。二十一、二度ぐらいなのかなというふうに、

温度設定についてはそのようなことかなというふう

に思っております。 

○議長（中川一男君） 他にございませんか。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 債務負担行為の補正の件で

あわせてお伺いしたいのは、上富良野町のパークゴ

ルフ場を指定管理業務に移行するわけであります

が、あそこに売店が設置されております。担当の課

長にも言っておいたのですが、出店している側には

条例の改正が行われるということが一切耳に届いて

いないということで憤慨しております。本来でした

ら、こういう業務の移行に当たっては、事前にそう

いった業者にも変更があるのだということが伝わら

なければなりませんが、もう伝えたのだということ

であればそれでいいと思いますが、伝わっているの

かどうなのか。この業者はどこで聞いたかといった

ら、指定を受ける業者から初めて聞いたというよう

な内容になっておりますので、やはりそういうこと

は行政として、まさに怠慢だというふうに私考えて

おりますので、ここら辺かわった後に当然業者との

関係で業務についての決めるということであるか

ら、それはそれでいいのだということにはならない

と思いますので、この点をお伺いしておきたいと思

います。 

 これは、恐らく４月１日から移行するということ

で、当然スムーズにその管理運営がなされるという

ことの前提で、債務負担行為ということも含めてこ

ういう形になっているのだというふうに思いますの

で、そういう苦情の処理の問題も含めて、十分地域

の利用者方とのトラブルに際してもきちっとしたマ

ニュアルで対応するというような、そういうような

指導もなされているのかどうなのか、この点につい

てもお伺いしておきたいというふうに考えておりま

す。 

 次にお伺いしたいのは、１９ページの税務の総務

費の形で償還金利子及び割引料ですか、過年度分の

町税還付金という形で、これは予定納税との関係な

のか、確定申告がどうなのか、その点。それとあわ

せてお伺いしたいのは、近年、滞納者もふえるとい

う形になっておりますが、その督促に合わせて町か

ら督促状が発行されると思いますが、近年では既に

道や国においては、こういう督促状においては個人

名、あるいは金額を伏せるという形の措置がとられ

ておりますが、上富良野町はこういった体制という

のはどのようになっているのか、この点についてお

伺いしておきます。 

 次に、２５、２６ページにかかわってお伺いいた

しますが、今回の社会福祉総務費という形の中で、

町の福祉協議会の補助という形になっております

が、これは人件費の補助なのか、その点お伺いいた

します。今後、制度の改正によってヘルパー等の研

修制度が変わるという形がありますが、現在、福祉

協議会のヘルパーは正も含めて何人いらっしゃるの

かという点と、近年、出入りが多いという形になっ

ておりますが、その実態等をつかんでおられるのか

どうなのか。それと、これから福祉協議会が担って

いる訪問介護等の支援に当たって、国は介護福祉士

の資格を前提としてヘルパーの制度を廃止すると。

廃止するかわりに、現在、２級、１級持っている方

については一定の研修時間を設けて、研修を受けた

方についてはその制度を自動的に移行しますよとい

う体制になっているかと思いますが、その点、それ

にふさわしいような体制がどうなっているのか、こ

の点をお伺いいたします。 

 それと、同ページで老人福祉費との関係で、介護

保険費という形で、介護保険の特別会計からも繰り

出すという形になっておりますが、あわせてお伺い

いたしますが、現在、上富良野町で特別給付という

形の中で、町独自の上乗せ分を利用者に対する負担

を軽減してもらうと。少しでも利用してもらうとい

う形の中で上乗せ分を実施しておりますが、これは

非常に喜んでおられます。 

 町の行財政改革の中では、ことしから来年度にか

けて上乗せ分を廃止するというような方向を打ち出

しておりますが、制度の中身からいっても、利用者

側からいっても非常にありがたい制度だと、これを

廃止するというのはいかがなものかというふうに考

えておりますので、現在、利用されている方は何人

おられるのか。あわせて、その制度を設置した目的

からも逸脱するのではないかと、育てるべきでない

かなと思いますので、この点についてどういう見解

をお持ちなのか、伺っておきたいというふうに考え

ております。 

 次に、３７、３８ページにかかわって、町道の維

持管理費の問題についてお伺いいたします。 

 今回の道路の維持補修費というのは、いろいろと

燃料費も含めてなのですが、道路整備、側溝という

形の中で必要なものになってきています。道路の新

しい新設がないという状況の中で、町の政策の中に

も、ことし、来年という形の中で町道の維持費が減

額の方向にあります。途中で補正するということも

ありますので、適正な維持補修の予算を計上すべき

ではないかというふうに、年度末を迎えるという状

況の中で、その点を考慮した予算の配分というのが

必要だと思いますので、この点についてどういう見
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解をお持ちなのか伺っておきたいと思いますし、今

年度の道路維持予算というのはどのぐらい使われて

いるのかいうことは別としても、適正な予算の確保

ということが今年度の予算を見てもちょっと考えさ

せられる部分がありますので、この点についてお伺

いしておきたいと思います。 

 次にお伺いしたいのは、４３、４４ページにかか

わって、公園費という形で見晴台の整備、ことし、

来年にかけて整備されるかと思いますが、この用地

取得費の中で、平米当たりどのぐらいの単価で用地

買収が行われているのか。それとあわせて、パブ

リックコメントという形の中で見晴台の名称等も公

募しているかと思いますので、今後のそういう制度

において、町民の多くにこの利用形態においてもい

ろいろな声を聞く必要等あると思いますので、この

点。 

 それと、４５ページにかかわって、泉町北団地の

公営住宅の整備という形で行われておりますが、従

来から公営住宅の整備、あるいは道路整備、建物が

建ったときには、速やかにその周辺の環境を整える

という形の中で、道路や前庭、庭の整備をするとい

う形になっておりますが、北団地については舗装が

来年されるのか、今年度本来であれば速やかにする

ということがあったのだと思いますが、この点どう

いう方向性になっているのか、この点お伺いいたし

ます。 

 それと、学校給食の問題についてお伺いいたしま

す。 

 学校給食の整備という形の中で、本年度ボイラー

等の整備が行われましたが、来年度以降の整備は相

当老朽化しておりますので、そういう計画は当然あ

ると思いますので、この点。 

 それと、現在、学校給食というのは何食つくって

いるのか。それと、今、現場の話を聞きますと、学

校等における給食のプラスチック類、あるいは生も

の類、紙類という形の分別が非常にされていない

と、されているところもあるのですが、徹底してい

ただきたいというような声も出てきております。下

ではどうなるかということになると、現場で回収し

た後、非常な手間暇をかけて分別に苦慮していると

いうことが言われております。今、調理でも衛生面

でも保健所あたりから相当厳しく言われ、なおかつ

仕事ですから当然なのですが、事前の分別があれば

さらにその管理についても軽減されるというふうに

思いますので、この点についてお伺いしておきま

す。 

 次に、前後になりますが、５３ページの清富小学

校の学校閉校という形で、来年度からという形に

なっておりますので、この予算９０万円、分担金・

交付金という形でなっておりますが、この内訳はど

ういう内訳なのか。それとあわせて、学校が跡地利

用という形の中で、町の将来、１年以内にその計画

を持つということの説明がありましたが、町民にし

てみれば、やはり閉校した後の跡地利用というの

は、いろいろ意見を持っておられる方もおります。

そういう意味で、こういった部分に対しての住民の

声を聞くということも考えておられるのか、この点

お伺いしておきたいと思います。 

 次に、最後になりますが、５９ページの職員給与

費という形で、人事院勧告の中での給与の削減等が

出てきておりますので、将来的な給与費の町が示し

た職員定数も含めて将来の物の考え方をお聞きした

いと思いますが、既に組合との交渉の中で給与費の

考え方についても、予定ではこの１０月、１１月に

入っているという形になっておりますが、どういう

ような給与改定をしようとされているのか。 

 もう一つは、あわせて人事評価についても適正な

給与、いわゆる人の成果によって給与配分を決めよ

うという話かというふうに思いますので、こういっ

た部分に対しての何らかの評価基準を持っておられ

るのか。Ａという人は、従来の１００から１０５％

成果が上がりました。しかし、Ｂは１００をも超え

られないというような評価というのは、非常にこれ

は難しい評価の部分もあるのだろうと思いますの

で、こういった人事考査において、客観的にだれか

ら見てもこれは公平だと、公正だというような評価

というのは、本当に心情が入ったりいろいろな情が

絡むわけですから厳しい面もあると思いますので、

ましてこういう行政管理ということで、果たしてそ

れが人事評価という給与に結びつき、人の効率に、

評価に本当に正しいのかという問題も含まれており

ますので、物の考え方として今回承っておきたいと

思います。 

○議長（中川一男君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（岡崎光良君） ９番米沢議員の教

育委員会関係にかかわりましての御質問にお答え申

し上げたいと思います。 

 最初に、パークゴルフ場の指定管理者への指定管

理の件でございますが、今定例会におきまして指定

管理者の議案提出をしてございます。議決をいただ

いた後に、平成１８年４月１日から移行するわけで

すけれども、その中におきまして、御質問の現在出

店されている方に対しての説明でございますが、こ

の点につきましては、前段のお話として、担当の方

に指示をいたしまして説明をしているというふうに

してございますが、なお不十分ということにつきま

しては、また改めて不安のないように説明をしてま

いりたいというふうに考えてございます。 
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 それから、議決された後に指定管理者への移行に

当たりましては、協定という形で、その内容につき

まして詳細にわたりまして協定を結ぶわけですけれ

ども、これまでどおり利用者にとって支障のないよ

うに、不便のかかることのないように、スムーズな

移行をするように努めてまいります。 

 それから、補正予算関係でございますが、給食セ

ンターの施設整備についての御質問でございます。 

 現在、１,１８０食ほど提供してございます。そ

の中におきまして、やはり施設の老朽化と申します

か、年数経過とともに不備な点が出てきておりま

す。来年度以降におきまして、計画してございます

のもいろいろございます。調理室天井の整備である

とか、屋根の整備、それから給食配送車におきまし

ても１９年度には更新をしてまいるように考えてご

ざいます。 

 それから、ごみの分別に関しましては、かねてか

ら各学校に分別を徹底するようにというふうにお願

いをしているところですけれども、実態として中に

はまじっていたり、プラスチックのものの中に違う

ものがまじっているといったものが見受けられてお

りますので、この点につきましては、学校長の会議

におきましても、さらに徹底をするようにお願いを

していきたいと思います。 

 それからもう１点、清富小学校の閉校に関しまし

てですが、今回の補正予算におきまして負担金９０

万円を計上してございます。この中身につきまして

は、閉校実行委員会を設立させるということに対し

ての負担でございます。式典に係る費用、それから

記念品、記念誌の作成、表彰、それから事務費につ

きまして、これら内容といたしまして９０万円を負

担する予定でございます。 

 それから、清富小学校の現在の建物の来年４月以

降の跡地の利用につきましては、現時点におきまし

ては今後において検討するということになるわけで

すけれども、何といってもやはり地元の住民の方々

の意向に添った形でということで、補助事業のメ

ニューの範囲内といいますか、補助金の返還となら

ない範囲での活用となりますけれども、何といって

も地元住民の方々の意向を第一に考えまして、跡地

利用の検討を進めてまいりたいというふうに考えて

ございます。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 税務課長、答弁。 

○税務課長（高木香代子君） 過年度の町税還付金

でありますが、個人住民税の過年度分還付確定申告

及び法人町民税の確定申告による平成１６年予定納

税分の還付金でございます。 

 それから、督促状の関係でございますが、納付期

限後の督促におきましては、第１回目の督促におき

ましては、はがきをもって督促状を出しておりま

す。２回目以降の督促におきましては、封書によっ

て行っております。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（米田末範君） 御質問いただきま

した社会福祉協議会への補助の関連でございます

が、これにつきましては、事務局職員の方の給与

費、手当、それから共済費によって起きた内容のも

ので、今回補正をさせていただくものでございま

す。 

 なお、ヘルパーの方々等に関しましては、社会福

祉協議会がサービス提供事業者として事業で展開を

いたしていただいてございますことから、これらに

ついては対応しているものではございませんが、現

在のヘルパーの方々が何人かということについてい

は、それからあわせて出入りしているということで

ございますが、確たる内容は私も確認いたしてござ

いません。 

 それから、今後のヘルパーのありようということ

でございますが、まだ、第２期、第３期に向けての

内容の中では、それらについてはまだ変化があると

いうふうには私自身はとらえてございませんでした

ものですから、特にその体制というものを特段考え

てなかったということでございます。 

 それから、３点目の上乗せサービスにかかわっ

て、現在の利用は何人かということですが、これは

後ほどお伝えをしたいと思いますが、今後のありよ

うということでございますけれども、上乗せサービ

ス自体が今後の予防介護にどう対応していけるもの

かということも各種ございますので、これについて

はもう少し検討を加えさせていただこうと思ってご

ざいますが、継続するとすれば、応分の御負担を

ちょうだいしながら進めていくことで、その効果を

発揮していくことも一つの方策であろうかというふ

うには思ってございます。もう少し時間をちょうだ

いしたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（田中博君） １点目の道路側溝の

件でございますけれども、これにつきましては当初

予算におきまして、年間五、六百万円ぐらいずつは

計上しております。今回のこの補正につきまして

は、２次の調整交付金におきまして、今まで継続し

て行ってきております南基線の北２１号から北２０

号間がことしで完了いたしますけれども、４５メー

トル分の側溝整備を行うものでございます。 

 ２点目の見晴台公園につきましては、平米当たり
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単価でございますけれども、これにつきましては宅

地見込み地といたしまして、平米６,６００円とい

うことで予定してございます。 

 それから、パブリックコメントの件につきまし

て、議員と同じように考えておりまして、名称等、

また管理運営の方につきましても広く意見をいただ

きたいと、そのように考えております。 

 それから、３点目の泉町北団地の３号棟でござい

ますけれども、これの周辺整備の中におきまして、

扇町通のことかと思いますけれども、これにつきま

しては今後の調整交付金などによりまして、今のと

ころ想定しておりますのは、平成１９年以降に整備

をしていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（佐藤憲治君） 職員の給与に関しまし

て、人事院勧告等の部分での御質問でありますが、

本年、夏の人事院勧告におきましては２点ございま

すが、１点目としては、さきの臨時議会で議決いた

だきました給与改定の部分でございますが、もう１

点は、これまでの市町村職員の給与制度につきまし

て、抜本的な制度改革が勧告内容としてなってござ

いまして、それは来年の４月施行という部分でござ

いますけれども、これの中には議員からの御質問が

ありました昇級に当たっての勤務評定等の部分と

か、いろいろな勧告内容となってございまして、こ

れらにつきましては職員組合とも、ただいま人事院

勧告に基づいて見直しを図っていくようなことで、

ただいま協議をしているところでございます。 

○議長（中川一男君） 再質問は、昼食休憩後とし

てよろしいですか。 

 昼食休憩といたします。 

────────────────── 

午前１１時５８分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 昼食休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程第３ 議案第１号の件を米沢議員の再質問か

ら続行いたします。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 税の督促の関係で、１回

目、２回目からという形で報告がありましたので、

それを最初からそういう形にできないものかという

ふうに考えております。 

 確かに税を滞納しているという形で、町の方では

将来は名前を公表するというようなことも言ってお

りますが、それ以前に、そういう人であっても一定

のきっちり納めている方もおられますし、悪質な方

もおられるのかもしれませんが、それが一つにすべ

てが悪質だというイメージになっては困りますの

で、一生懸命おくれながらも納めているという方も

おられます。そういうことを考えたときに、やはり

最初からきちっと名前を伏せるという形、金額も伏

せるという形の方向で検討する余地があるのではな

いかというふうに考えますので、この点、もう一度

確認しておきたいというふうに思います。 

 次は、介護保険の問題では、今後、上乗せ部分に

ついては、これが果たして効果があるのかどうなの

かという形の話が出てきましたが、私、効果がある

というふうに判断しておりますし、確かに町の財政

からするとお金がかかるという論議になります。予

防給付という形の中で、制度も変わってくるという

こともありますが、基本は安心して介護が受けられ

るかどうか、負担を少しでも軽減できるようにする

というのが、こういう介護予防医療も含めて上乗せ

だとかという形になっているのだと思いますので、

この点はきっちり押さえて対処する必要があるので

はないかというふうに考えておりますので、もう一

度、この点を答弁願いたいというふうに考えており

ます。 

 あと、ヘルパーが何年度からなるのか調べていた

だきたいと思うのですが、すぐ法制度の改正によっ

て移行するのかということがあると思いますが、将

来、国ではそういう方向でいきますというような制

度の改正がうたわれておりますので、ヘルパーにつ

いては介護福祉士の資格を基準としますと、それで

ないと報酬も下がりますということの話でありま

す。そういう意味では、やはりそういう移行段階に

当たっては、支援する体制がなければ、福祉協議会

独自でも行うことは可能なのかもしれませんが、財

政的な負担、あるいは個人的な負担が伴います。そ

ういう意味では、いつからそういうものが実施され

ようとしているのかということも見きわめて、十分

その支援する体制を行政としても方向性を持つ必要

があると思いますので、この点について、もう一度

答弁願いたいというふうに思っております。 

 あと、人事評価の点についてですが、その判断基

準の問題等があります。この行政改革の大綱の中に

は、来年度は約５,５００万円の給与の見直しで行

う。そのほか手当も含めるという形で細かい数字も

載っておりますが、やはり生活にかかわる部分も職

員にしたらありますので、そういった部分での点

で、よく組合員としっかり話すその前提で、やはり

一方的な給与の削減というふうにはならないと思い

ますので、その点。 

 それと、人事評価の点についてなのですが、これ

は非常に難しいと思うのですね。一般の企業でした
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ら何ぼ売り上げがあったと、それに対して目標です

と、これに対して何割足した、１００％超したとい

う形で一目瞭然わかるというのはありますが、行政

というのはそういう意味ではまた違う側面も持って

おりますので、こういった意味で、本当にこういっ

た評価が正しいのかどうなのかという点で疑問があ

ります。 

 もしも実施するとすれば、町では第三者も含め

て、そういった私情が入らない感じで対応するとい

う形になるのだろうと思いますが、この点、どうい

うイメージで進められようとしているのか、もう一

度答弁願いたいと思います。 

 学校の跡地利用については、地域住民を第一にと

いうことでありますから、それは大切にしていただ

きたいのと同時に、やはり多くの人たちも、当然も

う既に何らかの形でかかわっていますから、そうい

う意味では、そういう人たちも含めて将来のあり方

というものを幅広く意見を求めて、どうするのかと

いうことをきっちり対策を講じる窓口を開くという

ことが必要だと思いますので、この点もう一度答弁

願いたいというふうに思います。 

○議長（中川一男君） 税務課長、答弁。 

○税務課長（高木香代子君） 米沢議員の質問にお

答えいたします。 

 内容が見えない方法といたしましては、目隠しの

シールを張る方法、それから折り込む方法等ありま

すけれども、今後、検討してまいりたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（米田末範君） 米沢議員の御質問

にお答えしたいと思いますが、前段お許しをいただ

きまして、後ほど上乗せの利用の数をということで

ございましたが、今年度につきましては短期入所が

４件と、それから訪問介護につきましては２１件の

利用がございました。 

 まず、１点目の上乗せサービスにかかわる内容で

ございますが、効果があるかないかというところで

ございますが、在宅を推進するということからいえ

ば、それらの対応については、私どもとしても比較

的ある程度の効果はあるというふうには思ってござ

います。ただ、実施していくかどうかということ

も、先ほど申し上げましたように時間をちょうだい

したいということでありますが、当然にしていろい

ろな状況からいっても介護保険の限度額をお使いい

ただいている、さらにその上ということでございま

すので、応分の御負担をちょうだいすることで、そ

の機能を維持するということも一つの方法ではない

かなというふうには考えてございます。 

 次に、ホームヘルパーの関連でございますが、こ

れ基本的には各事業者の方々がお考えいただくこと

になろうと思いますが、そういう中にありまして、

今の私どもの知り得る情報の中では、第３期の介護

保険のかかわりには直接的に影響はないというふう

にお聞きをいたしてございまして、経過的にはおお

むね３年というふうには聞いてございますが、まだ

確定はしてないようであります。 

 これらの中で、この３年間の中でどういうふうに

２級のヘルパーの方々を介護福祉士に移行させてい

くのかということについては、何回も申し上げます

が、やはり事業所としてお考えいただくこと、もし

くは個々で介護福祉士としての認定をちょうだいし

ていく形というのが起き得るのかなというふうには

考えます。それぞれホームヘルパーの方々の所属が

ありますし、それぞれの事業所で基本的にはお考え

いただくことになっていくものというふうに理解を

してございます。 

 町としてどうしていくかということ、社会福祉協

議会に対応して、支援の体制としてどうするかとい

うことでございますが、今申し上げましたように、

基本的には事業所でお考えをいただくことが大事で

あろうというふうに思ってございます。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（佐藤憲治君） 米沢議員の４点目でご

ざいます。人事評価に関する御質問でありますが、

職員給与の勤務実績の導入ということで勧告がなさ

れておりますが、これについては、今、勧告内容で

示されておりますＡからＥまでということで、良好

から良好でないという５段階の勤務評定をすること

の内容になってございますが、これらについては、

これの判断基準がまさに客観的に求められてくるこ

とになりますので、これらの国の判断基準を参考に

しながら、職員組合ともこれらについての協議を重

ねてまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（中川一男君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（岡崎光良君） 米沢議員の５点目

の再質問でございますが、清富小学校の跡地利用に

関しましては、第１としまして、清富住民会の住民

の方々の意向を踏まえながら検討していくというふ

うに考えてございますが、議員御意見のように、多

くの方々のまた意見をいただきながら、より有効的

な活用を検討してまいりたいというふうに考えてご

ざいます。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質
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疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第４ 議案第２号 

○議長（中川一男君） 日程第４ 議案第２号平成

１７年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ただいま上程され

ました議案第２号平成１７年度上富良野町国民健康

保険特別会計補正予算（第３号）につきまして、提

案の要旨を御説明申し上げます。 

 まず、歳入に関しましては、１点目は退職者医療

に関する前年度療養給付金交付金の精算に伴いまし

て、交付を受けるものであります。２点目は、一般

会計繰入金のうち、基盤安定負担、財政安定化支

援、職員給与費のそれぞれについて額が確定したこ

とによりまして、所要の補正をするものでありま

す。 

 歳出に関しましては、１点目は、職員の給与費等

を減額しようとするものであります。２点目は、保

険税につきまして、資格喪失等、世帯移動の変更に

よる還付のため所要の補正をしようとするものであ

ります。３点目は、国庫負担金につきまして、前年

度分が超過交付となっておりましたので、償還のた

め所要の補正をしようとするものであります。 

 以下、議案を朗読しながら御説明いたします。 

 議案第２号平成１７年度上富良野町国民健康保険

特別会計補正予算（第３号）。 

 平成１７年度上富良野町の国民健康保険特別会計

の補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１,０２０万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１１億８,７７３万６,００

０円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きいただきたいと存じます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 補正額のみを申し上げます。 

 １.歳入。 

 ３款療養給付費交付金、補正額１,１０４万２,０

００円。 

 ７款繰入金８３万７,０００円の減。 

 歳入合計といたしまして、１,０２０万５,０００

円となります。 

 ２.歳出。 

 １款総務費９７万９,０００円の減。 

 ９款諸支出金１,４５８万６,０００円。 

 １０款予備費３４０万２,０００円の減。 

 歳出合計といたしまして、１,０２０万５,０００

円となります。 

 次のページの歳入歳出予算補正事項別明細書以降

につきましては、説明を省略させていただきます。 

 以上で御説明といたします。 

 御審議賜りまして、お認めいただきますようお願

い申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 質疑に入ります。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第５ 議案第３号 

○議長（中川一男君） 日程第５ 議案第３号平成

１７年度上富良野町老人保健特別会計補正予算（第

２号）の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ただいま上程され

ました議案第３号平成１７年度上富良野町老人保健

特別会計補正予算（第２号）につきまして、提案の

趣旨を御説明申し上げます。 

 平成１７年度におきまして、医療費及び事業者の

動向が当初見込みより増加傾向にありますことか

ら、医療費及びそれに伴う交付金等につきまして増

額補正をしようとするものであります。 

 以下、議案を朗読しながら御説明いたします。 

 議案第３号平成１７年度上富良野町老人保健特別

会計補正予算（第２号）。 

 平成１７年度上富良野町の老人保健特別会計の補

正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 
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 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１億９３６万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ１２億９,１５１万１,０００円とす

る。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きいただきたいと存じます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 補正額のみ申し上げます。 

 １.歳入。 

 １款支払基金交付金６,２６２万６,０００円。 

 ２款国庫支出金３,１１５万６,０００円。 

 ３款道支出金７７８万９,０００円。 

 ４款繰入金７７８万９,０００円。 

 歳入合計といたしまして、１億９３６万円となり

ます。 

 ２.歳出。 

 医療諸費、補正額１億９３６万円。 

 歳出合計といたしまして、１億９３６万円となり

ます。 

 次のページの歳入歳出予算補正事項別明細書以降

につきましては、説明を省略させていただきます。 

 以上で説明といたします。 

 御審議賜りまして、お認めいただきますようお願

い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第３号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第６ 議案第４号 

○議長（中川一男君） 日程第６ 議案第４号平成

１７年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第

３号）の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米田末範君） ただいま上程され

ました議案第４号平成１７年度上富良野町介護保険

特別会計補正予算（第３号）につきまして、補正の

趣旨を御説明申し上げます。 

 １点は、介護保険特別会計所属職員給与費の人事

異動等の影響によります減額補正であります。２点

目は、介護保険法の改正に伴い、平成１８年４月１

日から介護認定にかかわる１次判定内容が改正され

るため、各保険者に国よりそのコンピューターソフ

トが変更配付となり、現有コンピューターが対応で

きないため、新たにパーソナルコンピューターの導

入に関係補助を得て整備しようとするものでありま

す。 

 以下、議案を朗読し説明といたします。 

 議案第４号平成１７年度上富良野町介護保険特別

会計補正予算（第３号）。 

 平成１７年度上富良野町の介護保険特別会計の補

正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ８２万５,０００円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ６億７,５７２万９,０００円

とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きいただきたいと思います。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １.歳入。 

 款の補正額のみを申し上げます。 

 ２款国庫支出金８万円。 

 ６款繰入金９０万５,０００円の減。 

 歳入補正額合計が８２万５,０００円の減となる

ところであります。 

 ２.歳出。 

 １款総務費８２万５,０００円の減。 

 補正額合計が８２万５,０００円の減となるとこ

ろであります。 

 ２ページ目以降の事項別明細書及び給与明細書に

つきましては、説明を省略させていただきます。 

 以上で説明といたします。 

 御審議賜り、御承認賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第４号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第７ 議案第５号 

○議長（中川一男君） 日程第７ 議案第５号平成

１７年度上富良野町簡易水道事業特別会計補正予算

（第３号）の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） ただいま上程いただ

きました議案第５号平成１７年度上富良野町簡易水

道事業特別会計補正予算（第３号）につきまして、

補正の要旨を御説明申し上げます。 

 歳入の１点としまして、消費税確定申告に伴う還

付金の増額でございます。２点目としまして、歳出

減に伴いましての一般会計繰入金の減額でございま

す。 

 歳出の１点目としまして、給与費改定に伴う減額

でございます。２点目としまして、里仁浄水場に係

る光熱水費の増額計上でございます。３点目としま

して、里仁ろ過施設整備事業の外構工事費確定によ

ります減額でございます。４点目としまして、起債

償還利子率を当初２.５％見積もりでありました

が、実質２.０％に確定したことにより減額をする

ものでございます。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 議案第５号平成１７年度上富良野町簡易水道事業

特別会計補正予算（第３号）。 

 平成１７年度上富良野町の簡易水道事業特別会計

の補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ４８万９,０００円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ６,８７８万５,０００円とす

る。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 次のページをお開きいただきたいと思います。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 補正額のみ申し上げます。 

 １.歳入。 

 ２款繰入金１５０万４,０００円の減。 

 ４款諸収入１０１万５,０００円。 

 歳入の合計４８万９,０００円の減でございま

す。 

 ２.歳出。 

 １款衛生費１４万９,０００円。 

 ２款公債費６３万８,０００円の減。 

 歳出の合計４８万９,０００円の減でございま

す。 

 次のページの歳入歳出予算補正事項別明細書から

以降につきましては、説明を省略させていただきま

す。 

 以上で補正予算の説明といたします。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第５号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第８ 議案第６号 

○議長（中川一男君） 日程第８ 議案第６号平成

１７年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正予

算（第３号）の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） ただいま上程いただ

きました議案第６号平成１７年度上富良野町公共下

水道事業特別会計補正予算（第３号）につきまし

て、補正の要旨を御説明申し上げます。 

 歳入の１点目としまして、自己財源充当による繰

入金の補正でございます。２点目としまして、建設

事業費確定などによります町債の補正でございま

す。 

 歳出の１点目としまして、給与費改定及び職員削

減に伴いましての一般管理費の補正でございます。

２点目としまして、起債対象事業費確定などによる

建設事業費の補正でございます。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 議案第６号平成１７年度上富良野町公共下水道事

業特別会計補正予算（第３号）。 

 平成１７年度上富良野町の公共下水道事業特別会

計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 
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 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ１,３３３万円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ３億５,９９９万４,０００円とす

る。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 地方債の補正。 

 第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補

正」による。 

 次のページをお開き願いたいと思います。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 補正額のみ申し上げます。 

 １.歳入。 

 ３款繰入金１,０５３万円の減でございます。 

 ６款町債２８０万円の減。 

 歳入の合計といたしまして１,３３３万円の減で

ございます。 

 ２.歳出。 

 １款下水道事業費１,３３３万円の減でございま

す。 

 次のページをお開き願いたいと思います。 

 第２表、地方債補正。 

 (1)変更。起債の目的、公共下水道事業（一般

分）の限度額は２８０万円減の１,２４０万円でご

ざいます。 

 次のページの歳入歳出予算補正事項別明細書から

１４ページまでにつきましては、説明を省略させて

いただきます。 

 １５ページをお開き願いたいと思います。 

 下水道事業債の地方債の当該年度末現在高見込額

は、２７９万９,０００円の減の３３億６,５００万

４,０００円でございます。 

 以上で補正予算の説明といたします。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第６号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第９ 議案第７号 

○議長（中川一男君） 日程第９ 議案第７号平成

１７年度上富良野町水道事業会計補正予算（第１

号）の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） ただいま上程いただ

きました議案第７号平成１７年度上富良野町水道事

業会計補正予算（第１号）につきまして、補正の要

旨といたしましては、給与費改定に伴いましての減

額でございます。予備費につきましては、収支の差

額分を計上するものでございます。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 議案第７号平成１７年度上富良野町水道事業会計

補正予算（第１号）。 

 総則。 

 第１条、平成１７年度上富良野町水道事業会計補

正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 収益的収入及び支出。 

 第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。 

 補正予定額のみ申し上げます。 

 支出。 

 第１款水道事業費用、第１項営業費用３７万３,

０００円の減。 

 第４項予備費３７万３,０００円。 

 議会の議決を経なければ流用することのできない

経費。 

 第３条、予算第５条に定めた経費の金額を次のよ

うに改める。 

 (1)職員給与費３７万３,０００円の減でございま

す。 

 次のページの平成１７年度上富良野町水道事業会

計予算実施計画から以降につきましては、説明を省

略させていただきます。 

 以上で補正予算の説明といたします。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） これをもって質疑、討論を

終了いたします。 

 これより、議案第７号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第１０ 議案第８号 

○議長（中川一男君） 日程第１０ 議案第８号平

成１７年度上富良野町病院事業会計補正予算（第２

号）の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 病院事務長。 

○病院事務長（垣脇和幸君） ただいま上程されま

した議案第８号平成１７年度上富良野町病院事業会

計補正予算（第２号）につきまして、補正の要旨に

ついて御説明いたします。 

 最初に、予算第３条の収益的収入、支出について

でございますが、１点目は、医業収益の外来、入院

の減額を計上いたすものでございます。薬の長期投

与、患者負担の変更などにより、診療収入が減少し

ており、同じく支出におきまして、薬剤費、診療材

料費の相当額の減額を行うものでございます。 

 ２点目は、退職事務職員の不補充により委託を行

う費用の補正をお願いするものでございます。ま

た、今般の人事院勧告に伴います給与改定に伴う給

与・手当等の減額を行うものでございます。 

 ３点目は、カルテのＡ版化切りかえにかかわりま

す消耗備品の増及び消費税につきましては、納付予

定額の補正を行うものでございます。 

 ４点目は、資本的収入、支出についてでございま

すが、寄附金の計上でございます。町民４名の方よ

り、３５万円の御寄附をいただきましたことから、

趣旨に沿って備品等の購入に関して所要の費用を計

上いたすものでございます。 

 次に、議決事項の変更といたしまして、職員給与

費等の額を改めるものでございます。 

 以下、議案を朗読し説明といたします。 

 議案第８号平成１７年度上富良野町病院事業会計

補正予算（第２号）。 

 総則。 

 第１条、平成１７年度上富良野町病院事業会計の

補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 収益的収入及び支出。 

 第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。 

 補正予定額のみ申し上げます。 

 収入。 

 第１款病院事業収益１,５８６万円の減。 

 第１項医業収益、同じく１,５８６万円の減。 

 支出。 

 第１款病院事業費用１,５８６万円の減。 

 第１項医業費用１,６７２万１,０００円の減。 

 第２項医業外費用８６万１,０００円。 

 資本的収入及び支出。 

 第３条、予算第４条に定めた資本的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。 

 収入。 

 第１款資本的収入３５万円。 

 第４項寄附金３５万円。 

 支出。 

 第１款資本的支出３５万円。 

 第２項建設改良費３５万円。 

 議会の議決を経なければ流用することのできない

経費。 

 第４条、予算第７条に定めた経費の金額を次のよ

うに改める。 

 １.職員給与費１,７６８万２,０００円の減。 

 次に、１ページからの補正予算実施計画書及び補

正予算給与費明細書につきましては、説明を省略さ

せていただきます。 

 以上、説明といたします。 

 御審議いただきまして、お認めいただきますよう

お願いいたします。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第８号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第１１ 認定第１号 

日程第１２ 認定第２号 

○議長（中川一男君） 日程第１１ 認定第１号平

成１７年第３回定例会で付託された継続審査の議案

第８号平成１６年度上富良野町各会計歳入歳出決算

認定の件、日程第１２ 認定第２号平成１７年第３

回定例会で付託された継続審査の議案第９号平成１

６年度上富良野町企業会計決算認定の件を一括して

議題といたします。 

 本件に関し、委員長の報告を求めます。 

 各会計及び企業会計決算特別委員長西村昭教君。 

○各会計及び企業会計決算特別委員長（西村昭教

君） ただいま上程されました２件につきまして、

朗読をもって報告にかえさせていただきます。 



 

― 78 ―

 認定第１号平成１７年度第３回定例会付託案件の

議案第８号平成１６年度上富良野町各会計歳入歳出

決算認定の件を朗読をもって報告いたします。 

 各会計決算特別委員会審査報告書。 

 本委員会は、平成１７年第３回定例会において、

閉会中の継続審査に付された下記案件を審査した結

果、次の意見を付し認定すべきものと決定したの

で、会議規則第７７条の規定により報告する。 

 平成１７年１１月２２日、上富良野町議会議長中

川一男様。 

 各会計決算特別委員会委員長西村昭教。 

 記。 

 付託事件名、議案第８号平成１６年度上富良野町

各会計歳入歳出決算認定の件。 

 １.審査の経過。 

 本委員会は、平成１７年１０月５日、６日、７日

の３日間開会し、正副委員長を選出後、委員会を公

開とし、直ちに２分科会による分担書類審査を行

い、全体による審議を行った上、各分科会の審査報

告を求め、この報告をもとに委員相互の意見交換と

理事者の所信を質し意見集約をした。 

 ２.決定。 

 慎重に審査した結果、本決算は次の意見を付し、

原案のとおり認定するものとした。 

 監査委員の審査意見は、いずれも的確な判断によ

るものと認められるので、この指摘事項について

は、早急に改善または対応し、執行に当たられるよ

う強く要望する。 

 特に、別記「平成１６年度各会計歳入歳出決算特

別委員会審査意見書」について善処されたい。 

 別記。平成１６年度上富良野町各会計歳入歳出決

算特別委員会審査意見書。 

 各会計。 

 １.町税及び税外収入について。 

 ①滞納額、収入未済額が増額しているので、収納

向上策として、滞納者の状況分析に基づいたきめ細

かい督促と納税相談を実施するとともに、分納誓約

書の活用、保証人制度の厳格な適用と悪質な滞納者

には強制執行を含め、一層の解消に努められたい。 

 ②不納欠損処分については、その内容を明確に区

分するとともに、十分精査の上実施されたい。 

 ２.収納事務処理について。 

 収納事務処理に当たっては、十分にチェック機能

を強化し、徹底を図られたい。 

 ３.補助金・負担金について。 

 行財政改革の観点から一層その使途を精査し、奨

励事業、支援事業、団体運営等の目的に沿った事業

効果・評価を取り入れ、効果的な運営を図られた

い。 

 ４.需用費について。 

 燃料等の購入を含めた需用費については、経費節

減に努力すること。 

 ５.委託業務について。 

 委託業務は、財政効果が一層上がるよう進められ

たい。 

 ６.備品購入について。 

 購入時期、購入方法等適正な予算執行に努められ

るとともに、備品の有効活用を図られたい。 

 ７.クリーンセンターの維持管理について。 

 年々修繕費が増加しており、計画的な維持管理に

努められたい。 

 ８.保育所運営について。 

 保育所運営について、保育料の負担軽減に努めら

れたい。 

 ９.子育て支援について。 

 学童保育の運営については、受け入れ時間の延

長、受け入れ枠の拡大等充実を図られたい。 

 １０.公園・広場等の管理について。 

 公園・広場等の管理のあり方について十分検討さ

れたい。 

 １１.教育について。 

 地場農産物の活用を図り、食育の教育をさらに進

められたい。 

 １２.職員手当について。 

 持ち家手当と通勤手当については、見直しを図ら

れたい。 

 １３.介護保険について。 

 在宅サービスの利用促進と低所得者利用者の負担

軽減措置の充実に一層努められたい。 

 認定第２号平成１７年第３回定例会付託案件。 

 議案第９号平成１６年度上富良野町企業会計決算

認定。 

 企業会計決算特別委員会審査報告書。 

 １.審査の経過。 

 本委員会は、平成１７年１０月５日、６日、７日

の３日間開会し、正副委員長を選出後、委員会を公

開とし、直ちに２分科会による分担書類審査を行

い、全体による審議を行った上、各分科会の審査報

告を求め、この報告をもとに委員相互の意見交換と

理事者の所信を質し意見集約とした。 

 ２.決定。 

 慎重に審査した結果、本決算は次の意見を付し、

原案のとおり認定するものとした。 

 監査委員の審査意見は、いずれも的確な判断によ

るものと認められるので、この指摘事項について

は、早急に改善または対応し、執行に当たられるよ

う強く要望する。 

 特に、別記「平成１６年度企業会計決算特別委員
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会審査意見書」について善処されたい。 

 平成１６年度上富良野町企業会計決算特別委員会

審査意見書。 

 病院事業会計について。 

 １.未収金について。 

 患者負担金の未収金については、利用者の公平性

と病院の健全経営を図るため、未収金の解消にきめ

細かい督促と保証人制度の厳格な適用を図られた

い。 

 水道事業会計。 

 １.未収金について。 

 水道使用料の収納については、より一層の努力を

払うとともに、不誠実な未納者に対しては、引き続

き給水停止等も含め断固とした態度で臨まれたい。 

 以上、認定第１号、２号、よろしくお願い申し上

げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、認定第１

号、認定第２号の報告を終わります。 

 最初に、認定第１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 平成１６年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定

の件に対する委員長の報告は、意見を付し認定すべ

きものであります。 

 本決算は、委員長の報告のとおり認定することに

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、平成１７年第３回定例会で付託された議

案第８号平成１６年度上富良野町各会計歳入歳出決

算認定の件は、委員長の報告のとおり認定すること

に決しました。 

 次に、認定第２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 平成１６年度上富良野町企業会計決算認定の件に

対する委員長の報告は、意見を付し認定すべきとす

るものであります。 

 本決算は、委員長の報告のとおり認定することに

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、平成１７年第３回定例会で付託された議

案第９号平成１６年度上富良野町企業会計決算認定

の件は、委員長の報告のとおり認定することに決し

ました。 

────────────────── 

◎休会の議決 

○議長（中川一男君） お諮りいたします。 

 議事の都合により、１２月２２日から１２月２７

日までの６日間を休会といたしたいと思いますが、

これに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、１２月２２日から１２月２７日までの６

日間、休会とすることに決しました。 

────────────────── 

◎散会宣告 

○議長（中川一男君） 以上で、本日の日程は全部

終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 あす以降の予定について、事務局長から報告いた

させます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 御報告申し上げます。 

 ただいま御決定いただきましたとおり、明２２日

から２７日までの６日間は休会といたします。１２

月２８日は、本定例会の３日目で、開会は午前９時

でございます。 

 なお、閉会中の明２２日は、議員協議会を午前９

時から第２会議室で開会いたしますので、定刻まで

御参集賜りますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

午後 １時４９分 散会 
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○議事日程（第３号） 

 第 １ 会議録署名議員の指名の件 

 第 ２ 議案第 ９号 上富良野町手数料条例の一部を改正する条例 

 第 ３ 議案第１０号 上富良野町生活安全推進条例 

 第 ４ 議案第１１号 上富良野町葬斎場の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例 

 第 ５ 議案第１２号 財産の譲与について 

 第 ６ 議案第１３号 上富良野町軽費老人ホームの設置及び管理に関する条例を廃止する条例 

 第 ７ 議案第１４号 上富良野町立学校設置条例の一部を改正する条例 

 第 ８ 議案第１５号 上富良野町乗合自動車の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 第 ９ 議案第１６号 日の出公園施設の指定管理者の指定について 

 第１０ 議案第１７号 吹上温泉保養センターの指定管理者の指定について 

 第１１ 議案第１８号 上富良野町パークゴルフ場の指定管理者の指定について 

 第１２ 議案第１９号 ポロピナイ川改修工事（Ｈ１６国債）請負契約変更の件 

 第１３ 議案第２０号 旭野川砂防工事（Ｈ１７国債）請負契約締結の件 

 第１４ 議案第２１号 衣川橋橋梁架替工事（下部工）請負契約締結の件 

 第１５ 議案第２２号 上川支庁管内町村公平委員会共同設置規約の変更の件 

 第１６ 議案第２３号 上川教育研修センター組合規約の変更の件 

 第１７ 議案第２４号 富良野地区環境衛生組合規約の変更の件 

 第１８ 議案第２５号 富良野地区介護認定審査会規約の変更の件 

 第１９ 発議案第１号 国の季節労働者冬期援護制度の存続・拡充を求める意見の件 

 第２０ 閉会中の継続調査申出の件 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席議員（１８名） 

      １番  清 水 茂 雄 君          ２番  徳 島  稔 君 

      ３番  岩 崎 治 男 君          ４番  梨 澤 節 三 君 

      ５番  小 野   忠 君          ６番  米 谷  一 君 

      ７番  岩 田 浩 志 君          ８番  吉 武 敏 彦 君 

      ９番  米 沢 義 英 君         １０番  仲 島 康 行 君 

     １１番  中 村 有 秀 君         １２番  金 子 益 三 君 

     １３番  村 上 和 子 君         １４番  長谷川 徳 行 君 

     １５番  向 山 富 夫 君         １６番  渡 部 洋 己 君 

     １７番  西 村 昭 教 君         １８番  中 川 一 男 君 

─────────────────────────────────────────────── 

○早退議員（１名） 

      １番  清 水 茂 雄 君 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長  尾 岸 孝 雄 君     助 役  田 浦 孝 道 君 

 教 育 長  中 澤 良 隆 君     代表監査委員  高 口  勤 君 

 教育委員会委員長  増 田 修 一 君     農業委員会会長  松 藤 良 則 君 

 総 務 課 長  佐 藤 憲 治 君     企画財政課長  北 川 雅 一 君 

 産業振興課長 
          小 澤 誠 一 君     税 務 課 長  高 木 香代子 君 
 農業委員会事務局長 

 保健福祉課長  米 田 末 範 君     町民生活課長  尾 崎 茂 雄 君 

 建設水道課長  田 中  博 君     会 計 課 長  越 智 章 夫 君 

 教育振興課長  岡 崎 光 良 君     ラベンダーハイツ所長  早 川 俊 博 君 

                        産 業 振 興 課 
 町立病院事務長  垣 脇 和 幸 君              多 湖 逸 郎 君 
                        商工観光班主幹 
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 町 民 生 活 課 
          服 部 久 和 君 
 生活環境班主幹 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長  中 田 繁 利 君     次 長  藤 田 敏 明 君 

 主 査  大 谷 隆 樹 君 
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １８名） 

─────────────────── 

◎開議宣告 

○議長（中川一男君） 出席まことに御苦労に存じ

ます。 

 ただいまの出席議員は、１８名であります。 

 これより、平成１７年第４回上富良野町議会定例

会第３日目を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

─────────────────── 

◎諸般の報告 

○議長（中川一男君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 御報告申し上げます。 

 議会運営委員長並びに各常任委員長より、閉会中

の継続調査として、別紙配付のとおり調査事項の申

し出がありました。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

─────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（中川一男君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

    １２番 金 子 益 三 君 

    １３番 村 上 和 子 君 

を指名いたします。 

─────────────────── 

◎日程第２ 議案第９号 

○議長（中川一男君） 日程第２ 議案第９号上富

良野町手数料条例の一部を改正する条例の件を議題

といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ただいま上程され

ました議案第９号上富良野町手数料条例の一部を改

正する条例につきまして、提案の趣旨を御説明申し

上げます。 

 ごみの有料化につきましては、上富良野町廃棄物

の処理及び清掃に関する条例に基づき、平成１４年

１０月１日より、燃やすごみ、埋めるごみ、破砕す

るごみの非資源化物に係る収集・運搬・処理に要す

る費用の一部として３分の１程度の手数料を負担願

い、３年が経過したところであります。 

 町は、平成１６年９月３０日策定しました新行財

政改革基本方針、自立に向けた上富良野再生プラン

に基づき、受益者負担の適正化を図るため、円滑な

制度導入のために、負担低減していました料金を改

正し、さらなる歳入の確保、負担の公平性、減量化

及び資源化を図るべく、手数料を改正するものであ

ります。 

 次に、建築基準法に関する建築物及び工作物の確

認申請、完了検査についてでありますが、平成１５

年、限定特定行政庁の設置時から３年が経過してお

り、その後の法改正などによる審査項目の増加、複

雑化に伴う審査時間の増加分を増額とし、コストに

応じた対価の徴収原則から、公費負担と受益者負担

を反映させるため、申請手続手数料を改正するもの

でございます。 

 以下、議案を要約しながら御説明いたします。 

 議案第９号上富良野町手数料条例の一部を改正す

る条例。 

 上富良野町手数料条例（平成１２年上富良野町条

例第２号）の一部を次のように改正する。 

 別表３７の項につきましては、ごみ手数料とし

て、町が収集・運搬する場合と、排出者が処理施設

で直接搬入する場合であります。 

 また、同表４４の項につきましては、建築確認申

請手数料、完了検査申請手数料、工作物を築造する

場合、確認を受けた工作物の計画を変更して築造す

る場合。 

 同表４５の項につきましては、仮設建築物の建築

許可申請手数料であり、同表４６の項につきまして

は、新規さら地での団地計画する場合の申請、既存

の場合に追加建築する場合の申請、また、これらの

申請した後に変更する場合の変更申請、既に認定を

受けたものを認定を取り消す場合の申請手数料であ

ります。 

 附則、この条例は、平成１８年４月１日から施行

する。 

 以上、説明といたします。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

を申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっている議案第９号上富良野町
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手数料条例の一部を改正する条例の件は、なお十分

な審議を要すると思われますので、この際、議長を

除く１７名の委員をもって構成する手数料条例特別

委員会を設置し、地方自治法第９８条第１項の調査

権を委任の上、議会閉会中の継続審査とすることに

いたしたいと思います。これに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第９号は、議長を除く１７名の委員

をもって構成する手数料条例特別委員会を設置し、

地方自治法第９８条第１項の調査権を委任の上、議

会閉会中の継続審査とすることに決しました。 

─────────────────── 

◎日程第３ 議案第１０号 

○議長（中川一男君） 日程第３ 議案第１０号上

富良野町生活安全推進条例の件を議題といたしま

す。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ただいま上程され

ました議案第１０号上富良野町生活安全推進条例に

につきまして、提案の要旨について申し上げます。 

 現在、本町におきましては、上富良野町交通安全

条例、上富良野町青少年問題協議会設置条例の２条

例により、交通安全対策協議会、青少年問題協議会

の二つの付属機関を設置し、交通安全と青少年問題

に関する施策の協議をいただいているところであ

り、また、任意団体として、交通安全推進委員会、

交通安全協会があります。 

 一方、防犯に関する条例はなく、防犯に関する活

動推進については、任意団体である防犯協会などが

主体となって活動いただいております。しかし、交

通安全、青少年問題、防犯の分野は、それぞれ別個

に存在するものではなく、垣根を取り払い、地域生

活の安全確保、健全化、犯罪や事故のない安全・安

心なまちづくりという視点から、町、町民、事業者

の３者それぞれが果たすべき役割を明確にするとと

もに、互いの密接な連携、協力関係のもとで、地域

生活全般にわたる安全を守っていこうというのが本

条例の趣旨であります。 

 任意団体である交通安全推進委員会、交通安全協

会、防犯協会などについては統合し、上富良野町生

活安全推進協議会として平成１８年４月１日より運

営していく予定であります。行政主導ではなく、自

分たちの町はまず自分たちが守るという基本的な意

識の醸成、また、民間活力の活用という意味から、

交通安全対策協議会、青少年問題協議会が担ってい

た任務については新組織に移行することとし、両組

織を廃止し、それに伴い上富良野町交通安全条例、

上富良野町青少年問題協議会設置条例については廃

止することといたします。 

 以下、議案を要約し、御説明申し上げます。 

 議案第１０号上富良野町生活安全推進条例。 

 第１条の目的につきましては、安全な町上富良野

町を築いていくことの規定であります。 

 第２条の定義につきましては、町民及び事業者の

規定であります。 

 第３条の町の責務につきましては、１号から５号

まで、町が負うべき責務についての規定、また、２

項では、警察署を初め各行政機関、民間団体と緊密

な協力関係のもとに行うことの規定であります。 

 第４条の町民等の責務につきましては、自分自身

の安全の確保を大前提に、町と協力しながら、全町

的な活動を広めていこうという規定であります。ま

た、旅行者などにも、キャンペーンなどを通じ、啓

発活動を行うことの規定であります。 

 第５条の事業者の責務につきましては、町民の責

務と同様に、事業者として安全の輪を広げることの

規定であります。 

 第６条の団体への援助につきましては、安全なま

ちづくりを推進するために活動する団体に対する援

助についての規定であります。 

 第７条の委任につきましては、施行に関し、必要

な事項を定めるための規定であります。 

 附則、施行期日。１、この条例は、平成１８年４

月１日から施行する。 

 上富良野町交通安全条例等の廃止。２、上富良野

町交通安全条例（平成１０年上富良野町条例第９

号）及び上富良野町青少年問題協議会設置条例（昭

和３６年上富良野町条例第２１号）は廃止する。 

 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に

関する条例の一部改正。３、特別職の職員で非常勤

の者の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２年

上富良野町条例第３号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表、付属機関の部、青少年問題協議会委員の項

及び交通安全対策協議会委員の項を削る。 

 以上、説明とします。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 ４番梨澤節三君。 

○４番（梨澤節三君） この条例は非常にいいこと

かと思うのですけれども、私たちの住民会で、主と

して交通安全ということで立ち上がったパトロール

隊がありまして、そうしたら、立ち上がりました



 

― 85 ―

ら、すぐに警察の方から、こういうものをお使いく

ださいということで、腕章がまいりました。これは

地域安全という腕章をいただきまして、その後、１

週間ほど前ですか、このパトロール隊は１５名とい

うことでやっているのですが、実質、老人会、六、

七十名ぐらいいるのですが、その方々全部を全国

の、どういうのか知りませんけれども、何か登録を

しましたということで、また警察から連絡が入って

きたのです。そういうことで、そちらの方ではきち

んと認めていってくれているのです。今回、たまた

ま町の方はこういう条例をつくっていただきました

から、面倒は見ていただけるのかなとは思うのです

けれども、団体への援助ということで、町長は云々

と、第６条に入っておりますけれども、具体的には

どのようなお考えをお持ちでしょうか。ここのとこ

ろをちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（中川一男君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） 梨澤議員の御質問

にお答えさせていただきます。 

 防犯に関し、また、新たな交通に関し、いずれに

しても生活安全ということの考えということで御理

解をいただきたいと思いますが、また、支援策につ

きましては、統合した生活安全推進協議会におきま

して今後検討するということでございますが、基本

的につきましては、事業につきまして、従来と同じ

ということで考えておりますが、住民会の自衛組織

に対する支援としては、特に旗、腕章などの援助に

つきまして考えなくてはならないなということで考

えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） １０番仲島康行君。 

○１０番（仲島康行君） ちょっとわからないので

すけれども、第４条の２、町民は、日常生活を通じ

てみずからの生活の安全確保及び地域の安全活動の

推進に努めるとともに、町と協働し、事故や犯罪の

ないまちづくりに努めると。この協働という意味が

どういう意味なのか。これ、辞典にあるのかないの

かというふうなことが問題なのかなと思うのです

が、その辺、ちょっとお聞かせ願いたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） １０番仲島議員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、自分自身の安全の確保ということを大前提

におきまして、次のステップといたしまして、自分

の隣近所、町内会、住民会、そして最終的には行

政、町と協力しながら、安全なまちづくりに向けて

広がりを進めていこうということの規定でございま

す。 

○議長（中川一男君） 協働はどうなの。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） 協働につきまして

は、ともに協力し合いながら進めていこうというこ

とが考えでございます。 

○議長（中川一男君） １０番仲島康行君。 

○１０番（仲島康行君） これを読んだら、協働し

ていくのだろうなと思うのだけれども、これ俗語か

何かになっているのか、また、辞典にちゃんと協働

という意味合いが書いてあるかどうかというのが問

題なのだと思うのです。そこをちょっと聞かせても

らいたいと、こういうことなのです。そうでなかっ

たら、こういうところに使うのがちょっと不適当で

ないのかなという感じが。 

○議長（中川一男君） 暫時休憩いたします。 

────────────────── 

午前 ９時１７分 休憩 

午前 ９時１８分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 暫時休憩を解きます。 

 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） １０番仲島議員の

御質問ですけれども、大変失礼しました。協働につ

きましては、今使われている言葉でございまして、

ともに働きながら、ともに協力し合っていただくと

いうようなことの意味でございます。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 助役、答弁。 

○助役（田浦孝道君） １０番仲島議員の御質問に

お答えしますが、もう既に４次総合計画の中でも、

行政推進の基本的なスタイルとして協働という言葉

を用いてございますし、今、自助、共助、公助とい

う形で、いろいろな形でお互いが連携、連帯して助

け合うということはもう御承知かと思いますし、そ

の言葉、用語につきましては、あらゆる辞典に出て

いるかどうかは私も確認はとってございませんが、

少なくとも今、行政の中で、行政運営の柱として使

われている言葉でございますので、そういう点でひ

とつ御理解をいただきたいと思いますし、前段申し

上げましたように、４次総合計画の中でもそういう

位置づけをしているということで御理解をいただい

ていると思いますので、私どもとしては、この条例

の中にそういう文言を入れることについては、大き

く支障のないものというふうに認識をしているとこ

ろでございますので、御理解を賜りたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 
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 １０番仲島康行君。 

○１０番（仲島康行君） 「きょうどう」とは、普

通、「どう」というのは「同じ」という字を書いて

やるのだろうと思う、「働く」ではなくして。その

辺、改めることを、辞典にもないのに、こういうも

のを平気で使ってくること自体が間違っているので

はないかと思うのです、僕は。これは勝手にうちの

町でつくって勝手にやっているということではない

の。これはどこの町に対しても同じことをやってい

るということなのかな。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（田浦孝道君） 協働については、漢字の字

句としてはいろいろな、今、議員がおっしゃるよう

に、働くという言葉というか、そういう字を用いな

い用語もありますし、いろいろな用語があると思い

ますし、協働の「協」につきましても、「共に」と

いう使われ方もしますが、いずれにしましても、お

互いが協力し合って汗をかくという意味で私どもは

使ってございますので、その点は御理解いただいて

いると思いますので、ひとつそういう観点でこの意

味をここに用いているということで、御理解をいた

だきたいなというふうに思います。 

○議長（中川一男君） １２番金子益三君。 

○１２番（金子益三君） 今、同僚の議員がおっ

しゃられたというのは、やっぱり辞書にも載ってい

なくて、今、先ほど答弁された共に働くというの

は、「同じ」という漢字を使うのが、これは適切

な、現在、デイリーコンサイスの国語辞典にも載っ

ていて、日本語として通じる言葉が、共に力を合わ

せて行うという意味で使われるのが「共同」と。で

すから、こういった条例に関して、上富良野町だけ

でつくられている造語というか、いわゆる通称的な

ものを載せるということがよろしくないと思いま

す。きちんとした日本語を条文に載せるべきだと私

も考えますし、先ほど助役が答弁された内容の言葉

というのは、きちんと日本語であるわけですから、

そちらを適切に使うべきだと私は考えますけれど

も、いかがでしょうか。 

○議長（中川一男君） 暫時休憩します。 

────────────────── 

午前 ９時２２分 休憩 

午前 ９時２７分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 今、１２番金子益三君の質疑に対し、再答弁をお

願いいたします。 

 助役、答弁。 

○助役（田浦孝道君） わかりやすい説明ができな

くて大変申しわけなく思っていますけれども、先ほ

どの答弁の繰り返しになりますが、私どもとしまし

ては、国語的には、議員がおっしゃるような字句を

使うのも一つかと思いますが、それに少し意味とい

うか、町長も申し上げているように、協力し合うと

いう意味も色濃く皆さんに訴えるという言葉で、こ

の用語を用いているところでございますし、先ほど

来説明していますように、４次総合計画の中でもそ

ういう意味をきちんとまちづくりの基本として位置

づけもしてございますし、もっと言えば、多くの自

治体が、字句は違いますけれども、私ども、今条例

で提案しているような字句を用いて、皆さんと地域

づくりを推進するということで、行政機関の中でも

こういう字句を用いているということで私どもも理

解していますので、そういう意味をこの条例の中に

位置づけるということでこの用語を用いていること

をひとつ御理解をいただきたいなというふうに思う

ところであります。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 ４番梨澤節三君。 

○４番（梨澤節三君） 自助、公助、共助というこ

とで、こういうことで、ともに一緒にやろうという

ことでしょうけれども、やる気が出てきたグループ

に対して、やる気をそぐことがないようにしていた

だきたいのです、行政は。ということは、釧路とか

中標津の方では、ＮＨＫのニュースなどにも出た

り、ラジオ放送ですけれども、出たりして、やって

やるようなことをやっているのです。私は、あれが

朝７時半から、今は休んでいますけれども、７時半

から８時過ぎまであそこに立って、そして小学生を

見送って、ここへ出てきたりすると、体がなかなか

温まりません。そういうようなことでみんなやって

いただいているのですよね。ですから、広報に載せ

ていただいたことがあるのかなと。そういうことを

やっていただいたことがあるのかなと思うのです。

そういうようなところが、さっき６条の援助などと

いうことをお聞きしましたけれども、自助、公助、

共助ということでいけば、援助なんて余り考えては

いないのです。ただ、後ろから頑張れよという、こ

れがほしいのですよね。それが、大丈夫なのか、お

い、年寄りがというようなことになったら、これは

とんでもない話になりますし、あわせて、広報とい

う立派なものがあるのですから、そういうようなと

ころで、こうやってやっていますよ、学校近辺の住

民会はお金をくださいとかというぐらいのことを

やっていただきたいなというふうに思うのですけれ

ども、その辺はどんなものでしょう。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（田浦孝道君） ４番梨澤議員の御質問にお
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答えしますが、議員が今おっしゃられるような、

今、限られた地域でありますけれども、高齢者の方

が、朝、児童・生徒方の姿を見守るというようなこ

とで、大変私どももありがたい話だなというふう

に、私も目にさせていただいてございますし、そう

いう活動が地域に広がることについては、私どもも

相当意識しまして、そういう広がりを見せるため

に、広報に載せるのも一つでございましょうし、あ

る意味では、そういうことが末永く維持、継続する

ようなことで、行政がどう支援したらいいのかにつ

いては、余り差し出がましい形もどうかと思います

が、どういうことが問題で、どういうことが行政と

して御協力できるかについては、これから十分慎重

に見きわめながら判断もしていきたいと思います

し、いずれにしましても、これからここの条例の精

神にもありますように、お互いが主体的にそういう

公共の安全を確保するという観点で、非常にありが

たいことでございますし、その奨励の意味で、どう

いう方法がいいかについては十分、広報も視野に入

れながら、広がりを導くために、慎重に行政も対応

してまいりたいと思いますので、今後お見守りいた

だければというふうに考えているところでありま

す。 

○議長（中川一男君） ８番吉武敏彦君。 

○８番（吉武敏彦君） ６条の関連についてですけ

れども、この関係団体というのはどういう団体を指

しているのか。町民はという言葉はよく出てきます

けれども、団体名がありませんけれども、勝手に

やっている団体もそれに含まれるのかどうなのか、

その辺をちょっとお答え願います。 

○議長（中川一男君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ８番吉武議員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 関係機関ということの御質問でございますけれど

も、まずは、行政はもとより、各校長会、各住民

会、警察、民生委員協議会などにより組織するもの

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） ８番吉武敏彦君。 

○８番（吉武敏彦君） 関係機関ではなくて、関係

団体について御説明願います。 

○議長（中川一男君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ８番吉武議員の御

質問でございますけれども、関係団体につきまして

は、地域の自主的な団体も含めましての団体でござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） 生活安全推進条例という

ことで、三つの団体が統合されてつくられるという

ことと、当然それに対して、今まで三つあった事務

局が一つということで、いろいろな意味で統合され

た成果を発揮するということで、今、６条の関係も

出てきていますけれども、一つは、児童・生徒の登

下校の関係でもいろいろ問題にされているけれど

も、この条例ができた段階で、住民会組織でこれら

に関連する組織を立ち上げるというようなことに

なってくると、どういう指導、それから援助といい

ますか、そういうものがあるかということで、お尋

ねしたいと思うのですけれども。 

 というのは、条例はつくったは、町民みずから立

ち上げなさいと言っても、ニワトリが先か卵が先か

という状態であるのであれば、やはり行政の方から

積極的に働きかけをするという形に持っていかなけ

ればならないのでないかと。旭町さん、それから栄

町さんが自然発生的にやってきている気持ちは、本

当に非常に尊重しなければならないけれども、やは

り上富良野町全体を見るならば、まだまだそういう

状況にはなっていないと。そうであれば、やはり行

政の方で立ち上げる具体的な対策をつくっていかな

ければならないのではないかと。そのためには、当

然今、平成１８年度の予算編成時期であるから、ど

ういうような施策を、この安全条例に基づいた形で

今考えられているかどうか。 

 ただ、私ども町民の皆さん方から聞くと、すぐ近

くの家庭に飛び込んでの１１０番があるとかといっ

ても、ステッカーだから十分見えないと。そうする

と、旭町さんのようにジャンバーを着て巡回をする

ことによって、こうやってやっているのだというこ

とで抑止力も出てくる。場合によってはのぼりを立

てて、ここが駆け込みの１１０番ということであれ

ば、雪が降ってもある程度わかるかなと。そういう

ような施策をやはりやっていかなければならないの

ではないかという気がするのです。この前、住民会

の役員の皆さん方に聞きましたら、住民会の補助金

も減ってきているは、そうすると、到底自前ではや

れない面があるのだよと。だから考えてくれるよう

に、この条例ができる段階で、やはり十分町にその

意気込みを伝えてもらわなかったら、町全体でやは

り盛り上げをしていかなかったらだめでないかとい

う意見を聞くものですから、そういう点で、１８年

度予算に対する関係と、いかに町民に積極的に働き

かけるかという姿勢の意気込みを聞かせていただき

たいと思います。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（田浦孝道君） １１番中村議員の御質問に

お答えします。 

 今の御質問については、大変重要なことでござい
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ますし、私どももどういう形が一番いいのかについ

ては少し検討もしなければならないと思いますが、

今、御案内のとおり、本町におきましても、自主防

災組織についての再編が大きな問題になってござい

ますし、今言われるような目的の組織編成につきま

しても、当然重要だなというふうに思います。 

 そういう観点から、それぞれ目的ごとに組織がで

きることがいいのか、それとも、自主防災組織のよ

うな組織が平時のときにこういう地域安全という活

動をすることでいいのか、これらについては住民会

ともひざを突き合わせながら議論をして、こっちが

主導というより、ともにどういう形がいいのかにつ

いてディスカッションする必要があるというふうに

思いますので、今後、そういう機会を通じまして、

こちらからもそういうことを間接的にも直接的にも

働きかけていきたいと思いますし、ただ、今のとこ

ろ自主防災組織につきましても再編成の動きをこれ

からするような段階でございますので、１８年度予

算に具体的にどういう組み立てをするかについて

は、まだ水ものとなってございますが、いずれにし

ても、当面の解決しなければならない課題というこ

とになってございますので、その中で十分取り入れ

て、そういうありようにつきまして、私どももイ

メージを持ち、住民会の方にもそういう声かけをし

て、最終的にどういう形が行政として担わなければ

ならないかについて、支援策も含めまして十分慎重

に検討してまいりたいというふうに思ってございま

す。 

○議長（中川一男君） 他にございませんか。 

 １番清水茂雄君。 

○１番（清水茂雄君） 上富良野町生活安全推進条

例、大変結構なのですが、二つの対策協議会を削っ

て、町の責務として６項目挙げておられるのです

が、二つの協議会に今までお願いしていろいろ活動

していただいてきているわけですが、そうした点か

ら見て、町の責務として行うという、一応６項目う

たわれているのですけれども、具体的にどのような

対応、対策を考えておられるのか、その辺、もう少

し詳しく御説明いただければと思うのですが。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） １番清水議員の、

６項目につきまして御答弁をさせていただきます。 

 まず１点目につきましては、町の広報誌、防災無

線などの情報提供、また、公共施設へのポスターの

掲示などでございます。 

 ２点目といたしましては、交通に関する警戒標識

や注意喚起の看板等の設置、または犯罪に関する看

板等の設置でございます。 

 ３点目につきましては、町内の団体、職場、住民

会、町内会などで実施する自主的な交通・防犯活動

に対する指導や支援でございます。 

 ４点目につきましては、学校、社会教育活動を通

じた諸施策の実施、また、団体が活動する活動に対

する指導、支援などでございます。 

 次、５点目につきましては、悪質商法などの犯

罪、交通事故の被害者になりやすい高齢者の生活の

安全確保などの啓蒙や教室などでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１０号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第４ 議案第１１号 

○議長（中川一男君） 日程第４ 議案第１１号上

富良野町葬斎場の設置及び管理等に関する条例の一

部を改正する条例の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ただいま上程され

ました議案第１１号上富良野町葬斎場の設置及び管

理等に関する条例の一部を改正する条例につきまし

て、提案の要旨について御説明申し上げます。 

 葬斎場は昭和４９年１２月に建設され、３１年が

経過し、社会環境の変化により、高齢者世帯、高齢

者単独世帯が増加する中で、死亡者が町民であるに

もかかわらず、使用者、いわゆる届け人が町外居住

者であるため、町外者として扱っており、改善が必

要とのことから、町外者の規定を削除し、また、使

用料、手数料等の見直し方針に基づきまして、生活

保護者等の使用料の減免についても改正し、あわせ

まして、昭和５６年４月１日以降、２４年間改正さ

れていない使用料につきまして、見直し、改正する

ものであります。 

 以下、議案を朗読し、御説明申し上げます。 

 議案第１１号上富良野町葬斎場の設置及び管理等

に関する条例の一部を改正する条例。 

 上富良野町葬斎場の設置及び管理等に関する条例

（昭和４９年上富良野町条例第１２号）の一部を次

のように改正する。 
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 第６条を次のように改める。 

 第６条、町長が特別の理由があると認めたとき

は、手数料を減免することができる。 

 別表、第５条関係を次のように改める。 

 １５歳以上、１体につき１万２,０００円、１５

歳未満、１体につき６,０００円、死産児、１体に

つき４,０００円、部分火葬、１体につき３,０００

円、胞衣その他汚物、１件につき３,０００円。 

 別表備考を削る。 

 附則、この条例は、平成１８年４月１日から施行

する。 

 以上、説明といたします。 

 御審議いただきまして、御議決賜りますようお願

い申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 ８番吉武敏彦君。 

○８番（吉武敏彦君） この１５歳以上、１５歳未

満という、１５歳という基準はどういうところから

出てきたのか、ちょっとお伺いいたします。 

○議長（中川一男君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ８番吉武議員の御

質問にお答え申し上げます。 

 この１５歳以上、１５歳未満につきましては、過

去からの経緯によりまして、今回も同様に設定をさ

せていただいたところでございます。 

○議長（中川一男君） ８番吉武敏彦君。 

○８番（吉武敏彦君） 一般的には、成人あるいは

１８歳ぐらいが基準だと思うのですけれども、例え

ば成人の２０歳になってからとか、一般的にはそう

いうふうにも考えられるのですけれども、ちょっと

疑問に思いましたので、ちょっとお伺いしたわけで

す。前回からの踏襲ということであれば、これはや

むを得ないと思いますけれども。 

○議長（中川一男君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ８番吉武議員の御

質問でございますが、過去からの経緯もございまし

て、また、これにつきましては、成人という形の中

で、体の大きさを基準として設定しているところで

もございます。 

○議長（中川一男君） 他にございませんか。 

 １０番仲島康行君。 

○１０番（仲島康行君） これ、がっちりと倍額に

値上げをするということなのですが、一つは、前の

資料においては、６,０００円が１万２,０００円、

３,０００円が６,０００円だよと、こういうふうに

出ているのだけれども、今度これ、情報公開で出す

とき、このまますぽっと出すと、何が何だか全然わ

からないという状況なのだろうと思うのです。もう

少し親切にしてやる必要性があるのではないかなと

いうふうに私は考えておりますので、説明書を読む

と、結果的に全然わけわからないということになる

のだろうと思うのです。その辺、もう少しわかるよ

うに、親切にする必要性があるだろうなというふう

に思います。 

 これの中に、修繕費というやつがあるのですが、

これ、どこをどのように修繕をしたのかなという感

覚、その内容をちょっとお聞かせ願いたいなと。私

はちょっとそれ、わからなかったものですから、そ

れをちょっと聞かせていただきたい。 

 この値上げする根拠を、ここの資料の中にありま

すと、うちが６,０００円、中富が５,０００円、富

良野は８,０００円とあるのですが、この倍額にい

きなり上げたという理由というのは一体何なのかな

と思うのです。やっぱりほかと比較してみても、少

し異常な上げ幅ではないかなという気がするのです

が、その辺はいかがですか。その二つだけ。 

○議長（中川一男君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） １０番仲島議員の

御質問にお答えを申し上げます。 

 もう少し親切ということの意見でございますけれ

ども、今後十分注意しながら行いたいと思います。 

 それから、修繕の内訳でございますけれども、１

５年、１号炉修理につきましては、１号炉のセラ

ミックの修繕でございます。 

 それから、料金の改定の増加、高いというような

御意見でございまして、葬斎場の使用料につきまし

ては、平成１４年から１６年にかけまして、平均的

な維持管理経費、約６００万円程度要しておりまし

て、年間の火葬人数で割りますと、大人１人当たり

約６万３,０００円かかります。その６万３,０００

円の負担につきまして、２０％ということの算定を

しまして、１万２,０００円の負担をお願いすると

いうことでございまして、料金につきましても、先

ほど申し上げましたが、前回改正から２４年経過し

ておりまして、改正したいということの御提案でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 



 

― 90 ―

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第５ 議案第１２号 

○議長（中川一男君） 日程第５ 議案第１２号財

産の譲与についての件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米田末範君） ただいま上程され

ました議案第１２号財産の譲与につきまして、提案

の要旨を御説明申し上げます。 

 平成８年、９年の２カ年事業として、高齢者人口

の増加が確実に見込まれ、とりわけ独居や高齢者世

帯の増加により、比較的虚弱な方々の生活の場を確

保することが、安心して上富良野で生活することを

選択し得るものから、国、道の補助金約１億９,２

００万円、起債約３億４,５００万円、一般財源約

８,０００万円で建物を建設したほか、必要な備品

等を加えまして、総額６億４,２５０万５,０００円

の事業費により整備し、平成９年１２月より本町社

会福祉協議会に管理運営を委託し、運営を進めてま

いりました。 

 運営当初には、入所定員３０名に対し６名の入所

からスタートいたしましたが、８年を経過する現

在、３０名の満室となっており、需要が徐々に高く

なってきていることがうかがえます。 

 運営に関しましては、公共団体の運営に対する入

所者負担のうち、運営に要する人件費等を含む事務

費の所得階層区分に応じた軽減額に対する国、道の

補助金は、平成１５年まで対象額の３分の１であり

ましたが、平成１６年度からは一般財源化により、

すべてを一般財源に頼らざるを得ず、その額は、入

所負担金を除き、毎年度、一般財源化された国費を

加え、約３,０００万円の運営費支出を継続しなけ

ればならない状況となってまいりました。 

 一方、社会福祉法に定められております第１種社

会福祉事業の対象であります軽費老人ホームにつき

ましては、公共団体を除いては、民間における社会

福祉法人のみがその経営を許されているもので、公

益法人の中でも特に法規制の厳しい法人として位置

づけられております。 

 国においては、地方行財政改革指針におきまして

も、民間活力の活用を強く求めており、民間経営に

対する資金的援助は、所得階層区分入所負担におけ

る事務費軽減に対して１０分の１０の補助策が設定

されていることからも、積極的な民営化を推進して

いるもので、本町が平成１６年度に策定いたしまし

た行財政改革基本方針及び同実施計画のアウトソー

シングの推進に符合するものであり、補助金等に係

る予算の執行の適正化に関する法律においても、無

償による譲渡であって、同一の事業を継続すること

をもって、社会福祉法人への譲渡については、補助

金の返還を不要とされているところでもあります。 

 加えて、本町におけます民間社会福祉法人につき

ましては、これまで児童福祉施設としての保育所運

営を約３０年間にわたって行ってきたわかば会のみ

でありますが、今後、高齢人口がさらに増加し、高

齢者に対する関係施設運営等の民間活力の基盤を充

実する上で、その機能や能力をより強固にしていた

だくことは、町にとって大きな財産となり得るもの

と思慮し、譲与先として協議を進めてまいりました

結果、その意思が整いましたので、当該法人に平成

１８年４月１日をもって本施設を譲与しようとする

ものであり、地方自治法第９６条の定めに基づき、

議決をお願いするものであります。 

 なお、当該施設につきましては、建築後８年を経

過しようとしておりますが、現段階では特に全面的

なリニューアルを要しない段階と考えますが、本来

の民間施設におきましては、施設維持上、内部留保

としての減価償却費等を確保することが一般的であ

りますが、公共団体での制度上、その確保がないこ

となどから、入所負担金の内費として、施設維持に

対応する管理費の入所者数に応じた８年間分を積算

したおおむねの額、３,０００万円を交付金として

移譲年度に交付することと、当該施設機能を町民に

十分発揮し、経営を安定的に継続していただくこと

を目的として、移譲年度から３年間に限り、経営安

定のために年間３００万円を補助しようとするもの

であります。 

 民間活力の地元育成、拡充を願い、一方で行政の

スリム化を図り、住民の新たな要望に対応し得る財

政運営を果たすことが行政に課せられた役割である

ことを御理解賜りたいと存じます。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします。 

 議案第１２号財産の譲与について。 

 軽費老人ホームの用に供するため、町有財産を次

のとおり譲与する。 

 １、譲与の相手方、上富良野町旭町３丁目５番４

３号、社会福祉法人わかば会理事長守田秀男。 

 ２、財産の種類及び数量。 

 (1)建物（本体）、構造、鉄筋コンクリート造４

階建。面積、建築面積８１２.５６平方メートル、

延床面積１,９２５.４０平方メートル。 

 (2)付属建物（利用者用物置及び発電機室）構

造、木造平家建。面積、建築面積８１.００平方

メートル。 

 (3)付属建物（車庫及び施設物置）構造、鉄骨造

平屋建。面積、建築面積、２５.５４平方メート
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ル。 

 ３、財産の所在、上富良野町大町２丁目６番３

号。 

 ４、譲与条件、譲与する財産を譲与した日から１

９年間以上軽費老人ホームとして利用しなければな

らない。ただし、制度の改正、社会情勢の変化等及

び天災により、軽費老人ホームの運営に重大な影響

がある場合には、上富良野町と協議し、必要な対策

を講じるものとする。 

 以上、説明といたします。 

 御審議いただきまして、御承認賜りますようお願

い申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 質疑に入ります。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 何点かについて質問いたし

ます。 

 今回、財産譲与という形で、この条例、議案が提

出されましたが、そこでお伺いしたいのは、まず１

点目にお伺いしたいのは、町はこのケアハウスを、

これから高齢化社会という形の中で、重要な位置づ

けだという形で建設してきた経緯があります。また

同時に、特別養護老人ホームが満床だということで

入居できないと。それにかわるというところまでい

かないにしても、それにかわり得る施設という形の

中でこれを建設していた経緯があります。位置づけ

としては、福祉行政にとっても欠かせない施設だと

いう形で運営してきたのだというふうに思います。

その後、福祉協議会の方に、負担を軽減するという

形で、福祉法人という形で移譲、運営を委託しまし

た。 

 どちらにしても、基本的な問題を言えば、これは

大切な福祉には欠かせない施設だということであり

ます。それが、今回、移譲、譲渡ということになっ

た背景には、お金がない、効率性を求めるというこ

とであります。一方で、これにかわり得る民間の法

人があるから、そこで福祉政策を担ってもらおうと

いうことでありますが、１点目にお伺いしたいの

は、今までの町のとってきた政策は誤りであったと

いうことを示したものだと思いますが、それはどの

ようにお考えなのか。過去の経緯からしても、まさ

に矛盾するような内容だと思いますので、この点、

お伺いしておきたいと思います。 

 次にお伺いしたいのは、町が本来やるべき仕事す

ら、最近は投げ捨てている、やっぱり放り出すと、

財政難という理由で。行政、福祉というのは、本

来、やはり町がやる、この種のものはやるべきだと

いうふうに思っています。そこでお伺いしたいの

は、一方で町は指定管理者という形の中で、少しで

も町の負担を軽減するという形の中で、指定管理者

制度を導入しております。お伺いしたいのは、今

回、これを譲渡するという至る前に、なぜ指定管理

者制度を検討されなかったのか、この点、お伺いい

たします。 

 そういう政策の中で、より町のかかわりが深まっ

て、入居者にとっても安心して暮らせる条件がある

のだろうというふうに思います。お金がないという

ことであれば、もっとこういう無償譲渡する前に、

町全体の運営形態を見直すという点でも考える必要

があるのではないかと。例えば、今回、指定管理者

に移行するパークゴルフ場、あれは、町民等は、確

かに基本的には福祉の向上という名目もあります

が、よりそういう問題を考えたときに、こちらの方

を優先して、パークゴルフ場等を移譲するというよ

うな方策も考えられるのだというふうに思います、

私は運営上の問題で言えば。こういう形態も考えら

れてきたのかどうなのか、お伺いしておきたいとい

うふうに思います。 

 残存価格が５億円という形で残っております。そ

れにつけて、なおかつ財政の安定、運営の安定を図

るという形の中で、４,０００万円もこちらの方に

負担するという形になります。それだけ将来の運営

においてはなかなか厳しいものがあるということの

一つのあらわれだと思います。私は、残存価格があ

るにもかかわらず、なぜ無償譲渡するのか、なおか

つ４,０００万円をつけて譲渡するのかというとこ

ろが疑問なものですから、その点、もう一度わかり

やすく説明を願いたいというふうに考えておりま

す。 

 もう１点、さらにお伺いしたいのは、今、町の方

で軽減策という形の中で、管理費という形で１万

２,０００円、１人当たり投入して、運営の入居者

の負担軽減策を図るという形の対策をとっておりま

すが、これは３年間続けられて、その後はなくなり

ますが、当然、その分、入居者への負担という形の

中で、何らかの受託する側は負担を求めるのではな

いかなというふうに考えられますが、この点の不安

はあるのかないのか、この点。 

 さらに、なぜ町は、もっとこういう譲渡するとい

う以前に努力すべきことがあったのではないかなと

いうふうに考えております。町の生き生き長寿プラ

ン上富良野の中にも、将来、この種のケアハウスと

いうのは、高齢者の共同生活支援や、多様な生活の

場として、このケアハウスそのもののあり方を見つ

め直す必要があるのだというふうにも書かれており

ます。私は、こういう努力もせずに、短絡的に財政

難だから譲渡するというところに、町の福祉に対す
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る指針そのものが持ち得ていないのではないのか

と。ただ効率性を優先するばかりに、行政の行う効

率性以外の部分での、やはり福祉のあり方や老人介

護のあり方という点での、この点がどうも不足して

いるのではないかというふうに考えているところで

ありますので、この点、そうでないというのであれ

ば、その点の町の見解等についてもお伺いしたいと

いうふうに思っているところであります。 

 さらに、この施設の今後の譲渡した後の、譲渡先

のわかば会からの経営方針という形で、収支計画書

という案が出てきております。これによりますと、

平成２０年度から介護施設の特定施設という形で移

行すると。その段階で、４５０万円の介護報酬を見

込むという形になってきております。その後、２１

年には２,４００万円という形になって、２２年に

は４,２００万円の介護報酬があるのだということ

になっておりますが、この増額されて収入が確保さ

れるという前提は、この事業者は何を指してこうい

う事業収入が入るのだという前提に立っているの

か、この点。これから介護制度が変わるという状況

の中で、多様な、軽費老人ホームについても町の対

策としてやるべきことがやはり私はあると考えてお

りますので、この点について、もう一度明確な答弁

を求めておきたいと思います。 

 それともう一つ、ちょっと繰り返しますが、受け

るわかば会の方では、２０年度あたりから介護報酬

の適用施設となって、今後増床したい、あるいは認

知症、あるいは機能回復訓練等の、そういう施設の

兼ね備えた施設を計画するという形になっておりま

すが、その財源の裏づけというのはきっちりと持っ

ておられるのか。こういう収入を一つとして計画を

一つして、財源の裏づけがあるのだという形になっ

ておりますが、建てるということになれば、当然、

それにかかわる施設の建設費等も出てきますので、

そういう詳細にかかわる計画というのがあるのか、

お伺いいたします。大まかには、１８年度、１９年

度、２２年度には何ぼという形でありますが、果た

してこれがどういうものかという、不明確な、不明

瞭な点もありますので、この点について、もう一度

確認しておきたいと思います。 

 さらに、入居者の同意が得られているかどうかと

いう問題です。一部の人に聞きましたら、ちょっと

どう理解されているか、その差はあると思いますの

で、十分理解されていないという方もおります。こ

ういう移譲する場合は、当然、入居者に対する経

過、あるいは町は将来こういう形でそういう団体

に、法人に渡しますよというような説明が当然され

てきたものだと思いますが、そこの経緯はどうで

しょうか。一番、何らかの形で、もしもこの施設が

財政難という形でなくなる、そういうことも考えら

れます。その点。 

 譲与条件の中に、重大な影響がある場合、上富良

野町とその対策を協議するという形になっておりま

すが、１９年間は軽費老人ホームとして何が何でも

担保してほしいということでありますが、それはわ

からない話であると思います。あくまでもお互い

の、受ける側と譲与される側の紳士的な協定だとい

うことでありますが、万が一この軽費老人ホーム等

が財政難等になった場合に、この運営に支障を来す

という場合、そういう場合は、町はどういう対応を

するのか、この条件も含めてお伺いいたします。 

 私は、再三繰り返しますが、やはり指定管理者に

移行して、その制度をやはり継続するということに

こそ町の役割があるのだろうと思いますので、この

点についても、先ほども言いましたが、もう１回、

こういう制度をなぜ取り入れなかったのか、この点

についてお伺いしておきます。 

 交付税等については、確かに運営管理費で約５割

という形になります。いろいろ財政的な見直し等も

すれば、確かに負担の軽減もできる部分もあります

ので、この点含めて、全般的な、今述べた点につい

て答弁願いたいと思います。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（米田末範君） 米沢議員の御質問

にお答えを申し上げたいと思います。 

 まず第１点目の、今までの政策について誤りかと

いうことは、決してそうではないというふうに考え

てございます。当然にして、ケアハウスを先駆的に

設置をして御利用いただいていく。しかし、その以

降で、運営上の制度が変化してきているということ

に対応していくものは、まさしく行政として、その

施策を変えていくことが当然であろうというふうに

思ってございます。 

 次に、２点目の、指定管理者への方法はなかった

のかということでございます。指定管理者という方

法につきましては、あくまで行政がすべてを抱えな

がら進めていくことに何ら変わりはないわけでござ

いまして、そこの部分については、提案の中でも申

し上げましたが、制度上の中で、経営に対する対応

につきましては、あくまで行政が対応しているもの

と何ら変化がございませんので、これらについても

変化を進めていくことも非常に大切であるというふ

うに思ってございます。民営、民間の方々のそうい

う制度を最大限に活用していただく中で、さらにい

ろいろな手法というものを、民間としての能力をそ

こで発揮していただくことは、非常に町にとって大

変重要な内容になっていくものだというふうに考え

てございます。 
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 次に、第３点目の、残存価格に対応して、なおか

つ無償譲与にするのかということにつきましては、

これにつきましては、提案の中でも御説明申し上げ

ましたが、有償の譲渡で進めていくということは、

少なくても得ました補助金、起債等に関しましての

それぞれに返還の状況が整理せざるを得ないという

ようなこともございます。 

 さらに、交付金にかかわりましては、これまでの

管理費の内部留保というものは行政として行ってき

ていないということを整理すれば、当然にしてお出

ししていくべきものというふうに考えてございます

し、リニューアル部分の整備は民間の方でお願いを

するということを根幹としているものでございま

す。 

 次に、管理費の関連でございますが、これにつき

ましては、当初から、制度上で申し上げれば、この

管理費にかかわりましては、設置者が設定ができる

という状況でございますが、建物の耐用年数を除し

て整理した形の中で、月幾らというふうに設定する

わけでございますが、高額になることから、軽減措

置をとっているということでございます。ただ、こ

れにつきましては、あくまで譲渡先の方でも早急な

形で上げるというようなことは今の段階では考えて

いないということをお聞きしてございますし、制度

上の中でも、安易に上げていけるという状況にはな

いということも一つございます。そういうことで、

不安を持っていただくことにはならないというふう

に考えてございます。 

 それから、５点目の、生き生き長寿プラン等の中

でのケアハウスの関連でございますが、これにつき

ましては、位置取りといたしましては、３０床のも

のを位置取りする、サービス提供のありようという

ものを充実していこうということでございます。そ

ういう観点からいたしますと、移譲していくことに

おいても、その内容の充実というものが、特にわか

ば会ということで論議をいたしますれば、いわゆる

幼児期の方々とのふれあいというものを積極的に行

うことによって、隔離された状態での高齢者の方々

の生活というものをできるだけ避けていけるという

ことについては、非常に効果の高いものだというふ

うに考えてございます。 

 それから、６点目の、譲渡先におけます計画の中

で見ていっている内容について、収入を何で見込ん

でいるのかということでございますが、これはあく

まで私どもも計画の案ということでちょうだいをし

ているものでございまして、今後の組織決定をどう

いうふうにされていくかということは別といたしま

して、介護収入をその中で見込んでいく、特定施設

化もすることによって介護報酬を得ること、それに

よって全体の経営バランスを改めて整理をしていこ

うという考え方であるというふうにお聞きをしてご

ざいます。なお、まだまだ細部について煮詰めての

お進めをちょうだいできるものだというふうに思っ

てございます。 

 ７点目の、わかば会の今後の対応の中で、財源的

な裏づけはどうかということでございますが、軽費

老人ホームの新たな施設整備にかかわりまして、例

えば拡充ということに関しましては、現在、国のい

わゆる補助策とかそういうものについては非常に動

きが激しくなっているということでございますが、

これについては、北海道といたしましては、ある程

度今後も補助策は講じていきたいという考え方を

持っているということでございますので、それらを

利用していただくということになっていこうかとい

うふうに思ってございます。 

 それから、８点目の、入居者の同意が得られるか

ということでございますが、これにつきましては、

施設長を通じて民営化の方向についてはお話を申し

上げてございます。ただ、あくまで議会の御論議を

ちょうだいして後でなければ、私どもとしても最終

の整理をすべきものではないということもございま

すので、内容については、それに応じた内容で御説

明をさせていただいてございますが、御議決をいた

だければ、早急にまたきちんとした内容を御説明申

し上げて、不安のないように移行に向けていきたい

というふうに思ってございます。 

 次に、９点目の、譲与条件の内容で、万が一移譲

先で不測の事態といいますか、財政運営上の何かが

起きた場合にはどうなのかということでございます

が、現在の段階で、私どもとしてもそこの部分にま

では想定をいたしてございません。経営を継続して

いただくことを前提としてお話を申し上げているわ

けでございます。ただ、万が一ということ、あくま

で万が一ということでありますが、入居者の方々に

どう対応していくかということにつきましては、少

なくても行政としてどうあるべきかということはそ

の段階で種々考えを整理していかなければならない

というふうに考えるものでございます。 

 なお、指定管理者につきましてはどうだったのか

ということにつきましては、先ほどお答えを申し上

げましたとおりであります。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 指定管理者という形の選択

というのは、当然私はあるべきだと思いますし、町

の方としては、指定管理者にしても、町が持つ分に

ついては変わりないという説明であります。そうす

ると、今まで指定管理者という形で経費の節減で
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やってくる、少しでも町の負担を軽減するという形

で、また、サービスの向上という名目を使いながら

指定管理者制度を導入してきたという経緯があるわ

けです。そういう経緯が当然ありまして、今回の日

の出公園、あるいはパークゴルフ場においても、契

約内容を見ますと、やはり２割から３割ぐらいのコ

ストの軽減がされているというふうに見られます。

私、そういうことを考えたときに、行政はやはり丸

投げではなくて、やはり少なくとも財政の軽減をす

るというのであれば、行政がかかわって、きちんと

やはりそういうかかわりを持てる環境を整えて、や

はり運営に当たるということを基本とすべきだし、

それなりの軽減策も指定管理者制度導入でできるわ

けですから、それは町の財政運営にもかなった側面

だというふうに考えますので、この点、もう一度お

伺いしておきます。 

 次にお伺いしたいのは、あわせてお伺いしたいの

は、それでは他の施設、指定管理者制度に移行して

いる施設がありますが、将来、財政難という形で、

西保育所にしても、これは将来、譲渡しますという

形も当然同列して考えられるという問題が起きてく

るのだろうと思いますので、この点、それとの整合

性がどうも見受けられないというふうに考えます。

そういう問題が起きてきたときに、将来、町はお金

がないということで、西保育所、あるいは今振興公

社が行っている白銀荘、パークゴルフ場、これにつ

いても、こういった制度を含めた中で対応するとい

うことなのか、この点、お伺いしておきたいと思い

ます。 

 それと、財政的な面で言えば、まさに財政支援と

いう点では不安があります。今、どうも各地の財政

の見直しを行う、国も財政制度の見直しを行うとい

う形です。介護の報酬においても、制度の見直しを

行うという形の中で、非常に今、介護については過

渡期にあると。過渡期にあるがゆえに、財政的な裏

づけというのは、担当の課長もおっしゃったが、非

常に不安定な要素も多分に含まれているという表現

だったのだろうというふうに思います。この点を考

えたときに、私は、やはりきっちりとした担保を行

政として受けて、行政がかかわる形の中で運営する

ということが一つの政策だというふうに思いますの

で、私は、ここが今、町の運営に対するかかわりで

言えば、非常に欠けている問題だというふうに思い

ます。 

 次に、最後の譲与条件のところで、そうなったと

きは完全に渡すわけですから、町が紛争にかかわる

余地は、もう既にここで途切れてしまうわけです。

確かに何らかの介助という形で仲介に入ることはあ

るかもしれませんが、私はそういうことも含めて、

やはり行政は今回の、財産も無償譲渡という形でつ

ける、繰り上げ償還があるということはあります

が、やはりそういうことはやめて、町のかかわりを

持った形の中でこれを運営すべきだと思いますの

で、この点について、町長、どのようにお考えなの

か、もう一度お伺いいたします。 

 町の人にしたら、こういうことですよ。財政難に

したのはだれだと。町の舵取りが悪かったのではな

いかということです。なぜ我々の税金を、確かに将

来は、町は２億円も３億円も持ち出しを考えたら安

上がりだというけれども、それはそれだと。これは

別ですという考えなのですよ。そのことを考えたと

きに、やはりそういう問題も含めて、福祉のあり

方、ただ効率さえよければいいのだという政策のあ

らわれがここに出てきているのだと思いますので、

そうでないというのであれば、町長、この点につい

ても町長の見解についてもう一度お伺いしておきた

いというふうに思っています。 

 財政計画を見ても、将来どうなるのかという点で

は非常に不明瞭な点もありますので、この点、私は

どうも今回の議案の提出に至っては納得できない

し、もっと審議する余地がありますし、これは動議

に値する問題だと思いますので、議長、ここら辺、

もう一度議案の差し戻し、これらの点について十分

検討をお願いしたいと思います。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 細部につきましては、担当の方から、また助役の

方からもお答えさせますが、基本的な考え方だけお

答えさせていただきます。 

 私、いつも申し上げておりますように、民間がで

きるものは民間に全部やってもらう、それが基本で

あります。行革の中におきましても、行政が、町が

すべてを担わなければならないというものではない

と。民間ができるものは民間にやっていただくこと

によって、民間の活力、そして地域の活性化につな

がっていくものというふうに思っておりますので、

これらの部分につきましても、決して町が福祉行政

を後退させるものではないと。また、民間がやった

から福祉行政は後退するのだ、サービスが低下する

のだというものではないというふうに思っておりま

すし、この件につきましても、また他の件につきま

しても、議員から御質問ありました、他の部分はど

うなのだということでありますが、私といたしまし

ては、他の部分についても民間に対応できるものは

民間にしていくというのが基本で、これからのまち

づくりを進めていきたいと。 

 そして、確かに財政難という部分は大きな課題で
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ありますけれども、その財政難によって町民に負担

をいただく部分、必要経費の中で余分な負担を町民

に負担をいただくのでなくて、少しでも同じような

福祉サービスなり行政サービスができて、民間で

やっても経費が削減できる、そのことによって町民

の負担が削減できる、町民の負担をいただかなくて

も少しでも済むというようなものがあるとするなら

ば、私は率先して行革の推進と民間委託の対応を

図っていきたいというふうに思っておりますので、

御理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（田浦孝道君） ９番米沢議員の御質問にお

答えしますが、今、町長が申し上げましたように、

公の多くの施設を抱えているわけでありますが、い

ろいろな角度から分析した結果、民にゆだねる部分

は積極的に民にゆだねるというのが町の基本スタン

スであるということについてはおわかりいただいて

いるかと思いますが、個々具体的なことにつきまし

ては、それぞれの施設ごとに最終的な判断に至って

いないものがございますので、そういう観点からす

ると、過渡的には指定管理者制度を活用したり、い

ろいろなケースがあるかと思います。 

 いずれにしましても、議員が御心配のサービスの

向上につながるのかどうか、それから、果たして民

営に移譲することについて、影響がどういう内容な

のか、それから、受ける法人の経営がどう予測され

るのか、また、町としての、直営することによっ

て、町、自治体の経営がどういうふうに推移するの

か。それと、もう少し言えば、そういう変化によっ

て雇用の状態がどうなるのか、あらゆる角度から評

価をしながら、おのおの公の施設の行く末を判断し

ていくものと考えますので、これらについては、そ

れぞれの段階でまた御協議をさせていただきたいと

思います。 

 それから、御質問にありました、先行きの不安を

どう担保するのかという御発言もありましたが、い

ずれにしましても、議員も御承知かと思いますが、

こういう社会福祉を担う事業体については、社会福

祉法の中で、自治体あるいは公的法人でありますこ

ういう社会福祉法人が担い手ということでございま

すし、そういう位置づけからしても、今御説明申し

上げていますわかば会につきましても、社会的役割

を十分果たすという組織の意思表示がございますの

で、それを尊重し、十分見守ってもいかなければな

らないというふうに考えてございますし、最終的な

担保につきましては、この間も御説明申し上げまし

たように、譲与に関係する契約の中で、しっかりお

互いがそういうことを担保し合うということになる

かと思いますので、御理解をちょうだいしたいと思

います。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 町長の答弁の中に、議員協

議会では、町長、最初、今後のあり方ということ

で、今、既に西保育所も民間に指定管理者で移行し

ています。そういった問題に対してどうなのかと聞

いたときに、これは今回のこれになじまないから、

そこまでは想定していないということの答弁をして

いたのですよ、議員協議会の中では。そういうこと

を考えたときに、そのときにそう言っておきなが

ら、今全く違うような話をしているわけで、そう

いった意味でも、やはり整合性という点ではないで

すよね。 

 もう一つは、私は民間でやろうとも、確かに指定

管理者という形で移行しようとも、公の施設がやる

という感じでも、経営にどれだけ心血を注いだ運営

を、どちらにしてもやれるかどうかです。ここにわ

ざとらしく、わかば会ではわかば保育所があって、

そこの園児との交流ができると。それを置きかえれ

ば、上富良野町には保育所があって、西保育所もあ

りますと。そういう人たちとの交流ができますと、

こういう解釈です。こういうことをやらないで、す

ぐこういう問題に流れてしまうと。私がもどかしい

のはこういったところなのです。 

 民間の手法が、それはやっているところはたくさ

んあります。それは僕も認めます。悪いとは言いま

せん。ただ、行政が本当に努力したのですかという

ことを今聞いているのですよ。その努力の形跡が、

やはりこういう問題があるとすればこれをやるだと

か、いろいろ工夫がやられてしかるべきなのにもか

かわらず、これをやらないと。それで試合放棄だと

いうことだから、僕は問題ですし、まさにこれから

の労働条件や働いている人の話などもいろいろ聞き

ますと、不安ですよね、当然。当初の計画では、わ

かば会は違うかもしれませんよ。ただ、今までの上

富良野町の畜産と場の譲渡をして、経過を見ました

ら、当初は一定の給料という形で担保されていまし

たが、あとは下がってくるという形になっています

し、それがそのまま事例として当てはまるとは言い

ませんが、こういうこともあり得るのではないかと

いう話でありますから、そういう労働条件の問題に

ついても非常に不安を抱えています。 

 そういうことも含めて、私は町長が言う、あるい

は助役が言うように納得できません。指定管理者で

きっちりと町のかかわりを担保しながら、わかば会

にやってもらうのだったらやってもらうという形を

やはりとって、本来の行政が担う役割をきっちり

持って進めるべきだというふうに思います。この
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点、もう一度お伺いしておきます。計画はあくまで

も計画で、これは本当に将来不透明な部分があっ

て、そういうような中で、制度上、契約を結ぶとい

う状況にならざるを得ないという不安を抱えた中で

の譲渡というのは、私は納得できませんので、もう

一度この点を伺います。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の再質問にお

答えさせていただきます。 

 西保育所の問題について、議員協議会で云々とい

うことでありますが、私の考え方とは全く違うお話

でありますので、この本会議で私の考えを正しくお

伝えしておきたいなというふうに思いますが、ケア

ハウス等々も同じ、西保育所も同じ、中央保育所も

同じ、特養も同じ、先ほどお答えさせていただきま

したように、民間に移譲することによって町民の御

負担を少しでも軽減でき、財政的な対応が処理でき

るのであれば、私は計画的にこれらにつきましても

民間移譲を進めていきたいというふうに常に思って

おりますし、お答えさせていただいているつもりで

あります。今回のこのケアハウスにつきましても、

そういった観点から移譲をすることに判断をさせて

いただいております。 

 今後の件につきましては、今までも担当から答え

ていただいておりますように、民間の方々、福祉法

人のより一層の活動分野を大いに広げることによっ

て、福祉に対しても、町がやるべきもの、行政と、

また法人と、福祉法人と、地域の皆さん方とが一体

となって地域の福祉の推進を図っていかなければな

らないというふうに思っておりますので、これらに

つきましても、この移譲をすることによって、わか

ば会がより福祉に対する活動を展開していただくこ

とに大いに期待をしながら対応を進めさせていただ

いているということに御理解を賜りたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） 他にございませんか。 

 １７番西村昭教君。 

○１７番（西村昭教君） 何点かお聞きしたいので

すが、この移譲に当たって、町がどれだけ今の行革

とか財政状況等々考えて、従来、本来ならば行政が

ずっとやっていくべきものを民間に、町長の考え方

もあろうかと思うのですが、委託をやったのかとい

うことの確認を１点したいと思うのですが、それ

と、譲渡に当たって、これを受ける法人の不安材料

も結構あるわけで、それに対してどこまで行政とし

て期待をして譲与しようとしているのかということ

の確認をとっていきたいと思うのですが、まず一

つ、譲与することになった経過なのですが、前段

で、私も厚生委員会で質問していたのですが、まだ

どうも質問不足のところもありまして聞くのです

が、いわゆる前の協議会のときに説明ありました、

法人が決断したのは８月中旬であったということで

したよね。 

 それで、その前段で、当然行政としては、このケ

アハウスの譲渡についていろいろ検討されたと思う

のです。春からこの補助金についてはもう国から来

なくなっているのだと、行政が運営している以上。

その話は承知したわけでありますけれども、それ

で、ここに事前の資料で、いわゆる選定の理由が三

つほどあるのですが、これはわかば会の状況の中で

期待した部分も含めて選定したということもあろう

かと思うのです。町内法人であると。それで、その

前段でどういう検討をして、このわかば会に譲渡し

たときに、いわゆる今の運営の状況、それから譲渡

してから先の計画というものについて、当然、行政

としても予測をしたいろいろなものを資料として、

あるいはアドバイスとして、わかば会と何らかの提

供なりコンタクトがあったと思うのです。そういう

ものがあったのかどうか。わかば会にただ口頭でお

話をして、そして、そこでわかば会で８月中旬に単

純に決定したのか。前の説明のときには、今のケア

ハウスの財務内容といいますか、年間の維持管理費

も含めた内容というのは議会にも報告されているよ

うに、そういうものだけで済ませた上で、何らあと

はわかば会独自で検討して決断をしたのか、それと

も、今、軽費老人ホームは社会福祉法人、福祉協議

会に委託管理されているわけで、そことわかば会と

協議したのかどうかということも含めて、その点

ちょっとお聞きしたい。 

 それからもう一つとは、計画書が出ていますよ

ね。先ほど同僚議員の質問にもありましたですけれ

ども、その計画の中で、介護保険という一つの制度

も活用した運営展開を図られようとしておりますけ

れども、これはこれでわからんではないのですけれ

ども、私も委員会の中で質問したのですが、今後、

国の福祉政策、それからうちの町の人口動態、高齢

化がどういう形で進展していくのか、いろいろな面

で担当課は予測して、把握していると思うのです、

状況を。そういうものの展開が、行政としてしなけ

ればならない展開がある部分があるだろうと私は判

断したものですから質問したのですけれども。 

 そういう部分で、わかば会にそういうものをお話

しして、そういう展開をしていくことが望ましいと

いう話をしたのか、わかば会があるいは独自にそう

いう展開をしようとして判断したのかというのが、

私、ちょっとまだ明確に認識できないものですから

聞くのですけれども、介護保険制度や今の福祉制度

は、当然、国としては変わってきてはいますけれど



 

― 97 ―

も、そういうものが、従来、本来、ケアハウスの運

営を任せようという部分に取り入れていかなければ

ならないという、その見解、どう見ているのか、担

当部局として。運営の手法としてはいいのですよ、

わかば会は。だけど行政としてそういうものをどう

見ているのかというのがちょっと私は疑問で、本来

は行政がやってしかるべきものなのですよね。です

けれども、民間もやれるという部分で、そこら辺で

どういうぐあいに考えているのか、ひとつお聞きし

たい。 

 それから、次が、先ほど説明の中に、いわゆる管

理費の今まで入所者分のあれで、約３,０００万円

ほど出すと。それから、３年間、運営で３００万円

ずつ出すということでありますけれども、これが無

償譲渡の条件になっているのかどうか。お金という

のは予算絡みですから、当然、今は財産の譲与だけ

の問題ですけれども、そこに今の説明の中でついて

いるということは、これを認めれば、当然その３,

０００万円も、３年間３００万円というのも継続し

てやるという暗黙の了解になってしまうと思うので

すけれども、私も委員会で言っていたのは、すぐそ

こにやる必要があるかどうかという問題があるので

ないかと。まだ、保育所の運営では十分実績ありま

すけれども、譲渡しようとするケアハウスの運営は

全くゼロですから、当然、行政としても不安をいっ

ぱい抱えていると思うのです。そういうものを渡し

て、３年間応援して安定化を図るのだよという考え

方はいいのですけれども、ではそれをすぐ実行して

渡していく必要性があるのかどうかという問題だと

思うのです。 

 例えば３,０００万円渡して、すぐ３,０００万円

使わなければならないという問題ではないですよ

ね、任せても。だとしたら、３年間様子を見て、そ

れから渡しても何ら不思議ではないし、例えば３０

０万円、３年間、３００万円というはっきりした数

字ではないかもしれませんけれども、やっていくと

いう、いわゆる内部の負担の不公平をなくそうとす

るのだろうと思うのですけれども、ではそれもわか

ば会の受けようとする法人がどういう方針でそこを

やろうとしているのかというのは、まだ説明が一つ

もない。 

 そこら辺のところで、今、私、確認したいのです

けれども、そういうものをつけてこの無償譲渡をす

るのかという、前提としての無償譲渡なのかという

ことで、言葉で説明ありましたから、そこら辺のと

ころもう１回確認したいのです。 

 契約書の案も見たら、そういう数字を載せて、出

してやりますということになっているのです。そう

すると、それをしなければ契約を交わせないという

ことになりますよね、相手があることですから。で

すけれども、その部分について、もっと私はどうか

なと、考慮する必要があるのでないかなと思うので

すけれども、その点、説明をお願いしたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（米田末範君） 西村議員の御質問

にお答えをしたいと思います。 

 まず第１点目の、町の行政改革等の対応でござい

ますが、これにつきましては、行政改革の推進計画

の実施計画、さらに年間のスケジュール等によっ

て、私どもとしても対応させていただいてございま

す。いわゆるアウトソーシングの方針に従って進め

させていただいているものでございまして、それら

の財政的な効果というものを推しはかりながら進め

ているということでございます。 

 次に、２点目の、法人への移譲に伴っての不安材

料がどうだったのか、それから、その決断はどうい

うふうに進めたのかということでありますが、実質

的には１５年度あたりから、これらにつきましては

民間移譲への考え方というものを持ちながら各種の

論議を進めてきてございます。最終的には、法人の

御決断、組織決定をいただいたのは８月であるとい

うことで、これにつきましてもお話を申し上げまし

たが、それらの間には、法人の組織内でも相当量の

御議論があったものというふうに考えるわけでござ

いまして、実質的な組織内で、軽費老人ホームの経

営内容についても情報をお持ちになって検討してい

たということであるというふうに考えてございま

す。 

 それから、次に、相手方の選定の理由ということ

でございますが、これはあくまでも町内での法人、

いわゆる社会福祉法人の基盤といいますか拡充とい

うことは、町にとって大きな財産であるということ

については変わりないものでございますので、そう

いう広がりというものを積極的にこれらについて対

応していくことも大変重要でございますし、わかば

会としても、その決断に至る内容の中では、各種の

論議をされたものだというふうに思います。単に今

行っている保育という分野に、さらに高齢者という

ものについての運営によって、その運営自体に大き

な期待をお持ちになって決断されたものというふう

に私自身は考えてございます。 

 それから、４点目の、介護保険等を活用しての中

で、福祉計画の中での推移というものをどのように

とらえているかということでありますが、行政とい

たしましては、介護保険事業の計画の中でも平成３

１年を一つのめどといたしまして、大幅に後期の高

齢者が多くなっていくということについては十分そ
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れらをとらえているところでございまして、これか

ら先の状況としても、制度の変化等にどう対応して

いくかということはございますが、少なくても対応

せざるを得ないものというものは相当量あるという

ことでございます。 

 軽費老人ホーム等の位置取りとしてはどうかとい

うことでございますが、当初計画の中では、先ほど

申し上げました３０床というのが一つの押さえとし

て進めてございましたが、これらについては、その

需要というものがどう動向として起きてくるか、も

う一つは、いわゆる独居でありますとか虚弱高齢者

というものがどういうふうに推移するか、おのずと

発生としては若干ずつ多くなってくるであろうとい

うことを予測はしてございますが、そういう中で、

軽費老人ホームがどういうふうに展開されていくか

ということについては、今後の課題としては残って

ございますが、今の段階で軽費老人ホームの私ども

としてそれを拡大していくという考え方は当初から

持っているものではございませんでした。ただ、民

間として、それらにどういうふうに視野を持ってい

くかということについては、あくまで法人としてお

考えをいただいたものというふうに、その事業計画

案としてそういうふうに御発言されたものだという

ふうに理解をさせていただいてございます。 

 それから、５点目でございますが、行政で行うべ

きものか法人で行うべきものか、行政が行うべきと

いうふうに、今の法律から考えさせていただきます

と、必ずしもすべてが行政ということが根幹になっ

ているものではなくて、民の活用というものについ

ては、国の方針としても非常に高く出てきていると

いうことが、その支援体制のあり方によっても非常

に内容としてはシフトが変わってきているというこ

とは事実でございますので、それらに応じた対応を

していくことも行政の一つの役割だというふうに私

自身は考えてございます。 

 それから、６点目の交付金の関連でございますけ

れども、先ほど提案の中でも申し上げましたが、あ

くまで私どもといたしましては、これまでの管理費

の運用の状況の中では、行政といたしましてはすべ

てを一般的な運営に投入しても、なお一般財源を大

幅に持ち出さなければならないという状況にかんが

みまして、これはそういう対応をしてきたわけでご

ざいますけれども、実質的に移譲することにおきま

しては、それらの管理費が今後の施設維持という

ベースの中で対応していかざるを得ないということ

であることから、これについては交付金としてお出

しをしていくということが一つのお渡ししていく契

約の中でそれらをうたわざるを得ない状況にあるの

だというふうに私自身としては理解をしてございま

す。 

 議員御発言のとおり、何年かの運営を見てという

ことでございますが、私どもといたしましては、こ

れをお渡しすることによって、より民間のお考えで

進める内容をより早期に定着させていけることが大

きな、町としても効果は高いであろうというふうに

判断をいたしているところでございます。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） １７番西村昭教君。 

○１７番（西村昭教君） 選定の経過は、資料にも

あるとおり理解はするのですけれども、私が言うの

は、そこに任せてやっていくという過程の中で、行

政がどれだけ考えて、そこにどういうものを期待し

て任せるのかという部分のものが全然見えないので

すよね。不安がある。 

 ですから、計画書も出ていますけれども、いろい

ろ考慮してつくられたものと思いますというだけ

で、何もない。もしいろいろな検討をするときに、

資料提供だって求められただろうし、当然、今の制

度の中でこういう考え方でやろうとするのだろうけ

れども、どうだろうかという意見を求められたこと

もあると思うのです。全然なかったというならな

かったでいいのですけれども、それだったらなお不

安ですよ、任せる方は。私らがここで決めなければ

ならないのですから。 

 だから、そういうものでどれだけ真剣に検討し

て、どういう展開が軽費老人ホームプラス、この計

画を見ればプラスがありますよね、事業展開とし

て。そういうものも含めて、行政の担当課、所管と

してどれだけ検討して、町の財産を渡して、機能も

発揮してもらうわけですから、行政が今までやって

きたものを、それをどれだけ期待と、それから今後

の町民の負託にこたえていくだろうという部分で、

どれだけ検討して、どれだけのことを将来考えて

やったのかということを確認したいのです、私は。

ところが、どうもそこら辺がはっきりしない。まし

て、町長は当然わかっていると思うのですけれど

も、町の財産ですよ。６億円からかかったものを、

まだ残存が５億円以上ある。借金はこっちで払う、

それだけのものを無償でやるときに、本当に真剣に

考えた結果、これが最善だというものが出てくれ

ば、もっと違う受け取り方があると思うのです、町

民も。だけどどうもそこら辺がはっきりしない。だ

からもう１回確認したいのです、私は。 

 そういう部分で、計画でいろいろと介護保険の方

も導入してやりますよと。事業規模も非常に大きく

なってくる、施設も建てると。建てなければできな

いような状況ですね、今のこの計画書を見たら。で

すから、計画は何ぼでも書けるのだろうと思うので
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すけれども、これを実際にやっていくというのは僕

は大変だと思うのです。うまくいけば、それはよ

かったでいいのですけれども、逆だったら大変です

よ。ですから、もっとこの運営の姿を私は見るべき

だと思うのです。そういう部分で、契約書に、先ほ

ど説明あったように、そういう交付金とか助成金を

３年間続けると。助成金を続けるというのは、運営

の中のいろいろな問題があるから、それは理解でき

るのですけれども、交付金が、絶対それをつけな

かったらできないのかといったら、そんなのではな

いでしょう、この中身を見たら。だから私は様子を

見るべきだと思うのです。それぐらいしても、何も

私は不思議でないと思うのですよね。 

 ですから、今、契約書の話も出たのですけれど

も、譲渡をするとき、当然契約書を交わしますか

ら、この契約書に関して、再度、議員協議会でも確

認とっていると思うのですけれども、再度きちんと

その案を出してきて、いいかどうかの前提の了解を

とってもらわなかったら、契約書を交わされたら困

るのです。 

 それと、もう１点お願いしておきたい、考えがあ

るのは、議会も、これだけ財産を譲渡するのですか

ら、町長と法人ですよ、契約者は。立会人に議長も

きちんと入ってもらっても私は不思議でないのかな

と思うのですけれども、そこら辺、どう考えておら

れるか。 

 決めるのはいいのですよ。やっぱりちょっと心配

な部分が非常にある。だからそこら辺のところで、

今考えておられるのかどうか、考えてもらえるのか

どうかということもちょっとお聞きするのですけれ

ども、ただ、不安材料が非常にあるという部分で

は、まだまだもうちょっときちんとやったという姿

が見えないというのは非常に不安なのですけれど

も、そこら辺のところで、さっき言ったの、答弁を

お願いしたいと思います。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １７番西村議員の再質問に

お答えさせていただきますが、他の部分については

担当、他の者からお答えさせていただきます。 

 まず、相手側の選定でありますけれども、町が行

財政改革実施計画を立てまして、国の官から民とい

うようなことから、行政には補助金は来ない、民間

には補助金が出るというような方向性になって、町

が単独で３,０００万円からのお金を繰り出さなけ

ればならなくなったというような時点から、行政改

革の中で民間移譲していこうということで進めまし

た。 

 その中で、第一に考えたのは、今、管理運営をさ

せております社会福祉協議会に移譲しようというこ

とで進めてきたところでありますが、その社会福祉

協議会も受託するというようなお答えもいただいて

いたわけでありますけれども、社会福祉協議会が財

産を取得することは認められないということがあり

まして、その制度を生かすことができないというこ

とで、社会福祉協議会ではこれに対応できないとい

うことで、次なる移譲先がないかということで選定

をさせていただいておりました。 

 私としては、極力町外でなく地元で対応したいと

いうことを基本で考えておりましたが、社会福祉法

人ということが一つというようなことから、社会福

祉協議会が一生懸命になっていただきまして、わか

ば会との話を進めていただいた部分もございます、

町も入りましたけれども。それで、今、管理運営を

している社会福祉協議会が、これは受けてやっても

決して難しいことではないという判断をされて、社

会福祉協議会は受ける予定でありましたが、先ほど

言いましたようなことでだめだったと。財産を取得

することはできないというようなことで、その対応

を進めさせていただいておりまして、十分社会福祉

協議会とわかば会との連携、調整がなされた中で、

わかば会が決断をしたと。その説明と十分な対応を

図っていただいたということも功を奏したと申しま

すか、そういうようなことから、私自身もわかば会

に移譲することに対して、やっていただけるものと

いう判断をして結論をここに至ったということであ

りますので、十分にわかば会は先を見通した中での

状況を、今管理運営をしている社会福祉協議会から

説明を受けて、理解をした上での受託であるという

ふうに認識をいたしております。 

 そういった点からすると、私といたしましては、

わかば会に移譲することに対して、これからの制度

の変化等々の不安材料はありますけれども、決意を

持ったわかば会の運営対応で、今後、ケアハウスの

運営を実施していただけるものという確信を持って

おるということで、御理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（米田末範君） 西村議員の再質問

でございますけれども、１点目の、いろいろな検討

の過程の中で、行政との関連ではどうだったかとい

うことで、いわゆる制度に関するものとか、ただい

まの軽費老人ホームの運営に関しましての情報提供

はさせていただきながら、担当レベルでの検討が進

められていって、それがわかば会の理事会での最終

の答えになっていったというふうに理解をいたして

ございます。 

 それから、今後、譲与にかかわって、契約書につ

いての案は、あくまでも議会に事前に提示をさせて
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いただくということにつきましては、考え方として

は変わってございませんので、これについては、御

議決をちょうだいした以降で早急に整理をさせてい

ただきながら、対象法人とも十分煮詰めて、議会の

方にも御提示をさせていただきたいというふうに考

えてございます。 

 立会の件につきましては、私の判断では整理でき

ないところであります。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１２号を起立により採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成諸君の起

立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中川一男君） 起立多数であります。 

 よって、原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩をいたします。 

○事務局長（中田繁利君） 休憩時間は２０分とい

たしまして、再開を１１時２０分といたします。 

────────────────── 

午前１１時００分 休憩 

午前１１時２０分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 暫時休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

─────────────────── 

◎日程第６ 議案第１３号 

○議長（中川一男君） 日程第６ 議案第１３号上

富良野町軽費老人ホームの設置及び管理に関する条

例を廃止する条例の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米田末範君） ただいま上程され

ました議案第１３号上富良野町軽費老人ホームの設

置及び管理に関する条例を廃止する条例につきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 さきに議案第１２号の軽費老人ホーム施設の譲与

につきまして御議決いただきましたことから、上富

良野町軽費老人ホームの民間移譲を平成１８年４月

１日をもって実行しようとするため、当該条例を廃

止しようとするものであります。 

 なお、関連いたします議会の議決に付すべき公の

施設の利用及び廃止に関する条例の第３条から軽費

老人ホームを削る改正及びこれまで未整備でありま

した図書館につきまして、同条例第２条に新たに加

える改正につきまして、附則により整備しようとす

るものであります。 

 以上、説明といたします。 

 御審議賜りまして、御承認賜りますようお願い申

し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 これより質疑に入ります。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 前１２号の議案に引き続い

て質問いたしますが、今回、設置条例の廃止という

ことで提案されましたが、もう一度お伺いしたいの

は、今回の廃止によって起こり得るだろうという問

題点というのが幾つかあるのではないかなというふ

うに思います。完全に公の施設から離れるという、

やっぱり入居者の不安、これは拭い去られるもので

は当然ありません。やはりそういった意味では、議

決した後で入居者が初めて知ったというような方向

に当然なるわけですから、そういう点で、本当に入

居者が安心して住めるような、そういう条件整備と

いう点でも、この間の論議でも明らかになりました

が、やっぱり収支の問題も含めて、不安定な要素が

たくさん出てきております。管理費の問題でも、当

然、その管理費の削減によって、受益者負担という

形の中で入居者に何らかの負担を求められるという

ふうに思います。町の方では、それは何らかの規則

があって、上限があって、それはそういうふうには

ならないのではないかというような、疑問視するよ

うな発言をされております。こういった意味で、私

は改めて本当にそういう入居者の不安にこたえられ

るような施設になるのかどうなのかという点で、１

点確認しておきます。 

 さらに、今回、この条例改正とあわせて、今まで

は管理条例の中の７条の中には、今までの経理の運

営というのが義務的に報告されるという関係も載っ

ております。ただ、これが民間に移譲されるという

ことになれば報告義務はありませんが、しかし、紳

士的に物事を考えた場合に、補助金も受けて、なお

かつ１９年間という担保もとるという状況の中で、

そういった収支の報告、経営状況の報告を含めた収

支の報告、これは何らかの形で担保されるのかどう

なのか、この点、お伺いしておきたいというふうに

思います。 

 次にお伺いしたいのは、町では、今までの政策は

失敗ではなかったと。経費の効率化の面、もしくは

民間移譲の中で、その役割は果たせるのだというこ

とをおっしゃっております。私は、どう考えてもそ

れはていのいい、いわゆる言葉を変えた表現であっ

て、町は事実上、この施設の管理や、あるいは軽費
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老人ホームの、介護保険制度の改正の中で、やはり

どう進んだらいいのかという点で、結局道筋がわか

らなくなった、進むべき方向がわからなくなったと

いう形の中で、最終的な条例の廃止、いわゆる民間

譲渡という形になったのだというふうに思いますの

で、この点、もう一度、町が行ってきた今までの経

緯を踏まえた、そういう老人政策の、この軽費老人

ホームに至っては、やっぱり失敗だったということ

を認めるべきではないのでしょうか。 

 ただ言葉で、民間になったから引き続きそういっ

たものが安全、サービスが担保されるというだけで

はなくて、私は公共施設、公の施設のやる役割とい

うのは、やはり何でもそうですけれども、公が持っ

ていることによって安心だという、お金に換算でき

ないサービスの提供を受けて、人々は安心して暮ら

せるというのもあります。これは民間の施設であっ

ても当然同じではありますが、しかし私は、よりそ

ういった入居者の不安を解消する、これからの介護

保険制度の改正の中で、新しい軽費老人ホームの施

策の管理や老人対策という点で、重要な位置づけと

いう点では私は変わりはないと思いますので、この

点、町は結局こういう問題に対して手を挙げたとい

うふうに私は思いますので、この点、もう一度答弁

願いたいと思います。 

 次は、８条関係で言えば、今、条例では何らかの

要因で施設の開放ということがうたわれておりま

す。その中には、災害時や非常時、その他含めて、

町長が何らかの形でそういうときには、これは一般

に支障がない限りで開放するということがうたわれ

ております。この点について、引き続き軽費老人

ホームが民間移譲、あるいはなったとしても、そう

いう担保というのはとられているのかどうなのか、

この点、伺っておきたいと思います。 

 私は、再三言いますが、やはり町が少なくとも指

定管理者制度にのっかりながら、この軽費老人ホー

ムを維持するということが今大切だろうというふう

に思います。パークゴルフ場の将来的な、今、当面

できなくても、見直しや、十分指定管理者にのった

形の中で、やはり町が関与するという方向が大切だ

と思います。 

 起債の償還においても、１５％の交付税の算入

や、あるいは委託金においても５割等の補助金の交

付税の算入等が何らかの形で担保されております。

そういうことを考えたときに、収支の見直しを行っ

てやれば、こういう運営も、多少の町の当然見るべ

き負担として考えるならば、十分やっていける要素

があります。今後の介護保険制度の制度の改正の中

でも、先を見通した施設の改善も含めた、そういう

ことを考える必要があると思いますので、これらの

点について、もう一度お考えを聞きたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（米田末範君） 米沢議員の御質問

にお答えをしたいと思いますが、まず１点目の、入

居者の方々への対応ということでございますけれど

も、私ども、この移譲にかかわって、法人との論議

の中では、法人としても非常に高い意思を持って、

この移譲を受ける意思を組織決定されているという

ことがうかがえるのは何かといいますと、少なくて

もサービスの提供にかかわっては、これまでを落と

すということではなくて、これまで以上にしていく

ことが法人に課せられたものだというふうに理解を

しているという御発言がございました。そういう中

でお進めいただけるものというふうに考えてござい

ますし、当然、負担の関連ということでございます

が、先ほども申し上げましたが、管理費にかかわっ

ては、現段階でそれを即上げるというようなことを

お考えになっているということは全くないというこ

とで御発言をちょうだいしてございますので、それ

らについて、不安というのは私どもとしては解消さ

れているというふうに理解をしているものでありま

す。 

 それから、次に、経理の関連の報告義務というこ

とでございますが、これについては、基本的には報

告義務を課すことは私どもとしてはできない状況で

ございます。ただ、一つありますのは、関係者への

いわゆる収支関連の閲覧ということにつきまして

は、関係人にこれを閲覧させるということが社会福

祉法人においては社会福祉法の中で定められてござ

いますので、これを閲覧するということは可能な範

囲であるというふうに理解をしてございます。 

 それから、３点目の、これまで町がとってきた政

策として、軽費老人ホームはいわゆる失政であった

ということを認めろということでございましょう、

そのような御発言だと私は思うわけでございますけ

れども、先ほども申し上げましたように、軽費老人

ホームを先駆的に設置をしてきたことが誤りであっ

たということでは私はないと思います。これが地域

にとって必要な施設として先駆的に設置をしてきた

ことは事実でございますし、その効果というものも

発揮をしてきたことは事実であります。しかし、制

度の変化は民間にシフトをしてきているということ

を何回か申し上げましたが、そういう国の制度上の

中で支援体制がなされていくということであれば、

これが地域の中にそういう施設を運営する法人が

育っていくことの方が、町にとっても大変大きな財

産であるというふうに考えてございます。施設その

ものは財産でございますけれども、しかし、その運
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営がなされることも大きな町にとっての財産である

ということを、私どもとしては最大限の認識をして

いくべきものだというふうに考えます。 

 それから、４点目でございますが、施設の開放に

かかわって、担保するのかということでございます

が、これは都度の状況によって行政として民間の皆

さん方に協力を求めていくことについては、そのあ

りようによって違ってくるものだと思ってございま

す。当然にして、御協力をいただくことについて

は、その施設を利用させていただくことが必要だと

いうことになれば、担保をとっているとかとってい

ないとかでなくて、町としてはお願いをしていくの

が当然であろうというふうに理解をいたしてござい

ます。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 入居者の不安という点で

は、まさに不安なのです。解消されているというこ

とをおっしゃっているけれども、何ら入居者に対し

ては、こういう実態というのが知らさせているのか

どうかわかりませんが、聞く範囲では、なかなか知

る余地がないというような話がされております。そ

ういう意味では、初めてこの条例の改正によって、

ああ、民間に移るのだなという形になってくるのだ

というふうに思います。そういう意味では、やっぱ

り入居者に対しての不安解消という点では、全く解

消されているというふうには理解を私はしておりま

せんので、この点、もう一度、入居者との関係で、

そういう不安の問題というのは解消されていないと

いうふうに考えますので、その点、もう一度お伺い

いたします。 

 次に、福祉政策の点では、確かにそういうあなた

の言うような、すべて私たちのやっていることはい

いのだという形の答弁であります。もう何回も聞い

ているのです、そういう答弁は。私が言いたいの

は、本来、こういう施設というのは行政がしっかり

受け持つべきだろうと。福祉の向上や地域のやっぱ

り発展につながるような政策、これをやりなさいと

いうことがうたわれています。なおかつ、最近は指

定管理者制度という形の中で、民間に移譲するとい

う形の制度も出てきています、経費の節減という点

で。 

 そういう意味では、私はよりそういうものを考え

た場合に、指定管理者に移行して、その経費の節減

を行えば、何も譲渡しなくても、町の運営のあり

方、関与の仕方というのが、そこできっちりと入居

者にとっても安心感を与えられるわけですから、や

はりこういう政策をとらないというところに、町の

こういう問題に対する政策の失敗があったのだと。

やはり失敗という言葉がだめであれば、本当にそう

いう先の見えない、見通しを立てない、福祉に対す

る考えそのものが、こういう形になってあらわれて

きたのだというふうに私は考えるわけです。そうで

ないというならそれでもいいですけれども、私は、

こういう問題というのは、やはりきちんと行政で指

定管理者に、経費が節減できるのだというのであれ

ばそちらに移行して、やっぱり管理すると。そのこ

とによるやはり経費の節減を図って、将来の地域の

軽費老人ホームとしての位置づけを高めるという役

割を私はとるべきではないかなというふうに思いま

すので、改めてこの点。 

 それと、一般開放という点では、それは担当の課

長がおっしゃるとおりでありますが、何らかの災害

等が発生した場合の、やはりそういったものについ

ては、適時、これは避難施設等の指定に入るのかど

うなのか、指定するということであれば、町がどこ

とどこを指定するということになるのだろうと思い

ますので、この点もきっちりとした、冷たい紋切り

型調に言うのではなくて、やっぱりこういう施設も

そういうときに対応できるような対策をとる必要が

あるのではないかなというふうな観点から私言って

おりますので、この点、もう一度答弁願いたいと思

います。 

 以上のことを述べさせていただいて、こういう条

例の廃止については、断固私は反対の態度を貫きた

いと思いますので、最後の答弁を求めたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（米田末範君） 米沢議員の再質問

でございますけれども、まず１点目の、入居者の

方々につきましては、私ども施設長を通じて、もち

ろん担当者も含めて、事前にお伺いをしてお話をさ

せていただいております。ただ、決定される前にひ

とり歩きさせるということは、かえって不安をまた

あおるということもございますので、いわゆる議会

の御決定を待つのだということについては十分お話

をさせていただいてございますので、御理解を賜っ

ておきたいと思います。 

 それから、行政の進めるべき福祉の将来像という

ことであろうと思いますが、そこにつきましては、

それぞれの計画を立てながら進めさせていただいて

ございます。制度の大幅な変化も現状ではございま

す。それらにどう対処していくかということについ

て、非常に私どもとしても腐心をいたしている状況

にございますが、ただ、私どもが担当者としてね

らっていく福祉というものは、地域の福祉力をどう

高めていくかということが大きなねらいでございま

すし、願いでもございます。これをどうとらえて
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いって、具体化をしていくかということについて

は、いろいろな状況に対応していくべきものだとい

うふうに考えてございます。したがいまして、施設

としての対応のありようというものが、その中で、

制度上の利用をしながら、なおかつ地域の中で大き

な活力を見出せる方法があるとすれば、それを民営

化という形で見つけていくことも、私どもの福祉政

策といいますか、福祉の行政を進める側の役割とし

て、当然にして課せられた役割であるというふうに

考えているわけでございます。 

 したがいまして、それが指定管理者というベース

の中で行うかという問題については、先ほども申し

上げましたが、指定管理者というところと、福祉施

設の運営というところの中で論じ合わせてみたとき

に、民間のベースの中でお進めいただくことが、資

金的なベースも含めて充実されているということで

あれば、それを利用させていただくことの方が、私

どもとしてはより地域にとって有利であるというふ

うに理解を進めさせていただいて、展開をさせてい

ただいたものであるということで御理解をいただき

たいと思います。 

 それから、いわゆる避難施設として指定するか否

か、これについては所管が違うところでありますけ

れども、これは、先ほども申し上げましたが、指定

する、しないにかかわらず、私どもとして、必要な

ときにつきましては、どうあれ、その施設について

開放いただく、もしくは利用させていただく、もし

くは独自での判断もちょうだいをしていく内容で進

めていくべきものというふうに理解をしてございま

すので、御理解を賜りたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

 １７番西村昭教君。 

○１７番（西村昭教君） ちょっと確認しておきた

いのですけれども、民間になって、当然、機能は変

わらないと思うのですけれども、入居者の問題で、

当然、今、所得に応じた負担をされていると思うの

です。これが法人になって、法人のルールに変わ

る。当然、今の格差というものはどういうぐあいに

していくのかちょっとわからないのですが、今は町

と入居者との約束事だと思うのです。今度は法人と

入居者の約束ということになると思うのですけれど

も、この入居者の、今議決を受けて、対応のとき

に、当然、今の格差をなくそうとしていくのか、ど

ういう形にするかわかりませんけれども、その効力

というのは、移行した時点で多分消滅するだろうと

思うのです。どうなのですか。入居者の今負担して

いるものの格差というのは、所得に応じて払ってい

ますよね。その部分が、新しく法人に移管されるこ

とによって、当然、料金というのは、体系というの

は変わると思うのです。変わらないのですか、ずっ

と。それであればあれですけれども、当然上がるだ

ろうとか何とかということも前提としてはあるので

すけれども、それはずっと上げないということなの

か、ちょっとそこら辺のところ、確認をしておきた

いなと思うのですけれども。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（米田末範君） 西村議員の御質問

でございますけれども、まず、所得に応じての階層

区分につきましては、基本的にこれは私どもで定め

られない、国で定めているものでございますので、

これを変えるということは、法人といえどもできな

いということです。ただ、先ほど申し上げました管

理費の部分というのが、これは設置をした設置者に

よって定めるということでございますが、これも非

常に厳しい制約の中で進められるということでござ

いまして、原則的には変わっていくということでは

ございませんので、御理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） 他にございませんか。 

 １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） 今、ケアハウスの管理料

の関係で、一応１万２,０００円から変わることが

ないというようなことで、私は入居者の何人かに

会ってお話を聞いたところ、今の状態でそのままい

くのであればいいですよと。しかし、１万２,００

０円、そのほかの関係も、管理者がかわったことに

よって値上げをするということになると、一応基本

的にはわかば会と契約をするということになるけれ

ども、それは我々事前に何も聞いていないから、そ

れはならないよと。我々は強硬にそれを言いたいよ

というような話をしていますから、１万２,０００

円が、言うなれば３００万円、３００万円で９００

万円出すということになってくると、極端に言え

ば、３０人入って、１年３００万円なら、１人１０

万円ずつ、極端に言えばそういう感じになるので、

その点、入居される人たちが一番心配しているの

は、今まで私たちが町と交わした契約がそのまま生

きていくのだという観点でいけば、改めてわかば会

と契約をするけれども、それでなければという気持

ちがあるものですから、極端に言えば、３年間変わ

らない、９００万円出すから。それであれば、今度

は４年目からどうなるかという関係で、やはり今、

入所者の皆さん方は心配しているのがあるというこ

とでございます。 

 それから、もう１点、今、同僚議員が、災害時の

開放の関係のことが出ていましたけれども、現実に
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災害の、ことしの３月にあれした中では、指定避難

場所ということには入っていないのですね。かみん

も入っていない、それからケアハウスも入っていな

いということなので、現実に、できるのであれば鉄

筋コンクリートのところというのが一番望ましいと

いうことなので、今後、これについては、当然受託

されるわかば会ともあれだろうし、それから、かみ

んの関係についても、指定避難場所に入れるべきで

はないかなという気がするのです。民間でもたくさ

ん入っていますから。そういう関係から言えば、こ

の一覧表の中に入れておいて、一応有事のときはそ

ういう体制ができるということを、やはりこの一覧

表の中で明確に出しておいた方が、ある面で町民の

不安を解消する要素にもなるのかなという気がしま

すので、その２点、ちょっとお伺いいたします。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（米田末範君） 中村議員の御質問

にお答えをしたいと思います。 

 管理費の関係でございますが、先ほどもちょっと

お答えさせていただきましたけれども、法人とし

て、上げるということを基本にして今お考えになっ

ていないということについては、入所者の方にもお

話ししているということでございます。ただ、時代

の変化といいますか、そういうところで、末代変え

ないのだということでいけるということではないと

思いますので、その辺については、行政が運営して

いたとしてもそれはあり得ることだと思うのであり

ますが、基本的には変えないということが法人とし

ても意思の中でお話をちょうだいしているというこ

とでございますので、可能な限り現状で進めていた

だくということはお話は申し上げているところであ

ります。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（田浦孝道君） １１番中村議員の、災害時

の指定避難所の関係についての御質問にお答え申し

上げますが、先ほどの議員にもお答えしましたよう

に、一応私どものスタンスとしては、３０名の方の

居住の場所ということでありますので、はなから指

定避難所ということがいいのかどうかについては慎

重な判断が必要であろうということで認識をしてご

ざいます。ただ、利用形態によりましては、御協力

をいただくという点も考えられますので、官民の施

設も含めまして、今後どうあるべきかについては十

分検討をしてまいりたいというふうに考えていると

ころであります。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） 基本的にそれは了解しま

すけれども、ただ、私、ケアハウスへ行ってみた

ら、１回漏電の事故があったのです。そうすると、

１階、２階だけが非常ベルが鳴って、３階、４階が

鳴っていないのです、入居者に聞きましたら。その

漏電の原因というのは、休憩室がすが漏りしてい

て、天井を直すということで張りかえて、外からの

テントの関係もあって、そこから水が入ったらしい

のですけれども、言うなれば１階でもし火災が発生

したら、本来的に上の方の人たちが逃げなければな

らないから、そうなると、今の火災報知器のあり方

がどうなのだということを私問われたもので、その

点、ちょっと施設としてきちんとやっていただきた

いのと、それから、防災訓練の中で、エレベーター

でおりなさいというのです。現実的にそういうこと

になった場合、電気が停電したらということもある

ものだから、その点の関係、防災訓練だからいいの

だろうという安易な気持ちでそう言われたのだろう

と思うけれども、現実にはそうならない部面もある

ものだから、その対処も、間もなく移管をするとい

うことだけれども、現実の問題で、そういう施設の

状態になっている、それから防災対策がそうなって

いるということだけお知らせしておきます。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（米田末範君） 中村議員の再質問

でございますが、大変申しわけございません、そう

いう過去に経過があったということ、私、十分理解

をしてございませんでした。これらにつきまして

は、十分移譲前にきちんとお話を確認させていただ

きながら、最善の対応が必要な部分について対応し

ていきたいと思います。 

 それから、防災訓練の関連でございますが、どう

いう形が最も望ましいのかということについても、

訓練としてどうあるべきか、比較的足の弱い方もい

らっしゃるというようなこともありまして、そうい

う対応をとったのかなというふうには思いますけれ

ども、今後のあり方というものをもう少し、軽費老

人ホームということだけではなくて、私どもとして

も総体、関連の施設の方々と、その辺のところは民

間であれ公であれということに関係なく論議を進め

ながらいきたいなというふうに思いますので、御理

解を賜っておきたいと思います。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

 ４番梨澤節三君。 

○４番（梨澤節三君） 条例の改廃ということです

ね。それで、今、保健福祉課長はあおりという言葉

を使いましたけれども、これからは、議決の前に聞

く時代に入っていくのです。議会で決めたからと

か、そういうことでいくのではないのです。その前

からやらねばならないのです。なぜかといったら、
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新行政手続法という法律が４月１日から今度施行さ

れるわけなのです。そこで、総務などもよく聞いて

おいていただきたいのですけれども、行政手続法と

いうことで、情報共有と住民参加ということ、これ

は条例化されていかなければならないと思いますけ

れども、これは企画立案から決定までの過程を住民

に聞くということになっていくのです。みんな一緒

にということですね。その手段としては、広報誌で

あるとかホームページ、説明会、住民講座、具体的

には各種使用料、手数料、そういう料金の額、それ

から国保、介護保険、税金関係、こういうのも含ん

でいくのです。そして住民参加の手続としては、政

策提案、パブリックコメント、ワークショップ、意

見交換、審議会、公聴会と、こういうようにやらね

ばならないのですよね。ですから、考え方、先に

言ったらあおりになるとか、そういう表現にはなら

ないと思いますので、その辺のところ、どのように

お考えか、お聞きしたいと思います。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（田浦孝道君） ４番梨澤議員の御質問にお

答えします。 

 議員から、かねてから今のような指摘、助言をい

ただいていますので、私どもも当然だなという部分

も相当ございますので、その点については、これか

らの行政活動に十分反映させていただきたいと思い

ますし、御案内のとおり、今、パブリックコメント

制度につきましても、若干、手探り状態で進めてい

ますが、できるだけ多くの町民の方からの意見を反

映できるような方法として制度を充実するように努

めてまいりたいと思いますし、そういうことに基づ

きまして、いろいろな諸手続について努力をしてま

いりたいと思いますので、御理解をちょうだいした

いと思います。 

○議長（中川一男君） 他になければ、これをもっ

て質疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１３号を起立により採決いたし

ます。 

 本件は、特別議決であります。 

 地方自治法第２４４条の２第２項の規定に基づ

き、出席議員の３分の２以上の者の同意を必要とし

ます。 

 出席議員は１８名であり、その３分の２は１２名

でございます。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成諸君の起

立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中川一男君） ただいまの起立者は３分の

２以上です。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第７ 議案第１４号 

○議長（中川一男君） 日程第７ 議案第１４号上

富良野町立学校設置条例の一部を改正する条例の件

を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 教育振興課長。 

○教育振興課長（岡崎光良君） ただいま上程され

ました議案第１４号につきまして、提案理由を御説

明申し上げます。 

 町立清富小学校におきまして、通学区域である清

富地区の児童数の減少により、同校の教育活動を繰

り広げることが困難な状況になるということが見込

まれることから、保護者並びに地域住民と今後の学

校のあり方の話し合いを進めてきたところでありま

す。その結果、清富小学校を平成１８年３月３１日

をもって閉校とすることの合意に達したことにより

まして、本条例の一部を改正するものであります。 

 以下、議案の朗読をもちまして説明にかえさせて

いただきます。 

 議案第１４号上富良野町立学校設置条例の一部を

改正する条例。 

 上富良野町立学校設置条例（昭和４０年上富良野

町条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１中、上富良野町立清富小学校の項を削

る。 

 附則といたしまして、１番目、この条例は平成１

８年４月１日から施行する規定を設けます。 

 ２番目といたしまして、上富良野町公立学校の施

設設備使用料徴収条例の一部を改正するものであり

ます。その内容といたしましては、別表屋内体育館

の欄中、上富良野清富小学校の項を削ります。ま

た、学校の名称の整理をあわせて行うものでありま

す。 

 以上で、説明を終わります。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 前回も補正予算の中で若干

質問しまして、清富小学校の学校の将来の廃校跡に

ついての利用の仕方は、住民、あるいは地域住民の

意見を聞いてということがありましたので、ぜひ

やっていただきたいというふうに考えています。 

 あわせて、これにかかわる建設、いわゆる補助金

等、当然起債等も借りております。それの償還、あ

るいは繰り上げ償還等というのはどういうふうにな
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るのか、この点をお伺いしておきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（岡崎光良君） ９番米沢議員の御

質問にお答えを申し上げたいと思います。 

 １点目の、校舎跡地の利用につきましては、以前

に御説明いたしましたけれども、地域住民の移行を

優先した形で、多くの方々の意見をいただきなが

ら、効果的な利用を考えていきたいというふうに考

えてございます。 

 それから、校舎建設にかかわります補助金並びに

起債の関係でございますが、建設当時、平成５年で

ございますけれども、防衛庁所管の補助金、それか

ら文部科学省の補助金をいただきながら建設してご

ざいます。あわせて、起債事業といたしまして、郵

政関係の起債をあてているところでございますけれ

ども、補助金、文部科学省並びに防衛庁所管の補助

金につきましては、現在におきまして協議を進めて

いるところでございますけれども、跡地利用に関し

まして、それぞれの所管の対象事業メニューの範囲

内で、返還とならないような方向で、多くの方々の

意見を聞きながら、効果的な利用というふうに考え

ているところであります。 

 また、起債関係につきましては、償還額、残りを

繰り上げ償還をするような方向でというふうに進め

ているところでございます。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 起債については繰り上げ償

還と。残り、文部と防衛については、跡地利用計画

がはっきりしていれば、これは繰り上げ償還という

形にはならないというような、間違いないですか、

これは。後でまた制度上変わったという話がよくあ

りますので、大変になりますので、これ、間違いな

いかどうか、お伺いしておきます。 

○議長（中川一男君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（岡崎光良君） 米沢議員の再質問

でございますけれども、先ほどもお答えしました

が、防衛所管の補助金、それから文部科学省の所

管、それぞれこちらの方から事務的に出向きまし

て、そういった打ち合わせをした中では、先ほど申

しましたような、許される範囲内での効果的な事業

メニューということを念頭に置きまして活用を図る

ことによって、返還は生じないというふうに確約を

得ているところであります。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 他にございますか。 

 １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） 関連でございますけれど

も、その跡地利用の事業メニュー、一覧表か何かあ

るのですか。というのは、もしそういうものがある

のであれば、やはり我々みんなで知恵を出して、こ

のメニューはどうだ、このメニューはどうだという

検討の素材になるかなという気がするものですか

ら、もしその事業メニューがあれば、後ほど配付し

ていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（岡崎光良君） １１番中村議員の

御質問でございますけれども、それぞれの所管、防

衛、それから文部科学省の所管によります事業メ

ニューの一覧もありますので、提供しながら、御検

討をまたいただきたいなというふうにあわせて考え

てございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（中川一男君） 他にございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） ほかになければ、これを

もって質疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１４号を起立により採決いたし

ます。 

 本件も、特別議決でございます。 

 地方自治法第２４４条の２第２項の規定に基づ

き、出席議員の３分の２以上の者の同意を必要とし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中川一男君） ただいまの起立者は３分の

２以上です。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 食事休憩でございます。 

○事務局長（中田繁利君） 再開時間は午後１時か

らといたします。 

────────────────── 

午後 ０時０２分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 昼食休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

─────────────────── 

◎日程第８ 議案第１５号 

○議長（中川一男君） 日程第８ 議案第１５号上

富良野町乗合自動車の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（佐藤憲治君） ただいま上程いただき

ました議案第１５号上富良野町乗合自動車の設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例につきま
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して、提案の要旨を申し上げます。 

 昨年１０月より、町営バスの運行形態の見直しを

図り、スクールバス運行の空き時間を利用して市街

地区に運行しております循環東線及び循環西線につ

きましては、運行以来、１年余りを経過いたしまし

た。高齢者等に対する町内公共施設の利用促進や、

通院、買い物の生活支援などを図ることを目的に運

行してまいりましたが、１年間の実績の結果、利用

者が極めて少ないことから、当該２路線を廃止しよ

うとするもので、本条例の改正を提案するところで

ございます。 

 以下、議案を朗読しながら御説明してまいりま

す。 

 議案第１５号上富良野町乗合自動車の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例。 

 上富良野町乗合自動車の設置及び管理に関する条

例（昭和４６年上富良野町条例第８号）の一部を次

のように改正する。 

 第５条第２号、第３号につきましては、循環東

線、循環西線の運行区間に関する規定であります

が、両路線を廃止することによる当該規定を削除

し、改めるものでございます。 

 第５条の２につきましては、運行日に関する規定

でありますが、両路線の廃止に伴い、第１項を削

り、同条第２項を同条第１項に、同条第３項中、前

２項を前項に改め、同項を同条第２項とする条文整

理でございます。 

 別表１、循環東線の項及び循環西線の項を削る。 

 附則、この条例は平成１８年４月１日から施行す

る。 

 以上、議案の説明といたします。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

を申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 質疑に入ります。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） これにかわる何か施策とい

うか、そういうのはあるのかどうなのかという点

と、それと、周知される期間は来年までありますか

ら、周知の方法というのはどういうふうになるの

か、この２点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（中川一男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（佐藤憲治君） ９番米沢議員の御質

問、２点でございますが、この循環東線、西線につ

きましては、先ほども申し上げましたが、スクール

バスの運行時間の空き時間を利用して運行してござ

いまして、これについての廃止することによって、

それの活用という部分は、やはり中心はスクールバ

スということでございますので、それらについては

そのような状況を御理解賜りたいと思いまして、そ

れにかわるという部分でございますけれども、現に

今、スクールバスによる混乗方式で、郡部等に運行

してございます各路線がございますが、この各路線

につきましても、役場、町立病院等を終点にして、

各主要な公共施設、あるいは医療機関等に、そこで

乗降車できるような形態となってございますので、

これらについては、利用者について、現に今の循環

線の利用いただいている方については、それらのこ

とを承知の上、御理解を賜りたいなというふうに考

えてございます。 

 それともう１点、周知方法につきましては、町の

広報等でもこれらについて３カ月間の間に周知をさ

せていただきたいなというふうに考えてございます

ので、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１５号を起立により採決いたし

ます。 

 本件も、特別議決であります。 

 地方自治法第２４４条の２第２項の規定に基づ

き、出席議員の３分の２以上の者の同意を必要とし

ます。 

 本件を、原案のとおり決することに賛成諸君の起

立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中川一男君） ただいまの起立者は３分の

２以上です。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第９ 議案第１６号 

○議長（中川一男君） 日程第９ 議案第１６号日

の出公園施設の指定管理者の指定についての件を議

題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） ただいま上程いただ

きました議案第１６号につきまして、提案理由の御

説明を申し上げます。 

 公の施設である日の出公園施設の管理運営につき

ましては、平成１５年９月の地方自治法の一部を改

正する法律の施行に伴い、さきの定例議会におきま

して、上富良野町都市公園条例の一部を改正いただ

いております。 

 次に、本議案につきましては、上富良野町公の施

設に係る指定管理者の指定手続条例及び同条例施行



 

― 108 ―

規則の規定に基づき、公の施設である日の出公園施

設の指定管理者の公募を行い、候補者を選定しまし

たので、指定管理者として指定しようとするもので

ございます。 

 以下、議案を朗読し、提案理由の説明にかえさせ

ていただきます。 

 議案第１６号日の出公園施設の指定管理者の指定

について。 

 日の出公園施設の指定管理者を次により指定する

ため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定によ

り、議会の議決を求める。 

 記。 

 １、公の施設の名称と所在地、名称、日の出公園

施設（日の出公園、日の出公園オートキャンプ場、

上富良野町営スキーリフト）。所在地、空知郡上富

良野町東１線北２７号。 

 ２、指定管理者となる団体の名称、住所、空知郡

上富良野町大町２丁目２番１１号、団体名、株式会

社上富良野振興公社、代表者、代表取締役田浦孝

道。 

 ３、指定の期間。平成１８年４月１日から平成２

１年３月３１日まで。 

 以上で、説明を終わります。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 これより質疑に入ります。 

 １７番西村昭教君。 

○１７番（西村昭教君） ちょっとお聞きしたいと

思うのですが、今まで運営委託管理というのは、指

定管理者制度ができたことによってこういう手続を

とるということだろうと思うのですけれども、実は

公社については、町が大方の出資をして現在に至っ

ていると。代表者は助役であるということで、指定

管理者制度本来の目的といいますか、民間活力を生

かしてやるという部分で、今の公社のあり方につい

て、こういう形がこのまま続けていくことがどうか

ということについて、ちょっと問題があるのかなと

いう気がするのですけれども、その点、将来に向

かって、現在のあり方からどう考えておられるの

か、１点お聞きしたいのと、民間活力導入という視

点に立ちますと、今の振興公社の形というのは、や

はり早急に検討し、変えていく必要性があろうかと

思うのですけれども、その点、どう考えておられる

か、お聞きしたいと思います。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １７番西村議員の御質問に

お答えさせていただきますが、公社の将来的な考え

方、また民間活力の導入という視点からの公社のあ

るべき姿等々についての御質問でありますが、今

回、これらにつきましても、指定管理者につきまし

ては公募制をとっておりまして、公募いたしており

ます。しかし、公募した中で、指定管理者の応募す

る方々がいなかったということで、公社だけが希望

者として公募に応じてきたというような現状であり

ます。そういう中にありまして、選定をさせていた

だきまして、指定をさせていただきたいということ

でありますが、今後におきましても、今御提案申し

上げております平成２１年の３月３１日までという

ことで指定をするわけでありますから、以後につき

ましても、また公募制で対応していきたいと。そし

て、その中で民間企業の方々、民間の方々の応募が

なされてきた段階で、また十分選定をさせていただ

きながら、最も有効かつ適切に管理運営をしていた

だける方を選定して指定をしていきたいというふう

に思っております。 

 そういう中にありまして、将来的に民間活力が十

分に、民間企業の皆さん方が十分に対応でき得る状

況になってきますと、公社のあるべき状況というの

は変わってくるというふうに思っております。将来

的にはそういった方々との、言うならば管理運営の

競争を図りながら、よりいい管理運営をしていく公

社という形になれば別でありますが、そういう中に

ありまして、選定していく中にありまして、公社が

他の一般企業の方々、一般応募者の皆さん方との優

位性をどうあらわしていくか、優位性があらわされ

ていかないということであれば、公社の存在という

のが薄らいでいくなというふうに認識いたしており

ます。 

○議長（中川一男君） １７番西村昭教君。 

○１７番（西村昭教君） そういうお考えであるな

らば、前向きに、公社の今現在の姿というのを民間

に実質ゆだねていくということも考え方としてある

と思うのです。今は町民の目から見れば、町が運営

している会社にこういう指定管理者制度でやっても

何ら変わらないではないかという形に映ると思うの

です。受け手が出てこなかったということも理解で

きるのですが、やはり本来、今の民間活力導入と。

町長は先ほどの議案の中でも言っていましたが、い

わゆる民間でできることは極力民間に任せていくの

だということをおっしゃっていたわけでありまし

て、そういう視点から言っても、公社のあり方が、

公社でなければ今はできないかもしれないですけれ

ども、そういう民間に移譲していくという前向きな

行政の公社に対するスタンスを持って臨めば、もっ

と民間の方々も違った視点で公社のあり方というの

を見、また公社に向かって、そこに手を挙げてくる
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ところもあると思うのです。いわゆる今の公社を民

間の運営にしてしまって、町は一切手を引くという

ような考え方というのは持っていけないものかどう

かということを、もう１回町長の考え方をお聞きし

たい。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １７番西村議員の再質問に

お答えさせていただきます。 

 私どもとしては、そういった件も検討しながら今

後の対応を図っていきたいというふうに思っており

ますが、現在のところはそういう状況下に、今この

指定管理者制度が新たに出てきた中で、そういった

現況にはないということでありますけれども、今後

の課題として、そういったことも検討の課題である

というふうに認識いたしております。 

○議長（中川一男君） 町長、公社そのものの段階

なの。だから、今の社長が助役でしょう。そうでは

なく、そこへ民間を入れれないかというのが１７番

議員の質問なのです。だから、そういう考え方はど

うなのかと。 

 町長、再答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） 再答弁させていただきま

す。 

 そういうことであります。今後、そういう課題、

今、議員から御質問ありましたようなことも、今後

の検討課題として検討していきますよということで

お答えさせていただいておるつもりであります。 

○議長（中川一男君） １７番西村昭教君。 

○１７番（西村昭教君） そういう考え方であるな

らば、私も非常にここはこれから変わっていくこと

ができる場所かなと。民間活力というか、民間の経

済の振興につながっていく部分もあるのかなという

気がするのですけれども、今、振興公社がやってき

たもの、今ないから指定管理者にするのですけれど

も、民間の人も入れる、出資も民間の人がどんどん

入って参加してくるということもやっぱり必要だと

思うのです。例えば、今の日の出公園のオートキャ

ンプ場、これから議案に上がる白銀荘の問題もそう

ですけれども、やはりそういう部分、町民が参加し

て株主になっていくということも、やはり一つのＰ

Ｒしていく一助になっていくと思うのです。ですか

ら、そういう部分で、課題というのではなくて、こ

の３年間、振興公社を管理者にしてお願いしていく

のもいいのですけれども、その間に、やっぱりそう

いう部分の活路というものを具体化して、やっぱり

私はやっていくことの方がベターなのかなという考

え方でいるものですから、町長、先ほどは検討する

とか何とかですけれども、もう少し前向きに、早い

うちにやれるところはやっていくというものの考え

方というのはこれからやっぱり必要だと思うので

す。それでないと、財政が厳しいという部分もあり

ますけれども、すぐやればできるものが４月１日か

らやるのだというようなものも、ある面ではいろい

ろな問題があろうかと思うのですけれども、やはり

そこら辺の無理、むだというのは、もっと即断即決

してやっていってもいいし、やるところは前向きに

果敢に取り組むべきだと思うのですけれども、どう

も町長、そこら辺、慎重であることはいいのですけ

れども、もうちょっと駆け足で進むぐらいの気持ち

を持ってもらえれば、僕は必要だと思うのですけれ

ども、そこら辺、町長、どうですか。まだゆっくり

慎重にやる気なのですか。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（田浦孝道君） 西村議員の御質問、町長も

今お答えしましたように、この新しい制度を導入し

て、公募でスタートを切ろうとするのは初めてでご

ざいますので、これまでの間も御説明申し上げまし

たように、複数の会社の方が興味を持たれたようで

ございますけれども、最終的には応募された方につ

いては公社を含めて２者という実態でございます。

今、一般論としては、私ども地元のいろいろな企業

の方も、公共工事がなくなる、そういうことにより

まして業種を転換する、あるいは多角経営化すると

いうような動きもあろうかと思いますし、私どもの

地域の中では、そういう機運もありつつも、様子見

ということで、結果を生んだのではないかと思いま

す。今、議員がおっしゃるように、公社につきまし

ても、御案内のとおり、従来の管理委託制度の中

で、町の大きな意思を受けて事業化しているという

ことだろうというふうに考えますし、今言われるよ

うに、いろいろな制度、それから社会の情勢が変わ

りましたので、この３年間については、公社として

の機能を期待しつつも、今、町長も申し上げていま

すように、公社そのものがどういう位置づけがいい

のかについては、非常にいろいろな角度から検討、

評価をしなければならない時期を迎えていると思い

ます。ただ、そういう将来のあるべき方向を見出す

のがこの３年間ということだろうというふうに考え

ていますし、今、前段で申し上げましたように、地

域の中の民間のそういう志向がどうなのかというこ

とも予測しながら、ある部分は行政がいろいろな形

で誘導もしながら、地域の動きを見きわめながら、

公社が本当の意味で純然たる民間企業になることが

いいのかも含めて、出資の状況について、町長、い

わゆる行政が判断しなければならないというふうに

思うところであります。いずれにしましても、町長

が申し上げていますように、それらについては将来

の課題ということで、この３年間の中で見据えなが
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ら、次期のスタートをどう切るか判断をし、また議

会とも相談をしなければならないというふうに考え

てございますので、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） １０番仲島康行君。 

○１０番（仲島康行君） ちょっと今、質問しよう

と思うところを助役にさっさと答えられてしまった

のだけれども、結果的に、今非常に公共事業が減っ

ているということで、建築、土木、非常に苦しい状

況にあるのかなと思うのだけれども、そういうもの

を、やっぱり今、参加しろと言っても、どんと今い

きなり来たものだから、参加しづらい部分があるの

だろうと思うのです。３年間が周知期間だというの

であれば、これを来年からずっと３カ年間の間に、

もう少し住民にわかるように説明をしながら、参加

できるシステムづくりをひとつつくってもらいたい

なと思うのです。そういうところはやっぱり一応う

ちらの商工会の方の仕事にもなるのかなというふう

な考えがありますので、その辺をひとつ考慮に入れ

て、ぜひお願いをしたいというふうに思っておりま

す。ということで、もう１回。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（田浦孝道君） さきの議員にもお答えしま

したように、今、仲島議員の方からも、いろいろな

形で地域の盛り上がりを意識しなければというのが

我々の立場でございますので、できる限り適切な情

報のもとに民間の方が判断できるように、そういう

面につきましても努力をしてまいりたいというふう

に思ってございます。 

○議長（中川一男君） 他にございますか。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 日の出公園の指定管理の総

合的な点数のことでお伺いいたしますが、利用者

の、とりわけこういう施設ですから、利便性、ある

いは経費の節減、トラブルを未然に防ぐという点で

の総合点などが書かれております。ここで、従来と

変わった、新しく指定管理者制度という形の中で、

振興公社においてはどういうような、従来とさらに

質的に利用者の利便を確保するという点で、運営内

容や、その運用の方法、経費の節減等においてどう

いうような成果が見受けられたのか、この点、具体

的に。大雑把に書いてありますので、ちょっとわか

らないのですが、そういう経過の中で１８点、２０

点だとかというふうになっていると思いますので、

この点、伺いたいと思います。 

○議長（中川一男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（佐藤憲治君） ９番米沢議員の御質問

でございますが、総合評価の御質問でございます

が、従来とどこが評価されているのかという点でご

ざいますが、今の現在の運営の方法等の実態、これ

をベースに、振興公社については今後の３年間の事

業展開の業務計画等を出してきてございますが、こ

れまでの実績を踏まえて、要するに利用者の拡大と

か、そういう部分についてのＰＲ方法、あるいは他

機関との連携等の部分での取り組みについて、積極

的な事業展開を図るというような業務計画というよ

うな内容になってございますし、事業の収支計画に

つきましても、自主的に利用客をふやしていくため

の試みの部分も計画の中で盛り込まれてございま

す。そんなことが、今回の申請に当たりまして、そ

ういう業務計画の部分が出されておりますが、やは

り私ども審査員の審査の基本となったのは、今の現

状の運営が、指定管理者に移行することによって、

要するに利用者に対するサービスが当然低下される

ということは想定してございませんので、より利用

者に対するサービスの向上という部分がいかに確保

できるのかということも、これは一つ力点の中にご

ざいました。したがいまして、振興公社について

は、これまでやはり長い管理運営の実績がございま

して、それらの部分で評価をいたしたということ

で、総合的な評価でございますが、そういうことで

あります。 

 もう１点は、今までの蓄積された経営体制の部分

について、第三セクターでやっているという、これ

らの安定感という部分で、特に評価を高くしたとい

うことであります。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） 指定管理者制度というこ

とで、まず基本的なことをお聞きしたいのですけれ

ども、一つは、仮協定ということで、議決後の食い

違いといいますか、そういうことがないように、候

補者が選定された場合、議案提出前に仮協定を結ん

で、基本的な協定内容を詰めている市町村が多いの

ですね、この指定管理者制度の全国的な動きの中

で。そういうことで、仮協定というのを結んでいる

かどうかというのが１点。 

 それからもう一つ、３年間のスパンでの基本協定

と、それからもう一つ、年度協定といいますか、年

次協定といいますか、言うなれば１年過ぎたけれど

も、こういう面がこう改善していかなければならな

いよというようなことも含めて、３年間の基本協定

と、年次的な、年度的な基本協定の締結を考えてお

られるかどうかということ。 

 それから、３点目は、今、同僚議員がおっしゃっ

たように、総合点数方式でやっております。極端に

言えば、２５点のところが１６点ということで、６

４％のあれしかないという、言うなれば３分の２ま
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でいっていないのですね。そうすると、特に施設利

用を促進させる方策がとられているか、２５点中１

６点。それから、町内外の他の公園との連携及び地

域との連携が図られているか、自主事業はどうなの

かということも６４％。それから、地域雇用、地域

振興の考えや経営に対する姿勢についてということ

で、これも６４％。そうすると、３分の２の評価は

得ていないのに、振興公社だけだということでされ

ていくのであれば、ちょっと問題があるのかなと。

そうすれば、きょう議決された後で、これらに対す

る注文、恐らく具体的に向こうは回答書で書かれて

いると思いますけれども、その内容に対して、やは

り注文をつけるといいますか、こういう方向で努力

をしてもらいたいというような意見等を付しての協

定書なり何なりということをやらなかったら、ただ

単に、今回の場合、１者ということと、また、振興

公社だということになると、町民感情として、何か

なあなあでないかという印象を受けるおそれがあり

ますので、そういう点で、ある面で厳しくやっぱり

今後の契約というのをやるべきではないかという気

がするもので、その点がどうかという問題。 

 それから、債務負担行為が８,８９５万８,０００

円ですか、これに対する年度的な関係の支払いの関

係はどういう形で進められるかという点で、４点お

聞きしたいと思います。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（田浦孝道君） 中村議員の御質問にお答え

します。 

 今申し上げられましたように、協定の関係につい

ては、今後、具体的な内容で詰めていきますが、今

のところ３年間の期間を想定した協定書をイメージ

してございます。 

 あと、きょう提案してございます案件ごとに、そ

れぞれ指定を受ける管理者との仮協定は締結はして

ございません。通知し合って、意思の確認はしてい

ますので、特に私どもは問題ないと思っています

が、仮協定書を締結している実態にはございませ

ん。 

 あと、今申し上げましたように、協定書について

は今後でございますけれども、年度協定について

は、今後、３年間の中で、お互いが想定しているこ

とで補完しなければならないことがもし出てくると

すれば、今、議員がおっしゃられるような、年度ご

とに何らかの形でやっぱり約束事を締結するという

ことはちょっと必要かなというふうに思いますの

で、そういう点についても、今後、実務の中で十分

必要性につきましても判断して、必要であれば補完

的な協定の締結ということでとり進めてまいりたい

というふうに考えてございます。 

 それと、今回の議案については公社でございます

けれども、町としましては、今、総務課長が申し上

げましたように、６０％を超える程度でございます

けれども、及第点というふうに認識してございます

し、どの程度がいいかについては、より高いことに

はこしたことがございませんけれども、今回、特に

結果としては複数の業者が競争し合うような状況で

なかったということで、ある意味ではこの制度の一

つの目的が十分果たせられていない状況もうかがえ

るということでございますので、今後は、きょう、

ほかの議員からもいろいろ御意見いただいています

ように、多くの方が、多くの方というより、複数の

会社が向かっていただけるような環境を整える努力

は町としてもしなければならないと思います。 

 それと、議員から発言がありました、一応公募と

いう形式をとりましたので、実施要項に基づきまし

て仕様等を定めてございますので、仕様の部分に大

きい変化が出るようなやりとりを今後することにつ

いてはいささか問題もありますので、その辺につい

ては、余り町が条件を付した以上のことをまた相対

で求めるということについては慎重に対応しなけれ

ばならないと思います。ただ、サービスの面で、よ

り効果が上がるようなことについては、当然、町と

してはこれからも求めていかなければいけませんの

で、その点については積極的に、指定を受ける相手

の組織と十分その辺の協議をする必要はあるという

ふうには思っていますが、大きく条件を変えるよう

なことについては慎まなければならないというふう

には思ってございます。 

 いずれにしても、それは今後、協定の中で、そう

いう部分についてもやりとりが出てくるかと思いま

すが、その辺はまた相手の方の意向なり、相手の受

け方にも応じた対応もしていかなければならないと

思いますので、意図することについては私どもも十

分受けとめさせていただきたいというふうに思って

ございます。 

○議長（中川一男君） １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） 基本的に助役が振興公社

の社長で、そういう形で答弁を受けるのはいささか

ちょっと疑問を感じるなという気がするけれども、

とりあえず意気込みとしては聞いておきたいという

気がいたします。 

 ただ、私は今回の指定管理者制度で、９月の２６

日に広報かみふらのに載せて、その後、募集の公告

が１０月１日からという公告して、それらの期間

が、ちょっと期間的に非常に短いような気がするの

です。 

 そうすると、先ほど仲島議員も言っていたよう

に、そういう複数以上が応募できるような形の環境
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をつくるということになると、例えば平成１９年は

何をやるかというようなことを事前にやはりやれ

ば、それぞれアクションを起こしたいという業者さ

んや団体の皆さん方であれば、それなりに研究をし

ながら、どうしたらいいかというようなこともやっ

ぱり努力する形が出てくるのかなと。 

 そういう点では、できるだけ早く、１８年度はこ

の三つの事業ということであれば、１９年度は何を

やっていくかというような形のものをぜひ提示でき

れば出していただいて、そうすれば、公募期間が２

カ月ぐらいの間で作業するのは結構だと思いますけ

れども、その点の努力お願いしたいなという気がい

たします。 

 それからもう１点は、基本協定書は、３年間の基

本協定書と、それから年度の協定書ということで、

先進地の資料を見ますとそうやっております。現実

に、今、助役の言うように、いかに経費を削減して

サービスをあれする、言うなれば指定管理者になっ

てよかったなという条件整備をするためには、やは

り１８年度は１８年度、１９年度は１９年度、一つ

のレベルアップを、やっぱり我々町民としても、議

会としても求めていきたいという気がするのです。

そうなると、やはり基本協定書と、年度、年次協定

書、そういうものをやっぱり具体的に出していった

方がいいのかなという気がするものですから、具体

的にパークゴルフの関係では、またちょっとその内

容についてはまた申し上げたいと思いますけれど

も、基本的にそういう方向で持っていただければな

という気がいたします。 

 それから、先ほど答弁のなかった債務負担行為の

やつ、それをちょっとお願いしたいと思います。 

○議長（中川一男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（佐藤憲治君） 中村議員の、最初の質

問のときの答弁漏れがございましたが、支払い方法

についての御質問でございますけれども、あくまで

も、今後、協定の部分がございますが、協定書の中

で、当初、この申請が上がったときに、業務計画

と、それから事業収支という部分がございました。

あくまでも当初、募集したときに、それぞれの施設

についての募集要項を掲げまして、その募集要項の

中に業務の仕様を定めてございますので、これに基

づいて、今回、１１月１０日締め切りのときの申請

に、業務計画書等はそれに基づいたものだというこ

とで、業務計画書、予算収支計画書等の部分で私ど

も選考させてもらってございますので、この指定の

御議決された時点では、当然、この業務計画をベー

スに協定書を、基本協定、あるいはその辺はちょっ

と具体的に今後詰めさせてもらうと思いますが、基

本協定の中にも、やはりさきに募集要項等で定めた

ものとか、あるいは出てきた業務計画書の内容を逸

脱した部分では基本協定とはならないのかなという

ふうに思っておりますが、いずれにいたしまして

も、この協定書という部分は、今後交わしていかな

ければならない部分でございますので、その中で、

今の支払いの内容についても、当然、当初申請いた

だいた部分の、それが最大マックスで、その部分の

協議をした中で、超えることは当然ないというとら

え方で協定を今後交わしていくわけでございますの

で、その中で、各年度ごとの計画書の事業費等の部

分について、協定書の中に盛り込まれて予算化され

ていくものというふうに、そんなようなことになっ

ていくのかなというふうに、対応させていただくこ

とになると思います。 

 それと、ただいまの指定の御議決をいただいて、

３年間でございますけれども、次の３年後の部分で

は、やはり先ほど……。（発言する者あり） 

 他の施設につきましては、今回、３点の施設でご

ざいますけれども、この指定に絞り込む前の部分に

ついては、公共施設の中では、候補としては他の施

設もございますが、今後、そういう指定管理者制度

に乗っけて運営できるかどうかという部分について

は、今後の検討課題ということで、早急にその辺の

部分は、再度指定管理者でなじむような施設かどう

かということの検証をさせていただきたいと思って

おります。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（田浦孝道君） 制度活用の御意見かと思い

ますので、私の方から再度御答弁させていただきた

いと思いますけれども、御案内のとおり、今回は特

に自治法の改正によりまして、今、現行で管理委託

制度に基づいて体系化しているものに絞りまして、

こういう今手続をとろうとしてございますので、限

定的な施設ということでございますけれども、今、

議員御心配のように、公の施設、たくさん抱えてご

ざいます。いろいろな角度で、指定管理者制度に向

けばいいのか、町長が言っています、民間経営に移

譲することがいいのか、これらについては施設ごと

にいろいろな事情もあるでしょうし、いろいろな角

度から分析して対応しなければならないと思います

し、今、多くのほかの施設につきましても、直営管

理というよりは、ほとんどの部分も含めて、一部委

託という形を講じてございますので、そういう方と

の関係を解消するという問題点もありますし、そう

いう面では、早い時期からいろいろなことを方向を

決めていくということについては、当然、私どもも

必要でございますので、その辺、対象とする公の施

設の選定と、それから、その選定に当たりまして

は、今、実態がどうなっているのかについて、最終
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的な選定に至ると思いますが、そういう意味で、新

しい方がまた臨みやすいということ考えれば、でき

るだけ早く情報を提供するということが大事でござ

いますので、いろいろと御意見ちょうだいしていま

すので、その辺、十分考えながら、適時適切に対応

できるように努力をしてまいりたいというふうに考

えております。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございますか。 

 ４番梨澤節三君。 

○４番（梨澤節三君） このことを含めて、指定管

理者ということで１点と、資料請求ということで１

点。 

 こういう財政状況になってきたり、いろいろ変化

が出ておりまして、町村教育委員会も廃止しようか

というような声も出ておりまして、だけどそれでは

どうなるかなというようなあたりを考えまして、財

政ということを考えますと、有料ボランティアと

か、ＮＰＯ法人が立ち上がってくると思うのです。

パークゴルフ場にしても、パークゴルフ協会あたり

が、これはおれらの健康のためにやっているのだか

ら、おれらで運営しようよということになれば、そ

うなりかねない、またそうであってほしいのですよ

ね。そういうところが出たときのお考えと、それと

もう一つは、指定管理者の指定手続ということで、

管理する人員、指定管理者の、それから役員構成名

簿、資産、経営の規模。ここにわかば会のがありま

すけれども、資産の部、負債の部と、こういうのが

出ておりまして、それから貸借対照表、役員名簿と

いうように、これが、前も振興公社は見せていただ

いたのですけれども、社長がかわりましたし、助役

がかわりましたから、その辺あたりでもう１回と、

もう１社ありますから、あわせてそこら辺の資料を

いただきたいなと思います。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（田浦孝道君） ４番梨澤議員の御質問にお

答えしますが、１点目は、多分自治会組織なり、も

う少しＮＰＯ法人なり、そういう任意的な団体も含

めて、そういうボランティア的な活動を想定した質

問かと思いますので、そういうことについても、幅

出しすることについては、この制度のねらいでござ

いますので、私ども、業としている組織よりもう一

歩拡大して、任意の団体も含めて、こういう制度を

御理解いただきながら活用していただけることにつ

いては大変ありがたいなと思いますし、そういうこ

とが地域に広がることを念頭に置き、努力もしてま

いりたいというふうに考えているところでありま

す。 

 それと、資料の関係については、今、公社につい

ては、法に基づく２分の１以上の出資法人というこ

とでございますので、法に基づき、例年６月だと思

いますけれども、経営の状況について報告義務があ

るので、そうなっていますが、今回のケースについ

ては、公社については今のようなことで、その時期

にまたそういう内容についての御報告をさせていた

だきたいと思いますし、それ以外の組織について

は、そういう体系下の組織でございませんので、そ

ういう形での資料の御提供はないということで御理

解をいただきたいと思います。ただ、それ以外に、

そういう組織の経営のありようについて承知したい

ということであれば、それは当然、町が関与する組

織になりますので、その辺についてはまた相手の方

の御了解も得ながら、資料の提供をすることについ

ては可能かと思いますが、どういう時期にどういう

形で提供したらいいかについては、また十分こちら

でも検討したいと思いますが、今直ちに資料の提供

をするという形にはならないことをひとつ御了解い

ただきたいなというふうに思います。 

○議長（中川一男君） ４番梨澤節三君。 

○４番（梨澤節三君） 特に急ぐわけではないので

す。来年４月１日からでしょうから。ただ、これが

もし載っていなかったらおかしいぞと思うのです。

指定管理者の指定手続に関する条例にこれがなけれ

ばおかしいのです。管理業務計画書に沿った管理を

安定して行う人員、これは当然役員も入っておりま

す。資産その他の経営の規模及び能力を有してお

り、また確保ができる見込みがあることという、こ

ういう条例で、なければならないのです。そういう

意味で、４月１日まで、３月まででいいのですよ

ね。ということで、資料を見せていただきたいとい

うことでございますが、いかがでしょうか。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（田浦孝道君） ４番梨澤議員の再質問にお

答えします。 

 今、この指定管理者制度の取り組みをしていただ

いた組織については、それぞれ定款の写しから何か

ら、一切の資料は私どもでお預かりしてございます

ので、機会を見て、ちょっと膨大な資料になります

ので、閲覧がいいのかどうかについては私の方でも

判断したいと思いますが、それらについては議会事

務局とも相談しながら、資料というか情報の提供に

努めてまいりたいというふうに考えておりますの

で、御理解いただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） ４番梨澤節三君。 

○４番（梨澤節三君） 膨大でもないのですよね。

わかば会のこれを見ると、貸借対照表と、こういう

ことで、あとは役員名簿と、こうやって出している

のです。わずか２枚ぐらいで出るのです。私、それ
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を言っているのですよね。何も根掘り葉掘りとかと

いうことではなくて、そういう状況を、やっぱり議

会は指定管理者を議決して決めるのだから、その状

況、今の振興公社にしてもそうですよ。もうそろそ

ろ私、忘れてきていますから、見たいなという、そ

れもあるのです。そういう観点で言っておりまし

て、もしなければ、もしそういうことが通らないと

いうことであれば、この施設にかかわる指定管理者

の指定手続に関する条例の見直しを、私は３月に出

したいと思いますよ。いかがですか。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（田浦孝道君） 大変言葉足らずで申しわけ

ございません。私どもは定款なり登記簿の写しを

ちょうだいしていますので、そういう意味で、今こ

こに出ているような、１枚ものに全部役職員が一覧

になっているというようなものでございませんの

で、それらをどう加工するかについては、私どもで

努力しながら、提供をするということでひとつ御了

解いただきたいというふうに思います。 

○議長（中川一男君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１６号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第１０ 議案第１７号 

○議長（中川一男君） 日程第１０ 議案第１７号

吹上温泉保養センターの指定管理者の指定について

の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 産業振興課商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（多湖逸郎君） ただいま上程い

ただきました議案第１７号につきまして、提案説明

を申し上げます。 

 公の施設に係る指定管理者によります管理運営の

経過等につきましては、議案第１６号日の出公園施

設の指定管理者の指定についての提案説明と重複い

たしますので割愛させていただき、以下、議案を朗

読し、提案理由の説明にかえさせていただきます。 

 議案第１７号吹上温泉保養センターの指定管理者

の指定について。 

 吹上温泉保養センターの指定管理者を次により指

定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を求める。 

 記。１、公の施設の名称と所在地、名称、吹上温

泉保養センター。所在地、空知郡上富良野町国有林

上川南部森林管理署４２５林班及び４２６林班。 

 ２、指定管理者となる団体の名称、住所、空知郡

上富良野町大町２丁目２番１１号、団体名、株式会

社上富良野振興公社、代表者、代表取締役田浦孝

道。 

 ３、指定の期間。平成１８年４月１日から平成２

１年３月３１日まで。 

 以上で、説明を終わります。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

いたします。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 これより質疑に入ります。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 具体的にお伺いしたいので

すが、今回、吹上温泉の指定管理者に移行しまし

て、指定に当たって、経費面ではどのぐらい軽減さ

れたのかお伺いいたします。 

 それと、より具体的に、先ほどもちょっと質問求

めたのですが、具体的な点は出てこなかったのです

けれども、この保養センターの利用促進に当たっ

て、いわゆる前年度対比何％という目標を立てま

す。日の出公園もそうだと思うのですが、それに合

わせて、いわゆる顧客の利便性を図るという点で、

この事業所は、例えば家族に対しては、来たらこう

いう優待券がありますよだとか、そういう具体的な

利便性を確保したという前提の中でこの点数もつけ

られていると思うのですが、それなくして、ただ利

便性を図りますよという形の１５点という点数には

ならないはずで、求めているのは、先ほども言って

いるのですが、具体的にどういうふうに顧客の、利

用客の増を、その利便性、サービスで対応している

のかという、具体的な対応策というのがあって初め

て評価の対象になっていると思うのですが、それが

なかなか見えてこないのです。ただ従来の実績に基

づいてだとかというのは、それはだれでもわかるこ

とで、今ここで聞いているのは、具体的に、保養セ

ンターへ行きましたらこういう温かいサービスがあ

りますと。家族サービス優待だとか、いろいろあり

ますと。こういう特典を利用した中で、例えば上富

良野町の飲食店といろいろ結んで、ここへ行けば、

ポイントを使えば、またサービス券を使えば格安で

食事が利用できますよだとか、そういうものと結び

つけた経営戦略というのがなければ、これは生きた

ものとして、評点としても採点にならないはずなの

ですけれども、そこら辺がどうもわからないのです

けれども、そこら辺、どういうふうに具体的に改善
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されたのかというところを聞かせていただきたいと

思います。 

○議長（中川一男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（佐藤憲治君） ９番米沢議員の御質問

でございますが、具体的な選定評価ということでご

ざいますが、先ほど白銀荘につきましても、振興公

社１社のみの応募ということでございますが、さき

の日の出公園と同じような部分も共通的にはござい

ますけれども、やはり１項目め、要するに公の施設

として利用者の確保の面ということで、いかにサー

ビスの向上が図られるかということが、これまでの

運営実績の中でどうなのかという部分で、業務計画

書等も見させてもらいました。 

 そして、大きく２点目でございますけれども、施

設の能力を最大限に活用して、お客さんに喜んでも

らえるような施設で、収入を上げられるかという部

分、この部分も業務計画や収支予算の中で見させて

もらいまして、この１点目、２点目で、２点目は若

干点数は他よりは低いのですけれども、これらにつ

いては、先ほど申し上げましたとおり、白銀荘につ

きましては、オープン当初から管理運営を行ってき

たという実績を評価してございますけれども、特に

この業務計画の中で、どういうふうな自主運営、自

主計画を立てているかという部分でありますけれど

も、これらについては、十分利用者等の要望、主体

的な、いかに利用客をふやすかという部分では、そ

れぞれの年間の四季、イベント等も含めてでござい

ますけれども、それらと各種イベントとのタイアッ

プを図って、今までにない、独自にイベントをタイ

アップしてやっていくような、そんな試みの構想も

ございます。そういう部分で利用客の、例えば冬の

イベントについては、温泉郷、民間の温泉等も共同

で、一つの湯喜祭りといいますか、湯気の「湯」に

「喜」という、こんなような他の温泉施設と共同し

たイベントをしていくというようなことの計画や

ら、あるいは秋の紅葉のすばらしさを、ライトアッ

プ等の内容を盛り込んでお客さんを誘致するとか、

いろいろな試みがここに出てございまして、これら

について、今後の独自の事業展開を期待できるとい

うようなことで、最初の１項目めの４７点について

は、そういうような要素が評価されているというこ

とでありまして、あと、この中で次に高い得点に

なっているのは、４番目の、要するに経営能力、経

営体制、この部分についてはしっかりとこれまでの

運営実績が今後も継続してきっちりとした運営を

行っていただけるというようなことを評価いたした

ものであります。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） これからの、いわゆる指定

管理者になったわけですから、求めているものはそ

ういうことなのだと思うのです。ただ一般的な従来

のサービスの延長線ではなくて、やはり単純にいか

なくても、具体的に実現できるものとできないもの

だとかという評定の中でここの点数も入ってきたと

思うのですけれども、やっぱりそういうサービスの

向上があって初めて、やはり変わったなということ

になるわけですから、そういう経費の節減面でもそ

ういう工夫があるのかなというふうに考えているわ

けですけれども、やっぱりそういう具体的な対策を

持っていない指定業者というのは、これに該当しな

くなるわけです、これから。やっぱりそういう厳し

い目も選考の一つの基準としてやはり持ってくるの

だろうというふうに思いますので、やっぱりここら

辺をきっちりとした、保養センターの位置づけも含

めて、そう単純にいかないにしても、そういう運営

の改善も図るというような対策をとるという必要

も、事業者に対しては求めていく必要があるのだろ

うと思いますので、この点。 

 あと、経費の面で、前回と、ちょっと勉強させて

いただきたいのですが、何割ぐらい、どのぐらいの

経費の縮減になったのか、お伺いいたします。 

○議長（中川一男君） 産業振興課商工観光班主

幹、答弁。 

○商工観光班主幹（多湖逸郎君） ただいまの御質

問でございますけれども、対１７年度、今年度予算

と計画のありました１８年度を比較しますと、１５

０万円ぐらいの削減になっているかなということで

ございます。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 具体的な対応は。運営に対

する具体的な考え方。 

 総務課長、答弁。 

○総務課長（佐藤憲治君） 米沢議員の御質問でご

ざいますが、指定管理者制度というのは、御案内の

とおり、これまでの業務の運営管理の委託という概

念から一歩踏み込んで、その業務をゆだねられた事

業者が主体性を発揮して、利用者に対するサービス

の向上を図られるというのが一番大事ですし、もう

一つは、指定管理者制度のメリットという部分で

は、やはり主体性を発揮していただいて、町の要す

るに維持管理経費、先ほど担当主幹が申し上げまし

たとおり、維持管理経費を削減していただくことが

一つの指定管理者制度の期待するところでもある

し、また願望でもございます。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 １６番渡部洋己君。 
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○１６番（渡部洋己君） 今のちょっと関連なので

すけれども、代表者がおるので、ちょっと聞きたい

なと思うのですけれども、この温泉、以前はかなり

客も多くて、利益も上げておったのですが、だんだ

ん客が落ち込んでくるというか、これは地元にもあ

るし、隣の中富にも温泉みたいなものがあって、こ

れは競争の原理で、だんだん仕方ないのかなと。 

 ただ、聞いてみると、非常に温泉はいいのはみん

なわかっているのです。ただ、そこへ行くのに、や

はり距離もあるし、特に冬になると、車で行くのに

も大変だと。バスはと言ったら、バスに乗って行っ

て、入って帰ってくるとなると、往復１,０００円

もかかるのです。高齢者は１００円ぐらいで行くだ

ろうからあれなのですけれども、そこら辺なので

す。何とかそこら辺を、町でバス助成すると、また

民間から言われるだろうし、指定管理者になるとそ

こら辺はできないのか。白銀荘がバスに乗ってやる

となると、また経費がかかりすぎてあれなのですけ

れども、そこら辺が一番問題でないかと思うので

す、顧客の減る原因としては。よくそういう話を聞

くので、温泉は非常にいいのですけれども、そこへ

行くのに大変だと、そういうことをよく聞いて、こ

とし秋にイベントがあった、あれは結構好評みたい

だったので、ああいうことはまたふやしてやるのは

いいのだろうけれども、一番問題はそこら辺に問題

があるので、そこら辺をちょっと聞きたいなと思っ

て。 

○議長（中川一男君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（小澤誠一君） 渡部議員の御質問

にお答えをいたしたいと思います。 

 私、どっちの立場でお答えしていいかわかりませ

んけれども、まず振興公社の関係から申し上げます

と、振興公社といえども、やはり利益を追求しなけ

ればならないという部分では、バス代、送り迎えま

でしてお客を呼び込むのはどうなのかなと。やはり

私どもはお湯が命でありますから、そこで誘客して

いるというか、お客を迎えているわけですから、こ

こをやっぱり売りにしていくのが一番かなと。バス

については、これは町の立場で申し上げれば、また

財政的な負担もかかるから、非常に難しい面がある

と。私は、今振興公社の立場で申し上げているので

ありまして、やはり一生懸命振興公社としてはお客

を寄せて、利益を上げるということが一番かなとい

うふうに考えてございます。 

○議長（中川一男君） １６番渡部洋己君。 

○１６番（渡部洋己君） そこら辺は、町の立場

と、複雑だと思うのです。ただ、今まで利益は、寄

附という形で町にしておったのですけれども、そこ

ら辺の部分を聞くと、寄附はできないのかなと。そ

こら辺の浮いたもので少しできないのかなという気

がするのですけれども。 

 それと、所管の委員会のときにちょっと話したの

ですが、あの手前にある露天風呂、あそこを公社が

管理しているという話を聞いたのですけれども、夏

場についてはトイレも置いたりしているのですけれ

ども、冬はトイレも置いていない。だけれども除雪

はしているのだと。客は行っている。そうなると、

春先になると非常に汚いというか、実際、見ておる

のだろうけれども、あれはできたら冬ぐらいはとめ

てしまって、除雪しないでやった方がいいような気

がするのです。今まで何も問題ないからいいのです

けれども、あそこで事故でもあったりすると、そこ

ら辺の管理者の責任というのはあるような気もする

し、そこら辺、ちょっと聞きたいなと思って。 

○議長（中川一男君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（小澤誠一君） 渡部議員の御質問

にお答えいたします。 

 寄附の問題は、私が今直接申し上げるのはどうか

と思いますけれども、確かに毎年度、２,０００万

円程度の寄附を振興公社から町の方に繰り入れても

らっていますけれども、これは町として、あそこの

施設を設置したときに、相当な建設費用かかってい

ると。それに対して、地方債も相当借りている。そ

れらの償還に充てているというのが現状でございま

す。これが平成１９年まで続きますから、これをひ

とつ繰り入れをさらに続けることかなというふうに

考えてございます。 

 それから、露天の湯がございますけれども、これ

は町として振興公社に委託してございます。これに

ついては、下から行きますと経費等がかかることに

なりますので、近くにおります振興公社でやっても

らうことによって費用が削減されているというのは

間違いない事実でございます。 

 トイレの問題出ていましたけれども、除雪につい

ては現状もやってございます。それで、駐車場のと

ころだけを今やっているということでございます。

それから、トイレについては、冬は使用してござい

ません。本来、国立公園の中ということで、いわゆ

る施設といいますか、作工物は基本的には置くこと

ができないというような場所でございますので、ひ

とつ理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 他になければ、これをもっ

て質疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１７号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ
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んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第１１ 議案第１８号 

○議長（中川一男君） 日程第１１ 議案第１８号

上富良野町パークゴルフ場の指定管理者の指定につ

いての件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 教育振興課長。 

○教育振興課長（岡崎光良君） ただいま上程され

ました議案第１８号につきまして、提案理由を御説

明申し上げます。 

 公の施設に係る指定管理者による管理運営の進め

方等につきましては、先ほどの議案第１６号及び議

案第１７号と重複いたしますので説明を省かせてい

ただき、以下、議案を朗読し、提案理由の説明にか

えさせていただきます。 

 議案第１８号上富良野町パークゴルフ場の指定管

理者の指定について。 

 上富良野町パークゴルフ場の指定管理者を次によ

り指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により、議会の議決を求める。 

 記。１、公の施設の名称と所在地、名称、上富良

野町パークゴルフ場。所在地、空知郡上富良野町基

線北２７号。 

 ２、指定管理者となる団体の名称、住所、空知郡

上富良野町本町１丁目６番６号、団体名、株式会社

シー・エス・ティ。代表者、代表取締役三本孝洋。 

 ３、指定の期間。平成１８年４月１日から平成２

１年３月３１日まで。 

 以上で、説明を終わります。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 これより質疑に入ります。 

 １２番金子益三君。 

○１２番（金子益三君） 先ほどの同僚議員の議案

第１６号のところによるものとちょっと重複するか

もしれませんが、この指定管理者を指定するに当

たって、こちらの資料でいただきました、業務計画

に沿った施設の管理を安定して行う人員、資産その

他の経営の規模及び能力を有している者とあります

ので、やはり指定管理者として請け負う業者という

者の、少なくとも前期の決算書と、それからこう

いった者に関しては納税の納付書というものを、法

人税等の納付書等を、きちんとされているかという

ことを提示していただきませんと、その企業という

ものがこれから３年間、この施設を運営していくに

当たっての一つの尺度になるものと考えますので、

そういったものはきちんと提示していただかなくて

はいけないと考えますので、その辺、先ほどちょっ

と助役の御答弁、具体的な提示がいつされるのかと

かというのはちょっとわかり得なかったものですか

ら、これはやはり税金を使用するわけですから、民

間活力を使うということは非常に私も大賛成ではあ

りますが、やはり普通、国民金融公庫でお金を借り

るに当たっても、それらがきちんと会社が運営され

て税金を戻すということが大前提にありますので、

そういった安定経営されている企業であるかどうか

ということがまず一つと、もう一つが、いわゆる代

表者の変更等々が、この締結されている３年間にお

いて行われることが許されるのかどうかということ

を伺います。昨今、いろいろな企業がＭ＆Ａ等で変

わっておりますが、やはり一番最初、指定管理者で

締結するに当たって、当然、会社の方針であると

か、企業のトップのものの考え方ということに対し

て評価をされているわけでありますから、そこで、

任期中に例えば代表者がかわるということは、もし

かしたら会社の経営方針そのものが大きく変わる危

険性もはらんでいるわけです。ですから、その辺の

内容をきちんと、締結期間中はそういったことを、

例えば不慮の事故で何かあったりとか、あってはな

らないのですけれども、どうにかなるというのはま

た別な話になりますけれども、少なくとも健全経営

されている会社であれば、代表者がかわるというこ

とは許されないのではないかと思いますが、その

辺、どういうふうになっているのか、お伺いいたし

ます。 

○議長（中川一男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（佐藤憲治君） 金子議員の御質問であ

りますが、御意見のとおり、代表者が指定の期間中

にかわることはないのかという御質問なのですけれ

ども、指定を受けた団体等の部分で、経営状況の中

で何か変わる場合もあるかもしれませんが、通常、

協定を交わした中で、当然順守していただいている

期間中は、当然、指定を解除ということはございま

せんですし、やはり何か協定に即しない運営の仕方

であった場合には、その辺は当然、指定する町側が

その辺の指導や何かで当然していかなければならな

いでしょうし、再度、その指導、勧告に応じない場

合は、場合によってはそういうこともあり得るのか

もしれませんけれども、解除ということはあり得る

かもしれませんが、私どもはよほどでない限り、代

表者が、相手方の指定を変更するとか解除するとい

うことはないだろうなというふうなことで想定して
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ございます。 

 もう１点、この指定の応募の際には、決算書、あ

るいは経営体制の、会社自身の登記簿謄本、あるい

は組織形態等の資料を添付されてございますので、

これらについては、資料の提供の御質問だと思いま

すが、今後その辺の提供をさせて……。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（田浦孝道君） １２番金子議員の御質問に

お答えしますが、１点目の情報の提供については、

私どももそういう選考のための目的でちょうだいし

ている情報でございますが、個人情報の保護という

観点で、侵害されるのかどうかわかりませんけれど

も、一定限の制限の範囲で提供することについては

当然可能だと思いますので、その点で、今後、先ほ

どの議員にも申し上げましたように、提供の方向で

進めてまいりたいと思います。いずれにしまして

も、きょう、今ここで御審議いただいていますが、

目的が計画書を出す、その所期の目的の延長でお使

いということであれば、特に問題もないと思います

し、いずれにしましても、私どもがそういう計画書

以外で情報を共有し合うということを前提に、同意

を得ながら、そういうとり進めをしてまいりたいと

いうふうに考えてございます。 

 それと、代表者の変更等につきましては、これは

当然、いろいろな場面で想定できる範囲でございま

すので、この３年の範囲の中であるかないかについ

ては申し上げることはできませんが、もし発生した

とすれば、当然、常識的には、今、町との関係の中

で、権利・義務が継承されているということが確認

できれば、当然それは問題ないでしょうし、そうい

うことが反故になるようなことであれば、当然、

今、期間の中で、指定の解除ということは想定して

いませんが、そういう事態がもし確認できれば、解

除をすることも判断の中に加えていかなければなら

ないというふうに認識はしてございます。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） １２番金子益三君。 

○１２番（金子益三君） 結局、例えなのですが、

酒販の免許などをとるときというのは、３年間黒字

決算で、いわゆる税金を払っていないと、免許をと

ることすら許されないという状況があるわけです。

ですから、指定管理者というのは、ただ単に企業を

起こしてやるということとはもっと違って、公の施

設を管理運営していくということですから、やはり

企業体質というものがしっかりした、盤石な企業に

やはり管理運営というのを任せていくというのが町

の責任でもありますので、我々、議決する責任が議

会にある以上は、そういった必要書類というかをき

ちんと、今回のケースに限らずだと思うのです。指

定管理者を選考するに当たっての一つのものさしに

なると思いますので、そういったものというのは

きっちり、パークゴルフ場だけに限らず、これから

考えられ得る指定管理者のものについてもやってい

ただきたいですし、この件に関しては、やはりきち

んとした書類を我々は、もちろんこの目的のためだ

けではありますけれども、後ほど開示をしていただ

きたく思いますし、代表者がかわるということは、

本当にないに越したことはないのですけれども、結

構ありますので、今の企業というのは。いろいろな

グループで統合があったりですとか、そういった場

合に、今、助役がおっしゃられたように、約束が反

故にされる場合は締結を外すというようなことがあ

りましたけれども、実際、全然会社の方針がまるっ

きり変わって、例えば収益を重視したりとかという

ふうに、急に方向転換を変えられてしまうおそれと

いうのは大いにありますので、その辺はきちんと明

文化しておいていただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（田浦孝道君） 金子議員の再質問にお答え

しますが、今、前段で申し上げられましたようなこ

とについては、当然そうあるべきだと思いますし、

今後のいろいろな展開に、私どもはそれをきちんと

体系の中で求めていくということで、よりいろいろ

な、ちょっとした状況変化に対応できないというこ

とについては、私ども望むものでございませんの

で、末永く安定して行っていただくということを念

頭に置いていますので、その裏づけとして、今、議

員がおっしゃられるようなことについては、これか

ら体系の中にきちんと明文化するように努めてまい

りたいというふうに考えてございます。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 指定管理者の条例も決

まっておりまして、それに基づいて、今、指定管理

者をしようということでございますので、反対する

わけではございませんけれども、雇用の関係、現

在、このパークゴルフ場は振興公社がやっておりま

して、芝刈り等を請け負いの形でシー・エス・ティ

さんがやっておられる状態で、足りない分を町で補

てんしている施設でございますが、今までの職員に

つきましてはそのまま使用されてのことになるの

か、あるいは今までの人を使用しようがしまいが、

シー・エス・ティさんにすべて指定管理者として任

すことになるのか、ちょっとお尋ねしたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（岡崎光良君） １３番村上議員の

御質問でございますけれども、お話のように、雇用
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の関係というのも常に念頭に置きながらということ

でございます。パークゴルフ場におきましては、振

興公社に委託をしてまいりましたけれども、芝の管

理という部分については、お話のようにシー・エ

ス・ティが担っていたということでございまして、

そういった面での雇用の関係は継続されるのかなと

いうふうに思いますし、そのほかに窓口業務という

ものもございますけれども、これは公社の臨時的な

雇用形態でございまして、今後はシー・エス・ティ

の範疇におきまして募集、あるいは採用することに

なるのかなというふうに考えてございます。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） それでしたらそんなに、

民間活力とおっしゃいますけれども、雇用の道がそ

んなに開けているわけではないなというふうな感じ

がしますのと、それと、民間活用というのでした

ら、やっぱりそれであれば少し利益をと思うのが民

間ではないかと思われますので、例えば今、パーク

ゴルフ場の使用料金等も、町内が３００円、町外が

５００円と。これらあたりを、町内５００円、町外

８００円とか、そういう使用料金等も受けた方でそ

ういったことも考えることができるのかどうか、ど

こら辺まで受けた方が権限があるのか、その裁量権

というのがちょっとあいまいにも考えられるのです

けれども、そういったところはどのようなことにな

るのでしょうか、ちょっとお尋ねしたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（岡崎光良君） 村上議員の再質問

でございますけれども、民間活力の導入ということ

で、今回の指定審査に当たりましては、その中身を

審査した中では、やはりシー・エス・ティ、この会

社といたしましても、いろいろな創意工夫をした中

で計画性を持って当たるという意欲を持ってござい

ます。 

 また、使用料に関しましては、条例の規定という

もので、その範疇におきましてということで、それ

を上回っての徴収ということには現在のところはな

りませんので、そういった範疇におきまして運営を

していくということになります。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） このパークゴルフ場とい

いますのは、町民の健康づくり、福祉の向上という

か、そういう場所にもなっておりまして、ここで利

益を上げていくというのもどうかとは思われるので

すけれども、それであれば、今こうして指定管理者

制度で指定管理をお願いするわけですが、余り効果

を求めていくというのは、雇用もそんなに拡大され

るようには思われませんし、大変難しいと思います

けれども、どなたかがおっしゃっておられましたけ

れども、向こう、これから３年間ですけれども、３

年の効果を見てというよりは、１年終わりました時

点で、どのような方向に持っていくのか、やっぱり

効果を求めていくというのはなかなか難しいのでは

ないかと思うのですけれども、そこら辺、ちょっと

また回答いただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（岡崎光良君） 村上議員の再々質

問にお答え申し上げたいと思います。 

 パークゴルフ場は町民の健康づくり、福祉の向上

ということで運営をしてございまして、その中にお

いて、指定管理者制度の導入によってどのような効

果というのが、この３年間、やはり民間の活力に

よって運営をしていくと。今回のように複数の申請

があった中で、計画性を重視して選考したというこ

とでございまして、我々としても、その実施効果を

大きく期待をしているところでございます。この３

カ年間の状況を、協定を結ぶに当たりまして、関係

者等の意見を踏まえながら、効果的な、好まれる、

町民に親しまれるパークゴルフ場の運営に当たって

いきたいというふうに考えてございます。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 他にございませんか。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 公の施設の指定管理の指定

手続条例では、第４条に、施設の適正な維持管理及

び経費の節減という形が掲げられております。今回

のパークゴルフ場においては、この経費の節減とい

う点で、効果というのでしょうか、これはどのぐら

い図られたのか、この点を伺っておきたいと思いま

す。過去３年間の動きを見ましたら、大体１年間に

３００万円何がしかの管理費という形になっており

ますが、今回、そうしますと１,３００万円という

ことですから、若干ふえているのかなというふうに

見るのですが、この点、今、経費の軽減の状況だと

かについてお伺いしておきたいと思います。どうい

う部分で経費の軽減がされてきているのか、お願い

します。 

○議長（中川一男君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（岡崎光良君） ９番米沢議員の御

質問にお答え申し上げたいと思います。 

 今回のシー・エス・ティの指定に当たりまして、

その効果といいますか、経費節減の面での数字であ

りますけれども、向こう３年間の経費といたしまし

ては、補正予算におきまして債務負担行為１,３５

２万円というお認めをいただいているところでござ
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います。１５年度にオープンいたしまして、御承知

のように使用実績もやや低下している状況にござい

ますけれども、単純計算ということでありますけれ

ども、１７年度の委託料は４６２万円余りですが、

単純にこれを向こう３年間というふうに掛けた場合

に、１,３５２万円との差といいますと、軽減とし

ましては３５万円ほど見込まれます。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） そうすると、町が恐らく想

定していたよりは、大差がない、そんなに縮減が図

られてはいないのでないかなというふうに思うので

すが、単純に、いわゆる指定管理という形の中で、

町の財政を少しでも負担軽減するという形ですか

ら、３０万円何がしかの軽減が図られたということ

であれば、それはそれでいいとは思うのですが、し

かし、もっとその部分で言えば、想定したところよ

りは相当、縮減というテーマに沿って見れば、なか

なかそうはなっていない部分があるのではないかな

と思いますが、この点はどうなのでしょうか。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） ９番米沢議員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 御承知のように、平成１５年にこのパークゴルフ

場をオープンいたしまして、その当時はかなり入り

込みや何かがあったところであります。それは近隣

の状況や何かから見ても、まだうちのようなパーク

ゴルフ場がなかったというようなことで、非常に多

くの方に御利用いただいていましたけれども、昨

年、また今年度というような形で、ほかの町村にも

できてきたというようなことから、どんどん利用率

や何かも下がってきているという実態にございま

す。そのような意味から、今、経費の縮減という話

なのでありますが、当然このままでいきますと、さ

らに経費がかかってきて、費用もかかってくるとい

うことが予想されるところであります。そのような

意味で、今、単純に試算して３５万円ぐらいという

ことでありますが、かなり経済効果というか、縮減

効果はあるものというふうに考えておりますし、そ

の手当として、今、指定管理者になろうとするとこ

ろにつきましては、各種の大会を開いたり、いろい

ろなことを想定しながら、経費や何かも少しでも縮

減するとともに、収入も上げるようなことに努力し

たいということが見受けられているところでありま

す。そのような意味で、縮減効果は単純に計算する

とそんな金額ではないかもしれませんが、これから

も黙って経営をしていくと、かなり利用料や何かも

下がってくるということから、大きな期待をしてい

るところであります。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） 今、教育長の答弁を見る

と、シー・エス・ティさんが新たな大会等企画をす

ると。私、富良野の金満地区のパークゴルフ場、大

北土建が指定管理者ということで、ことし１年やっ

てきたと。大北土建が、富良野市の教育委員会に問

い合わせてみますと、委託費が９０万円掛ける３

回、２８５万円で委託をしているということなので

す。そして、大北自体がいろいろな大会を企画をし

ているということなのですけれども、僕は根本的

に、うちのパークゴルフ場は２７ホールしかない。

そうすると、一番ネックは、節減というのはいかに

収入を上げて、また節減をするかということでしな

ければならないのです。そうすると、今の上富良野

のパークゴルフ場では、収入を上げるというのは、

例えば平成１５年、１,１１５万円、平成１６年、

８５０万円、今度平成１７年は、トータル的に７２

０万円ぐらいになるのかなという感じがするので

す。大幅にがんがんがんと落ちてきているのです。

その要素は何かといったら、平常、３コースのう

ち、火、水、木、全部１コースずつ休むのですね。

そうすると、５００円も出してよそから来て、何だ

１８ホールかということで帰っていく人がいる。だ

から、団体で来ても、平常日は混むから、それでは

ここは要らないということで、美瑛には５４ホー

ル、富良野は金満地区が非常にコースが整備され

て、３６ホール、きちんとしたものがあるから、で

すからお客さんが来ない。上富良野のコースはいい

けれども、来ないというのが現状なのです。行って

も１８ホールではおもしろくないというのが平常日

の状態。土、日はまた各種大会等が開催されてい

る。 

 それで、一つ、いかにお客さんを呼ぶかというこ

とで、この火、水、木の１コースずつ休むのを、当

然、コースの整備もしなければなりませんけれど

も、極端に言えば、ことしの夏、自衛隊の新隊員が

６０名ほど来て、そうした２コースしかなくて、非

常に混んだのです。そういうときには臨機応変で、

休んでいる、整備しているコースもさっと開放し

て、そして終わればまたすぐ整備にかかるというよ

うな、そういう臨機応変な体制をとっていかなけれ

ば、まず一つはだめでないかという感じ。 

 それから、新得のコースだとかほかのコースへ

行っても、十分それぞれのコースをやりながら整備

をされている状況があるのです。うちの場合、若干

コースが狭い関係もありますけれども。ですから

今、皆さん方の要望、きのうもパークゴルフの役員

の皆さん方の話を聞くと、例えばコース整備する日
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は朝の５時ごろから９時ぐらいまでにある程度や

る。それから、お昼休みに、人もいないときにや

る。それから、夕方、余り利用する人が少ないとき

にやるというような、いろいろな方法を、民間であ

ればやれるのではないかと。現実に、この仕様書を

見ると、火、水、木、整備をしなさいということは

何も触れていないのです。ですから、私はやはりそ

ういう形で、上富良野はコースもいいけれども、そ

うやって使えるようになったということになれば、

なお皆さん方が来るのではないかというような気が

いたします。 

 それからもう１点は、今回、条例改正して、来年

の４月２９日から１１月３日ということになりまし

た。現実にことしの場合に限れば、１０月の３１日

で終わりました。しかし、１０月の３１日前の２７

日、２８日ごろから、テントは撤去する、それから

ベンチを撤去する。たまたま１０月の３０日に上富

良野パークゴルフ場のクローズ大会を開催しまし

た。私は上川連合会の会長でもあるものだから、そ

うやって上川管内から空知の方から、約１５０名の

方、皆さん来たのだけれども、気候的には寒い時期

でした。そうしたら、テントもない、教育長に電話

したら、あそこにあるテントは張っていいよという

ことだけれども、本来的にはクローズされた後、処

理すべきものが、そういう形でやっているというこ

とで、これは教育委員会の指導を受けた、もしくは

指揮を受けてやったのかどうかということで、非常

によそから来た人も、何だ上富良野ということで、

私、おしかりを受けたのです。ですからそういう点

で、ひとつ気をつけていただきたいということと、

それからもう１点、１０月で終わったのだけれど

も、クローズしたのだけれども、富良野はずっと

やっていたのです。そうすると、上富良野から毎日

４０人、５０人の人たちが行く。富良野は大体１日

３００人ずつ、クローズするまであったということ

なのです。それで、使用期間は１１月の３日という

ことだけれども、例えば３日以降、シーズン券の人

もそうでない人も、とりあえず３００円払うか回数

券を買うか、そういうような形にして、降雪まで利

用できるような方法をすれば、まだ収入が上がるよ

ということで皆さん方が言うのです。だから、あく

までシーズン券の有効期間は１１月の３日でいいけ

れども、何とかそういう配慮をして、また収入を上

げるという努力をしてもらえないかということで、

富良野は１１月に入って約３００万円ですよ、収入

を上げているの。もうほかはクローズしているか

ら、みんな富良野へ集中してしまったのですね。で

すから、そういうことで、条例は１１月の３日だけ

れども、特段、教育長の判断で、そういうことで収

入を上げる努力ができないかどうかということで、

お願いをしたいと思うのです。 

 それからもう一つ、パークゴルフ場の管理費で

す。先ほど４番議員の質問にもありましたけれど

も、１５年度の決算を見ると、３４２万４,０００

円、１６年度３１４万６,５５７円、委託料は３１

０万円。平成１７年度は４６７万６,０００円なの

です。そうすると、１６年から１７年を比較します

と、約１５０万円ぐらい違うのです。これはある面

で収入が減ったということでは理解はできるけれど

も、ちょっと大幅なあれでないかと。それを基準に

して、今度の委託の費用の関係が算出されたのかど

うかということで、お伺いいたしたいと思います。 

 それからもう１点、特に振興公社とシー・エス・

ティの総合点数方式で、町が支払う管理費の縮減が

図られているか、振興公社が１６点、シー・エス・

ティが２０点、これで４点差。経費の縮減、事業者

の創意工夫が見られるか、これは振興公社が１５

点、シー・エス・ティが１８点。言うなれば、ここ

でもう１１点の差のうちの７点がここで大きなウ

エートを占められております。したがって、この内

容は単なる１,８６１万１,０００円と１,３５２万

円の違いなのか、それともそれ以外の何かの要素が

あるのかということでお聞きしたいのと、それか

ら、シー・エス・ティさんが町内外のパークゴルフ

場等の連携及び地域との連携が図られているか、ま

た、実施事業の内容はどうかということでございま

すけれども、シー・エス・ティさんのこれに対する

回答の内容をお知らせしていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 暫時休憩いたします。 

○事務局長（中田繁利君） ２０分休憩といたしま

して、再開時間を１５時５分といたします。 

────────────────── 

午後 ２時４４分 休憩 

午後 ３時０５分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 議案第１８号の件の議事を継続いたします。 

 １１番中村有秀君の発言に対する答弁を求めま

す。 

 教育長。 

○教育長（中澤良隆君） １１番中村議員の御質問

にお答えをさせていただきます。 

 まず１点目でありますが、芝の管理の件です。

今、現状としては、火、木、土というような形で休

んで、管理をしていたところであります。やはり当



 

― 122 ―

初オープンして、パークゴルフ場の使命は芝だとい

うようなことで、いかに安定させて、継続していい

状態を保っていくかというようなことで、こういう

形をとっておりました。今回の指定管理者の方から

も御提案いただいておりますのは、やはり芝生の管

理状況、また、利用人数等によって全コースを開放

できるような形の中で、それはある程度芝管理を中

心に考えながらやっていきたいというような御提案

もいただいていますので、先ほど御意見にあったよ

うな形でおこたえしていくことができるのかなとい

うふうに考えているところであります。 

 ２点目でありますが、早く片づけてしまったとい

うことであります。これは本当に我々も後から聞い

てというか、そのような状態のことを把握したと

き、もう既に片づけられていたということは、我々

の管理ミスでもありますので、今後このようなこと

がないように、条例で定められている４月の２９日

から１１月の３日まではそのようなことがないよう

にということで考えておりますので、御理解賜りた

いと思います。 

 ３点目であります。たまたま温暖化の影響か、こ

とし、今申し上げましたように、４月の２９日から

１１月の３日までの条例での期間が定められている

ところであります。条例の中では、それを拡大解釈

できるような条文構成にはなってございません。た

だ、ことしみたいなことで、春先は本当に芝のこと

を考えると、余り早くからオープンすることによっ

て、１年間、本当に芝に悪影響を及ぼす。ただ、秋

の芝についてはそうではない部分があります。その

ようなことで、今後、条例改正をも視野に含めなが

ら、内部で検討させていただきたいということで考

えているところであります。 

○議長（中川一男君） ４点目、積算のやつでした

よね。 

 総務課長、答弁。 

○総務課長（佐藤憲治君） 中村議員の最後の御質

問ですが、選考評価に関する御質問だと思います

が、御質問のとおり、このパークゴルフ場の選考に

当たりましては、委員５名で選考に当たりました

が、１人１点から５点までの５段階の点数方式で、

それぞれ客観的にそれぞれの委員が点数をつけたと

ころでありますけれども、大きく五つの項目の中

で、総合で１１点差でございますが、平均的にはさ

ほどそれぞれの項目に大きな差というのはございま

せんのですが、特にその中で、総合点数で１１点差

になった部分では、第３項目めの維持管理経費の縮

減が図られているかどうかという部分と、経営体制

の部分で、その辺の運営管理が維持されるかという

部分の点数が、それぞれ総合点数でいけばほかの項

目よりは若干差はついてございますけれども、これ

については、そこの差では、先ほどの委員それぞれ

の評価の中で積み上げでございますので、５点ない

し６点の差がそこの項目でのトータルでは差はつい

てございますけれども、特にそこで全員の評価の結

果的には、やはりシー・エス・ティさんの方が経費

の縮減という部分での、若干でございましたけれど

も、そこのところが点数の評価としてはそこで差が

あらわれてございます。さらにもう１点は、芝管理

の技術力、あるいは経営能力に対する部分の評価

が、トータル的な部分ではそこで差がついたという

ことで、最終的に総合では１１点差の結果となっ

て、選定をいたしたところであります。 

 それと、他の機関との連携という御質問だったと

思いますが、当然、いろいろな町内の、特にスポー

ツ関係のパークゴルフ団体だとか、あるいは教育委

員会等のいろいろなパークゴルフ大会や何かの部

分、既に行われているそういうような計画のほか

に、さらに自主的に、みずからパークゴルフ人口を

ふやしていくというような視点で、自主的なパーク

ゴルフ教室だとかいう部分が業務計画の中でも盛り

込まれております。そういう視点で、先ほどの第３

項目めのところでも、評価がそこで差が出ている部

分もあるのかなというふうに判断いたしているとこ

ろであります。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） 芝管理とコースの休む関

係というのは、できるだけ意見を尊重してというこ

とでございますし、それからシー・エス・ティさん

の方でもそういうような御意見を持っているという

ことでございますけれども、一つこれらの関係で、

教育委員会、それからシー・エス・ティさん、それ

からパークゴルフ協会と十分連携をとるということ

で、年明けてからでもよろしいですから、そういう

機会を設けて、いかに収入を上げるか、いかに大会

を多く持ってくるかというようなことも含めて協議

をすると。それから、今、総務課長が言うように、

自主事業ということで言っておりますけれども、具

体的にないのですね、何をやるかというのは。例え

ば大北土建の金満地区では、毎月金満杯の大会を

やっていって、最終的にトータルが優勝がどうだと

いうことも決めるような大会も企画しております。

したがって、一つは、やっぱりそういう上富良野の

既存のコースの関係の運営管理をどうしていったら

いいか、いかに収入を上げるかということで、三者

での協議という機会を設けてほしいと思います。 

 パークゴルフ協会では、来年の１０月１日に、上
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川管内の上川連合１０周年記念大会を上富良野でや

るということで決めております。それからもう一つ

は、道新スポーツが札幌からツアーで上富良野に来

るということで、９月の第２火、水、木ぐらい、上

富良野でやって、そして美瑛へ行く、ピリカの森で

やるというような日程等も今組んでいるところでご

ざいますので、そういう点でも、我々もそういう努

力をするということで考えております。 

 それからもう一つ、上富良野、中富良野、美瑛、

富良野、それぞれコースを持っていて、いかに収入

を上げるかという努力をしております。したがっ

て、そういう教育委員会、それからもう一つはパー

クゴルフ協会、それからもう一つは、それぞれの指

定管理者があわせて、例えば平成１８年度のシーズ

ンの日程調整をやる機会を設けて、富良野でやると

きは上富良野から行きます、美瑛も行きます、上富

良野でやるときにはよそからも来ますというよう

な、できるだけ日程調整を図って、それぞれの市町

村の指定管理者がある程度収入増を図るような努力

をしていきたいというふうに考えておりますので、

その点、教育委員会としてどう考えているかという

ことで、お尋ねをいたしたいと思います。 

 それから、１１月３日以降の話なのですけれど

も、条例改正を視野にということで、特にシーズン

券は１１月の３日で終わりですよと。それ以降は、

それぞれ５００円なり３００円なり、もしくは回数

券なりということで、お金を出してもいいからやり

たいという気持ちなので、何とかそれらを考えてい

ただいて、この点の配慮を特にお願いをいたしたい

と思います。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） １１番中村議員の御質問

にお答えをさせていただきます。 

 １点目の関係でありますが、当然、指定管理者と

教育委員会とは、協定や何かの関係で、細部の打ち

合わせは当然させていただくことになるものと思っ

ています。その中で、また、楽しんでいただくパー

クゴルフ協会等の御意見も伺いながらというものに

つきましては、また当然のことだと思いますので、

そこら辺をどのような形で、三者でやるのがいいの

か、そういうことは別にいたしまして、御意見を伺

う機会はつくりたいと思っていますし、また、大き

な視野での広域的な連携、これも当然今言われたよ

うに、上富も中富も、それから富良野も大会が行わ

れているというようなことは、やはりちょっと不合

理であろうというようなことから、そういう連携は

必要だと思いますので、その連携や何かについて

も、教育委員会が中心になって調整できるものであ

ればしていきたいというふうに感じるところであり

ます。 

 もう一つ、シーズンの話でありますが、条例で

やっていて、その間の料金というのは、１８年の４

月１日から条例施行になっていますが、そういうこ

とでお認めいただいて、なっていると。その中で、

では我々がお金を払ってもいいからということが、

果たしてこの条例にそぐうのかどうかということも

含めて検討させていただくということで、御理解を

いただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございますか。ないですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） ほかになければ、これを

もって質疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１８号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第１２ 議案第１９号 

○議長（中川一男君） 日程第１２ 議案第１９号

ポロピナイ川改修工事（Ｈ１６国債）請負契約変更

の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） ただいま上程いただ

きました議案第１９号ポロピナイ川改修工事（平成

１６年国債）請負契約変更の件につきまして、提案

理由の御説明を申し上げます。 

 本工事につきましては、防衛施設庁の補助を受け

て実施しております。 

 変更の要因といたしまして、当該工事の仮設工の

うち、工事範囲内の支障木の抜根処分量が、当初設

計数量２９４.５トンに対し、実施による確認数量

が３５４.８トン、差し引き６０.３トンの増となっ

たことから、処分量を３５４.８トンに計上させて

いただくものでございます。 

 以下、議案を朗読し、提案理由の説明にかえさせ

ていただきます。 

 議案第１９号ポロピナイ川改修工事（Ｈ１６国

債）請負契約変更の件。 

 ポロピナイ川改修工事（Ｈ１６国債）請負契約の

締結（平成１７年３月３日議決を経た議案第３５号

に係るもの）を、次により変更するため、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関す

る条例第２条の規定により、議会の議決を求める。 
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 記。 

 変更事項。契約金額、変更前２億６,１４５万

円、変更後２億６,２２１万６,５００円。７６万

６,５００円の増額でございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 御審議賜りまして、議決くださいますようよろし

くお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１９号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第１３ 議案第２０号 

○議長（中川一男君） 日程第１３ 議案第２０号

旭野川砂防工事（Ｈ１７国債）請負契約締結の件を

議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） ただいま上程いただ

きました議案第２０号旭野川砂防工事（平成１７年

国債）請負契約締結の件につきまして、提案理由の

御説明を申し上げます。 

 本工事につきましては、防衛施設庁所管の委託工

事として実施しております。 

 本工事の工事概要としまして、床固工５基、付帯

工としまして、護床工、護岸工、法面工などが主な

る工事内容であります。 

 次に、本議案につきましては、平成１４年度より

改正しました上富良野町共同企業体取扱要項の規定

に基づきまして、共同企業体の自主結成に向けまし

た資格申請要項を１１月４日に告示、三つの単体企

業と三つの共同企業体の申請を受理したところであ

り、地元業者を含め、単体・共同企業体の計６企業

体を指名いたしまして、１２月１６日、入札を行っ

た結果、高橋・小渡特定共同企業体が７,６００万

円で落札し、消費税を加算いたしまして、本議案の

７,９８０万円であります。 

 参考までに、２番札は新島工業株式会社の７,６

４０万円であります。 

 また、本工事につきましては、予定価格事前公表

の試行実施としまして、公表を行っております。 

 落札率につきましては９５.０２％でございま

す。 

 以下、議案を朗読し、提案理由の説明にかえさせ

ていただきます。 

 議案第２０号旭野川砂防工事（Ｈ１７国債）請負

契約締結の件。 

 旭野川砂防工事（Ｈ１７国債）請負契約を次によ

り締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得または処分に関する条例第２条の規定によ

り、議会の議決を求める。 

 記。 

 １、契約の目的。旭野川砂防工事（Ｈ１７国

債）。 

 ２、契約の方法。指名競争入札による。 

 ３、契約金額。７,９８０万円。 

 ４、契約の相手方。高橋・小渡特定共同企業体、

代表者、上富良野町錦町１丁目１番２０号、高橋建

設株式会社、代表取締役、北川昭雄。 

 構成員。上富良野町中町３丁目５番２５号、株式

会社小渡工務店、代表取締役、小渡一蔵。 

 ５、工期。契約の日から平成１８年１２月２２日

まで。 

 以上で、説明を終わります。 

 御審議賜りまして、議決くださいますようよろし

くお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２０号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第１４ 議案第２１号 

○議長（中川一男君） 日程第１４ 議案第２１号

衣川橋橋梁架替工事（下部工）請負契約締結の件を

議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） ただいま上程いただ

きました議案第２１号衣川橋橋梁架替工事（下部

工）請負契約締結の件につきまして、提案理由の御

説明を申し上げます。 

 本工事は、北海道の管理河川でありますトラシエ
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ホロカンベツ川の拡幅改修工事が行われており、現

況では橋長が計画断面に対応できないことから、架

けかえを行うものでございます。 

 なお、費用につきましては、河川改修工事を行い

ます北海道が全額を負担することで施行協定を締結

しております。 

 工事概要としまして、逆Ｔ式橋台２基、現橋の解

体、橋梁への取りつけ道路、仮橋工、護岸工などが

主なる工事内容であります。 

 次に、本議案工事につきましては、地元業者を含

む７社を指名いたしまして、１２月１６日、入札を

行った結果、アラタ工業が４,９８０万円で落札

し、消費税を加算いたしまして、本議案の５,２２

９万円であります。 

 参考までに、２番札は高橋建設株式会社の５,０

２０万円であります。 

 また、本工事につきましても、予定価格事前公表

の試行実施としまして、公表を行っております。 

 落札率につきましては９６.０８％でございま

す。 

 以下、議案を朗読し、提案理由の説明にかえさせ

ていただきます。 

 議案第２１号衣川橋橋梁架替工事（下部工）請負

契約締結の件。 

 衣川橋橋梁架替工事（下部工）の請負契約を次に

より締結するため、議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得または処分に関する条例第２条の規定に

より、議会の議決を求める。 

 記。 

 １、契約の目的。衣川橋橋梁架替工事（下部

工）。 

 ２、契約の方法。指名競争入札による。 

 ３、契約金額。５,２２９万円。 

 ４、契約の相手方。上富良野町北町２丁目、株式

会社アラタ工業、代表取締役、荒田裕昭。 

 ５、工期。契約の日から平成１８年３月３１日ま

で。 

 以上で、説明を終わります。 

 御審議賜りまして、議決くださいますようよろし

くお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第１５ 議案第２２号 

○議長（中川一男君） 日程第１５ 議案第２２号

上川支庁管内町村公平委員会共同設置規約の変更の

件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（佐藤憲治君） ただいま上程いただき

ました議案第２２号上川支庁管内町村公平委員会共

同設置規約の変更の件につきまして、提案の要旨を

御説明申し上げます。 

 このたび、規約の変更を提案いたします公平委員

会につきましては、地方公務員法による必置の機関

でございます。上川支庁管内１９町村と九つの一部

事務組合で共同設置しているものでありまして、規

約変更に関しましては、全構成町村の協議を経て、

北海道知事に届け出るものであります。 

 規約の変更内容につきましては、構成町村になっ

ております風連町が明年３月２７日に名寄市と合併

し、公平委員会から脱退することとなるため、組合

規約の変更について、各構成町村の議決を経て、北

海道知事への届け出が必要なことから、本議案を提

案するものであります。 

 以下、議案を朗読し、説明申し上げます。 

 議案第２２号上川支庁管内町村公平委員会共同設

置規約の変更の件。 

 地方自治法第２５２条の７の規定により、上川支

庁管内町村公平委員会共同設置規約を次のとおり変

更する。 

 上川支庁管内町村公平委員会共同設置規約の一部

を改正する規約。 

 上川支庁管内町村公平委員会共同設置規約（昭和

３８年規約第１号）の一部を次のように改正する。 

 別表中、第１条の表、風連町の規定を削るもので

あります。 

 附則、この規約は平成１８年３月２７日から施行

する。 

 以上、議案の説明といたします。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

を申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 
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 これより、議案第２２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第１６ 議案第２３号 

○議長（中川一男君） 日程第１６ 議案第２３号

上川教育研修センター組合規約の変更の件を議題と

いたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（佐藤憲治君） ただいま上程いただき

ました議案第２３号上川教育研修センター組合規約

の変更の件につきまして、提案の要旨を御説明申し

上げます。 

 このたび、規約の変更を提案いたしました上川教

育研修センター組合につきましては、加入する名寄

市と風連町が平成１８年３月２７日に合併するた

め、構成市町村の減による組合規約の変更につい

て、関係地方公共団体各議会の議決を経て、北海道

知事の許可が必要なことから、本議案を提案するも

のであります。 

 以下、議案を要約し、説明申し上げます。 

 議案第２３号上川教育研修センター組合規約の変

更の件。 

 市町村の合併の特例に関する法律第９条の２第１

項の規定により、上川教育研修センター組合規約の

一部を次のように変更する。 

 上川教育研修センター組合規約の一部を改正する

規約。 

 上川教育研修センター組合規約（昭和４７年上振

興第５２０号指令）の一部を次のように変更する。 

 第３条につきましては、組合を組織する市町村の

規定でございます。剣淵町の次に規定されている風

連町を削除し、改めるものであります。 

 第６条につきましては、組合議会の議員定数の規

定でありますが、風連町長の分の減により、２９人

から２８人に改めるものであります。 

 別表につきましては、組合議会の議員定数の内訳

でありますけれども、旭川市を除く組合市町村数を

２１に、町村議会議員選出区内に規定しております

風連町を削除し、議員定数を２８人に改めようとす

るものであります。 

 附則、この規約は平成１８年３月２７日から施行

する。 

 以上、議案の説明といたします。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

を申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２３号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第１７ 議案第２４号 

○議長（中川一男君） 日程第１７ 議案第２４号

富良野地区環境衛生組合規約の変更の件を議題とい

たします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ただいま上程され

ました議案第２４号富良野地区環境衛生組合規約の

変更の件につきまして、提案の要旨を御説明申し上

げます。 

 本件は、地方自治法第２８６条第１項の規定に基

づき、規約の変更について議決を求めるものでござ

います。 

 富良野市では、富良野市収入役事務兼掌条例を提

案することに伴い、組合に収入役を置かず、その事

務を助役が兼掌することになります。これに伴う所

用の規約変更を行おうとするものでございます。 

 以下、議案を要約し、御説明いたします。 

 議案第２４号富良野地区環境衛生組合規約の変更

の件。 

 地方自治法第２８６条第１項の規定により、富良

野地区環境衛生組合規約を次のとおり変更する。 

 富良野地区環境衛生組合規約の一部を変更する規

約。 

 富良野地区環境衛生組合規約（平成１０年３月６

日議決）の一部を次のように変更する。 

 第８条第１項、同条第３項及び第５項は、収入役

廃止に係る文言整理でございます。 

 ８条第９項は、組合に収入役を置かず、その事務

を助役が兼掌する旨の規定に改めるものでございま

す。 

 附則、この規約は、北海道知事の許可に基づき、

平成１８年４月１日から施行する。 

 以上、議案の説明とします。 

 御審議いただきまして、御議決賜りますようお願
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い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２４号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第１８ 議案第２５号 

○議長（中川一男君） 日程第１８ 議案第２５号

富良野地区介護認定審査会規約の変更の件を議題と

いたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米田末範君） ただいま上程され

ました議案第２５号富良野地区介護認定審査会規約

の変更の件について、提案の要旨を御説明申し上げ

ます。 

 本件につきましては、議案第２４号と同じく、富

良野市の収入役を置かずに、事務を助役が兼掌しよ

うとすることに伴い、所要の規約変更を行おうとす

るものであります。 

 以下、議案の朗読により説明といたします。 

 議案第２５号富良野地区介護認定審査会規約の変

更の件。 

 地方自治法第２５２条の７の規定により、富良野

地区介護認定審査会規約を次のとおり変更する。 

 富良野地区介護認定審査会規約の一部を変更する

規約。 

 富良野地区介護認定審査会規約（平成１１年６月

２５日議決）の一部を次のように変更する。 

 附則第２項中、「富良野市長、助役、収入役」

を、「富良野市長及び助役」に改める。 

 附則、この規約は平成１８年４月１日から施行す

る。 

 以上で説明といたします。 

 御審議いただきまして、議承認賜りますようお願

い申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２５号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第１９ 発議案第１号 

○議長（中川一男君） 日程第１９ 発議案第１号

国の季節労働者冬期援護制度の存続・拡充を求める

意見の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 １４番長谷川徳行君。 

○１４番（長谷川徳行君） ただいま上程されまし

た発議案第１号を、議案の朗読をもって説明にかえ

させていただきます。 

 発議案第１号国の季節労働者冬期援護制度の存

続・拡充を求める意見の件。 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。 

 平成１７年１２月２０日提出、上富良野町議会議

長中川一男様。 

 提出者、上富良野町議会議員長谷川徳行。 

 賛成者、上富良野町議会議員仲島康行、同じく中

村有秀。 

 提出先、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大

臣、国土交通大臣、農林水産大臣。 

 国の季節労働者冬期援護制度の存続・拡充を求め

る意見書。 

 国の季節労働者冬期援護制度は、１９７７年度

に、積雪寒冷地冬期雇用促進給付金制度として発足

して以来、制度の名称や内容の一部が変更されなが

らも、３０年近くにわたって季節労働者の冬期間の

雇用と生活を支える命綱として重要な役割を果たし

てきた。 

 しかしながら、政府は２００４年度から、現行の

冬期雇用安定奨励金制度、冬期技能講習助成給付金

制度について、大幅な見直しを行うとともに、２０

０６年度をもってこれらの制度を廃止しようとして

いる。 

 国は、政策効果が上がっていないことを廃止の理

由に挙げているが、国の季節労働者冬期援護制度の

もとで、制度発足当初は約３０万人を数えた季節労

働者は、今は約１６万人となり、建設業における通

年雇用化が進んで、通年雇用の労働者の比率が季節

雇用の労働者を上回るようになってきた。同時に、

厳しい自然条件と、それに伴うコスト増という制約

もあり、道内の建設投資額が１～３月の第４四半期
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において大幅に減少する状況は依然として続いてお

り、東北各県と比較しても際立っている。したがっ

て、相当数の労働者が季節的に失業せざるを得ない

のが現状である。 

 また、とりわけ北海道においては、長期にわたる

不況と景気回復のおくれ、さらには自治体財源の悪

化によって公共事業の減少が続くなど、雇用情勢は

深刻さを増している。 

 こうした中で、国が季節労働者冬期援護制度を廃

止することは、季節労働者の雇用と生活を根底から

脅かすばかりでなく、建設業者を初め地域経済にも

深刻な影響を与えることは明らかである。 

 よって、国においては、季節労働者冬期援護制度

を存続し、さらに内容を拡充すべきである。 

 また、国の発注する公共事業において、冬期間の

雇用の拡大を図るとともに、夏場についても、地元

業者が受注できる仕事をふやすなど、雇用対策を強

化する必要がある。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を

提出する。 

 平成１７年１２月２８日、北海道空知郡上富良野

町議会議長中川一男。 

 以上で、説明を終わります。 

 お認めいただきますようよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、発議案第１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第２０ 閉会中の継続調査申出の件 

○議長（中川一男君） 日程第２０ 閉会中の継続

調査申出の件を議題といたします。 

 議会運営委員長並びに各常任委員長から、目下、

各委員会において調査中の申出書の事件につき、会

議規則第７５条の規定により、閉会中も引き続き調

査したい旨の申し出がありました。 

 お諮りいたします。 

 各委員会から申し出のとおり、閉会中の継続調査

に付することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の

継続調査に付することに可決されました。 

 以上をもって、本定例会に付議された案件の審議

は全部終了いたしました。 

─────────────────── 

◎町長あいさつ 

○議長（中川一男君） 町長より発言の申出があり

ますので、これを許可します。 

 町長、尾岸孝雄君。 

○町長（尾岸孝雄君） 本年最後の定例会でもあり

ますので、一言ごあいさつを申し上げたいと思いま

す。 

 本定例会では、会期９日間の中で、御提案いたし

ました議案について、付託審議のものを除き、皆様

方の真剣なる、かつ慎重なる御審議をいただき、御

議決を賜りましたこと、厚くお礼を申し上げます。 

 さて、平成１７年も残すところあとわずかになり

ました。この１年を振り返りますと、国際的には、

昨年から引き続くテロ活動、北朝鮮拉致問題、石油

価格の高騰や、円高ドル安の傾向、また、北京オリ

ンピックを控えた中国の活発な経済活動などによ

り、国内経済にも明暗の影響を与えております。 

 今年の融雪期は、平年に比べ４日から９日のおく

れで、４月下旬から５月前半の低温、降雨も影響し

て、耕起、播種作業とも大幅におくれ、５月前半の

低温、日照不足もあわせて、全般的な生育障害を心

配しておりましたが、６月以降の比較的好天に恵ま

れたことから、価格の低迷に不安を残しながらも、

平年以上の出来秋を迎え、胸をなでおろしたところ

であります。 

 行政運営面においては、平成１６年度から２０年

を期間とする新行財政改革実施計画の２年次に当た

り、当面の自主自立の道を目指した行財政改革を進

めるため、八つのプロジェクトを構成し、その成果

報告を受けて、実践へ向けた具体的取り組みに着手

いたしたところであります。 

 また、富良野地区広域市町村圏振興協議会におい

て自治のかたち検討プロジェクトチームの成果が来

春報告される運びとなっており、上富良野の行く末

について新たな選択肢が得られるものと期待をする

ところであります。 

 なお、プロジェクトチームで検討を加えてきまし

た消費者相談、法律相談については、特に早急な対

応が求められているため、圏域の窓口を富良野市に

置くよう進めてまいっておりました。昨日の圏域の

振興協議会委員会におきまして、広域で担うことが

望ましい事務事業については、消費者相談、日常相

談、法律相談、図書の広域利用、職員研修を平成１



 

― 129 ―

８年度から実施することとして、圏域の振興協議会

委員会で協議を決定させていただいているところで

あります。 

 現在、平成１８年度へ向けた予算編成作業に着手

しているところでありますが、町民の皆様にも負担

をお願いせざるを得ない施策もあり、今後はなお一

層町民との情報の共有と議論を尽くしながら、行財

政運営に反映していきたいと考えておりますので、

町民並びに議員各位の御理解と御協力をお願いする

ところであります。 

 多くの課題を背負っての年越しとなりますが、来

る年が豊作で、晴れやかで、喜びの多い１年となる

ことを願うばかりであります。 

 最後になりましたが、町民の皆様並びに議員の皆

様各位には、この１年間、行政運営各般にわたる御

支援、御協力を賜りましたことに心から厚くお礼を

申し上げ、さらに、新年を皆様とともに御健勝であ

りますことを心から御祈念申し上げ、ごあいさつと

させていただきます。まことにありがとうございま

した。 

─────────────────── 

◎議長あいさつ 

○議長（中川一男君） この際、私からもごあいさ

つを申し上げます。 

 １年とは本当に早いものだな、もう幾つ寝るとお

正月でございます。ことし１年、いろいろなことが

あったのでないかなと。 

 私においては、私の不養生から、９月に入院しま

して、副議長初め１７名の皆さん方には大変御迷惑

をかけました。ですが、皆さん方の御協力と温かい

御温情で難なく切り抜けられた、本当厚く御礼申し

上げる次第でございます。 

 きょうの議会の中で、条例等のいろいろな問題を

議論したわけでございます。来年の３月に向けた予

算委員会において、本当に厳しいものが出てくるの

でないかなと思います。 

 行政は線引きでございます。どこに線を引くかと

いうことによって、その線上にある人、また、その

線上から漏れた方、上の人、本当に利害関係が入り

組むわけでございます。私ども議員として、議決す

る、しないにしても、立つ、座るにしても、苦渋の

決断がこれから相当要る場面があろうかと存じます

が、皆さん方の一人一人の町民に対する興味、そし

て町民のための議会であり行政であるということを

認識し、頑張っていただければと思います。 

 来年こそはいい年でありますように。私も昭和２

１年生まれの４８歳、年男でございまして、いい年

になるのでないかなと、そのように思っておりま

す。 

 どうぞ、先ほど町長申しましたように、来年も健

康で、そしてみんな一緒に明るいまちづくりに邁進

していきたいと思います。どうぞよろしくお願いし

ます。ありがとうございました。 

─────────────────── 

◎閉会宣告 

○議長（中川一男君） これにて、平成１７年第４

回上富良野町議会定例会を閉会いたします。 

午後 ３時５２分 閉会 
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